
様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100001 特債法の廃止又は見直し

特定債権等に係る事業の規
制に関する法律

特定債権等に係る事業の規
制に関する法律施行令

特定債権等に係る事業の規
制に関する法律施行規則

特定債権等譲受業者及び小
口債権販売業者の許可及び
監督に関する命令、等

  特定債権等（リース・クレジット債権等）の
流動化の公正かつ円滑な実施、資産流動化
商品の投資家の保護を目的として、特定債
権等の資産譲渡に係る仕組み規制、対抗要
件特例制度としての公告制度、特定債権等
譲受業者及び小口債権販売業者の許可、
行為規制等を行っている。

b:全国
規模で
検討

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

　平成１５年６月にとりまとめられた産業構造
審議会産業金融部会の中間報告を勘案しつ
つ、引き続き、投資家保護の観点から、その
必要性、在り方について具体的に検討する。

5021171
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100001 特債法の廃止又は見直し

特定債権等に係る事業の規
制に関する法律

特定債権等に係る事業の規
制に関する法律施行令

特定債権等に係る事業の規
制に関する法律施行規則

特定債権等譲受業者及び小
口債権販売業者の許可及び
監督に関する命令、等

  特定債権等（リース・クレジット債権等）の
流動化の公正かつ円滑な実施、資産流動化
商品の投資家の保護を目的として、特定債
権等の資産譲渡に係る仕組み規制、対抗要
件特例制度としての公告制度、特定債権等
譲受業者及び小口債権販売業者の許可、
行為規制等を行っている。

b:全国
規模で
検討

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

　平成１５年６月にとりまとめられた産業構造
審議会産業金融部会の中間報告を勘案しつ
つ、引き続き、投資家保護の観点から、その
必要性、在り方について具体的に検討する。

5026015 都銀懇話会 11

z1100002 有限責任組合制度の整備／
取得財産の限定の廃止

中小企業等投資事業有限責
任組合契約に関する法律第
３条第１項

中小企業等投資事業有限責任組合の事業
は、未公開の株式会社の株式、新株予約
権、新株予約権付社債、有限会社等 の出
資持分、信託受益権、匿名組合契約に基づ
く出資持分、工業所有権・著作権等への投
資となっている。
次期通常国会で、中小企業・未公開企業要
件の撤廃、「社債、金銭債権の取得、金銭の
貸付」の追加を行う予定である。

ｂ Ⅰ

経済活性化のためにはリスクマネーを投資
に向かって動きやすくすることが重要であ
り、そのためには投資スキームを整備する
必要がある。従って、運用者のニーズに合っ
たビークル法制の整備については、平成１５
年度中に検討を開始し、平成１６年度中に結
論を得るよう検討してまいりたい。

平成16年度中に実施されることの可否につ
いても検討されたい ｂ Ⅰ

経済活性化のためにはリスクマネーを投資
に向かって動きやすくすることが重要であ
り、そのためには投資スキームを整備する
必要がある。従って、運用者のニーズに合っ
たビークル法制の整備については、平成１５
年度中に検討を開始し、平成16年度中に実
施されることの可否も含め、結論を得るよう
検討してまいりたい。

5085015 オリックス株式
会社 11

z1100002 有限責任組合制度の整備／
取得財産の限定の廃止

中小企業等投資事業有限責
任組合契約に関する法律第
３条第１項

中小企業等投資事業有限責任組合の事業
は、未公開の株式会社の株式、新株予約
権、新株予約権付社債、有限会社等 の出
資持分、信託受益権、匿名組合契約に基づ
く出資持分、工業所有権・著作権等への投
資となっている。
次期通常国会で、中小企業・未公開企業要
件の撤廃、「社債、金銭債権の取得、金銭の
貸付」の追加を行う予定である。

ｂ Ⅰ

経済活性化のためにはリスクマネーを投資
に向かって動きやすくすることが重要であ
り、そのためには投資スキームを整備する
必要がある。従って、運用者のニーズに合っ
たビークル法制の整備については、平成１５
年度中に検討を開始し、平成１６年度中に結
論を得るよう検討してまいりたい。

平成16年度中に実施されることの可否につ
いても検討されたい ｂ Ⅰ

経済活性化のためにはリスクマネーを投資
に向かって動きやすくすることが重要であ
り、そのためには投資スキームを整備する
必要がある。従って、運用者のニーズに合っ
たビークル法制の整備については、平成１５
年度中に検討を開始し、平成16年度中に実
施されることの可否も含め、結論を得るよう
検討してまいりたい。

5086015 社団法人リー
ス事業協会 11
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100001 特債法の廃止又は見直し

z1100001 特債法の廃止又は見直し

z1100002 有限責任組合制度の整備／
取得財産の限定の廃止

z1100002 有限責任組合制度の整備／
取得財産の限定の廃止

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021171
社団法人日本
経済団体連合
会

11 特債法の廃止 　特債法を廃止する。その上で、投資家保護
のために必要な措置を整備すべきである。

　リース、クレジット債権等のみならず、金銭
債権の流動化が普及している現状において
は、特定債権等譲受業者に対してのみ厳格
な規制を課す特債法を維持する必要性に乏
しい。

特定債権等に係る事業の規
制に関する法律

経済産業省
金融庁

　リース、クレジット債権等は、特債法におけ
る「特定債権」とされ、特定債権の流動化に
は特債法に基づく規制が課せられている。
例えば、特定債権の流動化を行う者は、特
定債権譲等受業者として、主務大臣の許可
を受けなければならない。他の債権を流動
化する場合には、このような規制は存在しな
い。

5026 5026015 都銀懇話会 11 特定債権法の見直し

①最低販売単位の撤廃又は最低限度額の
引下げ
②指定格付期間で一定以上の格付けを取
得した場合における指定調査機関の調査の
免除又は簡素化及び特債法第4条の適用除
外
③特定債権譲受業者の余裕金の運用規制
の緩和
④債権譲受業者が資産担保証発行の代替
として借入れできるようにする取扱い
⑤特定債権等の範囲の明確化（特債法第2
条第1項第1号、第3号、同法施行令第1条第
5号、第6号に関して、一部役務を含む商品
の場合に該当するかの明確化
⑥特定投資者のみにＡＢ社債、ＡＢＣＰを発
行する場合の第3条届出免除

①幅広い投資家による購入が可能となり、
市場の発展に寄与する
②格付を取得することにより投資家の判断
は可能であり、二重の調査を行うことは非効
率である。また、第4条による不作為期間（届
出が受理された日から60日間、譲渡及び譲
受けは禁止）があることにより、機動的な発
行が妨げられている
③余裕金の運用範囲を法律で定めること
は、自由な商品設計を妨げるものである
④債権譲受業者の資金調達の多様化を図
るために、特定資産取得のための借入金を
認めるべき。最低販売単位を下回る端数部
分については、証券以外の方法で調達を要
する場合もあることからも借入を認めるべき
⑤債権の対象となるものには、一部役務の
提供を含むものも存在し、特定債権であるか
が明確でないため、流動化を実施するにあ
たり不都合となっている
⑥小口債権や信託受益権においては、特定
投資家のみに販売する場合は免除されてい
ることから、ＡＢＣＰやＡＢ社債についても免
除すべきである

特定債権等に係る事業の規
制に関する法律、通産省通達
「特定債権等譲受業者及び
小口債権販売業者の業務の
運営に関する基本事項につ
いて」、「特定債権の譲渡及
び譲受けの業務の運営に関
する基本事項について」、事
務ガイドライン

金融庁
経済産業省

5085 5085015 オリックス株式
会社 11 有限責任組合制度の整備／

取得財産の限定の廃止

次期通常国会に法案提出が予定される「中
小企業等投資事業有限責任組合法」の改正
により、投資対象範囲の中小企業・未公開
企業要件が撤廃され、株式等に加え「社債、
金銭債権の取得、金銭の貸付」が認められ
る見込みである。
しかし、投資ビークルの法制であるから、「社
債、金銭債権の取得、金銭の貸付」の追加
に留まらず、対象資産の制限を設けない、純
粋なビークル法制とするべき。

有限責任組合により、不動産、動産を取得
する。

・責任の有限性を担保するための制度の整
備の必要性は、投資対象の相違によって異
なるものではなく、ビークル法制で投資対象
を制限すべき理由はない。(米国にはこのよ
うな制限はないことも考慮すべきである。）
・投資は、いろいろな規模、対象物等があっ
て、投資の組成はそれに見合った法的構成
を選択できることが望ましい。合資会社を利
用すべしというのはニーズに合わない。
・経済活性化のためにリスクマネーを投資に
向かって動きやすくすることが重要である。
投資スキームのためのビークル法制を整備
し、法的な安定を与えることが重要であり、リ
ミッテッド・パートナーシップ法の整備を要望
する。

中小企業等投資有限責任組
合法

経済産業省
法務省

・法務省は契約自由により現行法上可能と
するが、当該法の制定は、契約自由の原則
では第三者との関係において責任の有限性
が担保されうるかの問題等があり、その担保
のため法整備が必要とされた。同法のような
予見可能性を確保し第三者を保護する措置
を用意せず、契約上の有限責任約定でよい
との考え方で投資勧誘することこそ問題なの
ではないか。
・制度の必要性･合理性等につき慎重な検討
が必要というが、それらは本法で認められて
おり、対象範囲の制限こそ合理性がない。
（一般的制度とするための検討は、会社法
制の現代化の検討に含めて、団体組織法制
として検討してもらいたい。）

5086 5086015 社団法人リー
ス事業協会 11 有限責任組合制度の整備／

取得財産の限定の廃止

次期通常国会に法案提出が予定される「中
小企業等投資事業有限責任組合法」の改正
により、投資対象範囲の中小企業・未公開
企業要件が撤廃され、株式等に加え「社債、
金銭債権の取得、金銭の貸付」が認められ
る見込みである。
しかし、投資ビークルの法制であるから、「社
債、金銭債権の取得、金銭の貸付」の追加
に留まらず、対象資産の制限を設けない、純
粋なビークル法制とするべき。

有限責任組合により、不動産、動産を取得
する。

・責任の有限性を担保するための制度の整
備の必要性は、投資対象の相違によって異
なるものではなく、ビークル法制で投資対象
を制限すべき理由はない。(米国にはこのよ
うな制限はないことも考慮すべきである。）
・投資は、いろいろな規模、対象物等があっ
て、投資の組成はそれに見合った法的構成
を選択できることが望ましい。合資会社を利
用すべしというのはニーズに合わない。
・経済活性化のためにリスクマネーを投資に
向かって動きやすくすることが重要である。
投資スキームのためのビークル法制を整備
し、法的な安定を与えることが重要であり、リ
ミッテッド・パートナーシップ法の整備を要望
する。

中小企業等投資有限責任組
合法

経済産業省
法務省

・法務省は契約自由により現行法上可能と
するが、当該法の制定は、契約自由の原則
では第三者との関係において責任の有限性
が担保されうるかの問題等があり、その担保
のため法整備が必要とされた。同法のような
予見可能性を確保し第三者を保護する措置
を用意せず、契約上の有限責任約定でよい
との考え方で投資勧誘することこそ問題なの
ではないか。
・制度の必要性･合理性等につき慎重な検討
が必要というが、それらは本法で認められて
おり、対象範囲の制限こそ合理性がない。
（一般的制度とするための検討は、会社法
制の現代化の検討に含めて、団体組織法制
として検討してもらいたい。）

危 高危 ＆要 望要 望現 状

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 2 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100003 近代的な合併手法の採用

（合併等に際してする特定金銭等の交付に
関する特例）
第十二条の九 　認定事業者である株式会社
が認定計画に従って株式交換、吸収分割又
は合併（合併をする株式会社の一方が合併
後存続するものに限る。以下この条において
同じ。）を行う場合において、当該認定事業
者の事業再構築、共同事業再編又は経営資
源再活用を行うために必要かつ適切である
ことについて主務省令で定めるところにより
主務大臣の認定を受けたときは、存続会社
等（株式交換により完全親会社となる株式会
社、分割により営業を承継する株式会社又
は合併後存続する株式会社をいう。以下この
条において同じ。）は、株式交換、吸収分割
又は合併に際してする新株の発行に代え
て、特定金銭等（金銭又は他の株式会社の
株式（定款に株式の譲渡につき取締役会の
承認を要する旨の定めがある株式会社の株
式を除く。以下この項、第四項及び第五項に
おいて同じ。）をいう。以下この条において同
じ。）を消滅会社等（株式交換により完全子
会社となる株式会社、分割をする株式会社
又は合併により消滅する株式会社をいう。以
下この条において同じ。）の株主（吸収分割
をする場合における分割をする会社を含む。
以下この条において同じ。）に交付すること
ができる。この場合において、存続会社等及
び消滅会社等は、次の各号に掲げる特定金
銭等についてそれぞれ当該各号に定める事
項を株式交換契約書、分割契約書又は合併
契約書（第四項において「合併契約書等」と
いう。）に記載しなければならない。
一 　金銭　各消滅会社等の株主に交付すべ
き金銭の額及びその合計額
二 　他の株式会社の株式　当該他の株式会
社の商号並びに各消滅会社等の株主に交
付すべきその株式の種類及び数並びに交付
すべき株式の種類ごとの総数

本来商法により規制されている、三角合併
及びキャッシュ・マージャーの手法を、平成１
５年４月に改正された産業活力再生特別措
置法において認定された事業計画において
のみ認めることとした。

ｂ

本年４月に改正された産業活力再生特別措
置法において、「合併対価の柔軟化」が盛り
込まれ、政府の計画認定を受けた事業者
は、外国企業を含む親会社株式や現金を対
価とした合併、吸収分割または株式交換が
可能となった。今日時点で現金を対価とする
株式交換の計画は３件認定されている。
要望されている「障害（問題点）」について、
当方でも必要に応じて調査・検討して参りた
い。

5071090 米国 11

z1100004 商工中金における出資持分
の払戻の容認

【商工組合中央金庫法第９
条】

　商工組合中央金庫ハ出資
者ニ対シ其ノ持分ヲ払戻スコ
トヲ得ズ

【商工組合中央金庫法第１０
条】

　所属団体ハ持分ノ譲渡ニ依
りテノミ脱退スルコトヲ得

　商工組合中央金庫は出資者に対しその持
分を払い戻すことはできないこととなってい
るが、事業協同組合等は持ち分を譲渡する
ことにより脱退することができることとなって
おり、解散等により脱退する場合には事業
協同組合等は実質的に払い戻しを受けるこ
とが可能となっている。
　出資持分の譲渡が必要となる組合に対し
ては、商工組合中央金庫が譲渡先を紹介す
るなどの協力をしており、早期手続き完了に
努めている。また、早い段階から組合の解散
等の情報を収集する一方で、譲渡先組合に
関する情報も整備し、譲渡が必要となる組合
に不都合が生じないよう努めている。

ｃ

以下の理由から、「商工組合中央金庫にお
ける出資持分の払戻の容認」は適当でな
い。
○本制度の趣旨
・協同組織の金融機関においては、債権者
保護の観点から資本減少を抑制する必要を
生ずるので、持分払戻しを伴う脱退の自由
が制約される。例えば信用金庫・労働金庫
の場合、法定脱退の場合及び持分の譲渡を
受ける者がない場合等を除いて持分払戻し
請求等は認められない。
・商工組合中央金庫の場合、金融債発行機
関として、資本維持の原則はさらに強く要請
される。そこで資本金額を定款で確定する一
方、持分払戻しをいかなる場合にも全面的
に禁止し、資本減少を抑制している。
・加えて、他の機関と異なり、商工組合中央
金庫は、資金の円滑化を必要とする中小企
業団体等をメンバーとし、それらに対し資金
供給を行うという役割を担っており、当該役
割を発揮するには、安定的な資金調達が必
要であり、資本の維持がより強く求められ
る。
○本制度に係る商工組合中央金庫の対応
・商工組合中央金庫は左記（制度の現状）の
とおり、解散しようとする組合等に不都合が
生じないよう努めており、現行においても譲
渡により事業協同組合等が出資金持分相当
額を回収することが可能となっている。

　

本件についての回答の趣旨は首肯できるも
のの、要望者の実務的なニーズを勘案し、
今一度検討されたい（スケジュール＜結論
時期＞も示されたい）。

ｃ

要望内容にある「商工中金における出資持
ち分の払い戻しの容認」をすると、資本減少
が生じ、
①債権者保護を図れない。
②安定的な資金調達を背景とした資金供給
が出来ない。
等の弊害が生じる。
また、要望内容にあるような「出資持分相当
額を現金化する必要性が生じた」場合、出資
持ち分の譲渡による現金化を行うため、商
工中金が譲渡先を紹介するなどの協力をし
ており、現行のニーズには十分に対応してい
ると考える。

5021284
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100005
市町村合併による中小企業
等協同組合定款記載事項変
更に係る届出方法の見直し

中小企業等協同組合法第５１
条第２項

定款は、組合の根本規則であることから、そ
の変更は総会の議決を要し、かつ、行政庁
の認可を受けなければならない。定款の変
更には、単なる字句の修正も含まれる。組合
の地区、事務所は定款記載事項（中小企業
等協同組合法第３３条）であり、これを変更
する場合、行政庁の認可を受けなければそ
の効力を生じないと規定されている（中小企
業等協同組合法第５１条第２項）。一方、組
合の地区、事務所は登記事項（中小企業等
協同組合法第８３条第２項）としているが、行
政区画等の名称の変更があったときは、そ
の変更による登記があったものとみなされ
（中小企業等協同組合法第１０３条（商業登
記法第２６条準用））ていることから、組合事
務所所在地の移転を伴わない場合、新行政
区画に変更前の地区が包括される場合は、
単なる字句、文字の修正であるので、他の
定款の内容に実質的な変更が生じたときに
定款変更手続きを行っている。

ｄ

組合の地区、事務所は登記事項（中小企業
等協同組合法第８３条第２項）としているが、
行政区画等の名称の変更があったときは、
その変更による登記があったものとみなされ
（中小企業等協同組合法第１０３条（商業登
記法第２６条準用））ていることから、現行制
度下で対応することが効率的である。

回答では、登記事項の変更については現行
制度下での対応が効率的とされているが、
①要望は、市町村合併等の際の、定款変更
について行政庁の認可制を届出制へ変更す
ることを求めており、この点についての回答
は明確でない。改めて具体的な対応策を検
討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施時期について、そ
の時期となる理由も含め具体的に示された
い。

Ｃ

組合の地区、事務所について、行政区画等
の名称の変更が行われた場合であっても、
組合事務所所在地の移転を伴わず、新行政
区画に変更前の地区が包括されていれば、
単なる字句、文字の修正であるとして、他の
定款の内容に実質的な変更が生じたときに
併せて定款変更手続きを行っている。した
がって、届出制とするよりも、現行の制度運
用に則った方が手続き上の簡素化をはかる
ことができる。

5119005 長野県 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 3 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100003 近代的な合併手法の採用

z1100004 商工中金における出資持分
の払戻の容認

z1100005
市町村合併による中小企業
等協同組合定款記載事項変
更に係る届出方法の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071090 米国 11 近代的な合併手法の採用

①　2003年末までにパブリック・コメント手続
に付するために公表される2004年度商法改
正の中間試案の中に、三角合併および
キャッシュ・マージャー手法を利用可能とす
るため、合併対価に対する柔軟性を導入す
る旨､ また、ショート・フォーム （スクイーズ）
マージャーを導入する旨の提案を含める。
②　改正産業活力再生特別措置法における
関連条項の実施状況を点検し、国内及びク
ロス・ボーダー取引の双方において、前述の
ような合併手法を最大限に利用することを阻
害している障害を検証し、2003年度末まで
に、改正産業活力再生特別措置法あるいは
改正予定の商法において、前述の合併手法
の利用に対する障害を低減あるいは除去す
るために適切な行動を執る。

日本経済の再活性化は、企業再構築の奨
励、内外からの投資拡大によって促進され
る。対価や取引構造の多様な形体に依ると
ころの大きい近代的合併手法の利用可能性
は、そのような過程において極めて重要であ
る。日本は、改正産業活力再生特別措置法
のもとで行われる企業再編について、三角
合併およびキャッシュ・マージャーという手法
の使用を許可することにより、その第一歩を
しるした。しかし、外国投資家がこれらの手
法を使用する場合には障害があり、また、そ
れらの手法は、同法の範囲外において合併
や再編を模索する企業にとっては利用する
ことが出来ない。従って、米国は、日本が近
代的合併手法、特に三角合併及びキャッ
シュ・マージャー（ショート・フォーム マー
ジャーを含む）を、日本において活動あるい
は投資をおこなっているすべての企業に対し
て、法的にも実践的にも利用可能なものとす
るために必要な手段を執るとを奨励する。

法務省
経済産業省

5021 5021284
社団法人日本
経済団体連合
会

11 商工中金における出資持分
の払戻の実現【新規】

　商工中金による出資者への出資持分払戻
を可能とすべきである。

　事業協同組合の加入者は、協同組合への
出資金をもとに商工中金に出資している。組
合加入者が組合から脱会する場合には、商
工中金への出資金の譲受人を自ら決めない
と、出資持分相当額を現金化できない。事業
協同組合の存在価値が希薄となり組合を解
散する可能性も出てきたこと、また、組合加
入者の倒産・廃業が現実に生じていること等
により、商工中金への出資持分の取扱が問
題となりつつある。
　なお、農林中央金庫の会員は、脱退したと
きは、定款で定めるところにより、その持分
の全部又は一部の払戻を請求することがで
きることとなっており（農林中央金庫法第16
条）、また、労働金庫法においても同様の規
定がおかれていることから（第18条）、商工
中金についても、同様の扱いとすべきであ
る。

商工組合中央金庫法第9条 経済産業省 　商工組合中央金庫は出資者に対し、その
持分を払い戻すことができない。

5119 5119005 長野県 11
市町村合併による中小企業
等協同組合定款記載事項変
更に係る届出方法について

中小企業等協同組合の定款変更について
は、行政庁の認可を受けることにより効力が
生じるよう規定されている。市町村合併に伴
う変更に限り、組合住所及び地区について
行政庁への届出で足りることとする。

法律で規定している許可制度を逸脱しない
と思慮される次の場合にあっては、定款変
更の行政庁の認可制度は廃止し、届出制と
する。
・市町村合併等に伴う組合事務所所在地の
変更で、実質的な移転を伴わない単なる名
称の変更である場合。
・市町村合併に伴う地区の変更で、合併後
の行政区域に変更前の地区が包括された
場合。（組合が、地区を市町村合併前の地
区に限る場合は、従来と実質的な変更は無
く、地区名の変更に留まります。また、市町
村合併により合併後の区画に地区を拡大し
た場合であっても、組合が事業を行なうため
に必要な経営的基礎を欠くとは考えにくいで
す。）

　市町村合併が進むと組合事務所所在地・
地区の変更認可申請件数が増えることが予
想されます。許可申請行為は、組合の事務
負担が大きく、また、行政庁側の事務量も増
加するため。

中小企業等協同組合法
第51条関係 経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 4 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100006 中小企業診断士試験の見直
し

中小企業診断士の登録及び
試験に関する規則　　　（平成
十二年九月二十二日通商産
業省令第百九十二号）第十
七条、第十八条

中小企業診断士は、中小企業に対する経営
支援のため中小企業支援法第１１条に基づ
き「①中小企業診断士試験に合格し、省令
で定める実務経験を有する者、②①と同等
以上の能力を有する省令で定める者」を経
済産業大臣が登録しており、現在、①の試
験については法令に基づき（社）中小企業診
断協会を指定して行っている。
　　なお、試験の詳細については、経済産業
省令及び経済産業大臣が認可する規則で
定められている。

ｂ、ｄ、ａ

中小企業診断士試験については、次回の試
験（平成１６年夏）実施分からの改善・情報
公開に向け、以下の観点で既に検討に着手
している。①試験委員の公表については、基
本委員に関しては既に現在も公表しており、
出題委員に関しては了解の得られた委員の
みの公表を検討中（次回の委員選任から全
ての委員の公表を検討。）。②１次試験問題
の質の改善・配点の公表については、試験
問題の質の維持に配慮しつつ検討を加える
とともに配点の公表を検討中。③２次試験に
関しては、質問主旨の公表に向け検討中。
④受験者の属性の公表に関しては、「性別、
年齢、職業区分」について公表の方向で検
討中。⑤実務補習の改善については、現行
の指定機関による実施から登録機関による
実施に変更する予定。

回答では、２次試験不合格者への評価の通
知については、記載がなく検討対象となって
いるか不明確であり、この点について具体的
な対応策を検討されたい。
また、試験の見直しについて平成１６年度ま
でに実施されることの可否について明記され
たい。

ａ、ｂ、ｄ

仮に２次試験不合格者への評点の通知を行
う場合、新たに発生する事務により経費が増
加するため、その負担を受験者に転嫁せざ
るを得ない。
２次試験不合格者へ評点の通知を行うこと
の趣旨が、受験者がより効率的かつ効果的
に学習できるための環境整備等であるなら
ば、質問（出題）趣旨の公表により趣旨を充
たすことが可能であると思料され、そのよう
な趣旨を踏まえ平成１６年度に質問（出題）
の公表に向け検討中。
また、次回の試験（平成１６年度夏）実施分
から見直すこととしている試験制度は、
①本人了解の得られた出題委員の公表
②受験者の「性別、年齢、職業区分」の公表
③実務補習機関の指定制から登録制への
移行
である。

5150052
株式会社東京
リーガルマイン
ド

11

z1100007 公共工事等のコスト削減に向
けた官公需法等の見直し

官公需についての中小企業
者の受注の確保に関する法
律　第４条第１項
中小企業者に関する国等の
契約の方針（参考 平成１５年
度）１，２（６）

官公需法第４条（中小企業者に関する国等
の契約の方針の作成等）に基づき、毎年度
「中小企業者に関する国等の契約の方針」
を閣議決定している。同方針では、中小企業
者向け契約目標（平成１５年度約４兆８，４５
０億円）及び中小企業者の受注機会の増大
のための措置等を内容に盛り込んでおり、
分離・分割発注の推進は、措置事項の一つ
として取り上げている。

ｂ Ⅲ

総合規制改革会議第３次答申を踏まえ、官
公需施策のあり方の見直しを検討する。ま
た、分離分割について、発注者における理
由の公表等を通じた透明性の向上について
の本検討を踏まえて、公共工事関係省庁に
おいて検討が進められるものと認識してい
る。

本件については、総合規制改革会議の第３
次答申においても指摘があった事項であり、
この内容を踏まえて再度回答振りを検討さ
れたい。

ｂ

総合規制改革会議第３次答申を踏まえ、中
小企業政策審議会において、官公需施策・
中小企業者向け契約目標のあり方の見直し
の検討を行う予定。また、分離分割につい
て、発注者における理由の公表等を通じた
透明性の向上についての本検討を踏まえ
て、公共工事関係省庁において検討が進め
られるものと認識している。

5021280
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100007

（上記の続き）

公共工事等のコスト削減に向
けた官公需法等の見直し

5021280
社団法人日本
経済団体連合
会

12

z1100008
商工会議所法・商工会法にお
ける商工団体の合併規定の
創設

商工会議所法
商工会法

・商工会議所、商工会は、それぞれ地区内
の商工業の総合的な改善発達を図ること等
を目的としているが、地区の考え方、事業活
動の重点の置き方や、選挙権等の組織運営
上の違いといった両者の違いを踏まえ、それ
ぞれ商工会議所法、商工会法で組織、事業
内容等を規定している。
・現在、商工会議所同士の合併規定、商工
会議所と商工会の合併規定は整備されてい
ない。

ｃ(一部
ｂ）

検討す
るもの
につい
ては
「Ⅰ」

・商工会議所法、商工会法の見直しについ
ては、両組織が地域の商工業者の自主的団
体であることにかんがみ、両団体からの具
体的なニーズ・要望を最優先として行うことと
している。
・商工会議所同士の合併規定の創設につい
ては、当事者である商工会議所から強い要
望が出されているため、次期通常国会に改
正法案を提出する予定。
・商工会議所と商工会の合併規定の創設に
ついては、事業活動の重点の置き方や組織
運営の方法など両者の性格が異なることに
加え、当事者である両団体からの要望が出
されていないことから現時点では法整備を行
う必要性は乏しいと考えている。今後、両団
体の考えを踏まえつつ必要に応じて検討し
て参りたい。

回答では、商工会議所と商工会の合併規定
の創設については、当事者である両団体か
らの要望が出されていないことから現時点で
は法整備を行う必要性は乏しいとされている
が、地域の両団体から地方自治体へ要望が
出されていること、また、団体からの要望に
関わらず、両団体と日々コンタクトのある地
方公共団体からこのような要望がなされてい
ることを踏まえ、商工会議所同士の合併規
定の創設についての改正法案とあわせて、
商工会議所と商工会の合併規定の創設に
ついても次期通常国会へ提出することを、改
めて検討されたい。

ｃ Ⅰ

・商工会議所と商工会の合併規定の創設に
ついては、両団体の基本的なあり方にかか
わることから、現時点ではいろいろな意見が
あり、とりわけ商工会からは合併規定の創
設について懸念する声が多く寄せられてい
る。
・両団体のあり方については、両団体が地域
の商工業者の自主的な団体であることに鑑
み、まずは両団体において検討されることが
重要と考えている。
・今後、市町村合併の進展の動向を見つつ、
両団体の意見等も聴きながら、必要に応じ
て中長期的な視点に立った検討をしてまいり
たい。

5119004 長野県 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 5 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100006 中小企業診断士試験の見直
し

z1100007 公共工事等のコスト削減に向
けた官公需法等の見直し

z1100007

（上記の続き）

公共工事等のコスト削減に向
けた官公需法等の見直し

z1100008
商工会議所法・商工会法にお
ける商工団体の合併規定の
創設

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5150 5150052
株式会社東京
リーガルマイン
ド

11 中小企業診断士試験への改
革提言

現行の中小企業診断士試験の改善と情報
公開を求めます。試験委員の公表、１次試
験問題の質の改善と配点の公表、２次試験
不合格者への評点の通知、受験者の属性
の公表、実務補習の改善を要望します。

正答を一つに絞ることができない曖昧な問
題を無くし、設問の配点を明確にすることで
受験生が効率的に学習できるようにします。
２次試験不合格者へ評点を通知し、再受験
の意欲を喚起させます。

受験生がより効率的かつ効果的な学習をで
きるようにし、多くの優秀な中小企業診断士
を養成し、中小企業支援に資するためです。
現行の試験制度は著しく不透明な制度と
なっており、受験生が不条理な結果に納得
できないケースが多く存在します。このこと
が受験者に多大な負担を強いるものとなっ
ています。試験制度を改善することにより、
受験者がより高い水準で切磋琢磨でき、多く
の優秀な人材を養成できるものと考えます。

中小企業診断士の登録及び
試験に関する規則　　　（平成
十二年九月二十二日通商産
業省令第百九十二号）第十
七条、第十八条

経済産業省

添付資料　１　はじめに～「中小企業診断
士」という国家資格が持つ意味　２　中小企
業診断士試験～現状の問題点と改善要求
３　中小企業診断士の新しい働き方～日本
版ＭＢＡとして

5021 5021280
社団法人日本
経済団体連合
会

11 公共工事等のコスト削減に向
けた官公需法等の見直し

　官公需法に基づく「中小企業者に関する国
等の契約の方針」における中小企業者向け
契約目標額・目標比率を段階的に適正化す
べきである（例えば、官公需法施行当初の
25％程度）。
あるいは、契約目標額・目標率の対象を、契
約の直接的な請負（納品）業者に限定せず、
二次以下の請負（納品）業者も対象とすべき
である。
　また、分離・分割発注については、コスト削
減・工期短縮に資する場合を前提とすべきで
ある。

　中小企業者の受注機会増大のための措置
として広く行なわれている分離・分割発注
は、公共工事等のコスト・アップと非効率性
(工期の長期化等)を助長している。これらの
是正により、公共工事等の分野における技
術力やコストに着目した健全な企業間競争
が実現され、国等や地方公共団体は低廉で
質の高い社会資本の整備等が可能となる。

官公需についての中小企業
者の受注の確保に関する法
律
中小企業者に関する国等の
契約の方針
各地方公共団体の競争入札
実施要領

経済産業省

　官公需法では、国等（独立行政法人、特殊
法人を含む）が発注する公共工事、物品納
入等において、中小企業者の受注機会の増
大を図るように努めなければならないとさ
れ、毎年度、中小企業者向け契約目標額や
分離・分割発注の推進等を内容とする「中小
企業者に関する国等の契約の方針」が閣議
決定されている。同「方針」における契約目
標額は年々増加傾向にあり、平成15年度に
は、契約目標額は約４兆8450億円で、全体
の約45.3％に達している（平成15年７月11日
閣議決定）。
また、同法では、地方自治体に対しても、国
の施策に準じた措置を求めており、これらに
より広く分離・分割発注等が行なわれ、公共
工事等の合理化・効率化の妨げとなってい
る。

5021 5021280
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

公共工事等のコスト削減に向
けた官公需法等の見直し

（上記の続き）

　なお、「規制改革推進３か年計画（再改
定）」（平成15年３月28日閣議決定）におい
て、「官公需法に基づく『中小企業者に関す
る国等の契約の方針』（閣議決定）における
中小企業者向け契約目標については、無理
な分割発注等の施策を強いることとなってい
ないか等の観点から、政府調達の公正性と
経済合理性や効率的な予算執行の確保と
いった視点を十分踏まえて、そのあり方を検
討する。また、この検討結果を踏まえて、「中
小企業者に関する国等の契約の方針」にお
ける「分離・分割発注の推進」についても、例
えば、分割発注方式を採用する場合には、
透明性確保の観点から、採用する理由を明
らかにし公表すること等、改めて見直しを検
討する」とある。本件について、実施予定時
期を明確にし、早期の見直しを図るべきであ
る。

経済産業省

5119 5119004 長野県 11
商工会議所法・商工会法にお
ける商工団体の合併規定の
未整備について

「商工会議所法への合併規定の整備」及び
「商工会議所法及び商工会法への商工会議
所と商工会の合併規定の整備」

商工会議所法における合併規定の創設、商
工会議所法及び商工会法における商工会
議所と商工会の合併規定の創設を要望しま
す。

商工会議所及び商工会は、商工会議所法
及び商工会法において規定されており、１市
町村１団体が原則となっていますが、特例と
して市町村合併以前から存在する団体は、
複数の存在が認められています。商工団体
の合併規定は、商工会法にはありますが、
商工会議所法においては規定がなく、商工
会議所同士の統合に支障をきたしていま
す。　また、設置法が異なることから商工会
議所と商工会同士の合併に関しても規定が
なく、地域経済の広域化、多様化する事業
者ニーズへの対応が困難になっています。

商工会議所法
商工会法 経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 6 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100009
中小企業に対する特許料等
の減免措置の拡充及び対象
要件等の緩和

特許法第１０７条、第１０９条、
第１９５条、第１９５条の２

・国又は独立行政法人に対する手数料等の
免除
・資力に乏しい個人・法人に対する特許料、
審査請求料の免除・軽減・猶予

ｆ

特許料等の減免は規制措置ではなく、実質
上従来型の財政措置にしか過ぎないため、
対応は不可能。
なお、設立５年以内の資力に乏しい法人に
ついては、現行特許法において減免措置を
講じている。

平成16年4月1日より特許出願料の引き下
げ、減免措置の対象期間を延長するなどの
措置が予定されていることについて、ご確認
いただきたい。

ｃ

平成１５年の通常国会において特許法を改
正し、特許関係料金について、出願手数料
及び特許料を引き下げ、審査請求手数料の
引き上げを行うなど、出願から権利維持まで
の出願１件当たりの総費用を引き下げる改
定を行った（１６年４月施行）。また、資力に
乏しい法人に対する減免措置の要件につい
て、設立５年以内から設立１０年以内まで対
象を緩和した（１６年４月施行）。

5145012 東京都 11

z1100010 知的財産の侵害に対する執
行制度の強化

特許法第１０２条～第１０５条
の３
実用新案法第２９条，第３０条
意匠法第３９条～第４１条
商標法第３８条，第３９条
不正競争防止法第５条～第５
条の２，第１４条第１項第３号
～第６号

　特許法、実用新案法、意匠法及び商標法
においては、損害額の推定、過失の推定、
生産方法の推定等について特別の規定が
設けられ、知的財産権の侵害に関する損害
賠償制度が、１９９８年以降、法改正等に
よって手当てされている。
　例えば、１９９８年の改正で新設された特許
法第１０２条第１項等においては、特許権侵
害者が侵害を組成した物を譲渡した場合、
原則として、その譲渡数量に、特許権者がそ
の侵害行為がなければ販売することができ
た物の単位数量当たりの利益の額を乗じて
得た額を損害額とすることができる旨が法定
されている。また、１９９９年の改正で新設さ
れた特許法第１０５条の３等においては、事
実の性質上損害の立証が困難なときは、裁
判所が、弁論の全趣旨及び証拠調べの結
果に基づき、相当な損害額を認定することが
できる旨が法定されている。さらに、不正競
争防止法においても、２００３年に上記特許
法等と同様の法改正がなされている。
　以上の制度が導入された結果、近年の知
的財産権の侵害訴訟における損害認定額
は飛躍的に増加している。
　又、従来の刑事罰保護に加え、 ２００３年
の不正競争防止法の改正により、営業秘密
侵害に対する刑事罰も導入された。
　これらの取り組みを通じて刑事的、民事的
保護強化を通じて知的財産の保護が強化さ
れている。

ｄ

左記のように、特許法、実用新案法、意匠法
及び商標法においては、１９９８年及び１９９
９年の法改正等によって、不正競争防止法
については２００３年の法改正で立証の容易
化等の損害賠償制度の強化がなされ、現行
制度によっても、侵害行為に対する抑止効
や司法関係者の負担の軽減が実現されて
いる。また、２００３年の不正競争防止法の
改正で営業秘密侵害に対する刑事罰が導
入されたことにより、知的財産に対する法的
保護が強化されたところである。これらによ
り、十分に対応可能と考える。なお、損害賠
償制度の強化に関しては、「知的財産の創
造、保護及び活用に関する推進計画におい
て「２００４年度末までに、知的財産に関する
損害賠償制度を強化の方策について幅広く
検討し、結論を得る」こととされており、これ
に即して検討を行う予定である。

5071017 米国 11

z1100011
「大規模小売店舗立地法」に
係る届出前の事前協議を求
める運用の廃止

事前協議の根拠無し（参考）
大規模小売店舗立地法第５
条

　大規模小売店舗立地法においては、届出
の前に都道府県への事前協議を行うことを
求めていない。
　なお、同法が届出の前に都道府県への事
前協議を求めていないことは、経済産業省
ホームページに掲載している、「大規模小売
店舗店立地法についての質問及び回答集」
の中で、「都道府県においては、事前概要説
明を義務化すること…のないよう留意するこ
とが必要である。」としており、一般に周知し
ているところ。また、同質問及び回答集を都
道府県に配布するとともに都道府県等との
定期的な連絡会議においても周知徹底を
図っており、今後ともこのような努力を継続
する方針である。

ｄ － 5015002 日本チェーン
ストア協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 7 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100009
中小企業に対する特許料等
の減免措置の拡充及び対象
要件等の緩和

z1100010 知的財産の侵害に対する執
行制度の強化

z1100011
「大規模小売店舗立地法」に
係る届出前の事前協議を求
める運用の廃止

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5145 5145012 東京都 11
中小企業に対する特許料等
の減免措置の拡充及び対象
要件等の緩和

中小企業における知的財産の取得を促進さ
せるため、中小企業に対する特許料等の減
免措置の拡充及び対象要件等の緩和を下
記のとおり図ること。
①創業後５年以内の中小企業や中小企業
が主体となる民間研究所や協同組合等を特
許料減免の対象とすること。
②中小企業が初めて出願する特許について
特許料の減免を行うこと。

・高付加価値製品を作り出す源泉となる知的
財産の創造、保護、活用を図っていく必要が
ある。
・国際競争力ある企業をより多く創出するこ
とをめざし、知的財産戦略推進計画策定に
よって、わが国の知的財産関連施策を総合
的に充実させる。

特許法第１０９条 経済産業省

5071 5071017 米国 11 知的財産の侵害に対する執
行制度の強化

侵害行為に対する抑止力となり、侵害により
被った損失に対し権利保有者が公平に保証
されることを確保し、また実際の損害額を計
算するという、費用がかかり、かつ困難な負
担から司法関係者を開放するような法定損
害賠償制度を採択し、知的財産の侵害に対
する執行制度を強化する。

日本は日本経済を活性化するためにＩＴとと
もに知的財産権の経済的重要性を認識して
おり、知的財産推進計画を通じて知的財産
権の創造、活用、保護において指導的立場
に立とうと努力している。これらの目標およ
び知的財産推進計画に沿って、米国は日本
が左記の措置をとることを提言する

法務省
文部科学省
農林水産省
経済産業省

5015 5015002 日本チェーン
ストア協会 11

大規模小売店舗立地法関連
／事前協議を届出受理の条
件とする運用の撤廃

・届出前の地方自治体への計画書提出、関
係部局との事前説明等、届出前の協議を届
出前の協議を届出受理の条件とする運用の
撤廃

法律、省令の要件を満たしている届出は受
理すべきである。関係部局との関連法に基
づく協議は、その法令の申請の際に行うべき
である。

立地法届出前に計画概要書の作成・提出、
事前説明、関係部局との協議が求められ、
事前の協議が終了しないと届出を受理しな
い。
　（栃木県）

・ 大規模小売店舗立地法
・ 栃木県大規模小売店舗立
地法事務処理要綱

経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 8 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100011
「大規模小売店舗立地法」に
係る届出前の事前協議を求
める運用の廃止

事前協議の根拠無し（参考）
大規模小売店舗立地法第５
条

　大規模小売店舗立地法においては、届出
の前に都道府県への事前協議を行うことを
求めていない。
　なお、同法が届出の前に都道府県への事
前協議を求めていないことは、経済産業省
ホームページに掲載している、「大規模小売
店舗店立地法についての質問及び回答集」
の中で、「都道府県においては、事前概要説
明を義務化すること…のないよう留意するこ
とが必要である。」としており、一般に周知し
ているところ。また、同質問及び回答集を都
道府県に配布するとともに都道府県等との
定期的な連絡会議においても周知徹底を
図っており、今後ともこのような努力を継続
する方針である。

ｄ － 5021069
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100011

（上記の続き）

「大規模小売店舗立地法」に
係る届出前の事前協議を求
める運用の廃止

5021069
社団法人日本
経済団体連合
会

12

z1100012 大規模小売店舗立地法第４
条（指針）の早期見直し

大規模小売店舗立地法第４
条

　大規模小売店舗立地法第４条に基づく現
行の「指針」については、産業構造審議会流
通部会、中小企業政策審議会流通小委員
会合同会議において、パブリックコメントを実
施し、広く国民各層の意見を聴取する等、
様々な角度から慎重に審議を重ねた結果策
定された「指針案」を踏まえ、平成11年６月に
経済産業大臣が制定したものである。
　同指針では、大規模小売店舗の立地に当
たって、その周辺の地域の生活環境の保持
するため、駐車需要の充足など利便の確
保、騒音の発生など生活環境の悪化の防止
に関して、配慮すべき事項を定めている。
　なお、同指針では、予測される夜間騒音レ
ベルの最大値が騒音規制法に基づく規制基
準値を超えないように「努める」とされている
が、瞬間的な騒音レベルが規制基準値を超
えることを一切認めないという趣旨ではなく、
規制基準値を超えないよう、店舗設置者に
騒音対策に係る必要な対応を講ずることが
求められるとの趣旨である。これは、経済産
業省ホームページに掲載している、「大規模
小売店舗店立地法についての質問及び回
答集」の中で、「都道府県は基準値を超えた
ことをもって意見を述べるべきではなく、周辺
環境への影響度合いや設置者による周辺
環境への配慮等を勘案し、総合的に判断す
べき」としており、一般に周知しているとこ
ろ。また、同質問及び回答集を都道府県に
配布するとともに都道府県等との定期的な
連絡会議においても周知徹底を図っており、
今後ともこのような努力を継続する方針であ
る。

ａ Ⅲ

　規制改革推進３か年計画（再改定）（平成
15年３月28日閣議決定）において、「本『指
針』について、平成16年度中を目途とする見
直しに向けた調査等を早急に行う」とされて
いる。経済産業省としては、この方針に基づ
き、日本チェーンストア協会加盟の事業者を
含む全国全ての大規模小売店舗の事業者
（平成14年７月現在：約１万８千）に対するア
ンケートなど必要な調査等を行っているとこ
ろであり、これらの結果を踏まえて、平成16
年度中を目途に指針の見直しを行う。
　なお、同指針における、夜間騒音レベルの
評価方法については、調査等に基づき、実
態を把握し、その結果によっては、見直すこ
とも検討する。

回答では、「平成１６年度中を目途に指針の
見直しを行う」とされているが、新たな指針の
実施時期について具体的に示されたい。

ａ Ⅲ
一定期間（見直し後１年以内を想定）の周知
期間の後に、新たな指針を実施することを検
討する。

5015001 日本チェーン
ストア協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 9 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100011
「大規模小売店舗立地法」に
係る届出前の事前協議を求
める運用の廃止

z1100011

（上記の続き）

「大規模小売店舗立地法」に
係る届出前の事前協議を求
める運用の廃止

z1100012 大規模小売店舗立地法第４
条（指針）の早期見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021069
社団法人日本
経済団体連合
会

11
「大規模小売店舗立地法」に
係る届出前の事前協議を求
める運用の廃止

　経済産業省は、都道府県との連絡会議な
どにおいて、届出前の事前協議を求める地
方自治体の運用の改善を図るよう、周知徹
底するとともに、必要に応じて指導・勧告を
行う等適切な処置を講ずるべきである。

　「各府省等における規制改革に関する内
外からの意見・要望等に係る対応状況」（平
成15年５月、内閣府）において、「事前概要
説明を義務化することのないよう周知徹底を
図っている」と回答がなされたが、現実問題
として多くの自治体で届け出する者にこれら
の手続きを求めているのが現状である。

大規模小売店舗立地法
大規模小売店舗立地法運用
要綱など（各地方自治体）

経済産業省

　多くの自治体では、大規模小売店舗を設
置しようとする場合、もしくは店舗に係る諸変
更を行おうとする場合、届出前に関係部局と
の協議などを義務付けている。
≪例≫
【青森県】
　届出２ヶ月前に計画概要書の作成・提出が
求められ、その際には市、警察、商工会議
所との事前協議を予め行い、その経緯等の
内容を正式の届出書に盛り込むことが必要
とされている。
【横浜市】
　届出の概ね１ヶ月前に「大規模小売店舗出
店（変更）計画概要説明書」の作成・提出が
求められ、その際に、市の５局課（都市計画
局、駐車場対策課、道路局施設課、環境保
全局大気騒音課・交通環境対策課、環境事
業局事業系ごみ対策課、緑政局緑化推進
課）や警察署（神奈川県警察本部交通部交
通規制課）との事前協議が求められる。正式
の届出時には、添付資料として、事前協議
の内容を記載した、上記事前説明書の再作
成が求められている。

5021 5021069
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

「大規模小売店舗立地法」に
係る届出前の事前協議を求
める運用の廃止

経済産業省

（上記の続き）

【大阪市】
　届出前に、騒音、廃棄物、駐車場などを所
管する市の関係部局との事前協議が求めら
れる。たとえば、市の立地担当部局は経済
局商業振興課となっているが、廃棄物は環
境事業局（天王寺）、騒音は環境局（南港）と
いうように各関係部署が異なる場所にあり、
個別に調整が求められている。さらに区役所
への事前説明が義務付けられており、その
説明内容は届出時に経緯報告書として提出
することとなっている。
　また、事前協議が早く終わっても、毎月第４
水曜日に開催される市役所内部の関係部局
との連絡会議が終わらない限り、当該案件
については届出できない。

5015 5015001 日本チェーン
ストア協会 11

大規模小売店舗立地法関連
／第４条（指針）の早期見直
し

第４条（指針）の早期見直し

現行のままでは、新規出店は限りなく限定さ
れ、かつ、既存店における運営方法の変更
ができないことから、実質、営業活動を制限
している。

具体的な配慮事項は「指針」に定められてい
るが、その中でも必要駐車台数（ピーク率）、
騒音規制、廃棄物保管容量については店舗
設置者にとっては厳しい基準値が示される。
特に夜間の騒音規制については、敷地境界
における騒音の最大値が対象となっており、
来客車が駐車場に進入するのみで基準値を
超えることとなる。

・ 大規模小売店舗立地法 経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 10 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100012 大規模小売店舗立地法第４
条（指針）の早期見直し

大規模小売店舗立地法第４
条

　大規模小売店舗立地法第４条に基づく現
行の「指針」については、産業構造審議会流
通部会、中小企業政策審議会流通小委員
会合同会議において、パブリックコメントを実
施し、広く国民各層の意見を聴取する等、
様々な角度から慎重に審議を重ねた結果策
定された「指針案」を踏まえ、平成11年６月に
経済産業大臣が制定したものである。
　同指針では、大規模小売店舗の立地に当
たって、その周辺の地域の生活環境の保持
するため、駐車需要の充足など利便の確
保、騒音の発生など生活環境の悪化の防止
に関して、配慮すべき事項を定めている。
　なお、同指針では、予測される夜間騒音レ
ベルの最大値が騒音規制法に基づく規制基
準値を超えないように「努める」とされている
が、瞬間的な騒音レベルが規制基準値を超
えることを一切認めないという趣旨ではなく、
規制基準値を超えないよう、店舗設置者に
騒音対策に係る必要な対応を講ずることが
求められるとの趣旨である。これは、経済産
業省ホームページに掲載している、「大規模
小売店舗店立地法についての質問及び回
答集」の中で、「都道府県は基準値を超えた
ことをもって意見を述べるべきではなく、周辺
環境への影響度合いや設置者による周辺
環境への配慮等を勘案し、総合的に判断す
べき」としており、一般に周知しているとこ
ろ。また、同質問及び回答集を都道府県に
配布するとともに都道府県等との定期的な
連絡会議においても周知徹底を図っており、
今後ともこのような努力を継続する方針であ
る。

ａ Ⅲ

　規制改革推進３か年計画（再改定）（平成
15年３月28日閣議決定）において、「本『指
針』について、平成16年度中を目途とする見
直しに向けた調査等を早急に行う」とされて
いる。経済産業省としては、この方針に基づ
き、日本チェーンストア協会加盟の事業者を
含む全国全ての大規模小売店舗の事業者
（平成14年７月現在：約１万８千）に対するア
ンケートなど必要な調査等を行っているとこ
ろであり、これらの結果を踏まえて、平成16
年度中を目途に指針の見直しを行う。
　なお、同指針における、夜間騒音レベルの
評価方法については、調査等に基づき、実
態を把握し、その結果によっては、見直すこ
とも検討する。

回答では、「平成１６年度中を目途に指針の
見直しを行う」とされているが、新たな指針の
実施時期について具体的に示されたい。

ａ Ⅲ
一定期間（見直し後１年以内を想定）の周知
期間の後に、新たな指針を実施することを検
討する。

5021068
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100012

（上記の続き）

大規模小売店舗立地法第４
条（指針）の早期見直し

（上記の続き）

　また、同指針では、予測される夜間騒音レ
ベルの最大値が騒音規制法に基づく規制基
準値を超えないように「努める」とされている
が、瞬間的な騒音レベルが規制基準値を超
えることを一切認めないという趣旨ではなく、
規制基準値を超えないよう、店舗設置者に
騒音対策に係る必要な対応を講ずることが
求められるとの趣旨である。これは、経済産
業省ホームページに掲載している、「大規模
小売店舗店立地法についての質問及び回
答集」の中で、「都道府県は基準値を超えた
ことをもって意見を述べるべきではなく、周辺
環境への影響度合いや設置者による周辺
環境への配慮等を勘案し、総合的に判断す
べき」としており、一般に周知しているとこ
ろ。また、同質問及び回答集を都道府県に
配布するとともに都道府県等との定期的な
連絡会議においても周知徹底を図っており、
今後ともこのような努力を継続する方針であ
る。

5021068
社団法人日本
経済団体連合
会

12

z1100012

（上記の続き）

大規模小売店舗立地法第４
条（指針）の早期見直し

5021068
社団法人日本
経済団体連合
会

13

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 11 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100012 大規模小売店舗立地法第４
条（指針）の早期見直し

z1100012

（上記の続き）

大規模小売店舗立地法第４
条（指針）の早期見直し

z1100012

（上記の続き）

大規模小売店舗立地法第４
条（指針）の早期見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021068
社団法人日本
経済団体連合
会

11

「大規模小売店舗立地法第４
条に基づく指針」の見直し（必
要駐車場台数・騒音基準の
見直し）【一部新規】

　「指針」については、大店立地法施行後５
年以内（平成17年６月１日まで）に必要な見
直しを行うとされたが、その後「規制改革推
進３か年計画（改定）」（平成14年３月29日）
において、本「指針」について見直し時期を
前倒しする方向が示された。「指針」の見直
しにあたっては、それぞれの地域実態に即
し、且つ、経済的に許容可能な水準とすべき
である。
　具体的には①必要駐車台数に関する算出
法の見直し、②指針に記載されている日来
客数原単位を用いることが著しく不適当な例
に自動車販売業を明示する、③夜間の騒音
規制基準の見直し、の3点を求めたい。

●必要駐車場台数について
　「指針」において大規模小売店舗が確保す
べき駐車場台数の基準の算出方法が示さ
れているが、地域特性に合致しない過大な
駐車可能台数の確保が求められるなど、事
業者に過大な負担を求める事例がある。
　◆地域の特性に合わない例
　公共交通機関が高度に発達している地域
（銀座・新宿・梅田など）でも自動車分担率の
高い人口100万人都市（札幌・広島など）と同
程度の駐車場台数を求められる。また、人
口の割にターミナル性が高く、来客者の多い
地域（吉祥寺・立川・町田など）では自動車
分担率が実態より高く想定されており、必要
駐車場台数が過大に見積もられる。

大規模小売店舗立地法　第４
条
大規模小売店舗を設置する
者が配慮すべき事項に関す
る指針（平成11年６月30日 経
済産業省告示第375号）

経済産業省

　大規模小売店舗立地法（以下「大店立地
法」と言う。）において、経済産業大臣は、大
規模小売店舗の立地に関して周辺地域の生
活環境の保持などを図るため、大規模小売
店舗を設置する者が配慮すべき事項に関す
る指針を定め、これを公表するものとしてい
る。
　「大規模小売店舗を設置する者が配慮す
べき事項に関する指針」（経済産業省告示、
以下「指針」という。）では、設置者が配慮す
べき基本的な事項、駐車場の充足や騒音の
発生への対応などの店舗施設の配置及び
運営方法に関して配慮すべき具体的な事項
が示されている。

5021 5021068
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

「大規模小売店舗立地法第４
条に基づく指針」の見直し（必
要駐車場台数・騒音基準の
見直し）【一部新規】

（上記の続き）

　◆日来客数原単位を用いることが著しく不
適当な例
　複数の自動車販売ディーラーが共同で大
型販売店舗を設置しようとする場合、大店立
地法４条の「指針」により、百貨店やGMS等
と同等の駐車場台数を求めるような指導が
ある。
　大型家具店店舗やホームセンターなどに
ついては、①大型の商品を展示するため売
り場面積が必然的に大きくなること、②主と
して耐久消費財を取り扱うため「指針」で想
定されている来客者数とは極端に水準が異
なること、等の理由により特別に緩和措置が
取られているが、両業態と同じような特性を
有する自動車販売店についても同様の取り
扱いを認めるべきである。なお、整備のため
に自動車に乗って来店する顧客について
は、別途、整備スペースを確保しているた
め、指針に示されるような駐車場台数は必
要ない。

経済産業省

5021 5021068
社団法人日本
経済団体連合
会

13

（上記の続き）

「大規模小売店舗立地法第４
条に基づく指針」の見直し（必
要駐車場台数・騒音基準の
見直し）【一部新規】

（上記の続き）

●騒音基準について
「大規模小売店舗立地法についての質問及
び回答集第２版」（経済産業省：平成15年２
月）では、夜間における騒音規制基準値に
ついて、基準値を超えることのみをもって都
道府県は意見を述べるべきではないことが
明記されている。しかし、普通の会話レベル
の騒音が60db程度、車両による駐車場への
進入音が70～80db程度であるという実態を
踏まえれば、厳しい騒音基準が常に意見を
述べる潜在的な材料のひとつとなることに変
わりはない。そもそも当該基準値は｢特定工
場等において発生する騒音の規制に関する
環境基準」（昭和43年11月27日厚生省農林
水産省通商産業省運輸省告示第1号）にお
ける「騒音規制法における夜間の規制基準
値」を準用しているが、大店立地法が施行さ
れて３年が経過し、さまざまな事例やデータ
の集積が進んでいる状況を踏まえれば、商
業施設において発生する騒音の実態に即し
た独自の基準値を設定することが必要であ
る。

経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 12 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100013
大規模小売店舗立地法にお
ける新設及び変更の届出に
よる添付書類の簡素化

大規模小売店舗立地法第５
条、第６条、附則第５条

　大規模小売店舗立地法第５条、第６条、附
則第５条に基づく新設及び変更の届出に当
たっては、届出事項に係る周辺環境（交通、
騒音、廃棄物）への影響を審査するために
不可欠な12項目の添付書類（駐車台数の算
出根拠や騒音レベルの予測結果など）の提
出を求めている。
　都道府県が法の運用を行うに当たっては、
出店者の負担という観点から、添付書類は
当該12項目に関して、届出事項に係る周辺
環境への影響を審査する上での必要最小限
のものに限るべきと考えている。
　なお、経済産業省がホームページに掲載し
ている「大規模小売店舗立地法についての
質問及び回答集」の中においても、「既存店
が変更を行う場合の添付書類については、
当該変更事項に密接に関連し、その影響を
判断するために必要と考えられるものを提
出すれば足りる。」としており、既存店が変更
を行う場合の添付書類は必要最小限で足り
る旨の周知・徹底を図っている。

ｄ －

回答では、添付書類は必要最小限で足りる
旨の周知徹底を図っているとのことだが、要
望内容は個別の提出書類の趣旨の明確化
や提出書類の簡素化を求めているものであ
ることから、この点について予定される指針
の見直しの中で検討するなど、改めて具体
的な対応策を検討し、示されたい。

ａ Ⅲ
指針の見直しに併せて、添付書類について
も、見直し後の指針の内容に応じた必要最
小限のものとなるよう、見直しを行う。

5015003 日本チェーン
ストア協会 11

z1100014

大規模小売店舗立地法にお
ける営業時間の延刻を行う場
合の手続の簡素化及び添付
書類の見直し

都道府県の要項等
（参考）大規模小売店舗立地
法第５条、第６条、附則第５条

　大規模小売店舗立地法第５条、第６条、附
則第５条に基づく新設及び変更の届出に当
たっては、届出事項に係る周辺環境（交通、
騒音、廃棄物）への影響を審査するために
不可欠な12項目の添付書類（駐車台数の算
出根拠や騒音レベルの予測結果など）の提
出を求めている。
　都道府県が法の運用を行うに当たっては、
出店者の負担という観点から、添付書類は
当該12項目に関して、届出事項に係る周辺
環境への影響を審査する上での必要最小限
のものに限るべきと考えている。都道府県の
要綱はこうした考えの下で定められていると
認識している。そのため、経済産業省がホー
ムページに掲載している「大規模小売店舗
立地法についての質問及び回答集」の中に
おいても、「既存店が変更を行う場合の添付
書類については、当該変更事項に密接に関
連し、その影響を判断するために必要と考え
られるものを提出すれば足りる。」としてお
り、既存店が変更を行う場合の添付書類は
必要最小限で足りる旨の周知・徹底を図って
いる。
　なお、延刻を含む営業時間の変更につい
ては、都道府県等が当該変更が実質的に生
活環境に与える負荷を増加させることがほと
んどないと認める時には、大規模小売店舗
立地法施行規則第１１条第２項に基づき、説
明会は掲示を行うことによって足りるとの手
続きの簡素化が図られている。

ｄ －

回答では、添付書類は必要最小限で足りる
旨の周知徹底を図っているとのことだが、要
望内容は個別の提出書類の趣旨の明確化
や提出書類の簡素化を求めているものであ
ることから、この点について予定される指針
の見直しの中で検討するなど、改めて具体
的な対応策を検討し、示されたい。

ａ Ⅲ
指針の見直しに併せて、添付書類について
も、見直し後の指針の内容に応じた必要最
小限のものとなるよう、見直しを行う。

5015004 日本チェーン
ストア協会 11

z1100015
大規模小売店舗立地法にお
けるリース駐車場解約時の調
整対象からの除外

大規模小売店舗立地法第６
条、附則第５条

　大規模小売店舗立地法第６条及び附則第
５条では、届出事項のうち、駐車場の駐車台
数を減少させる場合には、変更の届出を提
出してから、説明会の開催、周辺住民からの
意見聴取等を経て、８ヶ月を経過した後でな
ければ、当該変更ができないものとされてい
る。
なお、都道府県等が周辺環境の保持上影響
が少ない等と判断し、意見なしとした場合に
は、当該制限が解除されることになるため、
変更するのに必ずしも８か月待つ必要はな
いことになる。このようなケースに関しては、
「大店立地法についての質問及び回答集」
の中で取り上げており、経済産業省のホー
ムページ上でも公開、周知されている。

ｃ

　大規模小売店舗立地法は、大規模小売店
舗の立地に際しての周辺環境の保持を目的
としているが、駐車台数の減少は、交通渋滞
等の生活環境に対する悪影響が増大する変
更であるため、この悪影響を完全に排除でき
る代替措置がない限り、説明会の開催、周
辺住民からの意見聴取等同法に定める適切
な手続きを講じる必要がある。

5015005 日本チェーン
ストア協会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 13 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100013
大規模小売店舗立地法にお
ける新設及び変更の届出に
よる添付書類の簡素化

z1100014

大規模小売店舗立地法にお
ける営業時間の延刻を行う場
合の手続の簡素化及び添付
書類の見直し

z1100015
大規模小売店舗立地法にお
けるリース駐車場解約時の調
整対象からの除外

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5015 5015003 日本チェーン
ストア協会 11

大規模小売店舗立地法関連
／新設及び変更の届出によ
る添付書類の簡素化

　新設及び変更の届出による添付書類の簡
素化（交通量調査、予測、音の測定）

　必要とされている提出書類の提出趣旨、そ
の活用に関して明確にされておらず、結果的
に店舗設置者のコスト増となっている。

法附則第5条第1項では、当該変更に係るも
の以外のものを届出ることになっており、法
第5条第2項で、添付書類を求められている。
既存店舗における変更の届出を行う場合、
必要添付書類は、変更内容に関する必要最
小限なものにすべきである。

 ・ 大規模小売店舗立地法 経済産業省

5015 5015004 日本チェーン
ストア協会 11

大規模小売店舗立地法関連
／営業時間の延刻を行う場
合の手続の簡素化及び添付
書類の見直し

  営業時間の延刻を行う場合の手続の簡素
化及び添付書類の見直し
　営業時間変更の届出を行う場合の添付書
類は、実際に状況変化する事項のみとして
いただきたい。

  営業時間の延刻では、実際に状況変化の
ない事項もあるので、この場合の添付書類
については、明らかに影響のないものにつ
いては不要としていただきたい。

変更の届出に伴う添付書類については、実
際に状況変化のない事項に関する書類もあ
るが、営業時間延刻の場合においては、明
らかに状況変化がない事項については提出
を不要としていただきたい。

・大規模小売店舗立地法 経済産業省

5015 5015005 日本チェーン
ストア協会 11

大規模小売店舗立地法関連
／リース駐車場解約時の調
整対象からの除外

　リース駐車場の契約解除による駐車台数
減少の場合については、調整対象外とす
る。

　賃貸借契約により確保している駐車場は、
契約上、中途解約を阻止する事はできず、
事業者側の理由で契約を継続し、法的に確
保していく事は不可能である。このような事
業者側による都合ではない場合について
は、特例的に調整対象外としていただきた
い。

　出店後、リース駐車場については地主（賃
貸人）の相続により売却等の都合により中途
解約となるケースが度々生じる。このような
場合、代替地を探し、借り替えを行う等、可
能な限り早急に対応を行うものの、駅前立地
の店舗等は隣接地に代替地を確保すること
は困難である。

・ 大規模小売店舗立地法 経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 14 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100016 大規模小売店舗の新設・変
更者に関する運用の適正化

大規模小売店舗立地法第５
条、第６条
附則第５条、同施行規則第４
条

　大規模小売店舗立地法第５条、第６条、附
則第５条に基づく新設又は変更の届出にお
いて、共有者組合はその共有部分につい
て、建物設置者であると認められる。

ｄ －

回答では現行制度下で可能とされている
が、解釈徹底の観点から、
①周知を図ることについて具体的に検討さ
れ、示されたい。
②上記①を踏まえた実施時期について、そ
の時期となる理由も含め具体的に示された
い。

ｄ －
平成16年度の都道府県等との定期的な連
絡会議などを通じて、更なる周知徹底を図
る。

5021070
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100017

「大規模小売店舗立地法施
行規則」の見直し（開店時刻・
閉店時刻の変更に係る届出
基準の見直し）

大規模小売店舗立地法第６
条、施行規則第７条

　大規模小売店舗立地法第６条では、届出
事項のうち、開店時刻及び閉店時刻の変更
を行う場合には、あらかじめその旨を都道府
県に届け出るものとされている。ただし、開
店時刻の繰り下げ、閉店時刻の繰り上げ
は、騒音等が生活環境に影響を与える時間
が短くなるため、届出は不要とされている。
　なお、「夜間」に入らない場合であって、都
道府県等が当該変更が実質的に生活環境
に与える影響を増加させることが殆どないと
認めるときは、同法施行規則第１１条２項に
基づき、説明会は当該大規模小売店舗の敷
地内の見やすい場所での掲示を行うことに
よって足りる、との手続きの簡素化が図られ
ている。

ｃ

　等価騒音レベル（ある時間範囲において変
動する騒音レベルをエネルギー的な平均値
として表したもの）が開店時刻の繰り上げ、
閉店時刻の繰り下げに伴って、増大するか
どうか一般的に判断することはできないた
め、大規模小売店舗立地法第６条では、開
店時刻及び閉店時刻の変更を行う場合に
は、届出によって、等価騒音レベルが増大す
るかどうか確認することとしたものである。

回答では等価騒音レベルが増大するかどう
か一般に判断することはできないとしている
が、例えば、等価騒音レベルのデータを集め
るなどして、予定される指針の見直しの中
で、届出基準の見直しについても検討された
い。

ａ Ⅲ

　指針の見直しの中で、等価騒音レベルに
ついても、全国全ての大規模小売店舗の事
業者（平成14年７月現在：約１万８千）に対す
るアンケートなど必要な調査等に基づき、実
態を把握し、その結果によっては、見直すこ
とも検討する。

5021071
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100018 原子力発電所の設備利用率
に関係する規制の緩和

電気事業法　第54、55条
電気事業法施行規則　第91
条
核原料物質、核燃料物質及
び原子炉の規制に関する法
律　第37条
実用発電用原子炉の設置、
運転等に関する規則　第16条
の２

①電気事業法第５４条第１項の定期検査を
電気事業者が受けなければならない時期
は、発電用原子炉及びその附属設備につい
て運転が開始された日又は定期検査が終了
した日以降１３月を超えない時期としている
とともに、同法第５５条第４項の定期安全管
理審査を受けなければならない時期は、発
電用原子炉及びその附属設備について運
転が開始された日又は原子力発電所の通
常運転時の総合的な性能に関する定期事
業者検査が終了した日以降１３月を超えな
い時期としている。

②定期検査は、検査内容に応じて、経済産
業省原子力安全・保安院の検査官又は独立
行政法人原子力安全基盤機構の検査員が
行っており、うち独立行政法人原子力安全
基盤機構の検査員については土曜日、日曜
日、休日又は夜間にも検査を行っている。

ｂ Ⅲ

①平成１５年１０月１日に施行された電気事
業法の改正により、従来の事業者による自
主点検が「定期事業者検査」として義務づけ
られるとともに、規制庁が実施する定期検査
は、定期事業者検査に立ち会い又は記録を
確認することにより行うものとされた。
現状における原子力発電所の保守管理は、
事業者が１３カ月ごとに実施する定期事業
者検査が基本となっていることから、国の定
期検査がこの定期事業者検査の実施にあ
わせて１３カ月ごとに行うとしていることは一
定の合理性を有するものである。
今後、定期事業者検査の個々の項目がどの
頻度で行われれば安全上もっとも有効であ
るかという観点から評価し、その評価に基づ
き事業者が原子炉の停止中に行うべき検査
項目の間隔を定めるよう検討を行っていくこ
とが必要である。また、例えば、各施設のパ
フォーマンスを踏まえた検査内容を適用する
ことなど、定期検査の内容をより実効的かつ
柔軟に決定していくためのしくみの導入も考
えられるが、これらの評価手法の検討や必
要なデータの整備が前提となるものと考えら
れ、まずその点から作業を進めることが必要
になる。

①につき、回答では「今後、定期事業者検査
の個々の項目がどの頻度で行われれば安
全上もっとも有効であるかという観点から評
価し、その評価に基づき事業者が原子炉の
停止中に行うべき検査項目の間隔を定める
よう検討を行っていくことが必要」とされると
共に、「例えば、各施設のパフォーマンスを
踏まえた検査内容を適用することなど、定期
検査の内容をより実効的かつ柔軟に決定し
ていくためのしくみの導入も考えられるが、こ
れらの評価手法の検討や必要なデータの整
備が前提となるものと考えられ、まずその点
から作業を進めることが必要」とされている
が、これら検討、及び検討に要するデータ収
集に着手する時期につき、具体的に示され
たい。

昨年末に開催された総合資源エネルギー調
査会原子力安全・保安部会において、右の
事項も含めリスク評価を踏まえた検査制度
の基本的な枠組みや制度導入の進め方に
ついては、今年早々から概ね１年程度をか
けて、下部機関である検査の在り方に関す
る検討会において検討を進めることとされ
た。

5021226
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 15 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100016 大規模小売店舗の新設・変
更者に関する運用の適正化

z1100017

「大規模小売店舗立地法施
行規則」の見直し（開店時刻・
閉店時刻の変更に係る届出
基準の見直し）

z1100018 原子力発電所の設備利用率
に関係する規制の緩和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021070
社団法人日本
経済団体連合
会

11
大規模小売店舗の新設・変
更者に関する運用の適正化
【新規】

　大規模小売店舗の新設・変更を行う際に
は、建物設置者として法人格を有する共有
者組合を認めるべきである。

　都市再開発事業等によって建設されるテ
ナントビルの所有者は多数に上るケースが
多く、建物設置者全員の住民票又は登記簿
謄本の提出を義務付ける現行の規定は過
大な事務負荷となる。
　「大規模小売店舗立地法の解説第２版」
（経済産業省、平成15年４月）では、かかる
届出の際には「各区分所有者の全員が共同
して、又は一部が共同して届出を行うことが
できる」旨が明記されているものの、このよう
な取り扱いが認められなかった事例があると
の報告が寄せられていることから、適切な運
用がなされることを要望する。

大規模小売店舗立地法　第５
条、第６条
大規模小売店舗立地法施行
規則　第３条、第４条

経済産業省

　大規模小売店舗立地法（以下「大店立地
法」という。）では、届出を行った店舗面積の
合計、施設の配置に関する事項（駐車場、駐
輪場、荷捌き施設等の位置・容量等）、運用
方法に関する事項（開店時刻、閉店時刻等）
に変更があるときは、予め、建物設置者がそ
の旨を都道府県に届け出なければならな
い。
　建物設置者が複数である場合には、当該
全員の連名で届け出る必要があり、その際
には全員の登記簿謄本や住民票を提出す
ることが求められている。

5021 5021071
社団法人日本
経済団体連合
会

11

「大規模小売店舗立地法施
行規則」の見直し（開店時刻・
閉店時刻の変更に係る届出
基準の見直し）

　騒音規制法における「夜間」の時間帯にか
からない場合は、開店時刻の繰上げや閉店
時刻の繰り下げに係る届出を不要とすべき
でる。
　なお、騒音規制法による地域の指定が行
われていない店舗設置地点については、夜
間の時間帯を午後11時から午前５時とすべ
きである。

　「大規模小売店舗立地法第４条の指針
（案）の策定にあたって」（平成11年６月23日
付 通産省公報）では、「頻繁な変更届出を
強いることがないよう、いわゆる「軽微変更」
として変更届出を要しない範囲を各種対応
策に照らして合理的に設定することが必要
である」旨指摘されている。
　本来、店舗の営業時間は、季節等、状況に
応じて適宜変更されるのが通常である。営
業時間の変更の場合、周辺環境への影響
が発生する可能性があるのが騒音である
が、左記の夜間にかからない時間帯におい
て、開店・閉店時刻の変更を行ったとしても、
延刻した時間帯に来客数が急増するとは考
え難いこと、騒音予測に関しても等価騒音レ
ベルによる計測地を用いるため、延刻に起
因して基準値を上回るとは想定しがたいこと
などから、周辺環境へ過度のの影響を及ぼ
すことは無いと判断される。従って、これらの
時間帯に係る営業時間の変更については、
その届出を不要とすべきである。

大規模小売店舗立地法　第６
条
大規模小売店舗立地法施行
規則　第７条など

経済産業省

　大規模小売店舗立地法（以下「大店立地
法」という。）では、届出を行った事項に変更
があるときは、予め、その旨を都道府県に届
け出なければならない。
　ただし、経済産業省令で定める変更とし
て、たとえば開店時刻の繰り下げや閉店時
刻の繰上げを行う場合は、その届出が不要
とされている。

5021 5021226
社団法人日本
経済団体連合
会

11 原子力発電所の設備利用率
に関係する規制の緩和

①定期検査等間隔の延伸：原子炉及びその
付属設備の定期検査（定期事業者検査の安
全管理審査を含む）の間隔を２年程度に延
長すべきである。
②官庁立会検査における検査待ち時間発生
の回避
③定期検査と保安検査の一本化あるいは定
期検査の自主検査化

　設備利用率を向上できる左記事項の導入
により、原子力発電所設備の有効利用を図
る。
　①、②については、現在、総合資源エネル
ギー調査会原子力安全・保安部会の下で検
査の在り方について検討がなされており、基
本的な方向性が示されている。今後、具体
的な制度設計にあたり、全プラントが硬直的
に一律13ヶ月に制限される定期検査間隔の
見直しやオンラインメンテナンスの導入な
ど、現状の定期検査制度について合理的な
制度となるよう見直す。また、今後、独立行
政法人が実施する検査立会は24時間体制と
する方向で検討中と聞いているが、現在、連
続作業のホールドポイントとなっている国の
定期検査立会についても同様に24時間体制
とすべきである。

電気事業法　第54、55条
電気事業法施行規則　第91
条
核原料物質、核燃料物質及
び原子炉の規制に関する法
律　第37条
実用発電用原子炉の設置、
運転等に関する規則　第16条
の２

経済産業省

①発電用原子炉及びその付属設備は13ヶ
月を越えない時期に定期検査や定期事業者
検査の安全管理審査（平成15年10月より新
規追加）を受けなければならず、また経済産
業省の直接立会検査が実施されている。
②定期検査時の官庁立会検査は休日及び
夜間の受検ができず、連続作業のホールド
ポイントとなっている。
③供用中の原子炉においては原子炉等規
制法に基づく保安検査と電気事業法に基づ
く定期検査の両方を受検している。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 16 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100018

（上記の続き）

原子力発電所の設備利用率
に関係する規制の緩和

（上記の続き）

③定期検査は、電気事業法第５４条第１項
の規定により、原子力発電所に属する蒸気
タービン並びに発電用原子炉及びその附属
設備について、経済産業省原子力安全・保
安院又は独立行政法人原子力安全基盤機
構が定期に行う検査であり、保安検査は、核
原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
関する法律第３７条第５項の規定により、保
安規定の遵守状況について、経済産業省原
子力安全・保安院が定期に行う検査である。
また、電気事業法第５５条の規定により、事
業者に設備の技術基準適合性を定期に確
認する検査（定期事業者検査）の実施が義
務付けられている。

（上記の続き）

②平成１５年１０月１日に施行された電気事
業法の改正により、定期検査の一部は独立
行政法人原子力安全基盤機構が実施する
こととなった。独立行政法人原子力安全基
盤機構の検査員は、休日又は夜間にも検査
を行う体制をとっており、従来の事業者の要
望は相当程度実現されたと考えている。一
方、国が行う検査項目については、定期検
査に従事する検査官は、検査の実施以外の
安全規制に関する事務も担当する体制と
なっており、これらの事務の遂行に加えて、
休日又は夜間に検査をする体制をとること
は労務管理上困難である。
③定期検査は、原子力発電所の設備が技
術基準を満たすよう維持されているかを確
認する検査であり、保安検査は、事業者が
保安規定を遵守して保安活動を実施してい
るかを確認する検査であり、両者は異なる目
的を有する検査である。
保安規定の中には設備の保守管理に関す
る規定も含まれており、概念上は、定期検査
が対象とする事業者による定期事業者検査
に関する規定を含むものではあるが、当面、
これらの検査を、それぞれの検査の目的に
応じ、効果的かつ効率的に組み合わせて事
業者の保全活動を監視していくことが、事業
者による原子力発電所の適切な保全の実施
を確保する上で必要であると考えている。

②回答では、休日又は夜間に検査をする体
制をとることは労務管理上困難としている
が、要望内容は行政独立法人が２４時間体
制であることから国の定期検査立会につい
ても同様に24時間体制を求めるものであり、
改めて検討され、示されたい。

5021226
社団法人日本
経済団体連合
会

12

z1100019
ボイラー・タービン主任技術
者の複数事業場兼務要件の
緩和

電気事業法施行規則　第52
条第３項
主任技術者制度の運用につ
いて（平成11年９月11日　資
公部第278号）
小型のガスタービンを原動力
とする火力発電所及び火力
設備（経済産業省告示第３３
３号）

　電気出力が300kW未満のガスタービン以
外のタービン発電施設については、ボイ
ラー・タービン主任技術者を選任しなければ
ならず、同一の、あるいは隣接する構内でな
ければ２つ以上の事業場を兼任することは
できない。

ｂ Ⅲ

現在、同一の、あるいは隣接する構内でな
ければ２つ以上の事業上を兼任することは
できないとされているが、今後、保安が確実
に確保される移動距離の制限値及び保安体
制の要件等について、保安実績や根拠とな
るデータ等を踏まえ検討を行う。（平成１６年
度中）

検討結果を踏まえ、平成１６年度中に実施さ
れることの可否について、改めて検討し、示
されたい。

b Ⅲ 平成１６年度に検討を行い、平成１７年度中
に措置を行う。 5021234

社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100020
中小規模の地熱発電におけ
る主任技術者の不選任の容
認

電気事業法施行規則　第52
条

　電気出力が300kW未満のガスタービン以
外のタービン発電施設については、ボイ
ラー・タービン主任技術者を選任しなければ
ならない。

ｃ

現在、中小規模の地熱発電におけるボイ
ラータービン技術者の非選任については、
安全上支障のないことの技術的な根拠が十
分でなく、容認することはできない。
中小規模の地熱発電については、扱う地熱
エネルギーは高温高圧であり、また１０００ｋ
Ｗ級のタービンは事故が起こった場合に周
囲への影響が大きいため、ボイラータービン
主任技術者の選任は必要。

回答では１０００ｋｗ級のタービンは事故の危
険が大きいとしているが、要望内容では安
全を確保した上で３００ｋｗ以上のタービン発
電施設についてもボイラー･タービン主任技
術者の選任を不要とするよう求めており、現
行水準の300kw以上の場合についても支障
ない電力出力レベルについては主任技術者
の選任を不要とすることについて、データを
収集するなどして改めて検討されたい。

ｃ

　ボイラー・タービン主任技術者（以下、「ＢＴ
主任技術者」という。）の不選任を認めてい
るのは３００ｋｗ未満のガスタービン発電設備
であり、それは技術的に安全が確保されて
いることが証明されていることから認めてい
る制度である。地熱発電設備にはボイラー
等がないことからＢＴ主任技術者の不選任を
要望されているが、蒸気タービンは存在して
いるのでＢＴ主任技術者の選任は必要であ
ると考えている。
　また、主任技術者制度は、自主的な保安を
確保するために必要な制度であり、その選
任を不要とするための検討に必要な安全性
のデータについては事業者が所有している
ことから、検討のために必要となるデータは
事業者側から提示されるべきである。

5021235
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100021 電気主任技術者委託契約の
相手先の要件の緩和

電気事業法施行規則第５２条
第２項
電気事業法施行規則第第５２
条の２
平成１５年経済産業省告示第
２４９号第２条

保安管理業務を行う者の要件として、告示で
定める機械器具を有することとしている。 ｄ

保安管理業務を行う者が、騒音計、振動計
及び回転計について、当該機械器具をリー
スにより調達することは、保安管理業務の的
確な遂行に支障を及ぼすこととなっていない
限り特段の問題はない。また、発電設備の
計器盤の情報より計測が可能であるというこ
とは、保安管理業務を実施する事業場の設
置者が当該機械器具を事業場に備え付けて
いると解されるため、現行においても当該機
械器具を有する必要はない。

5021238
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 17 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100018

（上記の続き）

原子力発電所の設備利用率
に関係する規制の緩和

z1100019
ボイラー・タービン主任技術
者の複数事業場兼務要件の
緩和

z1100020
中小規模の地熱発電におけ
る主任技術者の不選任の容
認

z1100021 電気主任技術者委託契約の
相手先の要件の緩和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021226
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

原子力発電所の設備利用率
に関係する規制の緩和

（上記の続き）

　③については、定期検査は今後、点検・保
守プロセスも含めた施設の健全性確認に移
行することが検討されており、事業者の日常
の保安活動の取り組み状況を確認する保安
検査と目的、対象等が類似している。電事法
改正時に参議院でも「検査制度全体を監査
型体系に移行することを含め、検討を進める
こと。」との附帯決議がなされており、将来、
より効率的な運用のため、両者を保安検査
に一本化、あるいは定期検査の自主検査化
を考慮する必要がある。

経済産業省

5021 5021234
社団法人日本
経済団体連合
会

11
ボイラー・タービン主任技術
者の複数事業場兼務要件の
緩和【新規】

　ボイラー・タービン主任技術者が、同一ま
たは隣接する敷地内でなくとも、例えば移動
距離を制限する等によって、複数の事業所
を兼務できるよう要件を緩和すべきである。

　事業所の広さ、また隣接等の位置関係に
よらず、施設間の距離などによって兼任可否
を判断することは、主任技術者の業務遂行
上障害となることはなく、施設の安全性確保
にも問題ないと考えられる。
　左記要望の実現により、中小の発電設備
においても、より効率的な人員配置が可能と
なる。

電気事業法施行規則　第52
条第３項
主任技術者制度の運用につ
いて（平成11年９月11日　資
公部第278号）

経済産業省

　300kW以上のタービン発電施設について
は、ボイラー・タービン主任技術者を選任し
なければならず、同一の、あるいは隣接する
構内でなければ２つ以上の事業場を兼任す
ることはできない。

5021 5021235
社団法人日本
経済団体連合
会

11
中小規模の地熱発電におけ
る主任技術者の不選任【新
規】

　1000ｋＷ未満の地熱発電所におけるボイ
ラー・タービン主任技術者の選任を不要とす
べきである。

　地熱発電においてはボイラー等がなく、発
電設備も小規模であり、扱う危険物も少ない
ため、ボイラー・タービン主任技術者を選任
せずとも安全性確保に問題はないと考えら
れる。
　またこれにより、クリーンエネルギーである
地熱発電の開発促進に繋げることができ
る。

電気事業法施行規則　第52
条 経済産業省

　1000kＷ未満の地熱発電では、ボイラー・
タービン主任技術者、1000ｋＷ以上の地熱
発電所では、電気主任技術者及びボイラー・
タービン主任技術者を選任しなければならな
い。

5021 5021238
社団法人日本
経済団体連合
会

11 電気主任技術者委託契約の
相手先の要件緩和【新規】

　平成15年９月19日に閣議報告された「規制
改革集中受付月間において提出された全国
規模の規制改革要望への対応方針につい
て」では、平成16年度中に電気主任技術者
の外部委託に関する要件を明確化する旨が
記載されており、その際には、騒音計、振動
計、回転計をリースにより保有する、または
発電設備の計器盤の情報により騒音、振
動、回転数を計測できれば委託先の電気主
任技術者が所有していなくても良いことにす
べきである。

リースによって所有する、発電設備の計器
盤の情報により騒音、振動、回転数を計測
することにより、計器の合理的な運用を図る
ことができ、発電設備の運用に要する費用を
軽減できる可能性が拡大し、コージェネレー
ション等の分散電源の普及に資することが
できる。

電気事業法施行規則　第52
条第２項、第52条の２
電気事業法施行規則第52条
の２第１号ロの要件、第１号
ハ及び第２号ロの機械器具
並びに第1号二及び第２号ハ
の算定方法等並びに第53条
第２項第５号の頻度に関する
告示を定めた件（平成15年７
月１日 経済産業省告示第
249号）

経済産業省

　太陽電池、燃料電池以外の発電設備を設
置する需要家が電気主任技術者を委託する
場合、設置者が当該事業場に備え付けてい
る場合を除き、騒音計、振動計、回転計等の
機械器具を所有していなければいけない。
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100022
電気主任技術者の監督範囲
及び免状交付に必要な実務
経験の見直し

電気事業法施行規則　第56
条
電気事業法の規定に基づく
主任技術者の資格等に関す
る省令　第１条

電気主任技術者の監督範囲は次の通り。
第１種　全ての電気設備の工事、維持及び
運用
第２種　構内に設置する170kV未満、構外に
設置する100kV未満の電気設備

電気主任技術者の免状交付に必要な実務
経験は次の通り。
第１種　電圧５万V以上の電気工作物の工
事、維持又は運用
第２種　電圧１万V以上の電気工作物の工
事、維持又は運用

（監督
範囲）ｂ

（実務
経験）c

（監督
範囲）

Ⅲ

（実務
経験）

－

（監督範囲の見直し）
　第二種電気主任技術者が監督できる170
千ボルト未満の事業用電気工作物は、他の
電力会社の系統への影響が比較的少ない
設備である一方、275千ボルト未満の事業用
電気工作物には、電力送電系統の連系に使
用されるなど、電力基盤設備が含まれてお
り、事故の際、他に与える影響も広域に及ぶ
設備であることから、事故等により他者に及
ぼす影響等を考慮しつつ検討した結果、監
督範囲の電圧は現状通りとするが、第二種
及び第三種電気主任技術者の監督範囲の
うち、構内と構外との区分については、現状
において電気工作物の工事、維持及び運用
に関する技術的レベルの違いはないことか
ら、当該区分を撤廃し監督範囲を拡大する
見直しを行う。（平成１６年度中）

（実務経験の見直し）
　電気主任技術者に必要な実務経験につい
ては、当該主任技術者が電気工作物の工
事、維持及び運用に関する保安の監督を行
うために必要となる経験でなければならな
い。例えば５万Vの送電線の場合、架空送電
線の導体の種類（裸電線と絶縁電線の違
い）、地上高さ、工作物との離隔の規制値、
受給設備の絶縁方式等の危険段階が５万V
未満と大きく異なっており、また、５万V以上
の設備と１万V以上５万V未満の電気設備を
比較した場合、５万V未満への送電に当たっ
ては絶縁された電線の使用が義務づけられ
ているため、感電の危険性は少ない等保安
レベルに大きな差がある。よってご要望のよ
うに実務経験に係る電圧レベルを引き下げ
ることは、保安レベルの低下を招く恐れがあ
ることから不適切である。
　なお、電気事業法４４条第２項の規定によ
り、電気主任技術者免状は実務経験による
ほか、試験に合格することによって交付され
る。

（監督範囲の見直し）
平成１６年度中に実施されることの可否につ
いて、改めて検討し、示されたい。

b Ⅲ 　監督範囲の見直しは、所要の検討を踏ま
え平成１６年度中に実施する予定である。 5021239

社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100023 維持流量発電設備の安全管
理審査対象からの除外

電気事業法第５０条の２
電気事業法施行規則第７３条
の２

電気事業法第４８条第１項の規定による届
出をして設置又は変更の工事をする事業用
電気工作物で、出力３万KW未満であってダ
ムの高さが１５ｍ未満の水力発電所以外の
ものを設置する者は、経済産業大臣が行う
審査を受けなければならない。

ｂ Ⅲ

維持流量発電設備の安全管理審査対象か
らの除外に係る要件等については、保安実
績や根拠となるデータ等を踏ま検討を行う。
（平成１６年度中）

検討結果を踏まえ、平成１６年度中に実施さ
れることの可否について、改めて検討し、示
されたい。

b Ⅲ

平成１６年度中に調査と検討をしたうえで、
方針決定を行う。
審査要件から除外する場合には、平成１７年
度中に必要な措置を講ずる。

5021240
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100024 水力発電所の制御方式変更
に伴う届出の廃止

電気事業法第４８条
電気事業法施行規則第６５
条、別表２

電気事業法第４８条第１項の規定による事
業用電気工作物の設置又は変更の工事で
あって、別表第二の上覧に掲げる工事の種
類にある３　付帯設備（１）発電所の運転を
管理するための制御装置として出力５００キ
ロワット未満の水力発電所以外の発電所に
係る制御装置の改造であって、制御方式の
変更を伴うものは、その工事の計画を届け
出なければならない。

ｂ Ⅲ
水力発電所の制御方式の変更に伴う届出
の要件等については保安実績等を踏まえ検
討を行う。（平成１６年度中）

検討結果を踏まえ、平成１６年度中に実施さ
れることの可否について、改めて検討し、示
されたい。

b Ⅲ

平成１６年度中に調査と検討をしたうえで、
方針決定を行う。
審査要件から除外する場合には、平成１７年
度中に必要な措置を講ずる。

5021241
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100025 民間規格の規制基準への充
足性の迅速な確認と活用

電気事業法第３９条第１項の
規定に基づく省令６２号
同法第５４条、５５条に基づく
省令７７号

現在は民間規格の取り入れに際しては、省
内において学識経験者による委員会を設置
し、第三者による評価をうけ、技術基準に反
映することが適当と評価されたものは逐次
反映を行っているところ。

ａ Ⅲ
民間規格の迅速な反映を可能とするため
に、技術基準の性能規定化に着手し、平成
１６年度には所要の措置を講じる。

5021245
社団法人日本
経済団体連合
会

11
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100022
電気主任技術者の監督範囲
及び免状交付に必要な実務
経験の見直し

z1100023 維持流量発電設備の安全管
理審査対象からの除外

z1100024 水力発電所の制御方式変更
に伴う届出の廃止

z1100025 民間規格の規制基準への充
足性の迅速な確認と活用

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021239
社団法人日本
経済団体連合
会

11
電気主任技術者の監督範囲
及び免状交付に必要な実務
経験

　第２種電気主任技術者の監督範囲を以下
のように拡大すべきである。
　　構内に設置する275kV以下の電気設備
　　構外に設置する110kV未満の電気設備
　免状交付に必要な実務経験の電圧レベル
を引き下げるべきである。
　　第１種　１万V以上
　　第２種　５千V以上

　電気技術の進歩により、機器の信頼性も
格段に向上しているとともに、電気ロス低減
を目的に、一般需要家への送電電圧も高く
なってきている。こうした技術進歩、電力環
境の中、効率的運用を行うために、第2種電
気主任技術者の監督範囲を拡大すべきであ
る。
　５万V以上の設備と１万V以上５万V未満の
設備を比較した場合、あるいは１万V以上の
設備と５千V以上１万V未満の電気設備を比
較した場合、設備的に大きな差はなく、また
保安監督レベルについてもほぼ同等である
と考えられる。一方、工場の構内における電
気工作物はその多くが５万V未満の設備で
あることから、特に第１種主任技術者の資格
を得るための実務経験要件を満たすのは非
常に困難なのが実情である。また実務経験
を蓄積させるためには意識的業務配置を行
わなければならないなど、主任者育成を阻
害する要因にもなっており、これらの問題を
勘案すると、左記電圧範囲が現実的であ
る。

電気事業法施行規則　第56
条
電気事業法の規定に基づく
主任技術者の資格等に関す
る省令　第１条

経済産業省

　電気主任技術者の監督範囲は次の通りと
なっている。
　　第１種　全ての電気設備の工事、維持及
び運用
　　第２種　構内に設置する170kV未満、構
外に設置する100kV未満の電気設備
　電気主任技術者の免状交付に必要な実務
経験は次の通りである。
　　第１種　電圧５万V以上の電気工作物の
工事、維持又は運用
　　第２種　電圧１万V以上の電気工作物の
工事、維持又は運用

5021 5021240
社団法人日本
経済団体連合
会

11
維持流量発電設備の安全管
理審査対象からの除外【新
規】

　維持流量発電設備は、新たなダム開発を
伴わない、既設水力発電設備の水路から分
岐した小容量（数百～千数百ｋＷ程度）の発
電設備であり、上記安全管理審査対象外と
すべきである。

　維持流量発電設備は、既設発電所の水路
を分岐して使用するもので、水車および発電
機は既設発電機とは別地点に設置されるも
のであり、発電所新設と同じと考えられる。
　また出力も小容量であり、保安面での影響
も少ないことから、現状の安全管理審査対
象外設備（３万ｋＷ未満）と同等な扱いとする
ことが適当であると考える。

電気事業法　第50条の２
電気事業法施行規則　第73
条の２

経済産業省

　３万ｋＷ未満（ダムの高さが15ｍ未満）の水
力発電設備を設置する場合は安全管理審
査対象とはならないが、維持流量発電設備
を設置する場合、既設の水力発電設備と併
せた出力の合計が３万ｋＷ以上となる場合
には、安全管理審査対象となる。

5021 5021241
社団法人日本
経済団体連合
会

11 水力発電所の制御方式変更
に伴う届出の廃止【新規】

　水力発電所の制御方式変更時の工事計
画届出を廃止すべきである。

　工事計画届出の趣旨は、公共の安全上重
要な工事について、技術基準への適合性確
認等の観点から届出の義務を課すものであ
るが、水力発電所の遠方監視制御装置等が
万一故障しても、直ちに運転の支障は生じな
い。また、水力発電所の無人化率（一般電気
事業者10社計）が99％を超えている中で、こ
れまで制御装置の不具合を原因とする主要
電気工作物の損壊等、重大な事故は発生し
ていない。このため、水力発電所の制御方
式変更手続きの簡略化を求める。
　なお、変電所における同様な工事に伴う届
出は平成10年10月の電気事業法改正によっ
て不要となっている。

電気事業法　第48条
電気事業法施行規則　第65
条、別表第２

経済産業省

　出力500ｋW以上の水力発電所の附帯設備
のうち、発電所の運転を管理するための制
御装置改造であって制御方式変更を伴うも
のは工事計画届出が必要である。

5021 5021245
社団法人日本
経済団体連合
会

11
民間規格の規制基準への充
足性の迅速な確認と活用【新
規】

　民間規格の積極的な活用の実現のため、
従来から規制基準として引用されている民
間規格については、その実績を十分に尊重
したり、当該規格策定に際しての学協会での
公正、公平、公開を重視した策定プロセスを
尊重するなど、合理的かつ迅速に規制に反
映させる認証手続きを整備すべきである。

　現在国では、民間規格「維持規格」「設計
建設規格」の活用について、精力的に進め
ているが、これ以外の民間規格は省令62号
関連でも20件程度あり、更にこれらについて
は、今後定期的に改定されていく。これらお
よび今後発生する新たな民間規格をも対象
とした、国による合理的かつ迅速な民間規
格の認証に向けての手順を確立することが
必要となっている。

電気事業法第39条第1項を受
けた省令62号
第54条、55条を受けた省令77
号　等

経済産業省

　国は、電気事業法等に基づく規制基準は
要求性能を中心とした規定とし、その実現方
法として学協会規格をはじめとする民間規
格を積極的に活用する方針に従って改正を
進めていくとしている。2002年12月から、日
本機械学会の維持規格2000年版の技術評
価を実施中であり、４月から５月にかけて評
価結果につきパブリックコメントを実施してい
る。また、設計・建設規格、維持規格2002年
版についても４月および５月から技術評価を
開始している。
　しかし、電気事業法関係の省令（省令62号
他）から引用される民間規格は、これ以外に
も20件以上存在する。また、これらは今後定
期的に見直しが実施されていく。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 20 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100026 兄弟会社間の電力特定供給
の容認

電気事業法第１７条
電気事業法施行規則第２１条

　特定供給制度を活用して電気を供給する
場合には、両者に生産工程、資本関係、人
的関係等の密接な関係を要する。

ｂ Ⅲ

　平成１７年４月には５０ｋＷ以上の需要家を
自由化対象需要家とすることとしており、５０
ｋＷ以上の需要家は、届出制の下での新規
参入者からも電力を購入できるようになる。
　一方、構造改革特区基本方針における「資
本関係等によらない密接な関係による電力
の特定供給事業」（別表１の1103）について
は、これまで４自治体の構造改革特別区域
計画が認定されている。本特例措置の全国
展開については、本事業による電気の供給
が行われた後、評価を行った上で検討を行
う。
　なお、現在の審査基準においても、生産工
程、資本関係、人的関係それぞれ単独では
密接な関係として不十分であっても、複数を
組み合わせて見ることによって密接な関係と
判断することとしており、具体的な事例を見
なければ判断することはできないが、「実質
的に同一会社」であれば、許可される可能性
は高いと考える。

事業者の予測可能性を高めるため、既に実
施されている特定供給の事例等をＨＰ等で
周知することの可否について、その理由も含
めて明らかにされたい。

特定供給の許可事例について、ホームペー
ジにて周知することが、事業者の参考となる
ものと考えられるため、今後その掲載を行う
べく準備を行う。

5021246
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100027
内燃ガスタービンの法定定期
自主検査及び安全管理審査
の廃止

電気事業法施行規則　第94
条

　内燃ガスタービンの場合、定期自主検査
の範囲はガス圧縮機のみとなっている。従っ
て定期（個別）安全管理審査もこれを対象に
実施される。

ｃ

現在、内燃ガスタービンのうちガス圧縮機の
みが対象となっているが、ガス圧縮機につい
て安全上支障のないことの技術的な根拠が
現状では十分でないため、安全管理審査を
廃止することはできない。

　回答では技術的な根拠が十分でない点を
根拠に対応不可とされているが、要望内容
を踏まえた安全性の確保される効率的な管
理方策について、具体的なデータを収集・分
析するなどして、改めて検討されたい。

ｃ

　電気事業法においては自主保安が原則で
あり、検討に必要な安全性のデータは事業
者が所有していることから、検討のために必
要となるデータについては事業者側から提
示されるべきである。
　そのため、現時点では要望のガス圧縮機
の法定定期自主検査及び安全管理審査の
廃止についての検討を行うためのデータが
十分ではないため、対応することはできな
い。

5021248
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100028
マイクロガスタービン発電設
備を小出力発電設備として扱
うことの容認

電気事業法第３８条第２項
電気事業法施行規則第４８条
第４項

マイクロガスタービン発電設備は、事業用電
気工作物に位置付けられ、電気保安の観点
から電気主任技術者の選任、保安規定の届
出等保安上の規制が課せられている。一
方、安全性が確認されているごく小規模な一
部の発電設備（小出力発電設備）について
は一般用電気工作物としてこれらの保安規
制が課せられない。
小出力発電設備は、電圧６００Ｖ以下の発電
用電気工作物で以下の要件を満たす発電
設備である。
①太陽光発電設備であって出力２０ｋＷ未満
のもの
②風力発電設備であって出力２０ｋＷ未満の
もの
③水力発電設備であって出力１０ｋＷ未満の
もの（ダムを伴うものを除く）
④内燃力を原動力とする火力発電設備で
あって出力１０ｋＷ未満のもの
ただし、同一構内に複数設置する場合、上
記設備の出力の合計が２０ｋＷ以上となるも
のは除く。

ｃ

小出力発電設備は一般家庭等、電気に関す
る専門的な知識がない者が使用しても安全
であることを前提に、一般用電気工作物とし
て保安規制の緩和がなされているものであ
り、現行、最大でも出力が２０ｋＷ未満のもの
を対象としている。３００ｋＷの規模は一般家
庭の約１００件分の電力に相当する大きさで
あり、専門家による適切な維持・運用が行わ
れない場合、危険性が非常に高く、事故が
起こった場合の周囲への影響も大きい。よっ
て、小出力発電設備として電気主任技術者
の選任や保安規定の届出を不要とすること
はできない。
なお、構造改革特区において３０ｋＷ未満の
小規模ガスタービン設備について一般用電
気工作物に位置付ける特例措置を認めてい
る。

①回答では３００ＫＷの規模は危険性が非
常に高く困難としているが、要望内容は２０ｋ
ｗ（又は１０ｋｗ）が保安規制の課されない上
限とされているマイクロガスタービンについ
て、その上限を高めることを求めるものであ
り、具体的なデータを収集・分析するなどし
て、改めて検討されたい。
②また、要望内容は特区にて認められてい
る３０ｋｗ未満のガスタービン設備を一般電
気工作物に位置づける特例の全国展開を求
めるものであり、この点について、特区にお
ける評価を待つことなく全国規模で実施する
ことについて、改めて検討され、見解を示さ
れたい。

ｃ

①３０ｋW未満のマイクロガスタービンの一般
用電気工作物としての安全性が確認されて
いない現時点において、３０ｋW以上の規模
のマイクロガスタービンについて検討するの
は時期尚早である。
　また、電気事業法においては自主保安が
原則であり、検討に必要な安全性のデータ
は事業者が所有していることから、検討のた
めに必要となるデータについては事業者側
から提示されるべきである。
②構造改革特区において現在３０ｋW未満の
マイクロガスタービン設備について一般用電
気工作物に位置付ける特例措置を認めてい
るところであるが、現時点において申請がな
く実績がないため、安全性について評価が
できていない。
　そのため、現時点では要望の３０ｋW未満
のマイクロガスタービン発電設備を一般用電
気工作物に位置づけることについて検討を
行うためのデータが十分ではなく、対応する
ことはできない。

5021253
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100029 電力料金区分の合理化 根拠法令等なし
特別高圧需要については、産業用電力料金
という料金体系はなくなり、小売りが自由化
が実施されている。

ｅ

　現在、契約電力２，０００ｋＷ以上の特定規
模需要家は、電力の小売自由化対象となっ
ており、一般電気事業者及び特定規模電気
事業者と需要家との交渉により、電気料金
等を設定することとができる。

5109001 民間企業 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 21 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100026 兄弟会社間の電力特定供給
の容認

z1100027
内燃ガスタービンの法定定期
自主検査及び安全管理審査
の廃止

z1100028
マイクロガスタービン発電設
備を小出力発電設備として扱
うことの容認

z1100029 電力料金区分の合理化

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021246
社団法人日本
経済団体連合
会

11 兄弟会社間の電力特定供給 　親会社傘下の子会社間での特定供給を可
能とすべきである。

　自家発の余剰電力を供給する際に、供給
者と需要家の間で密接な関係があれば、自
家発自家消費に類似した性格のものとして
電力の直接供給（特定供給）が許可される
が、その許可要件が厳しくなっている。
　親会社傘下の複数の子会社は実質的には
一体の会社となっている。平成17年度より
50kW以上の需要家については原則自由化
されるが、持株会社化等による企業再編が
急速に進む状況下、早急に持株会社傘下の
子会社間で特定供給が可能との見解を示し
て欲しい。

電気事業法　第17条第2項第
1号
電気事業法施行規則　第21
条
電気事業法に基づく通商産
業大臣の処分に係る審査基
準等について（平成12年3月
16日資第1号）

経済産業省

　50％以上の直接出資がある親子会社間
は、電気事業法第17条第2項第1号の「密接
な関係」にあたるとされ、電力特定供給が許
可される。しかし、親会社傘下の子会社間で
は、電力特定供給は許可されない。

5021 5021248
社団法人日本
経済団体連合
会

11 内燃ガスタービンの法定定期
自主検査及び安全管理審査

　内燃ガスタービンの法定定期自主検査と
安全管理審査は廃止すべきである。

　主機のガスタービン本体を対象外とし、補
機のガス圧縮機のみを対象としていること、
及びガス圧縮機は燃料条件により使用しな
い設備があることと考えると、対象の選定が
適当でない。
　昨年度の同内容の要望に対し「ガスタービ
ン本体は、メーカー等により適切なインター
バルでメンテナンスを受けなければ運転でき
ないことや、万が一の事故時においても破
損片がケーシング内に止まることから、定期
自主検査の対象から除外した」とあるが、ガ
ス圧縮機についてもメーカー等により適切な
インターバルでメンテナンスを受けなければ
運転できず、またメーカーの定めた点検整備
計画に基づき自主的に管理しており、ガス
タービン本体と同様の安全性は確保される
と考えられる。

電気事業法施行規則　第94
条 経済産業省

　内燃ガスタービンの場合、定期自主検査
の範囲はガス圧縮機のみとなっている。従っ
て定期（個別）安全管理審査もこれを対象に
実施される。

5021 5021253
社団法人日本
経済団体連合
会

11
マイクロガスタービン発電設
備の小出力発電設備扱い
【新規】

　300kW未満のマイクロガスタービン発電設
備を小出力発電設備とすべきである。

　マイクロガスタービン発電設備は、二酸化
炭素排出抑制、燃料供給源の多様化による
エネルギー安全保障に貢献できる分散型電
源であるが、現在は大型発電設備と同レベ
ルの規制を受けており、普及への障害となっ
ている。
　現在各社からの販売により設置台数が増
加中であるが、安全性の確認を前提に小出
力発電設備に位置付けることによって、より
一層の普及を図ることができる。
　本件については、構造改革特区に対する
第一次提案を受けて策定された「経済産業
省関係構造改革特別区域法第二条第三項
に規定する省令の特例に関する措置及びそ
の適用を受ける特定事業を定める省令（平
成15年３月28日経済産業省令第39号）」の
第３条において、出力30kW未満のガスター
ビン発電設備について一般電気工作物に位
置付ける旨が記載されており、これを早期に
全国展開すると同時に、対象範囲の見直し
についても検討すべきである。

電気事業法　第38条第２項
電気事業法施行規則　第48
条第４項

経済産業省

　現行の小出力発電設備は以下のとおりと
なっており、マイクロガスタービンは容量に関
係なく事業用電気工作物に位置付けられ、
電気主任技術者の選任および保安規定の
提出等が義務付けられる。
　　　・20kW未満の太陽光・風力発電設備
　　　・10kW未満の水力・内燃力発電設備

5109 5109001 民間企業 11 電力料金区分の合理化 ・産業用電力における細かな料金区分の簡
素化

　電力会社の約款では、産業用の 2000kwを
超える特別高圧の電力料金について、最終
需要が「電灯もしくは小型機器」に使用され
る場合と、「動力」に使用される場合とで、別
の料金を定めている（例：東京電力・電気需
給約款16条、17条）。
　データセンター事業での電力消費は、年間
を通して24時間365日安定的かつ大規模な
ものであり、いわゆる「動力」向けの電力料
金が適用されるべきであるが、最終用途で
あるサーバ等が「動力」と解釈されず割高の
「電灯もしくは小型機器」向けの電力料金が
適用されているケースがほとんどである。

・電気事業法19条1項及び3
項
・供給約款料金算定規則第
19条2項
・東京電力、電気需給約款14
～17条

経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 22 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100029
（上記の続き）

電力料金区分の合理化
5109001 民間企業 12

z1100030 複数の発電設備における集
中監視の容認

電気設備に関する技術基準
を定める省令第４６条

　電気設備に関する技術基準を定める省令
第４６条第１項においては、①異常が生じた
場合に人体に危害を及ぼし、若しくは物件に
損傷を与えるおそれがないよう、異常の状態
に応じた制御が必要となる発電所や②一般
電気事業に係る電気の供給に著しい支障を
及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発
見する必要のある発電所には、発電所の運
転に必要な知識及び技能を有する者（技術
員）が、当該発電所又はこれと同一の構内
において常時監視をすることを義務付けて
いる。
　また、同条第２項においては、上記以外の
発電所（非常用予備電源を除く。）は、異常
が生じた場合に安全かつ確実に停止するこ
とができるような措置が講じられる場合にお
いて、技術員が当該発電所又はこれと同一
の構内において常時監視をしない発電所と
して位置づけることができる旨を規定してい
る。

ｃ

　ボイラーによる汽力を原動力とした発電所
については、事故によっては人体への危害
又は物件に損傷を与える危険性があるた
め、異常状態に応じて制御する必要がある
発電所としており、安全上支障のないことの
技術的な根拠が現状では十分でないため、
当該要望を容認することはできない。

（参考）
　異常が生じた場合に安全かつ確実に停止
できるように監視・制御システムが構築され
ていると評価できる場合には、所定のスキー
ム（下記参照）に沿ってそれを国の技術基準
の解釈に位置づけることが可能となる。

総合資源エネルギー調査会原子力安全・保
安部会電力安全小委員会が平成１５年５月
３０日に取りまとめた新技術・民間規格の技
術基準への適合性確認に関するスキーム
（http://www.meti.go.jp/report/data/g30604
cj.html参照）

回答では技術的な根拠が十分でないとして
いるが、要望内容は発電設備の集中管理を
求めるものであることを踏まえ、今後、安全
のためのデータ収集・分析を行うなど、改め
て検討されたい。

ｃ

　電気事業法においては自主保安が原則で
あり、検討に必要な安全性のデータは事業
者が所有していることから、検討のために必
要となるデータについては事業者側から提
示されるべきである。
　そのため、現時点では異常が生じた場合
に安全かつ確実に停止できるように監視・制
御システムが構築できているかについての
検討を行うためのデータが十分ではないた
め、対応することはできない。

5111013 社団法人日本
自動車工業会 11

z1100031 電力の私設線導入に関する
容認

電気事業法６５条（公共用の
土地の使用）

電気事業法６５条「公共用の土地の使用」は
電気事業者、卸供給事業者のみに認められ
ている。

ａ Ⅰ

本措置は、電気を供給する事業の公益性と
供給を受ける需要家の利益を保護する観点
から、電気事業を営む場合に適用されるも
のであり、自家用発電に適用する趣旨のも
のではない。なお、先の電気事業法等改正
により、平成１７年４月１日から、特定規模電
気事業者にも電気事業法６５条等の公益特
権が認められることとなったため、特定規模
電気事業を営むものとして電線路の届出（同
法１６条）を行うことで対応可である。

5111015 社団法人日本
自動車工業会 11
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管理
コード 項目

z1100029
（上記の続き）

電力料金区分の合理化

z1100030 複数の発電設備における集
中監視の容認

z1100031 電力の私設線導入に関する
容認

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5109 5109001 民間企業 12
（上記の続き）

電力料金区分の合理化

（上記の続き）

　データセンターは、国民が安心してＩＴを利
活用するための基盤的なインフラであり、そ
の電力消費に対しては、割安な料金が適用
されるべきある。
（試算によれば、標準的なデータセンター事
業において、東京電力の「電もしくは小型機
器」向けの料金（特別高圧電力Ａ）と「動力」
向けの料金（特別高圧電力Ｂ）では、1年間
で約5800万円の差が生じ、前者が20%程度
割高となる）
  このような細分化された料金体系が存在し
ていることが、国際的に見ても著しく割高な
産業用電力料金の要因となっていると考え
られる。

経済産業省

5111 5111013 社団法人日本
自動車工業会 11 複数の発電設備における集

中監視の容認

一箇所の遠隔運転センターから、集中的に、
複数の発電設備を監視することを容認いた
だきたい。

発電設備の運転操作、監視は、同一構内で
監視を行うこととされており、複数の発電設
備がある場合には、発電設備毎に、担当者
を置いて監視を行っており、必要以上に人員
を配置しなければならない。

現在は、ボイラーを監視するシステムが普及
しており、遠隔地からでも、異常監視を行うこ
とは、技術的に可能であり、一人で複数のモ
ニター監視を行うことも十分可能であるが、
小規模な発電設備を近隣に複数保有する場
合、必要以上の人員配置が義務づけられて
おり、非効率となっている。

電気事業法～電気設備技術
基準
第46条　異常が生じた場合に
人体に危害を及ぼし、若しく
は物件に損傷を与えるおそれ
がないよう、異常の状態に応
じた制御が必要となる発電
所、又は電気事業に係る電
気の供給に著しい支障を及
ぼすおそれがないよう、異常
を早期に発見する必要のある
発電所であって、発電所の運
転に必要な知識及び技能を
有する者が当該発電所又は
これと同一の構内において常
時監視をしないものは、施設
してはならない。

経済産業省 重点要望項目

5111 5111015 社団法人日本
自動車工業会 11 電力の私設線導入に関する

容認

需要家が、電力の私設線を設置しようとする
場合でも、電気事業者、卸供給事業者と同
様に、公共地の使用を認めていただきたい。

電気事業者、卸供給事業者が、電線路を設
置する際には、管理者の許可を受けた上
で、公共地の使用が認められているが、需
要家には、これが認められていない。この
為、近隣工場間で融通するための私設線を
設置できず、事業所毎に自家発電を稼動さ
せており、非効率となっている。

近隣工場間を私設線で繋ぐことができない
ため、工場間での電力の負荷を融通するこ
とができず、自家発電設備の利用率の向上
によるコスト削減が促進されない。
また環境対策の面からみても、エネルギー
効率の悪い運転をしている。

電気事業法
第六十五条 　電気事業者又
は卸供給事業者は、道路、
橋、溝、河川、堤防その他公
共の用に供せられる土地に
電気事業又は卸供給を行う
事業の用に供する電線路を
設置する必要があるときは、
その効用を妨げない限度に
おいて、その管理者の許可を
受けて、これを使用すること
ができる。

経済産業省 重点要望項目
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100032 電気事業法の事務処理窓口
の一本化 電気事業法第６３条

電気事業法６３条（同法５８条、５９条、６０
条、６１条の損失補償にかかる裁定）の申請
先は都道府県となっている。（ただし、同法５
８条、５９条、６０条、６１条の届出先は経済
産業大臣となっている。）

「措置
の概要
（対応
策）」欄
参照

　ご指摘のございました要望事項については
以下のとおりそれぞれ回答いたします。
○裁定申請先と裁定を行う者を都道府県知
事から経済産業大臣へ変更すること→c
　電気事業法６１条（植物の伐採又は移植）
を国の直接執行事務とし、同法６３条（植物
の伐採等の裁定）は都道府県の自治事務と
することになったのは、平成１２年に施行さ
れた地方分権一括法の際の見直しによるも
のですが、６３条を都道府県の自治事務とし
たのは、裁定には国の特別な関与は要しな
いという裁定の性質によるものであるため、
６３条については引き続き都道府県の自治
事務とすることとしております。
○伐採許可の情報共有→d
　伐採許可の情報については、伐採許可が
下りた時点で長野県に連絡をし、情報共有
をしたいと考えております。
○損失を受けた相手方が全国に及ぶことも
あり確認に時間を要するというご指摘→e
　植物の所有者が所在不明等である場合を
想定しており、その場合には全国に確認を
する必要があるとのことですが、裁定の手続
として、必ずしも全国に及ぶ確認を行わなけ
ればならないわけではありません。
○裁定のための現地確認の際の立入や通
行権が認められていないとのご指摘→e
　国も都道府県同様、そのような権限は認め
られてはおりません。

①伐採許可の情報については、伐採許可が
下りた時点で連絡をすることとしたいとのこと
であるが、平成１５年度中に情報共有するこ
ととすることについて、ご回答いただきたい。
平成１６年度以降となる場合は、その理由も
含めてご回答いただきたい。
②裁定の申請を受ける都道府県において、
全国に及ぶ確認が不要であるとのことであ
るが、その理由も含めて周知徹底されること
について、ご回答いただきたい。

①平成１５年度中に情報共有することで対
応。
②裁定の相手方である植物の所有者が不
明である場合に、都道府県から裁定申請受
理の当事者への通知、裁定内容等の通知を
するに当たって、全国に及ぶ確認が必ずしも
必要ではないという回答の趣旨は、都道府
県が、裁定の相手方の所在確認のために、
登記簿の調査、周辺住民への照会等の真
摯な努力を行えば（または起業者が同様の
努力を行っている場合には、それを確認をす
ることで）足りるとの意であり、自ら全国に確
認をする必要はないという趣旨です。
　また、周知徹底の方法ですが、各都道府
県の担当課に文書で連絡をすることとしたい
と考えます。

5119007 長野県 11

z1100033 火力設備における定期自主
検査周期延長の拡大

電気事業法施行規則第９４条
の２
火力設備における電気事業
法施行規則第94条の２第２項
１号に規定する定期自主検
査の時期変更承認に係る標
準的な審査基準例及び申請
方法等について（平成15年2
月19日原院第6号）

　火力設備のうち、ボイラー及び蒸気タービ
ンの定期自主検査周期については、下記の
通り、基本周期に加え一定条件を満足する
ことにより、更なる延長が認められている。

ボイラー・・・①基本周期（２年）＋延長（24
月）＋延長（１月）、②基本周期（２年）＋延長
（１月）＋検査（１月）＋基本周期（２年）＋延
長（１月）
蒸気タービン・・・基本周期（４年）＋延長（１
月または３月）

ｃ

蒸気タービンにおける３月の周期延長は、安
全確保上支障がないことを技術的に確認し
た上で認めているものである。一方、ボイ
ラーの検査は２５か月毎に１回、５２ヶ月の間
に２回の検査を行うこととなっているが、一定
の技術要件を満たした場合には４９ヶ月まで
運転を継続できることとなっている。要望は、
ボイラーの運転をさらに２か月延長し、５１ヶ
月間運転できるよう求めるものであるが、そ
のために必要な安全上支障のないことの技
術的な根拠が示されておらず、タービンとの
運転サイクルの整合性との観点のみから延
長を認めることはできない。

回答では技術的な根拠ないがないことから
困難であるとしていることから、データ収集・
分析等を行い、延長条項の追加を検討を行
うことについて、改めて見解を示されたい。

ｃ

　電気事業法においては自主保安が原則で
あり、検討に必要な安全性のデータは事業
者が所有していることから、検討のために必
要となるデータについては事業者側から提
示されるべきである。
　そのため、現時点では要望の火力設備に
おける定期自主検査周期延長についての検
討を行うためのデータが十分ではないため、
対応することはできない。

5021250
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 25 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100032 電気事業法の事務処理窓口
の一本化

z1100033 火力設備における定期自主
検査周期延長の拡大

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5119 5119007 長野県 11 電気事業法の事務処理窓口
の一本化

・電気事業法の規定による植物の伐採許可
に伴う損失補償の裁定申請事務は、伐採許
可と一連の事務処理であり、窓口の一本化
と事務処理の合理化をするため、裁定申請
先及び裁定を行う者を都道府県から経済産
業大臣へ変更する。

・電気事業法第63条の伐採された植物の損
失補償の裁定申請先の変更

・電気事業法では、電気事業の許可(第３条)
を始め、その許可に関連した電線路に障害
となる植物について伐採許可(61条)は経済
産業大臣が、伐採された植物の損失補償の
裁定(63条)は都道府県と申請先が異なる複
雑な窓口システムとなっている。
・都道府県には、経済産業大臣からの伐採
許可の情報が来ないため、伐採許可の内容
把握に当たり、多くの手間を要する他、損失
を受けた相手方が全国に及ぶこともあり確
認に時間を要する。また、立入や通行権限
がないため、裁定するための現地確認が困
難になっている。

・電気事業法 経済産業省

5021 5021250
社団法人日本
経済団体連合
会

11 火力設備における定期自主
検査周期延長の拡大【新規】

　ボイラーにも、蒸気タービンと同様に３月延
長条項を追加規定すべきである。
（一定の条件を満足すれば、１月または３月
の延長が認められるようにする。）

　蒸気タービンの定検周期は、延長条項も加
えると最大で51月（48月＋3月）となる一方、
ボイラーの定検周期は延長条項を加えても
最大で49月（24月＋24月＋1月）であり、定
検実施期限がボイラーと蒸気タービンで不
整合が生じる。（ボイラー24月延長が承認さ
れた発電設備については、結果して期限の
短いボイラーに合わせて蒸気タービンも定検
を実施することになるため、タービン３月延
長制度を活用できない。）
　ボイラーの定期自主検査周期に３月延長
制度を織り込むことで、夏期前に定検をしな
ければならなかった発電設備が秋期開始が
可能となり、定期自主検査を最大周期で実
施することで長期的にみれば修繕費の抑制
にも繋がることとなる。また、夏期定検を回
避することで、夏期における供給力の安定
確保にも寄与することができる。

火力設備における電気事業
法施行規則第94条の２第２項
１号に規定する定期自主検
査の時期変更承認に係る標
準的な審査基準例及び申請
方法等について（平成15年2
月19日原院第6号）

経済産業省

　火力設備のうち、ボイラー及び蒸気タービ
ンの定期自主検査周期については、下記の
通り、基本周期に加え一定条件を満足する
ことにより、更なる延長が認められている。

ボイラー・・・基本周期（２年）＋延長（24月）
＋延長（１月）
蒸気タービン・・・基本周期（４年）＋延長（１
月または３月）

ボイラーと蒸気タービンで最大延長した場合
の定検周期に不整合が生じている。
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100034 ＲＰＳ法の対象エネルギーへ
のＬＮＧ冷熱発電の追加

（定義）
第二条　（略）
２　この法律において「新エネ
ルギー等」とは、次に掲げる
エネルギーをいう。
　一　風力
　二　太陽光
　三　地熱
　四　水力（政令で定めるもの
に限る。）
  五　バイオマス（動植物に由
来する有機物であってエネル
ギー源として利用することが
できるもの（原油、石油ガス、
可燃性天然ガス及び石炭並
びにこれらから製造される製
品を除く。）をいう。）を熱源と
する熱
　六　前各号に掲げるものの
ほか、石油（原油及び揮発
油、重油その他の石油製品を
いう。以下同じ。）を熱源とす
る熱以外のエネルギーであっ
て、政令で定めるもの

　電気事業者による新エネルギー等の利用
に関する特別措置法（ＲＰＳ法）は電気を小
売りする電気事業者に対して、供給する電
気の一定比率以上、新エネルギー等から発
電した電気の利用を義務づけるもの。
　現在、「新エネルギー等」としては同法第２
条において風力、太陽光、地熱、水力、バイ
オマスが法定されており（第６号の政令で定
めるエネルギーについては特に定めていな
い。）、ＬＮＧ冷熱発電は同法の対象となって
いない。

ｃ

　ＲＰＳ法においては、現行の対象エネルギーの潜
在導入可能量を前提に、現在平成１５年度から平
成２２年度までの義務量を定めており、平成１８年
度中に、平成２２年度までの義務量を見直すととも
に、平成２６年度までの義務量を定めることが法定
されている。
　また、義務量は利用目標をベースに算定され、
法第３条第３項に「経済産業大臣は、新エネル
ギー等の普及の状況、石油の需給事情その他の
経済的社会的事情の著しい変動のため特に必要
があると認めるときは、総合資源エネルギー調査
会の意見を聴いて、新エネルギー等電気の利用目
標を変更するものとする。」と規定されているが、
「石油の需給事情その他の経済的社会的事情の
著しい変動」とは、当該目標年度までの間に既に
策定された利用目標の達成が極めて困難になる
ような変動を指し、本条項は、経済情勢や毎年度
の設備投資動向、あるいは立地制約等の情勢変
化により、供給ポテンシャルが目標量を下回る可
能性が発生し、必要と認められる場合に利用目標
を変更することを可能とするためのものである。
　したがって、上記のような変動が起こらない限り、
現時点での義務量の見直しを可能にする規定は
無く、対象エネルギーの範囲を変更することは不
可能であり、平成１８年度中に行われる義務量の
見直しの中で必要に応じ、対象エネルギーの範囲
の議論が行われることとなる。
　なお、本法の対象となるエネルギーは、経済性
の面の制約から普及が十分でないものの、本法の
対象となることで普及が拡大する蓋然性が高く、か
つ電気事業者が利用可能である（電力系統に連
系されている）必要があり、新たに対象に加えよう
とするエネルギーの普及範囲が著しく限定的であ
る場合、あるいは連系が無く自家消費のみである
場合には、本法の対象とすることは困難。

要望は、ＬＮＧの出荷・受入の過程でロスと
なっているエネルギーの再利用ができること
から法の精神に合致すること、冷熱発電に
ついては既に多くの実績があり実用化され
ていることなどからＲＰＳ法の対象エネル
ギーに含めることを求めるものであり、冷熱
発電がＲＰＳ法の対象エネルギーになり得る
かどうか、また対象エネルギーの見直しを前
倒しすることの可否について、その理由も含
めて明らかにされたい。

c

【ＬＮＧ冷熱発電はＲＰＳ法の対象エネルギーにな
り得るか】
●本法は、石油代替エネルギーのうち、現在にお
いては普及が十分進んでいないもので、将来的に
は普及する可能性のあるものについて、義務づけ
を行うことにより、その利用をさせようとする法律で
ある。したがって、今後の普及可能性がないものを
対象エネルギーとすれば、単に、既設対象設備を
保有する事業者に経済的利益を付与するのみで
あるため、本法の趣旨に合致しない。
ここで、LNG冷熱発電の普及可能性を検討するた
め、東京ガス根岸工場の２０００年度の利用実績を
見てみると、LNG冷熱エネルギーのうち、ガスの送
出圧力に使用されている部分が４２．４％、冷熱利
用部分が２６％、残りの３１．６％がロス等それ以
外の部分とされている。今後、冷熱利用を増加さ
せるためには、送出圧力・冷熱利用以外の３１．
６％の部分のエネルギーの利用を推進することが
考えられるが、冷熱利用部分の比率は１９９１年度
～２０００年度にかけて２３～２６％程度のほぼ一
定の値となっていることから、現在実用化されてい
る利用技術では、現状の１／４程度の冷熱利用が
限界であると考えられる。
以上のように、LNG冷熱発電は、新たな高効率発
電システムが開発・実用化されない限りにおいて
は、ほぼ技術的な導入限界に達しており、普及可
能性は低いため、本法の趣旨に合致するエネル
ギーとは言えない。

5149001
知多エル・エ
ヌ・ジー株式会
社

11

z1100034

（上記の続き）

ＲＰＳ法の対象エネルギーへ
のＬＮＧ冷熱発電の追加

（上記の続き）

●なお、東京ガスの都市ガス製造工場の２０００年
度の電力購入実績は１９７，４４０千ｋWhとなってお
り、LNG冷熱発電による電気は全て工場内で消費
され、電力系統への送電は行われていない。
　本法は、電気事業者に新エネルギー等の利用を
義務づける法律であるため、対象となるエネル
ギーは、電気事業者に利用（電力系統に送電）さ
れる必要があり、自家消費のみの電源を本法の対
象とすることは困難。仮に対象としたとしても、新エ
ネルギー等電気として義務履行に充てることので
きる電気は、電気事業者によって利用された電気
のみであるため、発電事業者には何ら、経済的メ
リットは生じないものと考えられる。

【法定の検討時期の前倒しについて】
●本法は、一定の範囲の対象エネルギーにより発
電された電気の利用を電気事業者に義務づける
一方、電気事業者が実際に利用する電源の選択
については、各社の創意工夫、コスト等を踏まえた
自主的な経営判断に委ねることで、市場メカニズ
ムを通じた最適コストによる新エネルギー等電力
の導入を促進しようとするものである。
●対象エネルギーを含めた本法の規定について
は、附則第５条で「施行後三年を経過した場合に
おいて」検討を加え、その結果に基づいて必要な
措置を講ずるものとされており、制度の見直しは施
行後３年を経過してから行うことが法定されてい
る。

5149001
知多エル・エ
ヌ・ジー株式会
社

12
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100034 ＲＰＳ法の対象エネルギーへ
のＬＮＧ冷熱発電の追加

z1100034

（上記の続き）

ＲＰＳ法の対象エネルギーへ
のＬＮＧ冷熱発電の追加

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5149 5149001
知多エル・エ
ヌ・ジー株式会
社

11 ＲＰＳ法の対象エネルギーに
ＬＮＧ冷熱発電を追加

ＲＰＳ法の対象となる「新エネルギー等」にＬ
ＮＧ冷熱発電が含まれていないが、資源の
有効活用をより進めるため、対象に追加して
いただきたい。

既に冷熱発電（ＬＮＧの低圧送ガス供給）を
約20年使用してきましたが、火力発電所の
運用形態が効率のよいガスタービンニットに
シフト（ＬＮＧの低圧供給から高圧供給に変
わった）されたことにより、利用率が低下し維
持費との兼ね合いでメリットが出なくなる現
状となってきている。このような状況を踏ま
え、冷熱発電の廃止を検討していますが、Ｒ
ＰＳ法の対象となればメリットの評価が変わ
る可能性があり冷熱発電の存続の可能性が
あります。ＬＮＧは、出荷側で液化に使ったエ
ネルギーを、受入れ側でただ海水と共に捨
ててしまっては大きなロスとなります。冷熱発
電としてこれが回収されれば省エネと共に石
化エネルギーを使用せずにエネルギーの再
利用ができ、法の精神に合致するものと考
えられます。

１．ＲＰＳ法制定時のパブリックコメントに対
する考え方の中で「冷熱発電は研究、実証
段階であることから普及の可能性を検討して
いきたい」との考え方が示されているが、冷
熱発電は既に多くの実績があり実用化され
ている。
２．ＬＮＧの冷熱は、約３／４が利用されてい
ないが、冷熱発電をＲＰＳ法の対象とするこ
とにより、設置の機運が盛り上がり、未利用
エネルギーの有効活用が進むと期待され
る。
以上より、ＬＮＧ発電をＲＰＳ法の対象とする
ことを提案いたします。

電気事業者による新エネル
ギー等の利用に関する特別
措置法（ＲＰＳ法）第２条第２
項

経済産業省

5149 5149001
知多エル・エ
ヌ・ジー株式会
社

12

（上記の続き）

ＲＰＳ法の対象エネルギーに
ＬＮＧ冷熱発電を追加

経済産業省
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100034

（上記の続き）

ＲＰＳ法の対象エネルギーへ
のＬＮＧ冷熱発電の追加

（上記の続き）

仮に法定の検討時期を前倒ししてＬＮＧ冷熱を対
象エネルギーに加えることになったとしても、現在
の利用目標は現行の対象エネルギーの潜在導入
可能量（ポテンシャル）を前提に定められているた
め、ＬＮＧ冷熱も含めた新エネルギー等電気のポ
テンシャル調査のやり直し、利用目標の変更を行
う必要がある。また、新エネルギー等電気の利用
目標の設定は、法第３条の「経済産業大臣は、四
年ごとに、総合資源エネルギー調査会の意見を聴
いて、経済産業省令で定めるところにより、当該年
度以降の八年間についての電気事業者による新
エネルギー等電気の利用目標（中略）を定めなけ
ればならない。」に基づくものであり、仮に前倒しし
て対象エネルギーおよび利用目標の変更を行うと
すれば、法定外の利用目標変更を行うことなる。な
お、ここで目標の設定が４年サイクルになっている
が、これは、新エネルギー等電気に係る発電設備
の設置には４年程度必要であり、また、設備投資
費用の過半が回収されるまでに４年を要すること
から、新エネルギー等電気に係る事業の行動サイ
クルが、設備設置サイクルを見ても、投資回収の
サイクルを見ても、４年が基本単位となっているた
めである。

●以上のように法定の検討時期を前倒しして対象
エネルギーの見直しを行うことは、法定外の措置
を必要とし、本法に基づく規制の正当性を損なうば
かりか、電気事業者の４年サイクルの利用計画に
混乱を生じ、新エネルギー等電気の導入が困難に
なる恐れがあるため、応じられない。

5149001
知多エル・エ
ヌ・ジー株式会
社

13

z1100035 既設火力発電所のリプレース
時の環境影響評価の省略

環境影響評価法第２条第２項
第１号ホ
同法施行令第１条
同法施行令第１条　別表第１
五　ヘ
電気事業法第４６条の２

　環境影響評価法に基づく環境影響評価
は、規模が大きく環境影響の程度が著しくな
るおそれがある一定規模以上の事業につい
て、地方公共団体・地域住民・専門家など関
係者の関与を得て環境への影響を予測し、
実行可能なより良い技術の導入により様々
な環境要素に及ぼす影響を回避・低減し、環
境保全上より良い事業内容にしていくプロセ
ス（手続き）であり、事業の実施の前後の負
荷に着目して対象事業を定めるものではな
い。

ｃ

　既設の火力発電所をリプレースする場合で
あっても、リプレースにより新たに設置される
大規模な火力発電所は、規模が大きく環境
影響の程度が著しくなるおそれがある事業と
して環境影響評価の対象となるレベルのも
のである。工事に伴って発生する大気汚染
物質、騒音、振動及び水の濁り等による環
境への影響を含めて環境影響評価手続の
中で現時点における実行可能なより良い最
新の技術が導入されているか否かの検証等
を行い、環境への影響の低減・回避を図る
必要があり、発電所のリプレースに対する環
境影響評価の手続を省略することは合理的
ではないと考える。
　なお、現行の環境影響評価制度において
も、環境影響がないか又は極めて小さい場
合は、環境影響を行うものとして発電アセス
省令※で定めた標準項目の削除、標準手法
の簡略化が可能となっている。
　また、当省では、規制改革推進３か年計画
を受け、平成１５年４月から、天然ガス発電
所及び発電所のリプレースの場合の環境影
響評価項目の削除及び調査・予測手法の簡
略化が可能な条件等について検討を行って
いるところである。

※（正式名称）
発電所の設置又は変更の工事の事業に係
る環境影響評価の項目並びに当該項目に
係る調査、予測及び評価を合理的に行うた
めの手法を選定するための指針、環境の保
全のための措置に関する指針等を定める省
令

①要望内容にあるように、既設発電所と比
べ現況発電規模が同程度以下で環境負荷
が増加しないリプレースの場合には環境影
響評価全体の手続を簡略化できないか、改
めて検討され、示されたい。
②一方、回答では天然ガス発電所及び発電
所のリプレースの場合の環境影響評価項目
の削除及び調査・予測手法の簡素化が可能
な条件等について検討を行っているとある
が、今後の検討スケジュールについて具体
的に示されたい。また、平成16年度までに結
論を得、措置することの可否についても示さ
れたい。

c

 　環境影響評価は、新たに設置される施設
が「規模が大きく環境影響の程度が著しいも
のとなるおそれがある」事業であることに着
目して、設置する設備の稼働による環境へ
の影響、発電所建設工事の実施による環境
への影響（大気環境、水環境、生物多様性
の確保及び自然環境の体系的保全、人と自
然の豊かな触れあいの確保等）を評価し、実
行可能なより良い最新の技術が導入されて
いるか否かの検証（環境の保全のための措
置）等を実施し、環境影響の低減・回避を図
るものである。
　発電所のリプレースにより環境負荷が増加
しないかどうかは、環境影響評価の結果明
らかになるものであり、単に一部のばい煙の
諸元等をもって発電所の環境影響全体を論
じるのは適切ではない。 また、リプレースで
あっても発電所建設工事期間中における環
境影響についても具体的な評価結果に基づ
いて論ずるべきである。これらの一連の環境
影響評価手続きを省略することは、環境基
本法第２０条に定める「事業者がその事業の
実施に当たりあらかじめその事業に係る環
境への影響について自ら適正に調査・予測
又は評価を行い、その結果に基づき、その
事業に係る環境の保全について適正に配慮
するこを推進するため、必要な措置を講ず
る」として、制定された環境影響評価法の立
法目的に合致しないと考える。

5021251
社団法人日本
経済団体連合
会
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管理
コード 項目

z1100034

（上記の続き）

ＲＰＳ法の対象エネルギーへ
のＬＮＧ冷熱発電の追加

z1100035 既設火力発電所のリプレース
時の環境影響評価の省略

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5149 5149001
知多エル・エ
ヌ・ジー株式会
社

13

（上記の続き）

ＲＰＳ法の対象エネルギーに
ＬＮＧ冷熱発電を追加

経済産業省

5021 5021251
社団法人日本
経済団体連合
会

11
既設火力発電所のリプレース
時の環境影響評価の省略
【新規】

　現況と比較して環境負荷が増加しない場
合（リプレース等の場合）については、環境
影響評価の対象事業から除くなど、環境影
響評価の省略を可能とすべきである。

　既設火力発電所で、環境保全協定等を締
結し、苦情等もなく健全に運転されている場
合には、自治体、地域住民にとって環境上
問題のないことを示す明らかな事実と考えら
れる。発電所の建替等の場合で、環境負荷
が増加しない場合に、現行規制のように、
一律に新たな環境影響評価を課すのは、合
理性を欠く。
　また、地球温暖化対策の観点から、コンバ
インド発電プラントなどへの更新は二酸化炭
素排出量の削減を図ることができることか
ら、国は補助制度を創設し老朽石炭火力発
電の天然ガス化転換を進めている。さらに環
境影響評価の省略が行われて着工までの
期間が短縮されれば、各事業者の経営判断
のもと、より一層二酸化炭素排出量の削減
を図る設備への更新を進めることができる。

環境影響評価法　第２条第３
項
環境評価法施行令　第６条
電気事業法　第46条の２
発電所に係る環境影響評価
に関する質疑応答集（平成11
年８月　資源エネルギー庁）

環境省
経済産業省

　事業者が火力発電所のリプレース等を実
施する場合、環境影響評価の対象事業は、
出力規模のみで規定されているため、環境
負荷が増加しない場合においても、法律に
より一律に環境影響評価の実施が義務づけ
られている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 30 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100035

（上記の続き）

既設火力発電所のリプレース
時の環境影響評価の省略

（上記の続き）

　したがって、要望にあるように、発電所のリ
プレースにおいて稼働中の環境負荷が増加
しない場合であっても、環境影響評価手続き
全てを省略することは合理的ではないと考え
る。
一方、現行制度下においても「環境影響がな
いか又は極めて小さい場合は、予測・評価
する項目の削除及びそれらにかかる手法の
簡略化」が可能となっており、発電所リプ
レースにより、環境負荷が増加しない項目に
ついては合理的な根拠をもとに評価項目の
削除、評価手法の簡略化が可能となってい
る。また、規制改革推進３カ年計画を受け、
平成１５年４月から、天然ガス発電所及び
発電所リプレースの場合の環境影響評価項
目の削除及び調査・予測手法の簡略化が可
能な条件等について検討を行うため、環境
審査顧問会火力部会に「環境影響評価項目
・手法検討分科会」を設置し「発電所に係る
環境影響評価における項目削除・手法簡
略化の考え方について」とする検討結果をま
とめているところであり、検討結果は平成１６
年度中に「発電所にかかる環境影響評価の
手引き」に掲載する予定である。

5021251
社団法人日本
経済団体連合
会

12

z1100036
都市ガスにおける契約単位
の見直し（一需要場所、一契
約の廃止）

ガス事業法第十七条、第二
十条
ガス事業法施行規則第十八
条九

ガス事業者が供給約款等による供給を行う
場合は、「一需要場所・一契約」の原則に基
づいてガス使用契約を行うこととなっている。
よって、ガスメーター１個につき１契約とな
り、構造上あるいは会計上独立する場合に
は別契約となる。

ｂ Ⅳ

要望事項である「一需要場所・一契約」の原
則の変更については、ガスの供給におい
て、個々の最終需要家に直接供給する契約
を締結して、ガス供給することがガスの使用
者間の公平を確保することとなる根幹部分
であるため、早急に検討を開始したいと考え
てはいるが、影響等を考えると十分な検討を
行う必要があることから、現時点で実施時期
を定めることはできない。

　要望者によれば、電力供給とガス供給とで
「需要場所」の取扱が異なり、ガス供給のほ
うが電力供給に比べて契約単位が小規模な
ものとなり結果として不利益が生じていると
のことであるが、かかる取扱によって消費者
に不利益や疑念が生じていることに鑑み、平
成16年度中に、電力供給とガス供給におけ
る取扱を統一するために必要な措置（たとえ
ば、電力供給における「需要場所」と取扱が
同じになるように、法令上「需要場所」を定義
づけるなど）をすることの可否について、そ
の理由も含めて回答いただきたい。また、平
成１７年度以降となる場合は、その実施時期
と理由を示されたい。
　なお、要望者によれば、電力供給において
は「一需要場所・一契約」の変更が実現し特
に問題が生じていないとのことであるので、
この点も踏まえてご回答いただきたい。
　また、ガス供給において、ガスメーター一個
につき一契約とするのではなく、一敷地につ
き一契約とすることの可否についても、その
理由も含めてご回答いただきたい。

ｂ Ⅳ

ガス事業における大口供給（改正法では５０
万立方メートル以上）は、ガス事業法及びガ
ス事業法施行規則に定めているが、「一需
要場所」に関する定義は、「供給約款」上で
定めており、行政が供給約款の規定を認可
していることをもって、妥当性が担保されて
いる。しかしながら、「一需要場所・一契約」
の原則の変更は、ガスの使用者間の公平を
確保することとなる根幹部分の変更であるた
め、ガス供給の実態と個別のケースについ
て十分な検討を行うとともに、行政の判断だ
けによる決定ではなく、審議会等での議論を
経る必要があることから、実施時期を定める
ことはできないとしたもの。

5111014 社団法人日本
自動車工業会 11

z1100037 エネルギー市場における規
制当局の独立性の明確化 根拠法令等なし

　規制を担当する電力市場整備課及びガス
市場整備課には、職務遂行上必要な職員・
予算が確保されている。
　また、両課には、エネルギー又はエネル
ギー・サービス提供者の出向者は存在せ
ず、また、財政的利害を持つ者もいない。さ
らに、官民交流法の交流基準により、関連
業界からの人員の受け入れは禁止されてお
り、経済産業省内における各課の権限につ
いては、組織規則、事務分掌規定などにより
明確化されている。

ｄ
今後の規制改革の進展も踏まえ、引き続
き、的確に規制業務の実施を行いうる体制
を整備していく。

5071028 米国 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 31 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100035

（上記の続き）

既設火力発電所のリプレース
時の環境影響評価の省略

z1100036
都市ガスにおける契約単位
の見直し（一需要場所、一契
約の廃止）

z1100037 エネルギー市場における規
制当局の独立性の明確化

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021251
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

既設火力発電所のリプレース
時の環境影響評価の省略
【新規】

環境省
経済産業省

5111 5111014 社団法人日本
自動車工業会 11

都市ガスにおける契約単位
の見直し（一需要場所、一契
約の廃止）

資本関係を有する会社が、一敷地内にてガ
スの供給を受ける場合、一契約として頂きた
い。

現在、同一資本系の子会社が親会社工場
内の遊休地を使用活用している。電力に関
しては、供給約款により親会社が、電力会社
から一括受電し、子会社に供給しているが、
同じ公共性を有する都市ガスは、ガスメー
ター１個につき１契約となり、構造的に独立
したもの、あるいは会計主体が異なる場合
は、別契約（同じ敷地内でも２契約等）となっ
ており、結果的に高いガス料金を支払ってい
る。

電力においては、同一敷地内で供給を受け
る場合、一契約扱いになるが、ガスの場合
は、複数契約扱いになり、大口料金の対象
にならない場合がある。ガスにおいてのみ複
数契約とする必要性はないと思われる。
（現在は、ガス会社と交渉しても、ガス事業
法第１７条で経済産業大臣に認定されてい
るため、契約形態を見直す必要はないとの
回答で、交渉の進展がない。）

ガス事業法第１７条
一般ガス事業者は、ガスの料
金その他供給条件について
供給約款を定め、経済産業
大臣の認可を受けなければ
ならない。これを変更しようと
するときも、同様とする。

経済産業省

5071 5071028 米国 11 エネルギー市場における規
制当局の独立性の明確化

①経済産業省電力市場整備課及びガス市
場整備課への専門家スタッフ配属の適切性
を調査した上で、「電気事業法及びガス事業
法の一部を改正する等の法律」（以下、「法
律」）において規定している監視・実施責任
の規模と人員に一貫性を持たせるよう、具体
的な手段を講じる。
②適切な実施と監視を可能にするよう、これ
らの部署に独立した予算を配分する。
③エネルギー又はエネルギー・サービス供
給者からの出向者を控える。またこれらの部
署の職員に、エネルギー又はエネルギー・
サービス提供者に係る財政的利害がある場
合は、それを公表する義務を課し、彼らを財
政的利害を持つ案件の意思決定から外す。
④「法律」の省令等の実施にあたり、経済産
業省におけるこれらの部署と、政策策定部
署との間の規制権限と責任の範囲・分担を
明確に定義する。

「日米間の「規制改革及び競争政策イニシア
ティブ」に関する日米両国首脳への第二回
報告書」（以下、「両国首脳への第二回報告
書」）において、日本政府は、厳正な市場の
監視を行なうにあたって必要な人員、専門的
知識及び独立性を備えた執行メカニズムの
重要性を認めた。公平で、効率的かつ安定
的なエネルギー市場を確保するための日本
の新しいエネルギー改革法の有効性は、そ
のような厳正な市場監視と、日本の規制当
局によるガイドラインや規制等の精力的な実
施能力に依存するものである。従って、米国
政府は日本政府に対して、左記の提案をす
る。

経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 32 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100038 改革プロセスにおける意見提
出機会の確保 根拠法令等なし

　電力及びガスの両分野においては、制度
改革に関する議論について、それぞれ電気
事業分科会及び都市熱エネルギー部会に
おいて議論を行っており、その議論の結果で
ある報告や答申については、総合資源エネ
ルギー調査会運営規則等に基づき、パブ
リック・コメントを実施している。

ａ

現在、電力及びガスの両分野において行っ
ている、制度改革における詳細制度設計に
ついても、その議論の結果である報告や答
申については、前回報告書をまとめた際と同
様、総合資源エネルギー調査会運営規則に
基づき、パブリック・コメントに付すこととして
おり、引き続きホームページによる募集を行
う予定。

5071029 米国 11

z1100039

電力分野に係る法律の目的
を達成するための省令等の
導入における透明性の確保、
及び迅速な発令①（公平性と
透明性）

電気事業法第２４条の５～第
２４条の７（平成１７年４月施
行予定）

　電気事業分科会において制度改革に関す
る議論を行い、平成１５年２月１８日に報告
書「今後の望ましい電気事業制度の骨格に
ついて」をとりまとめ、同報告書をもとに、同
年６月に電気事業法を改正した。現在は同
報告書を踏まえ、電気事業分科会において
詳細制度設計に関する議論を行っていると
ころ。

ａ Ⅲ

情報の目的外利用の禁止及び差別的取扱いの禁
止については、電気事業法の改正により、新たに
託送分野における行為規制が導入されたところで
あり、今後、同法の改正を踏まえ、「適正な電力取
引についての指針」の改定を行う予定。
会計分離の具体的な方法については、電気事業
分科会での検討結果を踏まえ、必要な省令の整
備を行う予定。
パンケーキ問題の廃止及びそれに伴う会社間精
算措置については、同報告書に基づき、電気事業
分科会において議論を行っていく予定。
行政による市場監視及び紛争処理機能の体制整
備については、同報告書においても言及されてい
るところであり、これに基づき必要な措置について
検討を行っていく予定。
系統アクセスに係る工事費負担に関する基本的
考え方については、今回の制度改革で新たに設立
される送配電等業務支援機関が定める、系統アク
セスルールに従って行われていくことになる。ま
た、遠隔地の電源立地により連系線等の送電設
備の増強が必要となる場合については、同報告書
において、設備増強コストの相当部分を原因者（電
源設置者）に求めることを基本としつつ、個別に設
備増強に伴う受益と負担の関係を踏まえた費用負
担の在り方が公平・公正・透明なプロセスの中で
決定されることと整理されており、今後電気事業分
科会において議論を行っていく予定。

以下の回答にあたって、平成１７年度以降に
結論（あるいは措置）となる場合は、その時
期をご回答いただきたい。
①平成１６年度までに、｢適正な電力取引に
ついての指針」を改定することについてご回
答いただきたい。
②平成１６年度までに、会計分離の具体的
方法に係る省令の整備を行うことについてご
回答いだきたい。
③平成１６年度までに、パンケーキ問題の廃
止及び会社間精算の仕組みについて結論を
出し、それに基づき必要な措置を行うことに
ついてご回答いただきたい。
④平成１６年度までに、行政による市場監視
及び紛争処理機能の体制整備について結
論を出し、それに基づき必要な措置を行うこ
とについてご回答いただきたい。
⑤平成１６年度までに、遠隔地の電源立地
に伴う費用負担のあり方について結論を出
し、それに基づき必要な措置を行うことにつ
いてご回答いただきたい。
⑥平成１６年度までに、ネットワークに係る設
備形成ルール等の考え方について結論を出
し、それに基づき必要な措置を行うことにつ
いてご回答いただきたい。

a Ⅲ

①情報の目的外利用の禁止及び差別的取扱いの
禁止については、電気事業法の改正により、新た
に託送分野における行為規制が導入されたところ
であり、今後、同法の改正を踏まえ、「適正な電力
取引についての指針」の平成１６年度中に改定を
行う予定。
②会計分離の具体的な方法については、電気事
業分科会での検討結果を踏まえ、平成１６年度中
に必要な省令の整備を行う予定。
③パンケーキ問題の廃止及びそれに伴う会社間
精算措置については、同報告書に基づき、電気事
業分科会において議論を行い、平成１６年度中に
結論を出し、必要な措置を講じる予定。
④行政による市場監視及び紛争処理機能の体制
整備については、同報告書においても言及されて
いるところであり、これに基づき、今後検討を行
い、平成１６年度中に、所要の措置を講じる予定。
⑤・⑥今後、電気事業分科会において、設備増強
に伴う費用負担の考え方、設備形成ルール等の
考え方について検討が行われていく予定である
が、これらについては、平成１５年の改正電気事業
法に基づき、経済産業大臣が全国で１箇所に限り
指定することとなっている送配電等業務支援機関
の業務として、中立的な立場から、設備形成ルー
ル等が整備されることとなっているところである。
そのため、昨年１２月に送配電等業務支援機関に
関する省令、指定に係る基準を制定し、当該機関
の指定に係る整備を行ったところ。
今後も、引き続き、電気事業分科会において、当
該設備形成ルール等の各内容についても議論を
行い、平成１６年度中に結論を出す予定。

5071030 米国 11

z1100039

（上記の続き）

電力分野に係る法律の目的
を達成するための省令等の
導入における透明性の確保、
及び迅速な発令①（公平性と
透明性）

（上記の続き）

送電網へのアクセスについては、以下のような対
応を行う予定。
①系統利用料金（託送料金）については、事前に
省令として料金算定規則を定め、各電力会社が当
該規則に従って料金を設定することになっており、
もし問題があれば、経済産業省は事後的に変更
命令を発出することができる仕組みとなっている。
②送配電等業務支援機関においては、ネットワー
クについて、設備形成ルール、系統アクセスルー
ル、系統運用ルール及び情報開示ルールが策定
されることとなっており、これらルールに関する考
え方については、電気事業分科会においても議論
を行っていくこととしている。なお、送電容量の確保
については、系統運用ルールの中で取り扱われる
こととなる。
③送配電等業務支援機関は、地域間連系線整備
計画に係る調整のための情報及び便宜の提供、
供給信頼度の評価や電力系統に関する調査研究
等の業務を行うこととされており、これらの業務を
通じて、適切なネットワーク形成に貢献することが
期待されている。
行為規制と事後規制については、今般の制度改
革においても、米国の独立系統運用者（ＩＳＯ）の仕
組み等についても精査を行い、我が国の国情等も
勘案しつつ、事業制度の在り方を検討してきたとこ
ろ。今般の制度改革が適切に実施され
ているかをフォローすることの重要性は認識してお
り、引き続き、紛争等の状況
も踏まえ、今後の検討において適宜対応していき
たいと考えている。

5071030 米国 12

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 33 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100038 改革プロセスにおける意見提
出機会の確保

z1100039

電力分野に係る法律の目的
を達成するための省令等の
導入における透明性の確保、
及び迅速な発令①（公平性と
透明性）

z1100039

（上記の続き）

電力分野に係る法律の目的
を達成するための省令等の
導入における透明性の確保、
及び迅速な発令①（公平性と
透明性）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071029 米国 11 改革プロセスにおける意見提
出機会の確保

米国政府は、電力とガス分野の規制改革プ
ロセスが前進する中で、法改正の際、例え
ば電気事業分科会の報告書案（「今後の望
ましい電気事業制度の骨格について」）や都
市熱エネルギー部会の報告書案（「今後の
望ましいガス事業制度の骨格について」）に
対してパブリック・コメントを募集したのと同
様に、引き続き（パブリック・コメント手続きな
どを通して）有意義な一般からの意見提出の
機会を設けるよう、日本政府に対して求め
る。

経済産業省

5071 5071030 米国 11

電力分野に係る法律の目的
を達成するための省令等の
導入における透明性の確保、
及び迅速な発令①（公平性と
透明性）

①「法律」は、送配電分野の公平性と透明性により
市場参加者の信頼を促進するような、日本におけ
る規制枠組みの強化を目指している。「法律」のこ
の側面を効果的に実施するために、米国政府は、
以下の事項を実現する具体的で詳細な省令等を
採択するよう、経済産業省に求める。
　1)託送業務において知り得た情報の目的外利用
を禁止する。
　2)送配電部門と他の電力部門との内部相互補助
を防止するため、会計分離を行う。また、会計規則
や会計分離の詳細を公表する。
　3)一般電気事業者の送配電部門による、特定の
電気事業者に対する不当に差別的な取扱いを禁
止する。
　4)供給区域をまたいで送電するごとに課金する
方式（パンケーキング）を廃止し、そのような料金
を、パブリックコメント手続きを経て採用された送電
料金算出方法に替える。
　5)厳正な市場の事後監視を行い、規制に係る紛
争を中立かつ公平な方法で解決し、又、経済産業
省がこれらの仕事を遂行するのに必要な人員、専
門性及び独立性を所持する事を確保する。
　6)市場参加者の受益と負担の関係を踏まえ、送
電設備増強のための費用を分配する。
　7)自由化によってもたらされる利益を需要家が完
全に享受するために不可欠な、相互に接続された
送電網を通じた多数の電源へのアクセスを、次の
方法によって作り出す。

「法律」が、日本における健全で競争的で安
定した電力市場の創設に有効であるために
は、省令等の透明性ある導入と効果的な実
施に依存する。従って、米国政府は、「法律」
の目的を達成する具体的で詳細な省令等を
迅速に発令するよう、日本政府に対して求め
る。

経済産業省

5071 5071030 米国 12

（上記の続き）

電力分野に係る法律の目的
を達成するための省令等の
導入における透明性の確保、
及び迅速な発令①（公平性と
透明性）

（上記の続き）

　8)-1すべての市場参加者の送電設備に対して、
透明性のある接続手順と接続料金体系を提供し、
ロードバランスやロードフォローなどの送電補助
ネットワークサービス（例えばアンシラリー・サービ
スなど）の価格設定と規定に関する規則を発行す
る事によって、広域において経済効率の良い送電
を可能にするシステムの整備を行い、そのような
送電の支援に必要となった場合、送電線関連施設
のタイミングの良い建設を行う。
　8)-2国内の既存発電能力が、需要変動に対応す
べく最も望ましい状態で常時利用された場合（例え
ば、地域間経済融通）や、送電容量が常に手ごろ
な価格で入手可能な場合、結果としてどのような
発電パターンが得られるかを測定する調査に着手
する。具体的には、もし国内電力取引市場が設立
された場合、日本が、発電インフラ設備を前述のよ
うな最も経済的な方法で運営するにあたって、十
分な接続容量がある事を証明するための電力フ
ローの調査に着手する。もしその調査によって、競
争力のある国内電力取引市場を支えるために必
要な接続容量に不備があると判明した場合、経済
的に可能な限り、その不備を改善する具体的な措
置を開発する。
　9)行為規制と事後監視の有効性の調査を実施す
る。
　10)もし行為規制や事後監視が不十分であると証
明された場合は、不当に差別的な取り扱いを禁止
するためのより構造的な方法を規定する。（例え
ば、多数の送電システムの管理を、単一の送電料
金を提供する唯一の送電サービス提供者となる独
立した中立のオペレーターに移す、等。）

経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 34 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100039

電力分野に係る法律の目的
を達成するための省令等の
導入における透明性の確保、
及び迅速な発令②（中立性と
アクセス）

・電気事業法第６章
・送配電等業務支援機関に関
する省令
・電気事業法に基づく審査基
準等について(平成15・12・15
資第4号)（法第９３条第１項の
規定に基づく(送配電等業務
支援機関の指定基準につい
て）

　送配電分野における系統アクセス、設備形
成、系統運用、情報開示等については、従
来、一般電気事業者が自主的にルールを策
定し、運用し、公表することにより対応してき
たが、小売自由化範囲を拡大し需要家の選
択肢を実質的に確保すると同時に、引き続
き安定供給を確保するという命題を達成す
るためには、これらの行為について、一層の
公平性・透明性を確保する必要性がある。こ
れらの行為については、その専門性・自主
性を最大限に発揮することのメリットを活か
すための民間の自主的な組織に委ね、行政
は、民間によるルール策定等における意思
決定機構等についての事前チェックの他事
後的な監視を行うとするのが最も合理的か
つ実効的であるいう考えに基づき、これまで
電気事業分科会において、中立機関の関す
る検討が行われてきた。本年１２月に、パブ
リックコメントを経た上で、中立機関の制度
設計等に関する中間報告「今後の望ましい
電気事業制度の詳細設計について」がとり
まとめられたところ。

ｄ

１）～４）
　電気事業分科会における検討を踏まえ、
電気事業法第６章の規定に基づき、送配電
等業務支援機関に係る諸手続等を定める省
令（送配電等業務支援機関に関する省令
（平成１５年１２月１７日施行））を制定すると
ともに、電気事業法に基づく審査基準等につ
いて（平成15・12・15第4号（平成１５年１２月
１７日施行））を改正し、送配電等業務支援
機関の指定に係る基準を策定した。
５）法上、中立機関の業務遂行上、問題が生
じた場合においては、監督命令を行うととも
に、指定要件を満たさない状況となった場合
には、指定取消の措置も担保している。

省令等の改正内容について、要望に応じた
概要をお示しいただきたい。 a

１）電気事業法（以下「法」という。）第９５条第１項
の規定に基づき経済産業大臣の認可を受けるべ
き支援業務規程において、意思決定機関に係る運
営方法の把握が可能となるよう送配電等業務支
援機関に関する省令（以下「省令」という。）第６条
第１０号が規定されているとともに、省令第３条に
おいて意思決定機関の構成員について変更が
あった場合の届出が規定されている等、意思決定
過程における公平性・透明性・中立性に係る監視
が確保されている。
２）送配電等業務支援機関として経済産業大臣が
指定を行う法人の基準として、一般電気事業者、
特定規模電気事業者、卸電気事業者・自家発電
設備設置者及び学識経験者の相当程度の参加が
あることが、送配電等業務支援機関の指定基準に
規定されている。
３）送配電等業務支援機関として経済産業大臣が
指定を行う法人の基準として、送配電等業務の実
施に関する基本的な指針を策定し、公開を行うこと
が、送配電等業務支援機関の指定基準に規定さ
れている。
４）法第９４条第４号において送配電等業務に関す
る情報提供を行うことが規定されており、これに基
づき送配電等業務支援機関は系統に関する情報
提供業務（系統空容量の算定・公開等）を行うこと
となっている。また、法第９５条第１項の規定に基
づき経済産業大臣の認可を受けるべき支援業務
規程には、省令第６条において情報提供業務に関
する方法を記載することが規定されている。
５）法第９９条の３において監督命令、法第９９条の
４において指定の取消しについて規定されており、
中立機関の業務の運営等に問題が生じた場合に
おける措置が担保されている。

5071031 米国 11

z1100039

電力分野に係る法律の目的
を達成するための省令等の
導入における透明性の確保、
及び迅速な発令③（新規参
入）

電気事業法及びガス事業法
の一部を改正する等の法律

電源開発株式会社の特殊法人としての根拠
法である「電源開発促進法」を廃止 ｄ

電源開発株式会社の特殊法人としての根拠
法である「電源開発促進法」を廃止し、これ
により、特殊法人としての事業内容の限定
等の規制を全て撤廃。
平成１５年１０月２日付けで施行済み

5071032 米国 11

z1100039

「今後の望ましい電気事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化①
（公平性と透明性）

根拠法令等なし

　平成１５年２月１８日の電気事業分科会報
告「今後の望ましい電気事業制度の骨格に
ついて」を踏まえ、事業者間において卸電力
取引市場設立にかかる検討を行っていると
ころ。

ｅ

卸電力取引市場は、私設・任意で設立され
る取引所であり、民間事業者が自主的に設
立することとなっている。このため、省令の
整備等を行う予定はない。

今回設立される卸電力取引市場は、私設・
任意の取引所として民間事業者の自主性に
より設立されるものであるが、その基本設計
は電気事業分科会報告に基づくものであり、
同報告の趣旨から外れることなく、適切に設
立されることが望まれるものである。このた
め、電気事業分科会においても、関係事業
者から検討状況等の報告を受け、必要な助
言等を行っている。

5071033 米国 11

z1100039

「今後の望ましい電気事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化②
（中立性とアクセス）

根拠法令等なし

　平成１５年２月１８日の電気事業分科会報
告「今後の望ましい電気事業制度の骨格に
ついて」を踏まえ、電気事業分科会において
具体的な同時同量制度の在り方について検
討を行った。

ａ Ⅲ

電気事業分科会での検討の結果を踏まえ、
必要な省令の整備を行っていく予定。
（平成１７年４月の改正電気事業法の全面施
行にあわせ、電気事業法施行規則等の整備
を行う予定。）

5071034 米国 11

z1100039

「今後の望ましい電気事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化③
（自由化の継続）

電気事業法施行規則第２条
の２

　平成１５年２月１８日の電気事業分科会報
告「今後の望ましい電気事業制度の骨格に
ついて」において、電力小売自由化範囲の
段階的な拡大についての方針を取りまとめ
た。

ａ Ⅲ

　同報告書に示されている方針を実現すべ
く、必要な省令の整備を行っていく予定。
（2004年4月を目途に高圧500kW以上の需要
家まで、2005年4月を目途にすべての高圧需
要家まで自由化範囲を拡大予定。）

　沖縄電力の供給区域については、①系統
が多の地域から独立し、広域的な電力流通
が実体的に不可能であること及び②区域内
でも自らの系統から独立した離島需要が多
の電力会社に比べて相対的に多いこと等か
ら、個別の事情を考慮した上で、別途自由化
範囲を設定する。（平成１６年４月を目途に、
特別高圧需要家までを自由化する予定。）

5071035 米国 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 35 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100039

電力分野に係る法律の目的
を達成するための省令等の
導入における透明性の確保、
及び迅速な発令②（中立性と
アクセス）

z1100039

電力分野に係る法律の目的
を達成するための省令等の
導入における透明性の確保、
及び迅速な発令③（新規参
入）

z1100039

「今後の望ましい電気事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化①
（公平性と透明性）

z1100039

「今後の望ましい電気事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化②
（中立性とアクセス）

z1100039

「今後の望ましい電気事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化③
（自由化の継続）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071031 米国 11

電力分野に係る法律の目的
を達成するための省令等の
導入における透明性の確保、
及び迅速な発令②（中立性と
アクセス）

②「法律」では、市場の中立性とオープンア
クセスを促進するための中立機関の設立を
規定している。米国政府は、以下の項目を
達成するよう、経済産業省が具体的で詳細
な省令等を実施するよう勧める。
　1)強力な執行能力に支えられた、中立機関
の意思決定過程の公平性と透明性に関する
政府の有意義な監視を確保する。
　2)中立機関のメンバーについて、特定のセ
クターが意思決定過程に支配力を持たず、
多様な構成からなるよう、メンバー指名に係
る執行可能な基準を策定する。（すなわち、
メンバーは、一般電気事業者だけでなく、新
規参入者、ネットワークに接続している自家
発電設置者、卸電力事業者及び専門的知
識を有する学識者を含むべきである。）
　3)中立機関が、公平かつ透明なプロセスに
より、効率的で安定的な送電線の運用と建
設を促進するためのルールを策定し、公開
する事を義務付ける。
　4)中立機関に、あらゆる送電需要家に代
わって、送電線の送電可能容量を含む送電
ネットワークに関する透明な情報公開システ
ムを運用させることを義務付ける。
　5)中立機関の有効性について定期的に調
査し、タイムリーで明確な決定を行なえない
と証明された場合は、中立機関の解散を検
討し、市場参加者を含まない真に独立した
偏見の無い機関が取って替わるとの規定を
義務付ける。

「法律」が、日本における健全で競争的で安
定した電力市場の創設に有効であるために
は、省令等の透明性ある導入と効果的な実
施に依存する。従って、米国政府は、「法律」
の目的を達成する具体的で詳細な省令等を
迅速に発令するよう、日本政府に対して求め
る。

経済産業省

5071 5071032 米国 11

電力分野に係る法律の目的
を達成するための省令等の
導入における透明性の確保、
及び迅速な発令③（新規参
入）

需要家の選択肢を増やし、日本の電力市場
への新規参入を推進し、市場の競争状況を
改善するために、米国政府は日本政府に対
して、電源開発株式会社の民営化が市場に
与える影響を十分に考慮し、独占禁止法に
適法な形で同社が民営化されるよう勧める。

「法律」が、日本における健全で競争的で安
定した電力市場の創設に有効であるために
は、省令等の透明性ある導入と効果的な実
施に依存する。従って、米国政府は、「法律」
の目的を達成する具体的で詳細な省令等を
迅速に発令するよう、日本政府に対して求め
る。

公正取引委員会
経済産業省

5071 5071033 米国 11

「今後の望ましい電気事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化①
（公平性と透明性）

①米国政府は、日本の電力市場の公平性と
透明性を確保するため、日本政府が、スポッ
ト市場取引を扱う全国規模の私設・任意の
卸電力取引市場を整備するための具体的で
詳細な省令等を実施するよう求める。

「両国首脳への第二回報告書」の中で、日本
政府は、電気事業分科会の「今後の望まし
い電気事業制度の骨格について」に記載さ
れているいくつかの重要な要望を強調した。
米国政府は、これらの要望を「法律」の省令
等に成文化するよう、日本政府に対して推奨
する。

経済産業省

5071 5071034 米国 11

「今後の望ましい電気事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化②
（中立性とアクセス）

全ての市場参加者の送電線アクセスを増や
すため、現行のバランシングルールを30分
３％同時同量から、予定電力量と実際の電
力注入量の変動範囲を需要の３％から１
０％まで幅を持たせるよう弾力化する措置
や、変動範囲を超えるインバランスに対する
事故時バックアップ扱いの廃止などの系統
利用ルールの変更を行なうため、米国政府
は、日本政府に対し、具体的で詳細な省令
等を実施するよう求める。

「両国首脳への第二回報告書」の中で、日本
政府は、電気事業分科会の「今後の望まし
い電気事業制度の骨格について」に記載さ
れているいくつかの重要な要望を強調した。
米国政府は、これらの要望を「法律」の省令
等に成文化するよう、日本政府に対して推奨
する。

経済産業省

5071 5071035 米国 11

「今後の望ましい電気事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化③
（自由化の継続）

③日本の電力市場において需要家の選択
肢と投資家の信頼を拡大するため、米国政
府は、「今後の望ましい電気事業制度の骨
格について」の中で以下のとおり決められて
いる自由化のスケジュールと一致するよう
に、具体的で詳細な省令等を設定するよう
日本政府に求める。
　1)500kW以上の高圧需要家を含める事に
より、2004年4月までに、電力小売自由化範
囲を市場の約４０％まで拡大する。
　2)50kW以上の高圧需要家を含める事によ
り、2005年4月までに、電力小売自由化範囲
を市場の６３％まで拡大する。

「両国首脳への第二回報告書」の中で、日本
政府は、電気事業分科会の「今後の望まし
い電気事業制度の骨格について」に記載さ
れているいくつかの重要な要望を強調した。
米国政府は、これらの要望を「法律」の省令
等に成文化するよう、日本政府に対して推奨
する。

経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 36 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100040

天然ガス分野に係る法律の
目的を達成するための省令
等の導入における透明性の
確保、及び迅速な発令②（中
立性とアクセス）

ガス事業法第２条、第２２条
～第２２条の４、第２３条、
第３７条の７の３、第３７条の
８、第３７条の９、
第４２条等（平成１６年４月施
行予定）

平成１５年２月２０日の都市熱エネルギー部
会報告書「今後の望ましいガス事業制度の
骨格について」においてとりまとめた方針を
もとに、本年６月にガス事業法を改正した。
同方針に基づき制度設計等小委員会におい
て具体的措置についての検討を行った。

ａ Ⅲ

都市熱エネルギー部会の報告書及び制度
設計等小委員会の検討結果を踏まえ、必要
な省令等の整備を行っていく予定。
（ガス供給用の導管網の整備の促進につい
ては、所用の公益特権の付与を措置する予
定。
託送義務の拡大及び託送供給約款の作成・
届出・公表義務の拡大については、法律事
項であり、改正ガス事業法に規定済み。
会計分離等の行為規制については、現在制
度設計等小委員会で検討しているところで
あり、この結果に基づき必要な省令・ガイドラ
イン等の整備を行っていく予定。
今般の制度改革が適切に実施されているか
をフォローすることの重要性は認識してお
り、引き続き、紛争等の状況も踏まえ、今後
の検討において適宜対応していきたいと考
えている。）

①平成１６年度までに、ガス供給用の導管網
の整備促進に関して、公益特権の付与を措
置することについてご回答いただきたい。平
成１７年度以降措置することとなる場合は、
その措置時期を理由を含め明らかにしてい
ただきたい。
②平成１６年度までに、会計分離等の行為
規制等に係る省令、ガイドライン等の整備を
行うことについてご回答いただきたい。平成
１７年度以降に整備を行う事となる場合は、
その整備時期を理由を含め明らかにしてい
ただきたい。

ａ Ⅲ

公益特権の付与については、平成１６年度
までに措置するべく、現在作業を進めている
ところ。
会計分離については、省令に規定。情報遮
断及び差別的取扱いの禁止については適
正なガス取引についての指針に規定。省令・
指針いずれも平成１６年度までに措置する
べく現在作業を進めているところ。

5071037 米国 11

z1100040

電力分野に係る法律の目的
を達成するための省令等の
導入における透明性の確保、
及び迅速な発令③（自由化の
継続）

ガス事業法第２条、第２２条
～第２２条の４、第２３条、
第３７条の７の３、第３７条の
８、第３７条の９、
第４２条等（平成１６年４月施
行予定）

平成１５年２月２０日の都市熱エネルギー部
会報告書「今後の望ましいガス事業制度の
骨格について」においてとりまとめた方針を
もとに、本年６月にガス事業法を改正した。
同方針に基づき制度設計等小委員会におい
て具体的措置についての検討を行った。

ａ Ⅰ

都市熱エネルギー部会の報告書及び制度
設計等小委員会の検討結果を踏まえ、必要
な措置を行う予定。（大口供給許可制の届け
出制への移行、卸託送の義務化、卸供給届
け出制の廃止については法律事項であり、
全て改正ガス事業法（平成１６年４月施行予
定）に規定済み。）

5071038 米国 11

z1100040

「今後の望ましいガス事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化①
（中立性とアクセス）

ガス事業法第２条、第２２条
～第２２条の４、第２３条、
第３７条の７の３、第３７条の
８、第３７条の９、
第４２条等（平成１６年４月施
行予定）

平成１５年２月２０日の都市熱エネルギー部
会報告書「今後の望ましいガス事業制度の
骨格について」においてとりまとめた方針を
もとに、本年６月にガス事業法を改正した。
同方針に基づき制度設計等小委員会におい
て具体的措置についての検討を行った。

ａ

都市熱エネルギー部会の報告書及び制度
設計等小委員会の検討結果を踏まえ、必要
な措置を行っていく予定。（ＬＮＧ基地の第三
者利用については、公正取引委員会と経済
産業省が共同で「適正なガス取引について
の指針」の改定案の検討を行っているとこ
ろ。ガス導管網の相互接続についても、必要
な措置について制度設計等小委員会で検討
を行った。
また、ガスの取引の際に生じた紛争に対して
必要な政府の責務については、「ガスの取
引に関する紛争処理ガイドライン」が制定さ
れている。）

①平成１６年度までに、ＬＮＧ基地の第三者
利用について｢適正なガス取引についての
指針」を改定することについてご回答いただ
きたい。平成１７年度以降となる場合は、そ
の時期を理由を含め明らかにしていただき
たい。
②ガス導管網の相互接続について検討を
行ったとのことであるが、当該検討結果を明
示いただくとともに、その検討結果を平成16
年度中に措置することの可否について、そ
の理由も含めて回答いただきたい。平成１７
年度以降に措置することとなる場合は、その
時期を明らかにされたい。

ａ Ⅲ

ＬＮＧ基地の第三者利用については、「適正
なガス取引についての指針」に規定。平成１
６年度までに措置するべく現在作業を進めて
いるところ。
またガス導管網の相互接続を促す観点から
も、今般のガス事業法改正において託送義
務が原則全てのガス供給用導管を保有する
者に拡大されており、これを受け、制度設計
等小委員会で、行政に届け出るべき託送約
款の内容や託送料金算定方法等を決定。本
事項を平成１６年度までに省令に規定する
べく現在作業を進めているところ。

5071039 米国 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 37 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100040

天然ガス分野に係る法律の
目的を達成するための省令
等の導入における透明性の
確保、及び迅速な発令②（中
立性とアクセス）

z1100040

電力分野に係る法律の目的
を達成するための省令等の
導入における透明性の確保、
及び迅速な発令③（自由化の
継続）

z1100040

「今後の望ましいガス事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化①
（中立性とアクセス）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071037 米国 11

天然ガス分野に係る法律の
目的を達成するための省令
等の導入における透明性の
確保、及び迅速な発令②（中
立性とアクセス）

②米国政府は、「法律」の目的を履行するた
め、以下の項目を達成するような具体的で
詳細な省令等を公布するよう、日本政府に
求める。
　1)現行制度では一般ガス事業者のみに付
与されている公益特権（例えば土地収用権）
を、第三者がガス供給用導管を建設する際
にも付与することにより、一般ガス事業者以
外の者のガス供給用導管の建設と改良を促
進する。
　2)現行制度では国内大手4社のみに適用さ
れている託送義務を、ガス供給用導管を保
有又は運営する全ての者に適用する。
　3)原則として全ての導管を保有又は運営
する者に対し、託送約款の作成・届出・公表
を義務付ける。
　4)会計分離、情報遮断、及び特定の託送
利用者に対する差別的な扱いの禁止を規定
する実施規則等の作成を規制当局に義務
付ける。
　5)行為規制及び事後監視の有効性の調査
を実施する。
　6)もし行為規制や事後監視が不十分であ
ると証明された場合は、不当に差別的な取り
扱いを禁止するためのより構造的な方法を

「法律」が、日本における健全で競争的で安
定したガス市場の創設に有効であるために
は、省令等の透明性のある導入と効果的な
実施に依存する。従って、米国政府は、「法
律」の目的を達成する具体的で詳細な省令
等を迅速に発令するよう、日本政府に求め
る。

経済産業省

5071 5071038 米国 11

電力分野に係る法律の目的
を達成するための省令等の
導入における透明性の確保、
及び迅速な発令③（自由化の
継続）

③日本のガス市場において需要家の選択肢
と投資家の信頼を拡大するために、米国政
府は、以下の項目を達成する具体的で詳細
な省令等を実施するよう、日本政府に対して
求める。
　1)現行の大口供給の許可制を変更命令又
は中止命令付きの届出制に移行する。
　2)現在は大口供給のみに要求されている
託送約款の作成義務を、卸供給を目的とし
た託送にも拡大する事で、卸市場を活性化
させる。
　3)現行の卸供給届出制度を廃止する。

「法律」が、日本における健全で競争的で安
定したガス市場の創設に有効であるために
は、省令等の透明性のある導入と効果的な
実施に依存する。従って、米国政府は、「法
律」の目的を達成する具体的で詳細な省令
等を迅速に発令するよう、日本政府に求め
る。

経済産業省

5071 5071039 米国 11

「今後の望ましいガス事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化①
（中立性とアクセス）

①米国政府は、日本政府に対して、全ての
市場参加者についてＬＮＧターミナルを含む
ガス導管システムのあらゆる部分へのアク
セスを増やすため、経済産業省と公正取引
委員会の共同ガイドラインを公表する事で、
ＬＮＧターミナルの保有者（又は運営者）と第
三者利用者との間の非差別的な交渉を確保
する、具体的で詳細な省令等を実施するよう
求める。米国政府は、非差別的アクセスの
目的を達成するために、日本政府が以下の
事項を行なうよう要請する。
　1) ＬＮＧターミナルの保有者が、すべての
利用希望者に対してターミナル利用の条件
と手続きを明瞭に説明する文書を作成し、提
供する事を義務付ける。
　2)ＬＮＧターミナルの保有者が、利用の申し
出を拒否した場合は、その拒否事由を文書
により相手方に通知する事を義務付ける。
　3)導管網とＬＮＧターミナルの利用状況の
情報開示に関するガイドラインを策定する。
　4)ＬＮＧターミナル保有者による潜在的な利
用者への差別を防止するために必要な政府
の責務を明記し、執行メカニズムを定義す
る。
　5)競合するガス供給者からの接続要請に
対応するため、「法律」が導管網に課してい
る義務を明確化する。

「両国首脳への第二回報告書」の中で、日本
政府は、都市熱エネルギー部会の「今後の
望ましいガス事業制度の骨格について」に記
載されているいくつかの重要な要望を強調し
た。米国政府は、これらの要望を「法律」に
係る省令等に成文化するよう、日本政府に
推奨する。

公正取引委員会
経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 38 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100040

「今後の望ましいガス事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化②
（新規参入）

ガス事業法第２条、第２２条
～第２２条の４、第２３条、
第３７条の７の３、第３７条の
８、第３７条の９、
第４２条等（平成１６年４月施
行予定）

平成１５年２月２０日の都市熱エネルギー部
会報告書「今後の望ましいガス事業制度の
骨格について」においてとりまとめた方針を
もとに、本年６月にガス事業法を改正した。
同方針に基づき制度設計等小委員会におい
て具体的措置についての検討を行った。

ａ Ⅲ

都市熱エネルギー部会の報告書及び制度
設計等小委員会の検討結果を踏まえ、必要
な省令等の整備を行っていく予定。（導管投
資インセンティブについては、制度設計等小
委員会において、インセンティブの具体的な
内容やインセンティブの対象となる導管の定
義、及びインセンティブを付与する期間の検
討を行った。
また既存導管網の有効利用についても、制
度設計等小委員会において新規の導管設
置による利益阻害性判断基準の検討を行っ
た。）

検討を行った結果についてお示し頂くととも
に、平成１６年度までにその結果に基づいて
措置することについてご回答いただきたい。
平成１７年度以降に措置することとなる場合
は、その実施時期について理由を含め明示
されたい。

ａ Ⅲ

制度設計等小委員会において、導管投資イ
ンセンティブとして、新規導管を建設する事
業者が①託送料金の設定の際に５年間高め
の報酬率を設定、又は②託送約款の作成・
届出・公表の猶予、のいずれかを選択できる
こととすることを決定。既存導管網の有効利
用についても、既存一般ガス事業者の供給
区域内における新規導管建設可否を判断す
る具体的な類型を決定。本事項を平成１６年
度までに省令等に規定するべく、現在作業を
進めているところ。

5071040 米国 11

z1100040

「今後の望ましいガス事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化③
（自由化の継続）

ガス事業法第２条、第２２条
～第２２条の４、第２３条、
第３７条の７の３、第３７条の
８、第３７条の９、
第４２条等（平成１６年４月施
行予定）

平成１５年２月２０日の都市熱エネルギー部
会報告書「今後の望ましいガス事業制度の
骨格について」においてとりまとめた方針を
もとに、本年６月にガス事業法を改正した。
現在、同方針に基づき制度設計等小委員会
において具体的措置についての検討を行っ
た。

ａ Ⅲ

都市熱エネルギー部会の報告書及び制度
設計等小委員会の検討結果を踏まえ、必要
な省令等の整備を行っていく予定。
（2004年を目途に50万m3以上の需要家ま
で、2007年を目途に10万m3以上の需要家ま
で自由化範囲を拡大予定。）

要望者の具体的規制改革要望内容中の３）
である10万? 未満の家庭用及び小規模需
要家の自由化の可否及び実施時期につい
ての結論時期を明示されたい。

１０万ｍ３未満の家庭用及び小規模需要家
への自由化範囲の拡大については、熱エネ
ルギー部会の報告書に示されているとおり、
小規模業務用以外の業務用需要までの段
階的な自由化(平成１６年及び平成１９年を
目処に実施予定）の成果とその問題点を評
価・検証するとともに、ガスの調達構造の変
化や海外における家庭用及び小規模業務
用需要の自由化の状況、他のエネルギー分
野における自由化の進展状況等にも留意し
つつ、時機を逸することなく、結論を得ること
としている。

5071041 米国 11

z1100041

天然ガス分野に係る法律の
目的を達成するための省令
等の導入における透明性の
確保、及び迅速な発令①（公
平性と透明性）

ガス事業法第１７条、第４５条
の２（平成１６年４月施行予
定）

平成１５年２月２０日の都市熱エネルギー部
会報告書「今後の望ましいガス事業制度の
骨格について」においてとりまとめた方針を
もとに、本年６月にガス事業法を改正した。
現在、同方針に基づき制度設計等小委員会
において具体的措置についての検討を行っ
た。

ａ

行政による市場監視及び紛争処理機能の
体制整備については、同報告書においても
言及されているところであり、これに基づき
必要な措置について検討を行っていく予定。

行政による市場監視及び紛争処理機能の
体制整備について、都市熱エネルギー部会
報告書の概要について明示いただくととも
に、同報告書に基づき、平成16年度までに
措置することについてご回答いただきたい。
また平成17年度以降となる場合には、その
措置時期を明らかにしていただきたい。

a

行政による市場監視及び紛争処理機能の
体制整備については、同報告書においても
言及されているところであり、これに基づき、
今後検討を行い、平成１６年度中に、所要の
措置を講じる予定。

5071036 米国 11

z1100042 エネルギー分野に係る法規
制の整備

いただいた要望内容からは、分散発電用発
電機の取扱主任者配備の義務付けについ
て具体的にどのようなことを要望されている
のかが不明確なため、現時点での回答は困
難である。要望内容、根拠法令等を明確に
示していただきたい。

＜Ｐ＞ 5074016 カナダ 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 39 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100040

「今後の望ましいガス事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化②
（新規参入）

z1100040

「今後の望ましいガス事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化③
（自由化の継続）

z1100041

天然ガス分野に係る法律の
目的を達成するための省令
等の導入における透明性の
確保、及び迅速な発令①（公
平性と透明性）

z1100042 エネルギー分野に係る法規
制の整備

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071040 米国 11

「今後の望ましいガス事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化②
（新規参入）

②米国政府は、日本政府に対して、需要家
の選択肢を促進し、日本の電力市場に新規
参入を推進し、市場の競争状況を改善する
ために、以下の事項を達成する具体的で詳
細な省令等を発行するよう求める。
　1)導管網が未整備な地域において新規に
敷設された導管や、いくつかの需要地を連
結する基幹導管に対して付与するインセン
ティブを設定する。
　2)インセンティブ付与規則において、対象と
なる導管プロジェクト及び適用期間を明記す
る。インセンティブには以下のものを含む。
　3)-1対象導管の保有者及び運営者に対
し、託送約款の作成・届出・公表義務を課さ
ない。
　3)-2対象導管の保有者及び運営者に対
し、託送料金設定の際、高めの報酬率の設
定を認める。
　4)既存導管の保有者が、必要な新規導管
の建設を妨害したり延期させる手段として当
該規定を利用しないよう、新規導管敷設にあ
たり既存導管の有効利用に関する意思決定
過程を用心深く監視する。

「両国首脳への第二回報告書」の中で、日本
政府は、都市熱エネルギー部会の「今後の
望ましいガス事業制度の骨格について」に記
載されているいくつかの重要な要望を強調し
た。米国政府は、これらの要望を「法律」に
係る省令等に成文化するよう、日本政府に
推奨する。

経済産業省

5071 5071041 米国 11

「今後の望ましいガス事業制
度の骨格について」における
要望の省令等への成文化③
（自由化の継続）

③米国政府は、日本のガス市場において需
要家の選択肢と投資家の信頼を拡大するた
め、日本政府に対し、都市熱エネルギー部
会の「今後の望ましいガス事業制度の骨格
について」の中で以下のとおり決められてい
る自由化のスケジュールと一致するように、
具体的で詳細な省令等を制定するよう求め
る。
　1)2004年までに、年間契約ガス使用量50
万m3以上の需要家を含める事により、小売
自由化の範囲を市場の約４４％まで拡大す
る。
　2)2007年までに、年間契約ガス使用量が
10万m3以上の需要家を含める事により、小
売自由化の範囲を市場の５０％まで拡大す
る。
　3)年間契約ガス使用量が10万m3未満の家
庭用及び小規模業務用需要の自由化の可
否及び手法については、それまでに実施さ
れた自由化の成果と問題点を評価、検証す
るとともに、ガスの調達構造の変化や海外に
おける自由化の経験に留意しつつ、時機を
逸することなく結論を出す。

「両国首脳への第二回報告書」の中で、日本
政府は、都市熱エネルギー部会の「今後の
望ましいガス事業制度の骨格について」に記
載されているいくつかの重要な要望を強調し
た。米国政府は、これらの要望を「法律」に
係る省令等に成文化するよう、日本政府に
推奨する。

経済産業省

5071 5071036 米国 11

天然ガス分野に係る法律の
目的を達成するための省令
等の導入における透明性の
確保、及び迅速な発令①（公
平性と透明性）

①米国政府は、日本のガス市場の公平性と
透明性を確保するため、日本政府に対して、
以下の項目を達成する具体的で詳細な省令
等を実施するよう求める。
　1)料金認可の査定、監査の一層厳格な執
行や、市場での自由な競争の結果として生
じる紛争の処理を行うための、高度な専門
性と独立性を持った中立・公正な事後監視・
紛争処理の仕組みを設立、強化する。
　2)経済産業省内の当該の仕組みが、この
ような目的を果たすために必要な職員数、専
門的知識、及び独立性を有する事を義務付
ける。

「法律」が、日本における健全で競争的で安
定したガス市場の創設に有効であるために
は、省令等の透明性のある導入と効果的な
実施に依存する。従って、米国政府は、「法
律」の目的を達成する具体的で詳細な省令
等を迅速に発令するよう、日本政府に求め
る。

経済産業省

5074 5074016 カナダ 11 エネルギー分野に係る法規
制の整備

特に、カナダは日本に以下の法規制を検討
するよう強く要請致します。
①マイクロタービンや燃料電池などの分散
発電用発電機の取扱主任者配備を義務づ
ける電気事業法と消防法
②メタノールの燃料電池用の使用、給油、取
扱主任者配備、製品の表示を規制する毒劇
物取締法、労働安全衛生法、消防法

日本経済の回復にとってエネルギー部門が
果たす大きな重要性を考慮し、カナダは日本
に、エネルギー・電力部門の規制改革に関
する目標達成に向けて前進し続けるようお
勧め致します。自由化された同部門におけ
る公正で透明な規制は、さらに開かれた市
場を形成し、市場の現実を反映する投資や
価格信号を通じた十分な資源の配分をもた
らすでしょう。現在、日本の電力市場は、大
きなマーケットシェアを有し、日本の下請け
業者と長年にわたる関係を持つ大手電気事
業者によって支配されています。

経済産業省
総務省
厚生労働省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 40 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100043 エネルギー管理の一元化

エネルギーの使用の合理化
に関する法律第　１０条の３
第１項、第１１条、及びエネル
ギーの使用の合理化に関す
る法律施行規則第９条の６第
１項、第１０条、第１１条

省エネ法第１１条の規定に基づき、第一種エ
ネルギー管理指定工場及び第二種エネル
ギー管理指定工場に対し、前年度の燃料等
又は電気の使用量及び原単位等について
報告を求めているところ。

ｃ

省エネ法に基づき提出を求めている中長期
計画書や定期報告書は、我が国における省
エネルギーを図るため、相当多くのエネル
ギーを消費するエネルギー管理指定工場か
ら全国一律にエネルギー使用量等の報告を
受けているものである。エネルギー環境問題
に果たす国の役割の重要性に鑑み、引き続
き国が省エネ法に基づき、全国一律にエネ
ルギー使用量等の報告を受け、省エネ施策
に反映させることが必要である。
一方、地方公共団体は、自らの判断で地域
の実情に応じて省エネルギーに限られない
種々の温暖化対策を講じるに当たり、管下
の温室効果ガスの排出量等を把握している
と考えられる。
このように、省エネ法に基づき提出を求めて
いる中長期計画書や定期報告書と地方公共
団体による温暖化対策のための情報収集と
は、趣旨、対象、内容ともに必ずしも一致し
ないものであり、両者を一元化することは困
難である。

　回答では省エネ法に基づく中長期計画書
と地方公共団体による情報収集との不一致
を根拠として、対応困難としているが、報告
負担の軽減の観点から、共通・類似項目に
ついては情報を共有する等について、更に
検討されたい。

ｃ

個別事業者毎の中長期計画、定期報告等に
ついては、省エネ法の円滑な施行を図るた
めに事業者に課した措置であり、報告内容
には個々の企業の経営上の秘密に属するも
のと考えられる事項が多く含まれることか
ら、これらを省エネ法の施行に関わらない自
治体に提供することは適当ではない。

5079006

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11

z1100043 エネルギー管理の一元化

エネルギーの使用の合理化
に関する法律第　１０条の３
第１項、第１１条、及びエネル
ギーの使用の合理化に関す
る法律施行規則第９条の６第
１項、第１０条、第１１条

省エネ法第１１条の規定に基づき、第一種エ
ネルギー管理指定工場及び第二種エネル
ギー管理指定工場に対し、前年度の燃料等
又は電気の使用量及び原単位等について
報告を求めているところ。

ｃ

省エネ法に基づき提出を求めている中長期
計画書や定期報告書は、我が国における省
エネルギーを図るため、相当多くのエネル
ギーを消費するエネルギー管理指定工場か
ら全国一律にエネルギー使用量等の報告を
受けているものである。エネルギー環境問題
に果たす国の役割の重要性に鑑み、引き続
き国が省エネ法に基づき、全国一律にエネ
ルギー使用量等の報告を受け、省エネ施策
に反映させることが必要である。
一方、地方公共団体は、自らの判断で地域
の実情に応じて省エネルギーに限られない
種々の温暖化対策を講じるに当たり、管下
の温室効果ガスの排出量等を把握している
と考えられる。
このように、省エネ法に基づき提出を求めて
いる中長期計画書や定期報告書と地方公共
団体による温暖化対策のための情報収集と
は、趣旨、対象、内容ともに必ずしも一致し
ないものであり、両者を一元化することは困
難である。

　回答では省エネ法に基づく中長期計画書
と地方公共団体による情報収集との不一致
を根拠として、対応困難としているが、報告
負担の軽減の観点から、共通・類似項目に
ついては情報を共有する等について、更に
検討されたい。

ｃ

個別事業者毎の中長期計画、定期報告等に
ついては、省エネ法の円滑な施行を図るた
めに事業者に課した措置であり、報告内容
には個々の企業の経営上の秘密に属するも
のと考えられる事項が多く含まれることか
ら、これらを省エネ法の施行に関わらない自
治体に提供することは適当ではない。

5111020 社団法人日本
自動車工業会 11

z1100044 エネルギー管理者の兼任の
容認

エネルギーの使用の合理化
に関する法律第７条第１項、
第１０条の２第１項、第１２条
の３第１項、及びエネルギー
の使用の合理化に関する法
律施行規則第７条第２号、第
９条の２第３号

第一種エネルギー管理指定工場（第一種指
定事業者が設置したものを除く）においては
エネルギー管理者を、また第一種指定事業
者が設置する第一種エネルギー管理指定工
場及び第二種エネルギー管理指定工場に
おいてはエネルギー管理員を工場ごとに選
任することとなっているが、この際、他工場
に選任されている者を選任してはならないと
されている。

ｂ Ⅲ

エネルギー管理者及びエネルギー管理員の
外部委託の検討と併せ、兼務規定について
平成１６年度中に検討し、平成１７年度中に
結論を得る。

　エネルギー管理者及びエネルギー管理員
の外部委託について、平成１６年度中に要
件を明確化することとしており、この検討と
併せ、複数事業場のエネルギー管理者の兼
任についても検討され、同様に平成１６年度
中に実施されることについて、改めて検討さ
れ、示されたい。

ｂ Ⅲ
エネルギー管理者及びエネルギー管理員の
外部委託の検討と併せ、兼務規定について
平成１６年度中に検討し、結論を得る。

5021236
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100045 第一種電気工事士の定期講
習受講義務の見直し 電気工事士法　第４条の３

　電気工事士法に基づく第一種電気工事士
は、やむを得ない事由がある場合を除き、第
一種電気工事士の免状を受けた日から５年
以内毎に経済産業大臣が指定する者が行う
自家用電気工作物の保安に関する講習を
受けなければならない。

ｂ Ⅳ

第一種電気工事士に受講が義務づけられて
いる定期講習については、受講者等の負担
軽減という観点から、講習方法の見直しを平
成１６年度までに行うこととしたところである。

規制改革集中受付月間（平成１５年９月１９
日閣議報告）を踏まえ、定期講習方法の見
直し方向性についての見解を具体的に示さ
れたい。

b Ⅳ

今回の要望を踏まえ、定期講習の実施機関
である独立行政法人製品評価技術基盤機
構において、定期講習受講者に対するアン
ケート調査を行っているところであり、その結
果を踏まえて受講者の負担軽減を考慮した
講習方法の見直し策を講ずることとしてい
る。

5021237
社団法人日本
経済団体連合
会
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（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 41 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100043 エネルギー管理の一元化

z1100043 エネルギー管理の一元化

z1100044 エネルギー管理者の兼任の
容認

z1100045 第一種電気工事士の定期講
習受講義務の見直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5079 5079006

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11 エネルギー管理の一元化

省エネ法に基づき、エネルギー指定工場で
は、定期報告書を各地産業局に提出して管
理を受けている。一方、環境省の指導の下
各地方自治体は、地域推進計画を作り、地
域事業者に温室効果ガスの排出量の実績を
もとめることを開始した。このエネルギー管
理と温室効果ガス管理は、事実上同一であ
り、管理の一元化を求める。

事実上同じ内容のものを産業局と各自治体
に提出する必要があり、煩雑である。

省エネ法第11条、地球温暖
化対策推進法第20条

経済産業省
環境省

5111 5111020 社団法人日本
自動車工業会 11

エネルギーの使用の合理化
に関する法律に基づく中長期
計画、定期報告書と愛知県生
活環境保全条例に基づく地
球温暖化対策計画書の1本
化（各省庁と地方自治体の情
報の共有化）

エネルギーの使用の合理化に関する法律に
基づく中長期計画、定期報告書と愛知県生
活環境保全条例に基づく地球温暖化対策計
画書の報告様式および提出先を一本化して
ほしい。
また愛知県条例では基準年度を’03年度とし
ており、COP3による対’90年比低減目標と
の整合性を図ってほしい。

エネルギーの使用の合理化に基づく法律
（以下省エネ法）の第１種指定事業所につい
ては中長期計画書と定期報告書を、第２種
指定事業所については定期報告書を年１回
経済産業局に提出している。
愛知県の生活環境保全条例の内容が見直
されH15年10月１日～施行となるが、この中
で地球温暖化対策計画書の提出要件が新
たに規定されようとしている。
主な規定内容（施行H16年4月１日～）
・対象は省エネ法の第２種指定事業所以上
のエネルギーを使用する事業者
・‘03年度を基準年度とする
・温室効果ガスの低減方策（中長期計画書
に該当）
・削減実績（定期報告書に該当）
の提出義務　等

愛知県生活環境保全条例では温室効果６ガ
スが対象となっているのに対し、省エネ法は
燃料、電力（CO2のみ）の違いはあるもの
の、報告内容がほとんど同一でありながら、
省エネ法の中長期計画書、定期報告書とは
報告様式が異なっているため、新たな作成、
報告工数を要することになる。また愛知県条
例では基準年度を’03年度としており、COP3
による対’90年比低減目標との整合性も取ら
れておらず、報告の必要性については疑問
である。

エネルギーの使用の合理化
に関する法律　第10条の２
（中長期計画書）、第11条（定
期の報告）

経済産業省 重点要望項目

5021 5021236
社団法人日本
経済団体連合
会

11 エネルギー管理者の兼任

　日常の維持管理業務に支障のない範囲で
あれば、複数の事業場のエネルギー管理者
（員）の兼任を認めるべきである。
　平成15年９月19日に閣議報告された「規制
改革集中受付月間において提出された全国
規模の規制改革要望への対応方針につい
て」では、平成16年度中にエネルギー管理
者の外部委託を行う場合の要件を明確化す
る旨が記載されており、日常の維持管理業
務に支障のない範囲で自社の社員が複数
の事業場におけるエネルギー管理者（員）を
兼任できることについても併せて検討し、容
認すべきである。

　管理する工場の規模、距離等により一定
の制限を設けることによって、複数の事業場
を兼任しても、日常の維持管理業務におけ
る責任は十分に果たすことができる。
　左記要望が実現すれば、設備や法に精通
した専門知識をもつ者が実務を推進でき、エ
ネルギー管理者（員）の信頼性向上、人材の
有効活用につながる。

エネルギーの使用の合理化
に関する法律施行規則　第７
条、第９条の２、第11条の５

経済産業省

　第１種エネルギー管理指定工場および第２
種エネルギー管理指定工場においてはエネ
ルギー管理者（員）を選任する必要がある
が、エネルギー管理者（員）は、複数の事業
場を兼任することはできない。

5021 5021237
社団法人日本
経済団体連合
会

11 第一種電気工事士の定期講
習受講義務の見直し

　定期的な社内研修等により、適切に最新
の電気工事および保安に関する知識、関係
法令等に関する知識を更新していると認め
られる電気工事士については、定期講習の
受講義務を免除する等の緩和措置を講じる
べきである。

　多くの電気工事士は実務の中で常に新し
い技術、法令等の知識を習得している。
　本年６月に実施された集中受付月間では、
本要望について「受講者等の負担軽減とい
う観点から、講習内容及び講習方法の見直
しを行い、措置する」旨の回答得ているが、
定期的な社内研修によって、現状の定期講
習を受講するよりも有効に知識の更新を行う
こともできることから、カリキュラム、研修内
容の報告等により適切な社内研修をおこ
なっていることが認められる企業の電気工
事士については受講義務を免除することも
検討すべきである。

電気工事士法　第４条の３ 経済産業省

　電気工事士法に基づく第一種電気工事士
は、やむを得ない事由がある場合を除き、第
一種電気工事士の免状を受けた日から５年
以内毎に経済産業大臣が指定する者が行う
自家用電気工作物の保安に関する講習を
受けなければならない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 42 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100046 工場立地法に係る規制の緩
和

工場立地法第４条第１項第１
号
工場立地に関する準則第１
条
工場立地法第４条第１項第１
号
工場立地法第４条の２第１項
工場立地に関する準則第２
条、第３条
緑地面積率などに関する区
域の区分ごとの基準
①工場立地法第11条第１項
②工場立地法第11条第２項

・生産施設の敷地面積に対する割合は、業
種の区分に応じた割合以下とする。
　第１種　百分の十
　第２種　百分の十五
　第３種　百分の二十
　第４種　百分の三十
　第５種　百分の四十
・緑地の面積の敷地面積に対する割合は、
百分の二十以上の割合とする。
・緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対
する割合は、百分の二十五以上の割合とす
る。
・都道府県は、緑地及び環境施設のそれぞ
れの面積の敷地面積に対する割合について
は、緑地面積率などに関する区域の区分ご
との基準の範囲内において条例で定めるこ
とができる。
①工場の新設又は変更の届出をした者は、
その届出が受理された日から９０日を経過し
た後でなければ、当該特定工場の新設又は
変更をしてはならない。
②都道府県知事又は政令指定都市の長
は、届出に係る事項について、その内容が
相当である認めるときは、前項に規定する期
間を短縮することができる。

生産施
設の敷
地面積
に対す
る上限
割合の
緩和

ｂ

緑地面
積率の
軽減

ｃ

工場の
新設又
は変更
の届出
受理後
の工事
着工ま
での期
間制限

ｄ

生産施
設の敷
地面積
に対す
る上限
割合の
緩和
Ⅲ

敷地面積に対する生産施設面積の割合について
は、環境への負荷に配慮しながら業種の区分の見
直し等を検討し、所要の措置を行う。工場立地法
検討小委員会において報告書（案）を取りまとめ、
現在パブリックコメントを募集（平成15年12月24日
締切）している。
本法は周辺地域の生活環境との調和を保つことを
目的として、工場の敷地に緑地を一定の割合占め
ることを義務づけている。緑地には景観の向上、
騒音の低減等の効果が認められるが、ご指摘の
土地利用については、例えば太陽光発電設備は
用役施設として生産工程に組み込まれることも考
えられるなど、そうした効果のための施設と認めら
れるとは言えず、本法が目指す立地に際しての敷
地利用の適正化を妨げる要因となり、対応は困
難。（また、緑地及び環境施設のそれぞれの面積
の敷地面積に対する割合について、緑地面積率な
どに関する区域の区分ごとの基準の範囲内にお
いて都道府県及び政令指定都市が条例にて定め
ることを可能としており、特区に限定した対応は困
難）
工場立地法に係る届出に関しては、その内容審査
が終了するまで工事等の着工を制限している。届
出等に関する事務は自治事務であり、都道府県又
は政令指定都市の長がその内容が相当であると
認めるときは短縮することができるとされているの
で、当該実施制限の期間短縮について、都道府県
及び政令指定都市に対して、より一層事業者の実
情に応じた弾力的な運用を図るように周知した。
（都道府県及び政令指定都市への技術的助言「工
場立地法第１１条第２項の弾力的な運用につい
て」を平成１５年３月に発出）

①生産施設の敷地面積に対する上限割合
の緩和について、回答では、業種の区分の
見直し等を検討し、所要の措置を行うとされ
ているが、検討される具体的な内容及び平
成１６年度末までに実施されることの可否に
ついて改めて検討され、示されたい。
②緑地面積率の軽減について、回答では、
太陽光発電設備は用役施設であり、緑地の
もつ機能を代替できないとして対応不可とさ
れているが、要望は緑地面積率についてそ
の比率の軽減を求めており、規制改革推進
３か年計画（平成１５年３月２８日閣議決定）
における措置内容の深堀り、明確化とあわ
せて、緑地の定義の見直しを含め比率の軽
減の可否について改めて検討され、示され
たい。

生産施
設の敷
地面積
に対す
る上限
割合の
緩和

ｂ

緑地面
積率の
軽減

ｂ

工場の
新設又
は変更
の届出
受理後
の工事
着工ま
での期
間制限

ｄ

生産施
設の敷
地面積
に対す
る上限
割合の
緩和
Ⅲ

緑地面
積率の
軽減Ⅲ

敷地面積に対する生産施設面積の割合について
は、環境への負荷に配慮しながら業種の区分に応
じた敷地面積に対する生産施設面積の割合につ
いて年度内に見直しを行う。

本法は、工場と周辺生活環境との調和の観点か
ら、工場の新増設を行う際、敷地面積に対して一
定の割合で、工場と敷地内に緑地等の整備を義
務づけ、敷地内の周辺部に重点的に緑地を配置
するよう定めている。こうした緑地の整備や配置を
求めているのは、工場の緑地が、心理的効果・騒
音の防止などの効果を有しているからである。
そこで、ご指摘の要望内容のうち、
（１）太陽光発電設備については、用役施設とし
て、生産工程の一部をなしている生産施設となり
え、周辺生活環境との調和に資するものではない
ため緑地等とは認められない。
（２）緑地として算入が認められるためには、植物
の生育上又は美観上良好な状態に維持管理がな
されていることが必要であり、未稼働地（雑草緑
地）であっても、こうした要件に該当すれば緑地と
して認められる。
（３）次に対象事業所の敷地外に緑地などを確保
することについては、工業団地や複数の工場が集
中して立地している地域において、当該地域全体
を一体として捉えて、敷地外に整備された緑地も
工場敷地内の緑地が景観の向上などの効果を有
する場合、これを認める特例が従来より存してい
る。しかし、工場の立地地域とは異なる地域で確
保された緑地を工場敷地内に整備すべき緑地とし
て一般的に認めることは、上述した緑地の効果が
見込めないため、対応は困難である。

5021082
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100046

（上記の続き）

工場立地法に係る規制の緩
和

（上記の続き）

　なお、今般、規制改革推進３か年計画（再改定）
を受けて、産業構造審議会地域経済産業分科会
工場立地法検討小委員会において、工場立地法
に関する幅広い観点からの検討が行われ、報告
書が取りまとめられた。緑地等に関しては、屋上・
壁面などの緑地の面積に算入することを認めると
いった緑地などの定義が拡大するとともに、地方
自治体が自ら設定することのできる緑地などの面
積比率の幅を拡大するといった方向でまとめられ
ている。本報告書を受け、年度内に所要の改正を
行うこととしている。

工場立地法第１１条第１項において、工場立地法
にかかる届出を行ってから、工場の設置工事等の
着工を９０日間制限しているのは、地方公共団体
が提出された届出を審査するために必要な期間を
確保する趣旨であり、９０日間の期間は地方公共
団体において届出の審査等に要する標準的な期
間を勘案して定められているものであり、９０日間
の期間を短縮することは適切ではない。ただし、地
方公共団体によっては、この期間を短縮すること
が可能であるものもあると考えられることから、同
条第２項において、届出の内容が相当であると認
めるときは工事の着工を制限する期間を短縮でき
ることとしている。なお、地方公共団体がこうした制
限期間を短縮できれば、早期に工事が着工でき、
制限期間は可能な限り短いことが望ましいことか
ら、同項の制限期間の短縮について都道府県等
に周知している。（都道府県及び政令指定都市へ
の技術的助言「工場立地法第１１条第２項の弾力
的な運用について」を平成１５年３月に発出

5021082
社団法人日本
経済団体連合
会

12

z1100047
レイアウト規制の性能規定化
促進による化学産業の活性
化

石油コンビナート等特別防災
区域における新設事業所等
の施設地区の配置等に関す
る省令第3条、第4条

事業所の敷地は区域ごとに製造施設地区、
貯蔵施設地区、入出荷施設地区、用役施設
地区、事務管理施設地区又はその他施設地
区に区分するものとする。

ｃ

レイアウト規制は施設地区ごとの区分、セッ
トバックや特定通路の幅員を確保することに
より、災害の拡大防止を図っている。
施設地区内の混在を大幅に認めること、ま
た、特定通路の設置を行わない場合はこうし
た目的達成が困難となる。

　回答では目的達成が困難としているが、要
望内容の土地有効利用の観点から、例え
ば、省令規定と同等の安全性を担保する代
替措置を講ずる場合に特例を認めた特区の
全国展開の可能性を含めて、改めて対応策
を検討して示されたい。

ｃ －

施設地区内の混在については、前回の回答
同様に認められない。
特定通路の幅員については、特区制度にお
いて、同等の安全性が確保される場合は特
例措置が認められることとなる。
なお、特区制度の全国展開については、当
該特例措置の適用が１件しかなく、また、そ
の１件についても施設の設置工事は未着手
であることから、全国展開は考えていない。

5077002 任意団体 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 43 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100046 工場立地法に係る規制の緩
和

z1100046

（上記の続き）

工場立地法に係る規制の緩
和

z1100047
レイアウト規制の性能規定化
促進による化学産業の活性
化

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021082
社団法人日本
経済団体連合
会

11 工場立地法に係る規制緩和

①生産施設の敷地面積に対する上限割合
を緩和すべきである。
②緑地面積率について、その比率の軽減を
要望する(特に太陽光発電設備を設置してい
る場合等)。また、未稼動地(雑草緑地)の緑
地面積への算入を認める、対象事業所の敷
地外に緑地や環境施設を確保することを認
める、といった措置を行うべきである。
③新設・変更届受理後の着工可能日を現行
の90日から50日程度に短縮すべきである(工
場立地法第11条２項が｢相当であると認める
場合｣について日数の短縮を認めているが､
あくまでも原則は90日であり､改善が望まれ
る)
なお本件については、政府も｢規制改革集中
受付月間への対応方針」において、15年度
中に所要の措置を行うとしており評価する
が、改めて早急に対応することを求めたい。

①生産施設の敷地面積率に上限が存在す
るため､設備投資､増改築の際に新たな工業
用地の取得､既存の施設の建て替え等が必
要となり､過大な費用負担となっている。新用
地の取得費が軽減されれば､設備更新の原
価率が低減し､国際競争力の向上が期待で
きる。
②緑地面積確保のための負担が軽減され
る。特に太陽光発電装置のような環境配慮
設備を導入しているにも関わらず､それが緑
地と競合しては本末転倒である。また､敷地
外に緑地を確保することで、環境に配慮しつ
つ各企業の工場設備をコンパクトに連携さ
せることも可能となる。敷地内に緑地を確保
することを義務付けるのはあまりにも画一的
である。
③新設・変更届受理後の着工可能日を短縮
することで顧客のニーズに合わせた迅速な
対応が可能となる。

①②工場立地法第４条の１
「工場立地に関する準則」(平
成10年大蔵省・厚生省・農林
水産省・通商産業省・運輸省
告示１号)
③工場立地法第11条

経済産業省

①工業立地法第４条の１､「工場立地に関す
る準則」(平成10年大・厚・農・通・運告１号)に
おいて、生産施設の建設・増改築に関し､敷
地面積に対する上限割合が定められている
(業種区分毎に10,15,20,30,40％)
②また､同法､同準則において､一定の緑地
面積率､環境施設面積率の確保が義務付け
られている。
③工場立地法第11条１項において､新設・変
更届の受理後90日を経ないと着工できない
旨定められている。

5021 5021082
社団法人日本
経済団体連合
会

12
（上記の続き）

工場立地法に係る規制緩和
経済産業省

5077 5077002 任意団体 11
レイアウト規制の性能規定化
促進による化学産業の活性
化

①１つの製造プラントに係わる入出荷施設、
事務管理施設（計器室等）、用役施設（電気
室等）を同一の製造施設地区に設置する場
合、５００ｍ２の制限を適用除外とする。
②また、７０００ｍ２未満の小規模製造施設
地区の特定通路（６ｍ以上）は、周囲２辺の
みとし、残りの２辺は、４ｍ以上の通路であ
れば可とする。

　石災法のレイアウト規制は、事故が発生し
た場合の周辺住民等への影響を少なくする
とともに、危険度の異なる施設を分類するこ
とにより、石油と高圧ガスを併せて大量に取
り扱う事業所における安全の確保と消火活
動を効率的に行うため、製造、貯蔵施設地
区等の面積の基準、施設地区の配置の基
準、特定通路の幅員等を規定している。

①同一エリアで管理でき、且つ、投資を少な
くすることが出来る。
②土地の有効利用ができる。
【効果】
　同一エリアに関連施設が設置できることで
保安管理が容易となり、かつ少ない投資で
事業展開が行える。

・石油コンビナート等災害防
止法（第5条及び第7条）
・石油コンビナート等特別防
災区域における新設事業所
等の施設地区の配置等に関
する省令
・新設等の計画の届出に係る
審査事務の簡素合理化につ
いて（通達、平成8年3月29
日）

総務省
経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 44 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100048

高機能性（多品種・少量）化
学製品プラントに対するレイ
アウト規制の合理化による化
学産業の活性化

石油コンビナート等特別防災
区域における新設事業所等
の施設地区の配置等に関す
る省令第3条、第4条

事業所の敷地は区域ごとに製造施設地区、
貯蔵施設地区、入出荷施設地区、用役施設
地区、事務管理施設地区又はその他施設地
区に区分するものとする。

ａ

本件については全国において実施すること
が時期、内容ともに明確な規制改革事項とし
て「事業者から具体的な事業の提案が平成
15年度上期までになされるならば、工場棟
の建て替えや石油コンビナート地区の再開
発において、多品種・少量生産プラント等の
設置に関する施設地区の区分、地区要件を
緩和する。」こととされており、具体的な緩和
方策について検討中である。

①提案の状況、及び検討結果を踏まえ緩和
方策を実施される時期について、具体的に
示されたい。
②併せ、引き続き新規事業の提案を受け、
緩和方策の追加検討を実施することについ
て、見解を示されたい。

a －

１５年度上期においては、事業者からの具体
的提案は無かったことから、緩和方策を実施
する予定はない。
　なお、今後においても事業者からの提案が
あれば、措置について検討する。

5077004 任意団体 11

z1100049 自家消費を目的とするC重油
の備蓄義務の軽減

石油の備蓄の確保等に関す
る法律第６条

（１）我が国への石油供給が不足する等の事
態が生じた場合においても、石油の安定供
給を確保し、国民生活の安定と国民経済の
円滑な運営に資するために、石油の備蓄の
確保等に関する法律に基づき、石油精製業
者等に対して、全ての油種を対象に備蓄の
義務を課している。　（２）国際的には、ＩＥＡ
は石油の純輸入量の９０日分につき、加盟
国に対し備蓄義務を課している。　（３）我が
国は、原油５０００万KLの国家備蓄に加え、
石油精製業者等に対して前１２か月の石油
生産量等の７０日分を基準備蓄量とする備
蓄義務を課している。

ｃ

（１）石油備蓄は、我が国への石油の供給が
不足する等の事態が生じた場合においても
石油の安定供給を確保し、国民生活の安定
と国民経済の円滑な運営に資するためのも
のである。
（２）自家消費用の石油について備蓄義務を
軽減した場合、我が国の石油安定供給を確
保するために必要な民間備蓄の水準が維持
できなくなる恐れがあり、緊急時において国
民生活の安定と国民経済の円滑な運営に問
題が生じることとなる。このため、自家消費
用の石油についても備蓄義務を課している
ところである。
（３）国際的にも、ＩＥＡにより、他人に譲り渡
すか自己で消費するかを問わず純輸入量に
対して９０日分の備蓄義務が課せられている
とともに、実際に主要国においても、民間企
業の自家消費用の輸入にも備蓄義務が課
せられている。
（４）なお、備蓄石油を保有することに伴う負
担の軽減のために、備蓄義務者に対して
は、従来より備蓄石油購入資金に対する低
利融資を実施している。

5021244
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100050
核燃料加工事業の変更の許
可申請に対する審査期間の
短縮

・核原料物質、核燃料物質及
び原子炉の規制に関する法
律（昭和三十二年六月十日
法律第百六十六号）第１６条
第１項
・核原料物質、核燃料物質及
び原子炉の規制に関する法
律施行令（核原料物質、核燃
料物質及び原子炉の規制に
関する法律施行令）第４条
・核燃料物質の加工の事業に
関する規則（昭和四十一年七
月十九日総理府令第三十七
号）第３条

　核燃料物質の加工の事業の変更を行おう
とする者は、経済産業大臣の許可を受けな
ければならず、許可に際しては、加工能力、
技術的能力、経理的基礎及び災害の防止
の観点から審査を行っている。
　また、加工の事業の変更の許可に係る審
査結果については、原子力安全委員会及び
原子力委員会に意見を求めるため、両委員
会に諮問を行うこととなっており、両委員会
は、それぞれの所掌に応じダブルチェックを
行い経済産業大臣に答申を行うこととされて
いる。
　さらに、許可にあたり、文部科学大臣の同
意が必要とされている。

Ｃ

  原子力施設の事業許可等の審査に関して
は、災害の防止上の観点等から、厳格な審
査が求められるものであり、あらかじめ審査
期間を設定することは困難である。また、１９
９９年に核燃料物質の加工の事業の許可を
有していた茨城県東海村の㈱ジェー・シー・
オーが臨界事故を発生させたことも踏まえ、
ウラン加工施設の審査に一層の慎重さが求
められるようになった。
　一方、審査の過程においては、申請者によ
る適切かつ迅速な対応が、審査期間の短縮
に貢献する面もあり、このような点も含めて
審査の効率化に務めてまいりたい。なお、審
査の人員に関しては、平成１５年度に増員を
措置したところである。

5021224
社団法人日本
経済団体連合
会

11
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管理
コード 項目

z1100048

高機能性（多品種・少量）化
学製品プラントに対するレイ
アウト規制の合理化による化
学産業の活性化

z1100049 自家消費を目的とするC重油
の備蓄義務の軽減

z1100050
核燃料加工事業の変更の許
可申請に対する審査期間の
短縮

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5077 5077004 任意団体 11

高機能性（多品種・少量）化
学製品プラントに対するレイ
アウト規制の合理化による化
学産業の活性化

　２０００年代になりエチレン・汎用合成樹脂
の需要は減少に転じており、コンビナート化
学企業の各社は生き残りをかけて１９７０年
代に想定していなかった多品種・少量生産で
ある高機能性化学製品のプラントが既に設
置され、または設置の検討が行われてい
る。その代表例を次に示す。
・機能性特殊樹脂
・複合樹脂（コンパウンド）
・光学・電子材料
・医薬品/農薬中間体、バイオ
・添加剤、安定剤
【要望内容】
１．多品種・少量生産プラントについては施
設地区の混在５００ｍ2の規制を除外する。
２．設備の規模の基本として別紙に掲げる例
を（石災法の第２種事業所に相当しないレベ
ル程度）提案する。ただし、設備規模の基準
を越えるものであってもリスクアセスメントの
結果、周辺施設等への影響が少ないと判断
されるプラントも多品種・少量生産プラントに
含める。

　石災法・レイアウト規制は昭和５０年の石
災法制定時点におけるコンビナートの代表
的プラントであるエチレンや汎用合成樹脂製
造設備等において、災害発災時に高圧ガ
ス、危険物を大量に扱うことからの被害を極
小化することを想定して配置を定めたもので
ある。
　プラントを設置・変更する際は施設を用途
毎に「製造、貯蔵、用役、入出荷、事務管
理、その他」の６区分に分割され、施設地区
の混在する場合は５００ｍ2以下とされてい
る。施設間は特定通路をもって区分される。

１．多品種・少量生産プラントは一度に大量
の危険物／高圧ガスを原料・製品等として取
り扱っていない。即ち、従来の主要石化プラ
ントに較べ大量の物質を扱っていない。
２．石災法の第２種事業所に相当しないレベ
ルとすることで従来の石化プラントと較べ安
全が担保される。
３．施設配置を集約することで操作性および
安全パトロールが容易になり安全性向上に
繋がる。
４．施設区分のないレイアウト規制地区外で
造られた多品種・少量プラントにおいて特に
保安上の問題は生じていない。
【効果】
①製造施設、貯蔵施設、出荷施設などを分
散配置することなく合理的な配置計画ができ
る。
②石油コンビナート地区における多品種・少
量生産プラントがコンビナート地区外と同等
条件で設置できる（コスト競争力の確保）。
　これにより、石油化学から高機能性化学製
品などへの事業転換の促進、雇用の確保な
ど化学産業の活性化が図れる。

・石油コンビナート等災害防
止法（第5条及び第7条）
・石油コンビナート等特別防
災区域における新設事業所
等の施設地区の配置等に関
する省令
・新設等の計画の届出に係る
審査事務の簡素合理化につ
いて（通達、平成8年3月29
日）

総務省
経済産業省 添付－２

5021 5021244
社団法人日本
経済団体連合
会

11 自家消費を目的とするC重油
の備蓄義務の軽減 　備蓄義務を軽減すべきである。

　備蓄のコストが製造業の国際競争力の低
下を招いている。なお、平成８年１月に、石
油公団内に空タンク情報の提供を行う「石油
タンク情報センター」が設置され、また、既存
の備蓄会社のキャパシティを活用して、小規
模の備蓄義務者が容易に義務を履行できる
スキームが公団内で既に実施されており、
備蓄義務者の負担軽減のための対策が図
られている。しかし、これらを利用しても結局
のところメーカーがそのコスト分を負担せざ
るを得ない。

石油の備蓄の確保等に関す
る法律 経済産業省

　C重油を輸入するためには、需要家が、輸
入重油１日当たり使用量の70日分を備蓄し
なければならない。

5021 5021224
社団法人日本
経済団体連合
会

11
核燃料加工事業の変更の許
可申請に対する審査期間の
短縮【新規】

　審査人員数の適正化、審査内容の効率化
等により、審査期間を現状の半分程度に短
縮すべきである。

　核燃料加工の事業は、他産業と比べると
比較的製品設計や加工方法の変更サイク
ルが長い事業ではあるが、電力自由化に伴
う海外製核燃料との競争激化への対応や最
新の技術に基づく設備導入対応等の観点か
ら、加工設備や加工の方法の変更を適時、
短期間で実施する必要性が生じてきてい
る。
　加工事業変更許可に関して、事前ヒアリン
グ～変更申請～変更許可に長期間を要する
ことは、事業者として意志決定後、実際の事
業展開までのタイムラグが大きく、顧客ニー
ズへの対応が遅れるばかりか、国際競争の
中で事業を展開する上で非常に不利となり、
事業者の国際競争力を弱体化する可能性
がある。

核原料物質、核燃料物質及
び原子炉の規制に関する法
律　第16条

経済産業省

　核燃料加工の事業は許可制度となってお
り、また、事業の許可を受けた事業者が、加
工設備及びその付属施設の設備や加工の
方法について変更しようとするときには、変
更申請を行い、変更許可を受ける必要があ
るが、事前ヒアリング～変更申請～変更許
可に要する期間が、最近２回の例で、約18ヶ
月並びに約14ヶ月と、長期間を要している。
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管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100052
事業所外運搬時の原子力災
害特別措置法第10条の通報
対象の見直し

原子力災害対策特別措置法
施行規則第９条及び第２１条

漏えい又は漏えいの蓋然性が高い状態に係
る通報については、Ｌ型輸送物、ＩＰ－１型輸
送物を除外している。
また、A型輸送物、ＩＰ－２型輸送物、ＩＰ－３
型輸送物については、火災、爆発等により
一定の放射線量を検出した場合には、原子
力緊急事態となり得るため通報対象としてい
る。
なお、事業所外運搬に使用する容器から１
メートル離れた場所において、１時間当たり
１００マイクロシーベルト以上放射線量が原
子力災害対策特別措置法施行規則で定め
るところにより検出された場合には輸送容器
の型によらず通報事象となる。

ｃ

漏えい又は漏えいの蓋然性が高い状態に係
る原子力災害対策特別措置法第１０条に基
づく通報事象は、原子力安全委員会におい
て、『「通常輸送時又は一般試験時の条件を
超える」事態』とされており、さらに、火災、爆
発等により一定の放射線量を検出した場合
には原子力緊急事態となる。たしかに、A型
輸送物、ＩＰ－２型、ＩＰ－３型輸送物について
は炉規制法上漏えいしてはならないことを条
件としているが、上記のような想定外の事態
においては１００％ありえないと言い切れな
い。したがって、除外することは困難である。
なお、Ｌ型輸送物あるいはＩＰ-１型輸送物
は、明らかに危険性が極めて少ない核燃料
物質であることなど、その収納物の性格にか
んがみ、炉規制法上も放射性物質等の漏え
い防止を明示的に条件としていないことから
除外しているところ。

5021227
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100053 原子力分野におけるクリアラ
ンスの法制化

　核原料物質､核燃料物質及
び原子炉の規制に関する法
律(原子炉等規制法)　等

　原子力の開発利用に伴い発生する廃棄物
の中には、含有する放射性物質の濃度が極
めて薄く、放射性物質としてう必要のない物
も存在するが、その適切な扱いに関する制
度は現在ない。

ｂ Ⅰ

　クリアランスレベル(放射性物質として扱う
必要のない物を区分するレベル)を用い、放
射性物質として扱う必要のない物の検認(測
定等による確認)の具体的実施方法を含めク
リアランスの制度化については、平成17年
通常国会での原子炉等規制法改正を目指
し、原子力安全委員会の提言を踏まえつ
つ、その具体化について検討していくこととし
ている。

　クリアランス制度の必要性については原子
力委員会、原子力安全委員会において指摘
されている。また、クリアランスを制度化する
際に必要となるクリアランスレベル、クリアラ
ンスの検認のあり方については原子力安全
委員会において示されている。

　検認方法、検認により放射性物質として扱
う必要がないとされた物の取扱いなどクリア
ランスの制度化に当たっては、関係法令の
改正の有無も含め関係府省との調整が必要
となる。

5021228
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100054
原子力災害対策特別措置法
の関係隣接都道府県の定義
の見直し

原子力災害対策特別措置法
第７条及び第１０条

原子力防災管理者は、原子力事業所の境
界付近において政令で定める基準以上の放
射線量が検出された場合等には、主務大
臣、及び所在都道府県知事、所在市町村
長、関係隣接都道府県知事に通報しなけれ
ばならないこととされている。

ｄ Ⅰ

原子力災害対策特別措置法に基づく通報や
原子力事業者防災業務計画の協議につい
ては、必要最小限の関係機関について明記
している。しかし、防災対策を講ずるにあ
たっては、「防災対策を重点的に充実すべき
地域の範囲」を尊重しており、地域防災計画
等に則って通報するよう措置されているとこ
ろ。
また、市町村合併に伴う通報等の必要性の
有無については、地域防災計画等で地域の
特性に応じ対応することが望ましいと考え
る。

回答では地域防災計画等に基づき通報され
るとしているが、防災対策の観点から、法に
基づいた通報を義務付けることについて、改
めて検討されたい。

法律では、通報は防災業務計画の定めると
ころにより通報すべき義務が既に課せられ
ているため（法第１０条第１項）、防災業務計
画等において地域の特性に応じ柔軟に対応
することが望ましいと考える。

5021229
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100055 保安法令の重複適用の排除

消防法
高圧ガス保安法
労働安全衛生法
石油コンビナート等災害防止
法

c

　保安四法については、法の目的、対象等
が異なることから、それぞれの法規制を一本
化することは困難である。
　なお、保安四法については、従来から重複
検査の排除などの合理化・整合化を進めて
おり、さらに、平成１２年１１月の「石油コンビ
ナートに係る保安四法の合理化・整合化促
進に関する実務者検討委員会」の最終報告
に基づき、重複・類似する各種申請・届出書
類の様式の統一化等を行っているところ、更
なる合理化・整合化のご要望があれば具体
的にご教示願いたい。

回答では、保安四法の目的等が異なること
から対応が困難とされているが、要望が、
「各法の適用範囲に係る指定基準」の策定
を求めていることも踏まえ、今後の検討推進
の在り方について、改めて見解を示された
い。

保安四法は、各法の担当すべき目的が相互
に異なるため、当然に各法が担保すべき範
囲が異なり、場合によっては当該範囲が重
複することも排除できない。ただし、高圧ガス
保安法が担保すべき目的を他法令の基準に
よっても確保できることが確認された場合は
当該法令との整合化や諸手続の簡素合理
化を図っていくなど必要な措置を既に講じて
いると認識している。

5021131
社団法人日本
経済団体連合
会

11
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管理
コード 項目

z1100052
事業所外運搬時の原子力災
害特別措置法第10条の通報
対象の見直し

z1100053 原子力分野におけるクリアラ
ンスの法制化

z1100054
原子力災害対策特別措置法
の関係隣接都道府県の定義
の見直し

z1100055 保安法令の重複適用の排除

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021227
社団法人日本
経済団体連合
会

11
事業所外運搬時の原子力災
害特別措置法第10条の通報
対象見直し【新規】

　原子力災害対策特別措置法施行規則第9
条第1項第3号において、L型とIP-1型輸送物
は、同法第10条の通報対象から除外されて
いる。
　原子力緊急事態に該当する漏えいが理論
的に発生しないA型輸送物と、同施行規則
第21条第２号で原子力緊急事態から除外さ
れている低比放射性物質（IP-2型輸送物及
びIP-3型輸送物）の運搬についても同様に、
同法第10条の通報対象から除外すべきであ
る。

　原子力災害対策特別措置法は原子力災
害から国民の生命・身体及び財産を保護す
ることを目的としており、事態が進展しても原
子力災害が発生しない物の輸送に対して通
報を求めるのは、法の目的を逸脱している。
　A型輸送物にはA2値（原子力緊急事態とな
る漏えい量）を超える放射性物質は含まれ
ていないため、漏えいにより原子力災害が
発生する可能性はない。またIP型からの漏
えいは、法令上原子力緊急事態に該当しな
い。
従って、これらの輸送物からの漏えいは、第
10条通報から除外すべきである。

原子力災害対策特別措置法
第10条
原子力災害対策特別措置法
施行令　第４条第４項
原子力災害対策特別措置法
施行規則　第９条第３号

文部科学省
経済産業省
国土交通省

　原子力災害対策特別措置法の第15条で定
義される原子力緊急事態に至るおそれのな
い、低レベル放射性廃棄物や中に使用済み
燃料が入っていない使用済み燃料輸送容器
を輸送する場合にも、第10条の通報が求め
られている。
また事業所外運搬の際には、周辺に影響の
ない極微量の放射性物質の漏えいでも、第
10条の通報をしなければならない。

5021 5021228
社団法人日本
経済団体連合
会

11 原子力分野におけるクリアラ
ンスの法制化【新規】

　もはや放射性として取り扱う必要のない値
は既に算出されているので、管理区域から
発生する廃棄物が、性状により適切に取り
扱えるよう法令に明確に位置づけるべきで
ある。
　具体的には、放射性核種毎に、もはや放
射性として取扱う必要のない放射能レベル
と、そのレベル以下であれば原子炉等規制
法の規制体系から除外し、再利用・再使用
又は一般廃棄物として適切な処分を行える
ようにすべきである。

　平成11年に原子力安全委員会において
「もはや放射性として扱う必要のない放射能
レベル※」は算出、公表されている。
　また、既に原子力開発長期計画等にも制
度化の必要性が政策として謳われている。
　原子力分野においても、社会全体と整合
の取れた、資源リサイクルや環境負荷低減
などの方向を模索しているが、放射性物質と
して扱う必要のない物に係る制度化が整備
されていないためこの道が閉ざされており、
健全な産業活動発展の妨げとなっている。

(※自然界の放射線レベルより十分小さく、
健康に対するリスクが無視できるレベル)

核原料物質、核燃料物質及
び原子炉の規制に関する法
律　ほか

経済産業省

　原子力発電所の放射線にかかる管理区域
内で発生する廃材等は、原子炉等規制法の
適用を受け続けるため、放射能レベルが十
分低い場合であっても、一般産業におけるリ
サイクル又は産廃処分を行うことができな
い。

5021 5021229
社団法人日本
経済団体連合
会

11
原子力災害対策特別措置法
の関係隣接都道府県の定義
の見直し【新規】

　原子力災害対策特別措置法の第7条第2
項の関係隣接都道府県に関する記載「当該
原子力事業所の区域を含む市町村に隣接
する市町村を包括する都道府県の知事」を、
防災指針で定められたEPZのような距離の
概念を入れ、実際に対策が必要な都道府県
が含まれるように「当該原子力事業所の防
災対策を重点的に実施すべき地域の範囲を
含む市町村を包括する都道府県の知事」の
ような記載に変更すべきである。
　この場合、関係隣接都道府県から関係周
辺都道府県と名称を変更する。なお、現在
EPZ外の関係隣接都道府県知事について
は、関係周辺都道府県知事の要件を定める
政令で、「当該原子力事業所の防災業務計
画に協議対象として記載してあるなど、実質
的に関係周辺都道府県知事と同等の扱いを
受けている都道府県知事」と記載することに
より、現在の関係を維持できるようする。

　原子力事業所の「当該原子力事業所の防
災対策を重点的に充実すべき地域の範囲」
に含まれる市町村を有していても、その市町
村が所在市町村に隣接していないとの理由
で第10条の通報を受ける権利がないのは、
住民の安全対策上問題がある。
　また、現在県境を有していない所在市町村
が県境を有している周辺の市町村と合併す
ることにより、隣接する都道府県が新たに関
係隣接都道府県となるのは、現時点で不要
なものが、市町村合併後には必要になると
いうことであり、技術的に説明できない。

原子力災害対策特別措置法
第７条第２項

文部科学省
経済産業省

　原子力災害対策特別措置法の関係隣接
都道府県は、原子力事業所からの距離に関
係なく定められており、原子力事業所から遠
く離れていても関係隣接都道府県になる可
能性がある。逆に、原子力事業所の近く（防
災指針において定められた「当該原子力事
業所の防災対策を重点的に充実すべき地域
の範囲（ＥＰＺ）」の目安の距離内）でも関係
隣接都道府県になれない可能性もある。
　更に、合併等で市町村の境界が変更され
た場合、原子力事業所の設備等に何ら変更
がなくとも、関係隣接都道府県が変更になる
可能性がある。

5021 5021131
社団法人日本
経済団体連合
会

11 保安法令の重複適用の排除

　装置を構成している一つ一つの機器・設備
までが、複数の法令によって重複して規制を
受けることのないように、各法の適用範囲に
係る指定基準を策定し、それに則って、重複
適用を排除すべきである。
　少なくとも、さらなる合理化、整合化に向け
た措置として、機器・設備に適用される適用
法令を装置ごとに一括して適用することとす
べきである。
第一段階として、例えば改造・増設を伴わな
い変更（維持補修等）については、法令の重
複適用を解消すべきである。

　コンビナート事業所の機器、設備は全体で
一つのシステムとして機能しており、保安諸
法はそれぞれ異なる目的と対象を有するも
のの、現状の規制はプラント全体の総合的
な保安確保の目的には必ずしもそぐわない
ものとなっている。
例えば、石油精製、石油化学のプロセスは、
貯蔵タンクを除きほとんどが気液混合の、大
気圧を超える状態であるため、消防法、高圧
ガス保安法または労働安全衛生法が複数
適用され、許可申請、完成検査（落成検
査）、検査記録の作成・保存等において、重
複して行うことになっている。（高圧ガス保安
法と労働安全衛生法は運用上、適用区分さ
れている。）

消防法
高圧ガス保安法
労働安全衛生法
石油コンビナート等災害防止
法

総務省
厚生労働省
経済産業省

　石油コンビナートに適用される保安諸規制
は、法ごとに異なる省庁が所管することか
ら、技術基準、申請・立会要件等が異なり、
重複規制を受けている。
例えば、大気圧以上の機器について、消防
法では「圧力タンク」、高圧ガス保安法では
「ガス設備、高圧ガス製造設備」、労働安全
衛生法では「圧力容器」と、異なる名称で規
制している。このため、装置を構成している
一つ一つの機器・設備までが、消防法と高
圧ガス保安法あるいは労働安全衛生法と、
複数の法令によって重複して規制を受ける
こととなっている。
　こうした規制の重複は、技術基準の性能規
定化を推進する上で妨げとなっているほか、
事業者には、基準の解釈と整合性の確保、
申請手続、検査への対応等、多大な負担を
強いられることとなっている。
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100055
（上記の続き）

保安法令の重複適用の排除
5021131

社団法人日本
経済団体連合
会

12

z1100055 保安法令の重複適用の排除

消防法
高圧ガス保安法
労働安全衛生法
石油コンビナート等災害防止
法

c

　保安四法については、法の目的、対象等
が異なることから、それぞれの法規制を一本
化することは困難である。
　なお、保安四法については、従来から重複
検査の排除などの合理化・整合化を進めて
おり、さらに、平成１２年１１月の「石油コンビ
ナートに係る保安四法の合理化・整合化促
進に関する実務者検討委員会」の最終報告
に基づき、重複・類似する各種申請・届出書
類の様式の統一化等を行っているところ、更
なる合理化・整合化のご要望があれば具体
的にご教示願いたい。

回答では、保安四法の目的等が異なること
から対応が困難とされているが、要望が、
「関係各法の枠を超えた検討を行う整合化
委員会を発足させ、石油コンビナート等に係
る保安規制のより一層の合理化」を求めて
いることも踏まえ、今後の検討推進の在り方
について、改めて見解を示されたい。

保安四法は、各法の担当すべき目的が相互
に異なるため、当然に各法が担保すべき範
囲が異なり、場合によっては当該範囲が重
複することも排除できない。ただし、高圧ガス
保安法が担保すべき目的を他法令の基準に
よっても確保できることが確認された場合は
当該法令との整合化や諸手続の簡素合理
化を図っていくなど必要な措置を既に講じて
いると認識している。

5077001 任意団体 11

z1100056
炭酸ガス（CO2)冷媒に関する
高圧ガス保安法適用除外の
拡大

高圧ガス保安法第３条
高圧ガス保安法施行令第２
条第３項第３号、第３号の２

　冷凍能力が３トン未満の冷凍設備内にお
ける高圧ガスは高圧ガス保安法の適用を除
外されている。ただし、フルオロカーボン（不
活性のものに限る。）については冷凍能力が
５トン未満のものまでが適用除外となる。

ｃ

　CO2冷媒を用いた冷凍設備はフルオロ
カーボンの場合よりも高い圧力で作動し、そ
の信頼性及び安全性についても実績が少な
いため、フルオロカーボンと同等に扱うこと
はできない。

回答では信頼性及び安全性についての実績
がないことを根拠として対応困難としている
が、無害である炭酸ガスの利用促進・環境
配慮の観点から、安全性を確保できる炭酸
ガス冷媒の冷凍能力上限について、データ
収集・分析などにより、更に検討されたい。

c

ＣＯ２を冷媒とする冷凍設備については、安
全性に係るデータが十分に得られていない
ため、安全性を確保できる冷凍能力上限に
ついて評価することはできない。

5021142
社団法人日本
経済団体連合
会

11
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100055
（上記の続き）

保安法令の重複適用の排除

z1100055 保安法令の重複適用の排除

z1100056
炭酸ガス（CO2)冷媒に関する
高圧ガス保安法適用除外の
拡大

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021131
社団法人日本
経済団体連合
会

12
（上記の続き）

保安法令の重複適用の排除

（上記の続き）

　「石油コンビナートに係る保安四法の合理
化・整合化促進に関する実務者委員会」で
は、保安四法の重複適用を排除し、整合化
等合理化を進めるとしているが、法改正を伴
う抜本的な合理化は検討されていない。申
請・届出書類の様式統一に止まらない合理
化を実施すべきである。
　一設備または一装置について一法令の適
用となれば、許認可にかかる手続きが簡素
化され、負担が軽減される。

総務省
厚生労働省
経済産業省

5077 5077001 任意団体 11 保安規制の一元化

　石油コンビナート事業所の保安確保のあり
方について、つぎの観点から関係各法の枠
を超えた検討を行う整合化委員会を発足さ
せ、石油コンビナート等に係る保安規制のよ
り一層の合理化を進めていただきたい。

・国際整合性のとれた保安規制とする。
・性能規定化のもとに民間規格の積極的活
用を推進する。
・一層の自主保安を促進し、許認可制に基
づく事前審査型から実行監視型の保安規制
に移行する。

　石油コンビナートに適用される保安諸規制
は、法規ごとに各省庁に分割所管されてい
るため、技術基準、申請・立会要件等が異な
り、技術基準の性能規定化を推進する上で
妨げとなっているほか、事業者は基準の解
釈と整合性の確保、申請手続き、官庁検査
への対応などに多大の労力が必要。
　現行法規の枠内での保安四法の合理化、
整合化については保安四法整合化実務者
検討委員会の報告に基き、改善がなされつ
つある（危険物タンク定期保安検査と内部点
検の周期、危険物施設の検査主体等） が、
法改正などを伴う抜本的な合理化・整合化
の検討はなされていない。
　これに対し英米では、約30年前に法規及
び行政機関の整理・統合が行われ、これに
よって効率的かつ合理的に規制が行われて
いる。

　コンビナート事業所の各機器は全体でひとつの
システムとして機能する。現在の保安諸法はこれ
を高圧ガス、危険物、圧力容器、レイアウト等に分
けて規制しており、プラント全体の総合的保安確保
の目的にはそぐわない。これを事業者が自主的に
法規の隙間を埋めながら管理している。
　また、事業の国際化が進んでおり、事業者は柔
軟な技術基準の採用が必要になっているが、規制
対象が技術基準に及んでおりその制定・維持管理
に官民とも多大な労力と費用を要している。
　保安諸法は、それぞれ異なった目的と対象を有
しているものの、コンビナート事業所に関する限
り、所内の人と設備の安全及び地域の安寧の確
保という目的は共通であり、石油化学産業を始め
とするコンビナート事業所の保安確保の実態を踏
まえて、それぞれの法規の枠を超えた一体的な規
制が可能なはずである。
　即ち、
①法規毎に詳細な技術基準を定める代わりに、性
能規定のもと民間規格の活用を図る。
②基準適合を審査し許認可を与える代わりに、規
定遵守状況を適宜確認する自主保安尊重型の保
安規制に移行する。
③国際整合性のもとに公平な国際競争を可能とす
る。なお、コンビナート事業所に対する日本の規制
の現状は、添付のとおり英米における1970年以前
の状況に類似しており、日本においても現在の社
会と産業の実態に即したものとはなっていない。
【効果】
　効果的な保安規制とすることができ、事業者の
国際競争力の強化に寄与する。

・高圧ガス保安法
・労働安全衛生法
・消防法
・石油コンビナート等災害防
止法
（電気事業法）

経済産業省
総務省
厚生労働省

添付－１

5021 5021142
社団法人日本
経済団体連合
会

11
炭酸ガス（CO2)冷媒に関する
高圧ガス保安法適用除外の
拡大【新規】

　炭酸ガス（CO2)冷媒に関して、適用除外と
なる上限容量を、不活性のフロン冷媒と同等
の法定冷凍能力５トンに引き上げるべきであ
る。

　1997年のCOP3において、冷凍空調機器に
冷媒として使用される代替フロン（HFC)が温
室効果ガスに指定され、長期的には全廃も
視野に入れた対応が必要となっている。温
暖化対策への要請が強まる中、フロン系冷
媒から自然系冷媒への移行が加速してお
り、代表的な自然系冷媒である炭酸ガス
（CO2）を用いた空調・冷凍機器が注目され
ている。
　CO2冷媒は、毒性や可燃性がなく無害であ
り、これを用いたヒートポンプ式給湯器は世
界に先駆けて我が国で製品化されたほか、
CO2を使ったカーエアコン空調システムも研
究されており、各メーカーが製品化を急いで
いる。一般的な空調用途においても、CO2冷
媒の使用が期待されるが、適用除外となる
上限容量内では、空調機能力が約６馬力と
小容量となり、例えば20馬力以上の機器容
量の市場が拡大している空冷式ヒートポンプ
チラーなど、現状への対応が難しくなってい
る。

高圧ガス保安法 第３条、第５
条第２項第２号
高圧ガス保安法施行令第２
条（適用除外）
冷凍保安規則第５条第４項
「高圧ガス保安法及び関係政
省令の運用及び解釈につい
て」（平成12年９月20日 立局
第２号）

経済産業省

　空調・冷凍機器は、高圧ガス保安法ならび
に冷凍保安規則の適用を受け、許認可や届
出等が義務付けられる「一日の冷凍能力」
が決められている。
　「一日の冷凍能力」は、冷凍保安規則によ
り、基準冷凍サイクルにおける圧縮機の冷
凍能力を一日の冷凍トンの数値と定めてい
る。同規則において適用除外となる上限容
量は、炭酸ガス（CO2)冷媒については、「そ
の他のガス」扱いとされ、可燃性を有するフ
ロン冷媒やアンモニアと同様の法定冷凍能
力３トンとされている。
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100057 アンモニア冷媒に関する除害
方法の明確化

高圧ガス保安法第８条
冷凍保安規則第７条第１項第
１６号

　毒性ガスの製造施設には、当該ガスが漏
えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害
するための装置を講ずることとなっている。
除害剤の保有量については、例示基準にお
いてアンモニアにあっては大量の水としてい
る。

ｂ

　具体的な漏えい量やどのような除害方法
を選択するかによって除害剤としての保有
量が決まるため、原則として統一的な基準を
定めることはできない。
　ただし、冷凍則第３６条第２項第１号に規定
する冷凍設備（ユニット型冷凍設備）につい
ては、冷媒充てん量や除害方法が限定され
ることから、除害剤の保有量についての実
証実験によるデータ等につき、提案者からの
提案を受け、安全性が検証されれば、例示
基準において統一的な基準を示すことを検
討する。

回答では安全性が検証されないため困難と
しているが、安全性を確認するためのデータ
収集・分析を行い、検討を行うことにつき、見
解を示されたい。

b

ユニット型冷凍設備におけるアンモニアの除
害剤保有量について、提案者から提示され
た安全性を確認するためのデータに基づき
分析を行い要望内容を検討する。

5021143
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100058 高圧ガスの受け入れ立会検
査の見直し

一般高圧ガス保安規則第７６
条、液化石油ガス保安規則
第７４条

保安係員の職務として、製造施設及び製造
の方法についての巡視及び点検を行うこと
が挙げられている。

ｄ

製造施設の巡視及び点検については、事業
者が十分に保安を確保できると証明すれば
その方法で行うことは現行制度でも可能で
ある。

基本通達（平成９年４月１日付け平成09･03･
31立局第１８号）の記載は以下のとおり。
一般則第８条（液石則第９条）関係　　（３）
１．③　輸送者　充てんに際し、保安係員が
立ち会い監督できるようにすることが望まし
いが、輸送者側の保安係員がその事業所に
おいて受入者の事業所での充てん作業を監
督できる体制（例えば、あらかじめ保安係員
が指名した一定の知識、経験を有する者に
よる充てん）となっている場合にはこの限り
でない。／受入者　保安責任者を選任する。
ただし、受入者が第一種製造者である場合
は、その事業所で選任されている保安係員
でよい。

回答では基本通達（平成９年４月１日付　平
成０９・０３・３１立局第18号）を根拠に現行制
度下で可能とされているが、
①解釈の徹底の観点から、一層の周知を図
ることについて具体的に検討され、示された
い。
②上記①を踏まえ、実施時期について、そ
の時期となる理由も含め具体的に示された
い。

保安係員の職務を監督している都道府県に
対しては基本通達を発出しており、また、事
業者に対しても当該基本通達の掲載された
例規集が出版されており、十分周知・徹底が
図られているものと考える。

5111016 社団法人日本
自動車工業会 11

z1100059
CO2冷媒の充填について、高
圧ガスの製造及び販売に係
る規制の緩和

高圧ガス保安法第３条、第５
条、第２０条の４
高圧ガス保安法施行令第２
条第３項第６号、第８号

　CO2を冷媒とする冷凍設備にガスを充てん
する場合、事業所ごとに都道府県知事へ高
圧ガスの製造の許可申請又は届出、並びに
高圧ガスの販売の届出を行い、技術上の基
準に適合させることが必要である。
　フルオロカーボン（不活性のものに限る。）
を冷媒とする冷凍設備へのガス充てんは、
告示で定める基準に適合する回収装置又は
サービス缶を用いる場合は、高圧ガス保安
法第３条により、本法の適用が除外されてい
る。

ｂ

　CO2冷媒を用いた冷凍設備はフルオロ
カーボンの場合よりも高い圧力で作動し、
CO2冷媒サービス缶及び充填装置の信頼性
及び安全性についても実績が少ないため、
高圧ガス保安法の適用を除外することはで
きない。
　ただし、CO2冷媒充填装置を高圧ガス保安
法の適用を除外する代替措置と実証実験に
よるデータ等につき、提案者からの提案を受
け、安全性が検証されれば、要望内容に対
応する。

回答では安全性が検証されないため困難と
しているが、要望内容はＣＯ2冷媒の重点に
かかる規制緩和を求めているものであるか
ら、安全性を確認するためのデータ収集・分
析を行い、検討を行うことにつき、見解を示さ
れたい。

b

CO2冷媒充填装置を高圧ガス保安法の適用
除外とする代替措置について、提案者から
提示された安全性を確認するためのデータ
に基づき分析を行い要望内容を検討する。

5111033 社団法人日本
自動車工業会 11

z1100060 ガス事業におけるメンブレン
ガスホルダの認定の容認

ガス工作物の技術上の基準
を定める省令　第14,15,32条
ガス工作物技術基準の解釈
例　第12,13,18,19,37条

ガス工作物を設置しようとする事業者は事業
者責任においてその工作物の仕様を決定す
ることが出来る。これら工作物の技術基準が
満足するか否かを国が判断するに当たっ
て、既に解釈例に規定された仕様は技術基
準を満足したものと解するが、それ以外のも
のにあっては事業者自らが国に対し、その
適合性を示さなければならない。国が適合
するか否かの判断が困難な場合、学識経験
者からなる適合性評価委員会でその適合性
を判断する。

b Ⅳ

海外で使用されているホルダーがどのような
材料、構造で製作されているかが分かって
いないため、一律に解釈例に規定すること
は困難。よって条件を付し、解釈例で規定す
る方法について平成１６年度から検討を開
始し、平成１７年度に結論を出す予定。

回答では平成17年度に結論を出すとのこと
だが、検討を前倒しされると共に、平成16年
度中に実施されることについて、改めて検討
され、見解を示されたい。

b Ⅳ

海外で使用されているホルダーがどのような
材料、構造で製作されているかが分かって
いないため、一律に解釈例に規定すること
は困難。よって条件を付し、解釈例で規定す
る方法について平成１６年度から検討を開
始し、平成１７年度に結論を出す予定。（海
外で使用されているホルダーがどのような材
料、構造で製作されているかが分かっていな
いため、使用材料、構造等について委託事
業等において調査が必要であり、平成１６年
度中に結論を出すことは困難。）

5021223
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100061 国際基準との整合化の推進 工業標準化法　等

工業標準化法においては、ＪＩＳマーク表示
の認定については、国が行うだけでなく株式
会社を含む国内外の第三者認証機関にお
いても行うことが可能となっている。また、ＪＩ
Ｓマーク表示認定工場に対する検査を行う
機関についても、株式会社を含む国内外の
機関において行うことが可能となっている。
なお、両制度は、ISO/IEC Guide65に適合す
る形で行われている。

ｄ -

基準・規格及び検査・検定（以下「基準認証
等」という）については、規制改革推進３か年
計画に基づき、①事業者の自己確認・自主
保安を基本とした制度への移行（必要に応じ
て公正・中立な第三者による検査等を義務
づける仕組み（第三者認証）を導入）につい
て検討を進める、②仕様規定となっている基
準については原則としてこれを全て性能規
定化するよう検討を進める、③国際規格との
整合性を図るほか、外国データの受入れや
国際的な相互承認を推進するなどして取り
組んでいる。

5072055 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100057 アンモニア冷媒に関する除害
方法の明確化

z1100058 高圧ガスの受け入れ立会検
査の見直し

z1100059
CO2冷媒の充填について、高
圧ガスの製造及び販売に係
る規制の緩和

z1100060 ガス事業におけるメンブレン
ガスホルダの認定の容認

z1100061 国際基準との整合化の推進

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021143
社団法人日本
経済団体連合
会

11 アンモニア冷媒に関する除害
方法の明確化【新規】

　製造の許可を与える都道府県知事が同一
の基準に基づいて判断ができるよう、除害設
備の基準について明示するとともに、統一的
基準に則して判断すべきである。

　地球温暖化対策が進む中で、冷凍機の冷
媒はCFC（ｸﾛﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ）、HCFC（ﾊｲﾄﾞﾛｸ
ﾛﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ）からHFC(ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞ
ﾝ）へと転換が進んでいる。しかしHFCは温暖
化係数が高く、冷凍空調機器・装置からの漏
洩防止、廃棄時の回収破壊の徹底が求めら
れており、新たな代替冷媒として、アンモニ
ア冷媒が期待されている。
　また、除害方法については、（財）日本冷凍
空調工業会において検討された結果、散布
式除害装置、スクラバー式除害装置等が実
用水準となっており、成果を活用することが
できる。

高圧ガス保安法　第８条（許
可の基準）
冷凍保安規則 第７条第１項
第16号（定置式製造設備に係
る技術上の基準）
冷凍保安規則　第36条第２項
第１号のニ
冷凍保安規則関係基準　14.
除害装置

経済産業省

　アンモニア冷凍設備は、アンモニアの毒性
から、漏洩時対策のため対策設備（除害設
備）を設けなければならない。しかし冷凍保
安規則関係基準には、「大量の水を使用す
る」とされているだけで、必要とされる基準が
不明確であり、基準の適合性を判断する都
道府県によって、明示的な基準の有無など、
対応が異なることとなっている。

5111 5111016 社団法人日本
自動車工業会 11 高圧ガスの受け入れ立会検

査の見直し

モニター等による遠隔からの監視立会いで
も可能となるよう認めていただきたい。
（高圧ガス以外の原動力工程（変電所、圧縮
エア、ボイラー設備、排出処理等）は、モニ
ター等による遠隔監視が認可されており、高
圧ガスでも遠隔監視が認可されれば、モニ
ター室での複数設備の管理が可能となる。）

タンクローリーが納品に来るたびに、「高圧
ガス製造保安責任者」の資格を有する人が
現地まで行き、監視と設備の点検を行ってい
る。
（タンクローリー運転手も「高圧ガス製造保安
責任者」の資格を有しており、納入時の安全
のポイントは熟知している。）

高圧ガスをタンクローリーから移すのに、１
回あたり３０～４０分の時間を要し、日に５～
６回の納品がある。また、事業所によっては
該当個所が複数あるところも有り、全体とし
て相当の時間を要している。

高圧ガス保安法７４条
（保安係員の職務） 経済産業省 重点要望項目

5111 5111033 社団法人日本
自動車工業会 11

CO2冷媒の充填について、高
圧ガスの製造及び販売に係
る規制の緩和

次の１又は２のいずれかにより、CO2冷媒の
充填に係る規制を緩和して頂きたい。
1．CO2冷媒サービス缶の規格を定め、その
規格に適合するサービス缶を用いる場合
は、高圧ガス保安法の適用を除外する。
２．CO2冷媒充填装置の規格を定め、その
規格に適合する充填装置を用いる場合は、
高圧ガス保安法の適用を除外する。

CO2を冷媒とする冷凍機にガスを充填する
場合、事業所ごとに都道府県知事へ「高圧
ガス製造」の許可申請又は届出、並びに「高
圧ガス販売」の届出を行い、設備上や作業
上の基準に適合させることが必要である。
HFC134aやCFC12を冷媒とする冷凍機への
ガス充填は、所定の規格に適合するサービ
ス缶若しくは回収装置を用いる場合は、高圧
ガス保安法第３条により、本法の適用が除
外されている。

環境保全の観点から自然冷媒であるCO2を
冷媒とする冷凍機の開発、普及に取り組ん
でいるが、自動車整備工場やガソリンスタン
ド等、数多くの事業所で「高圧ガス製造」「高
圧ガス販売」の届出を行い、設備上、作業上
の基準に適合させることは極めて困難であ
る。

高圧ガス保安法第５条（製造
の許可等）、及び第２０条の４
（販売事業の届出）

経済産業省 重点要望項目

5021 5021223
社団法人日本
経済団体連合
会

11 ガス事業におけるメンブレン
ガスホルダの認定【新規】

　「ガス工作物技術基準の解釈例」において
メンブレンガスホルダに関する基準を追加す
るなどによって、本審査の省略・簡略化すべ
きである。

　特に中小規模のガスホルダの選択肢を広
げ、バイオガスプラントの建設コストを下げる
ことによって、バイオマス利用の一層の促進
が期待できる。

ガス工作物の技術上の基準
を定める省令　第32条
ガス工作物技術基準の解釈
例　第37条

経済産業省

　ガス工作物としてのガスホルダの構造は
「ガス工作物の技術上の基準を定める省令」
によって規定され、その具体的技術要件を
示す「ガス工作物技術基準の解釈例」では
鋼板製のガスホルダを前提に定められてい
る。
　欧州等で多くの実績のあるメンブレンガス
ホルダを使用する際、「当該省令に照らして
十分な保安水準の確保が達成できる技術的
根拠がある」ことを確認するため、都度、技
術基準適合性評価委員会に諮って評価を受
ける、あるいは過去の同一物設置実績を調
査することとなるが、いずれも設置者は膨大
な技術的検討・試算資料の提出が要求され
る他、審査終了までに長期間を有する。

5072 5072055 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 国際基準との整合化の推進

日本の関係省庁が規制手続きを簡素化し、
より多くの国際基準および性能規格を参照
し、適合評価機関承認の基準について、（外
国の試験・検査機関の無差別化を含み）
ISO/IEC 基準と慣行との調和を図ることを要
望する。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

2.2.1.国際基準の促進／外国試験・検査機関
の承認

による。

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100062 外国の適合評価機関の指定
に関する情報の明示

工業標準化法
電気用品安全法　等

（１）本年３月に発表された「対日投資促進プ
ログラム」において、「基準、規格の国際標
準化を推進し、関係各国の実状等を踏まえ、
必要に応じて相互承認を進める」ことがうた
われている。
（２）このような方針を踏まえて、適合性評価
機関の指定・認定については、適切な場合
には、民間企業の参入を認めることとしてい
る。

ｄ -

外国の適合性評価機関を承認している法令
のデータベースは存在しないが、ＥＵ側の関
心事項の多くは以下のような例でカバーされ
ると考えられる。
○電気用品安全法
　２００１年の改正により、政府認証から第三
者検査機関による認証に移行し、国内のみ
ならず外国の適合性評価機関も認定／承認
している。また、２００４年３月より、この認定
／承認制度を登録制度に移行し、登録の基
準にＩＳＯ／ＩＥＣが定めた製品認証機関に関
する基準を引用することとした。ＵＲＬ：
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/00014
67/index.html
○工業標準化法（ＪＩＳ法）
　ＪＩＳマーク表示の認定については、国が行
うだけでなく株式会社を含む国内外の第三
者認証機関においても行うことが可能となっ
ている。また、ＪＩＳマーク表示認定工場に対
する検査を行う機関についても、株式会社を
含む国内外の機関において行うことが可能
となっている。なお、両制度は、ISO/IEC
Guide65に適合する形で行われている。ＵＲ
Ｌ：
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/00014
67/index.html

5072056 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z1100063
JASおよびJISにおける登録
外国認定機関となるために必
要な手続の簡素化、迅速化

工業標準化法

ISO/IEC Guide 61に基づき、工業標準化法
における認定機関の承認の手続きは、国内
外無差別の取扱いとなっている。
したがって、EU域内の機関も、工業標準化
法における承認認定機関となり、当該分野
に係るJIS工場の認証を希望する事業者に
対して審査を行った上で、JISマークの付与
を行うことが可能となっている。

ｄ －

現時点では、EU域内の機関で承認認定機
関となっているものは存在しないものの、承
認認定機関となることを希望する機関がある
のであれば、まずは経済産業大臣に対し所
定の申請をしていただくことが必要と考え
る。

5072059 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z1100064 電子体温計、電子血圧計の
規制の一元化

計量法第１６条第１項、第７６
条

計量法では、計量器としての耐久性及び正
確性の確保の観点から必要な規制を設けて
おり、薬事法では、医療機器としての安全性
の確保（人体への悪影響の防止等）の観点
から必要な規制が設けられているところ。

ｃ

計量法は薬事法とはその目的を異にするこ
とから、引き続き計量法で電子体温計及び
電子血圧計の正確性を確保するための規制
を行う必要がある。
なお、薬事法との関係では電子体温計及び
電子血圧計の技術基準について可能な限
り、規格の統一を図っている。

回答では、計量法に基づく計量の証明を受
けたものについて結果を受入れていること
で、現行制度で対応可能としているが、
①申請者の申請書作成負荷、申請費用の
削減などのためにまずは、各種申請書類等
の統一化および窓口などのワンストップ化に
のついて具体的に検討され示されたい。
②上記①を踏まえた実施時期について、そ
の時期となる理由を含め具体的に示された
い。

ｃ

　御指摘の「計量法に基づく計量の証明を受
けたものについて結果を受け入れていること
で、現行制度で対応可能」としている点につ
いては、厚生労働省の回答と認識している
が、本件については、前回の対応策で記し
たとおり、計量法による規制と薬事法による
規制はその目的を異にしており、検査に当
たって申請が必要になる書類・項目などにも
相当程度差異があることから、引き続き正確
性を確保するための規制を行っていく必要
がある。

5021066
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100065
電子式複合計器の最大需要
電力計の検定試験方法の見
直し

○計量法第１６条、第７１条
○特定計量器検定検査規則
第６７９条、第６８２条

　特定計量器の検定においては、計量法第
７１条に定める合格条件に適合した場合に
合格となる。

ｂ Ⅲ

　省令で定められた技術基準である特定計
量器検定検査規則は、機械式をベースに、
電子式に適用する基準を追加した構成と
なっている。また、電気計器の製品規格であ
るＪＩＳ規格については、機械式に限定した構
成となっている。
　これは、これらの省令及び規格が制定され
た当時、電子式計器が現在ほど普及してい
なかったためと考えられる。
　しかしながら、近年の新型の電子式計器の
急速な普及や、技術基準を国際整合化させ
るべきといった動き等を背景に、現在、社団
法人日本計量機器工業連合会に設置され
た「計量法に規定する特定計量器技術基準
のＪＩＳ化に関する調査研究委員会／電力・
電力量計ＷＧ」において、電気計器全体に係
る技術基準のＪＩＳ化見直し作業が進められ
ているところ。
　本作業は、平成１７年度中を目途に結論を
得る予定であるため、本要望事項について
も、見直し作業の結果を踏まえ、規制の在り
方を検討することが適当であると考えてい
る。

回答では、電気計器全体に係る技術基準の
ＪＩＳ化見直し作業の結果を踏まえ検討する
ことが適当とされているが、
電子式計器が急速に普及してきていること
から、平成１７年度中結論を待たず、早急に
措置することを改めて検討されたい。

ｂ Ⅲ

　電子式複合計器の最大需要電力計の検
定試験方法の見直しについては、現在検討
されている「計量法に規定する特定計量器
技術基準のＪＩＳ化に関する調査研究委員会
／電力・電力量計ＷＧ」の議論と整合性を
もって検討されるべきと考えているところ。
　現在、ＷＧにおいては、特定計量器検定検
査規則のＪＩＳ化について具体的方策の検討
がなされている段階であり、今回の要望につ
いては、新たなＪＩＳの骨格が固まった段階で
検討するべきものと考えている。

5021285
社団法人日本
経済団体連合
会

11
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100062 外国の適合評価機関の指定
に関する情報の明示

z1100063
JASおよびJISにおける登録
外国認定機関となるために必
要な手続の簡素化、迅速化

z1100064 電子体温計、電子血圧計の
規制の一元化

z1100065
電子式複合計器の最大需要
電力計の検定試験方法の見
直し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5072 5072056 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11 外国の適合評価機関の指定

に関する情報の明示

外国の適合評価機関の指定を認めているす
べての法律に関して、包括的な情報の提供
を望む。その情報は、使いやすい形式で作
成されることを望みたい。すなわち、承認・指
定に関する日本の基準と該当するISO/IEC
基準を対応する形でリストにまとめ、
ISO/IEC基準に対して追加的な日本の要件
が明確にわかるようにされたい。そのような
重要な情報が確実に公表されるひとつの方
法は、日本政府が、（i）所轄大臣が外国の適
合評価機関を承認できることを規定する法
律あるいは施行令、(ii)適合評価機関の承認
に適応される基準、(iii)当該基準のISO/IEC
基準／ガイドラインとの整合性の度合いを一
挙に示したデータベースを作成することであ
ろう。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

2.2.1.国際基準の促進／外国試験・検査機関
の承認

による。

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
国土交通省

5072 5072059 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

JASおよびJISにおける登録
外国認定機関となるために必
要な手続の簡素化、迅速化

JAS およびJIS規則のもとで登録外国認定
機関（RFCO）となるために必要な手続きを簡
素化・加速化すること。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

2.2.2.国際基準の促進／建築基準　建築材
料のホルムアルデヒド発散基準

による。

農林水産省
経済産業省

5021 5021066
社団法人日本
経済団体連合
会

11 電子体温計、電子血圧計の
規制の一元化【新規】

　電子体温計、電子血圧計を規制する法律
体系を一本化すべきである。

　新製品開発時、並びに承認品目の設計変
更時に、申請者は所管する両省が指定する
書式に沿った申請書を作成し、審査を経た
後に認可を得ているが、審査基準となる規
格は、両省とも国際的に統一されている同
一規格を使用しているため、試験内容には
重複する部分が多くある。すでに、米国にお
いては連邦食品・医薬品・化粧品法（監督官
庁：FDA）が唯一の法律として、また欧州の
CEマーキング加盟各国では「医療機器指
令」が唯一の規制法として統一されている。
法体系を一元化することにより、申請者の申
請書作成負荷、申請費用の削減のみなら
ず、行政機構の簡素化にもつながる。

計量法、薬事法 経済産業省
厚生労働省

　電子体温計および電子血圧計は、計量法
と薬事法の二つの法体系下にあり、計量法
下では特定計量器として独立行政法人産業
技術総合研究所にて型式承認申請を必要と
し、また、薬事法下では医療用具として医療
用具製造（輸入）承認申請を必要としてい
る。これらの申請の基準となる規格には重複
する部分が多い。また、この二法に係る規制
は、両機器の承認時ばかりでなく、製造、販
売、修理に及んでいる。

5021 5021285
社団法人日本
経済団体連合
会

11
電子式複合計器の最大需要
電力計の検定試験方法の見
直し

　現在、電子式複合計器の最大需要電力計
の検定については、機械式計器の分離型の
試験方法を準用して実施しているが、電子
式複合計器の構造、動作原理に応じた試験
方法を採用すべきである。

　複合一体型電子式計器にあっては、最大
需要電力計は分離型ではなく、しかも電子
回路とソフトウェアで機能しているため、本来
表示誤差も機構誤差もないのが特徴であ
る。したがって、複合一体型電子式計器に
限っては、従来の試験方法ではなく、電力量
計部との表示整合確認のみ実施することに
よって、最大需要電力計部の確からしさを確
認することが可能である。
　検定内容を簡素化することにより、検定手
数料の低減が期待できる。

計量法第16条、第71条
特定計量器検定検査規則第
679条、第682条

経済産業省

　現行の規制では、最大需要電力計が計器
本体と分離型の最大需要電力表示装置で
構成されていることを前提に、この間でパル
スを受け渡すための表示誤差と機構誤差を
試験するように規定している。
この結果、最大需要電力量の現行の検定試
験では、表示誤差と機構誤差を確認するた
め、30分毎の計量データの平均値をとる必
要があり、検定試験作業に時間を要するの
が現状である。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 54 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100066
定格電流60Ａの電子式単独
計器の検定有効期間の見直
し

○計量法第１６条、第７２条
○計量法施行令第１８条

　計量法施行令第１８条において、定格電流
が６０Ａの電気計器は、２０Ａの計器ととも
に、検定有効期間が７年と定められている。 ｂ Ⅱ

　省令で定められた技術基準である特定計
量器検定検査規則は、機械式をベースに、
電子式に適用する基準を追加した構成と
なっている。また、電気計器の製品規格であ
るＪＩＳ規格については、機械式に限定した構
成となっている。
　これは、これらの省令及び規格が制定され
た当時、電子式計器が現在ほど普及してい
なかったためと考えられる。
　しかしながら、近年の新型の電子式計器の
急速な普及や、技術基準を国際整合化させ
るべきといった動き等を背景に、現在、社団
法人日本計量機器工業連合会に設置され
た「計量法に規定する特定計量器技術基準
のＪＩＳ化に関する調査研究委員会／電力・
電力量計ＷＧ」において、電気計器全体に係
る技術基準のＪＩＳ化見直し作業が進められ
ているところ。
　本作業は、平成１７年度中を目途に結論を
得る予定であるため、本要望事項について
も、見直し作業の結果を踏まえ、規制の在り
方を検討することが適当であると考えてい
る。

回答では、電気計器全体に係る技術基準の
ＪＩＳ化見直し作業の結果を踏まえ検討する
ことが適当とされているが、
60A電子式単独計器は、現行の30A及び
120Aの電子式単独計器（検定有効期間10
年）と同じ構造であり、その信頼性も同等で
あることから、技術基準のJIS化の結論を待
たなくとも、JIS化作業と並行しつつ、検定有
効期間の見直しの検討は可能である。オー
ル電化等、一般家庭の消費電力も大きくな
る傾向にある昨今、計量コスト削減に資する
60A電子式単独計器導入のニーズが高まっ
てきている実態を踏まえて、早急に措置する
ことを改めて検討されたい。

ｂ Ⅱ

　定格電流６０Ａの電子式単独計器のニーズ
については理解しているところ。当該計器の
検定有効期間の延伸については、現在検討
されている「計量法に規定する特定計量器
技術基準のＪＩＳ化に関する調査研究委員会
／電力・電力量計ＷＧ」の議論と整合性を
もって検討されるべきと考えているところ。
　現在、ＷＧにおいては、特定計量器検定検
査規則のＪＩＳ化について具体的方策の検討
がなされている段階であり、今回の要望につ
いては、新たなＪＩＳの骨格が固まった段階で
検討するべきものと考えている。

5021286
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100067 計器用変成器の有効期間の
延伸

○計量法第１６条、第７３条、
第７４条
○特定計量器検定検査規則
第４条

　計量法第７３条第２項において、変成器付
電気計器検査の申請を行う場合には、変成
器を添えなければならないとされているが、
同項ただし書きにより、変成器に付された合
番号が表示された日から起算して１０年以内
であれば､書面データの提出により、変成器
の提出に代えることができる。

ｂ Ⅲ

平成１４年に、電子式の変成器付電気計器
の検定有効期間が５年から７年に延長され
たところ。これは、電子式の変成器付電気計
器が機械式の計器に比べ、品質や耐久性の
面で優れている等の理由から、関係者間で
検討を重ねた結果、実施が妥当とされ、延
長されたものである。
 一方、変成器の有効期間については、現
在、初回の検査から１０年を経過するまでの
間は書面による検査が認められているところ
であるが、変成器自体の品質・耐久性や、実
際の検定・検査受検に係る運用・手続きの
円滑化の観点から、有効期間の見直しにつ
いて検討する余地はあると考えている。
 今後、変成器の品質・耐久性等に係るデー
タを十分に検証した上で、期間延長の是非
について検討することは可能。

回答では、今後、変成器の品質・耐久性等
に係るデータを十分に検証した上で、期間延
長の是非について検討することは可能とさ
れているが、変成器は、可動部がなく原理的
に精度の経年変化が小さいと考えられ、既
に実施したサンプル調査結果等においても、
精度の経年変化がほとんどないことが確認
できていることから、早急に措置することを
改めて検討されたい。

ｂ Ⅲ

　変成器の検査有効期間については、変成
器の品質や耐久性の検証に加え、計器も含
めた実際の検定・検査受検に係る運用・手
続きの円滑化の観点からの十分な検討が必
要であるため、これらを踏まえた上で、できる
だけ早期に結論を得るべく検討を開始するこ
ととしたい。

5021287
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100068 時間帯別計量の検定の見直
し

○計量法第１６条
○特定計量器検定検査規則
第１３条、第１４条
○計量法関係手数料令別表
第２備考第４号

　特定計量器検定検査規則第１３条第１項
において、２以上の表示機構を有する特定
計量器は、いずれの表示機構も検定に不合
格となったものであってはならないとされて
いる。
　また、特定計量器検定検査規則第１４条第
一項においては、特定計量器は、当該特定
計量器と構造上一体となっている計量器（当
該特定計量器の計ることができる範囲を切
替装置によって変更した後のものを含む。）
が検定に合格しない特定計量器又は有効期
間の経過した検定証印若しくは検定証印等
の付された特定計量器であってはならないと
されている。

ｂ Ⅱ

　複数の時間帯で電力量を計量する時間帯
別電力量計については、それぞれの時間帯
における、異なった電力供給サービス（契
約）に対応する計量器であると考えられるた
め、その時間帯の数に応じた特定計量器
（電力量計）が必要である。
　このため、時間帯毎の検定を廃止すること
は困難であるが、時間帯別計器における２
つ目以降の表示機構の検定については、検
定台数の増加に伴い作業の効率化等が図
られ、現在の工数が低減されることがあれ
ば、実費を勘案し、計量法関係手数料令別
表第２備考第４号に定められている現在の
割引率（２割引き）を見直すことは可能であ
る。
　また、上記割引率の改定により、手数料が
低減された場合、家庭用の時間帯別電力量
計のコストダウンにつながり、遠隔検針の普
及を図るとしている「e-Japan重点計画－２０
０３」の趣旨に沿うものとなる。

回答では、作業の効率化等が図られ、現在
の工数が低減されることがあれば、実費を
勘案し、計量法関係手数料令別表第２備考
第４号に定められている現在の割引率（２割
引き）を見直すことは、検定コスト低減に資
するものであり、評価できるものであるが、
が、
①現在、電力各社は、需要家ニーズに応え
るため時間帯別電気料金メニューの多様化
に取り組んでおり、現行の検定制度の下で
より細やかな料金メニューを提案すると、
却って検定コストの増大に繋がる。さらに、
料金メニュー変更の都度、計器取替えが必
要となるため、計量コストがかさむとともに需
要家ニーズへの迅速な対応ができないと
いった問題もある。これら実態を踏まえ、時
間帯別計量の検定の在り方についての抜本
的な見直しが平成１６年度までに実施される
ことの可否について改めて検討され、示され
たい。
②上記①を踏まえた実施時期について、そ
の時期となる理由も含め具体的に示された
い。

ｂ Ⅱ

　先にお示しした理由のとおり、時間帯毎の
検定の廃止は困難であるが、検定の実態に
即した範囲で、出来る限りの検定手数料値
下げをこれまでも実施してきており、今後も
引き続き検討する予定である。

5021288
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100068

（上記の続き）

時間帯別計量の検定の見直
し

5021288
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 55 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100066
定格電流60Ａの電子式単独
計器の検定有効期間の見直
し

z1100067 計器用変成器の有効期間の
延伸

z1100068 時間帯別計量の検定の見直
し

z1100068

（上記の続き）

時間帯別計量の検定の見直
し

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021286
社団法人日本
経済団体連合
会

11 定格電流60Ａの電子式単独
計器の検定有効期間の設定

　現行の規定によれば、定格電流60Ａの電
子式単独計器の有効期間は７年となるが、
定格電流30Ａおよび120Ａ計器と同様に有効
期間を10年とすべきである。

　電気計器の有効期間は、過去の開発経緯
から、機械式計器は定格電流毎に構造が異
なることから、定格電流で有効期間を設定し
ている。
　近年の一般家庭の電気使用量増加に対応
するため、定格電流60Ａの電子式単独計器
の必要性が高まっており、現在、同計器の
開発を進め、至近に製品化できる見込みで
ある。
　定格電流60Ａの電子式単独計器は、定格
電流30Ａおよび120Ａの電子式単独計器と同
様の構造であり、有効期間を10年とすること
が可能であると考える。
需要家メニューへの柔軟な対応と最適容量
の計器設置による計量コストダウンが図れ
る。

計量法第16条
計量法第72条
計量法施行令第18条

経済産業省

　電気計器の検定有効期間に関しては、定
格電圧が300V以下の単独計器（変成器とと
もに使用しないもの）については原則10年と
されているが、定格電流が20Ａおよび60Ａの
計器にあっては、有効期間が７年と規定され
ている。（電子式単独計器で一般的に使用し
ている定格電流30Ａおよび120Ａの計器の有
効期間は10年である。）

5021 5021287
社団法人日本
経済団体連合
会

11 計器用変成器の有効期間の
延伸

　特定計量器検定検査規則第４条で定める
変成器のデータを書面で添付することにより
検査を受けることが認められている期間であ
る10年を延伸すべきである。

　変成器は、可動部がなく原理的に精度の
経年変化が小さいと考えられ、電力で実施し
たサンプル調査結果等においても、精度の
経年変化がほとんどないことが確認できて
いることから、変成器のデータを書面で添付
することで検査を受けられる期間の延伸が
可能である。
　本要望の実現により、変成器取替え頻度
の低減による計量コストの低減、変成器の
取替えに伴う停電の回避が期待できる。

計量法　第16条、第73条、第
74条
特定計量器検定検査規則
第４条

経済産業省

　変成器付電気計器の検査において、変成
器に付された合番号が表示された日から起
算して10年以内であれば､変成器のデータを
書面で添付することによって検査を受けるこ
とが認められている。
　結果として、変成器の取替え等を行うこと
なく、継続して使用できる期間は、実質的に
10年に計器の検定有効期間を加算した期間
である。

5021 5021288
社団法人日本
経済団体連合
会

11 時間帯別計量の検定の見直
し

　１つの検出部で計量した値を時間帯毎に
区分するような機能を持つ（検出部と一体と
なった表示機構を有する）電子式計器につ
いては、全日計量値を除き、時間帯別計量
値の検定を廃止すべきである。

　電子式時間帯別計器の時間帯別計量値
は、１つの検出部が計量した値を時間帯毎
に区分した値であるため、１つの検出部の計
量機能の確からしさが担保されれば、機構
上、時間帯別計量値に誤差は発生しない。
また、このような機構上の特質の確認は、計
器の型式試験において確認が可能である。
　よって、電子式時間帯別計器については、
型式試験により機構を確認することと、検定
において共通する検出部の計量機能の確か
らしらを確認することにより、時間帯別計量
値の確からしさを担保できることから、個々
の時間帯計量値の検定を廃止することが可
能である。

計量法第16条
特定計量器検定検査規則第
13条

経済産業省
　一つの計器で複数の時間帯の電力量等を
表示する場合、時間帯計量毎に検定を受け
る必要がある。

5021 5021288
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

時間帯別計量の検定の見直
し

（上記の続き）

　時間帯別計量を検定対象外とすることによ
り、計器を取り替えることなく、電気料金メ
ニュー契約を変更できることとなり、消費者
ニーズへの迅速な対応と計量コスト軽減が
可能となる。
　従来の表示端末（分離する事ができる表
示機構）に比べて、大幅なコストダウンおよ
びコンパクト化が可能となる。

経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 56 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100069 電気計器の表示に係る規制
の緩和

○特定計量器検定検査規則
第２条、第１１条、第７１２条他
○特定計量器検定検査規則
の規定に基づき通商産業大
臣が別に定める特定計量器
について
○計量法、計量法施行令及
び計量法施行規則等の解釈
及び運用について（１．取引
又は証明における計量の定
義）

　特定計量器検定検査規則第１１条におい
て、電力量計は、検出部と構造上一体となっ
た表示機構を有するものでなければならな
いとされている。

ｃ

　計量法は、消費者と事業者との間の取引
に係る計量について、適正な計量の実施を
確保することによって、消費者保護を図るこ
とを目的としている。
　特定計量器検定検査規則第１１条は、本
目的を踏まえ、特定計量器について、消費
者が取引に使用するための計量値の識別を
容易に行えるような措置を講じることを規定
したもの。
　したがって、計量器本体に計量値の表示
がない計量器（時間帯別料金制度等のメ
ニューを選択しているにもかかわらず、基本
計量値（全日使用量）のみの表示を行う計量
器を含む）を使用した場合、消費者は、容易
に（電話やインターネット等の手段にもよら
ず）計量値の識別を行うことができないた
め、法の最大の目的である消費者保護の観
点から、このような形での計量器の使用は
認められない。

回答では、消費者保護の観点から、計量器
本体に計量値の表示がない計量器の使用
を認めないとされているが、
①  「計量値の識別の容易性」については、
昨今のインターネット普及は目覚しく、平成
15年7月時点で世帯普及率は既に50％を超
えており、消費者の理解が得られる場合に、
例えばインターネットを活用した計量値・電
気料金提示システムを提案することにより、
部屋にいながらにして計量値・電気料金を識
別でき、識別の容易性のみでなく生活の利
便性も向上する。このようなシステムの下で
は、計器本体をシンプルにしコストダウンを
図り、また料金メニューの変更を容易にする
ことが可能となるため、消費者、電力会社と
もにメリットを享受することが可能となる。消
費者保護のコンセンサスを形成し、また、IT
を活用した消費者の利便性向上に向けた電
力会社の取組み状況を評価のうえ、具体的
な対応策を改めて検討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施時期について、そ
の時期となる理由も含め具体的に示された
い。

ｃ

　計量器が表示機構を有することについて
は、電気計器に限らず、特定計量器すべて
に共通した、消費者保護を目的とした考え方
である。
消費者は、計量器の表示値のみにより、正
確さが担保された取引量を知りうるため、計
量器から表示機構を切り離した場合、契約
の一方である電力会社側のみが取引量を知
ることとなる。この場合、消費者は希望しな
い限り表示値の確認ができず、更にその表
示値の正確性は検定により正確性を担保さ
れたものではない。
このため、表示機構を切り離すことについて
は、消費者の理解を得ることはできないと考
えているが、たとえ理解が得られたとしても、
このような取引の形態は、適正で公平な取
引を阻害するおそれがあるため、認められな
い。
電気計器の場合、計量器の表示値は、消費
者と電力会社の取引に直接使われる値であ
るため、生活の利便性という理由をもって表
示機構を切り離し、計量器の表示値以外の
値により取引量を確認するような方法は、上
記考え方から認められない。

5021289
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100069

（上記の続き）

電気計器の表示に係る規制
の緩和

5021289
社団法人日本
経済団体連合
会

12

z1100070 工業用水メーターへの計量法
適用の見直し 計量法第１６条第１項

計量法で指定された計量器（特定計量器）を
取引又は証明における法定計量単位による
計量に使用又は使用に供するために所持す
る場合には、検定に合格したことを証する検
定証印が付されていなければならず、当該
証印の有効期間が特定計量器毎に定めら
れている。本制度は取引又は証明における
計量の正確性を確保することにより、取引の
円滑化を図り、もって経済の発展等に寄与
するものである。

ｄ

単なる監視用（自己確認用）としてのみ使用
するなど、①特定計量器による計量値に基
づいた取引を行わず、また、②当該計量値
が真実であることを公に又は業務上他人に
表明しない場合には、当該特定計量器につ
いては検定を受けることを要しない。

回答では、現行制度下で可能とされている
が、
①解釈の徹底の観点から、通達・ガイドライ
ン等により早期に周知を図ることについて具
体的に検討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施時期について、そ
の時期となる理由も含め具体的に示された
い。

ｄ －

　計量法第２条第２項で「「証明」とは、･･･
（略）･･･業務上他人に一定の事実が真実で
ある旨を表明することをいう。」と規定されて
いるとともに、同法第１６条第１項では、取引
又は証明に特定計量器を使用する等の場
合には当該特定計量器には有効期間を経
過していない検定証印等が付されていなけ
ればならないことが規定されており、これら
により解釈は明確になっている。

5079007

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11

z1100071 工業用水の責任水量に係る
減量の容認

工業用水道事業者が定める
供給規程（給水条例）による

　工業用水道事業は先行投資事業であり、
工業用水道施設は、立地予定企業（受水
者）からの将来需要に基づく要請等をもとに
建設される。工業用水道事業者は、その施
設の建設に投下した費用及びその他運営に
伴う費用（総括原価）を、受水者からの料金
収入により回収するため、事業者の多くは工
業用水の使用実績にかかわらず、受水者に
対して契約水量に応じた料金を徴収する責
任水量制を採用しており、その旨を供給規
程に定めている。
　責任水量の減量については、工業用水道
事業者の多くは、企業の倒産や撤退等やむ
を得ない場合にのみ認めている。
　なお、工業用水道事業法においては、工業
用水道事業者から、料金等の供給条件を定
めた供給規程の当省への届出等が義務付
けられており、その際、料金が適正な原価に
照らし公正妥当なものであること等が求めら
れるが、責任水量制等料金設定の考え方に
ついては、当省として関与していない。

ｅ

　責任水量制は、国で関与しているものでは
なく、基本的には事業者と受水者の間で解
決すべき問題である。
　一方、近年における水需給の動向から責
任水量制の見直し等の要望がなされている
ことを踏まえ、当省としても事業者及び受水
者に対して減量問題への対応事例の紹介や
解決に向けた適切な助言を行ってまいりた
い。

5079005

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 57 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100069 電気計器の表示に係る規制
の緩和

z1100069

（上記の続き）

電気計器の表示に係る規制
の緩和

z1100070 工業用水メーターへの計量法
適用の見直し

z1100071 工業用水の責任水量に係る
減量の容認

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021289
社団法人日本
経済団体連合
会

11 電気計器の表示規制の緩和
【新規】

　消費者宅に施設された計器(検出部)から
遠隔検針で収集した計量データをもとに、営
業所システムで時間帯別に振り分け、その
結果については消費者が宅内表示端末やイ
ンターネット、電話等を通じて容易に確認で
きる計量システムが実現可能となるよう電気
計器の表示に関する規制を緩和すべきであ
る。
具体的には、
-「計量値」の定義を、現行の計器の表示値
に加え、デジタルデータの出力値でもよいこ
ととすべきである。（検則第2条緩和）
- 計器本体以外で消費者が計量値を確認す
る手段がある場合は、電気計器に必ずしも
表示機構を設置しなくてもよいこととすべき
である。（検則第11条）
- 電気計器の検定試験方法における器差試
験等については、表示値の検査ではなく、検
出部の出力値によっても良いこととすべきで
ある。（検則712条他）

　消費者ニーズに応えるため、料金メニュー
の多様化に伴い今後ますます時間帯別契約
が増加していく中、時間帯別計量・表示を計
器で行う現行の計量システムでは、計量コス
トや工事要員確保の面で大きな問題となっ
てくる。
　これらの問題解決のためのひとつの手法
として、遠隔検針により収集した計量値デー
タを基に、営業所システムで時間帯別に振り
分ける計量システムが挙げられ、これにより
料金メニュー変更に伴う計器取替えや計量
カレンダーの現地書き換えが不要となる。
　電力会社による自由な料金メニューの創
設が可能となり、消費者は料金の低減化や
負荷平準化によるCO2の削減を図ることが
できる。

特定計量器検定検査規則 第
２条、第11条、第712条他
特定計量器検定検査規則の
規定に基づき通商産業大臣
が別に定める特定計量器に
ついて（平成６年通商産業省
告示第473号　平成６年８月９
日告示）
計量法、計量法施行令及び
計量法施行規則等の解釈及
び運用について（平成６年７
月１日　六機局第290号） 1．
取引又は証明における計量
の定義

経済産業省

　「計量値」は、「計量器の表示する物象の
状態の値」、すなわち計器の表示機構で表
示する値であり、電気計器の表示機構は、
検出部と構造上一体となったものであるか、
検出部と近接して設置しなければならないこ
ととされている。
　時間帯別料金メニュー契約には、計量カレ
ンダーを持ち時間帯別に計量・表示する時
間帯別電子式計器を設置しているが、料金
メニュー変更やハッピーマンデーの導入等
の都度、計器取替えや現地での計量カレン
ダーの設定変更が必要となる。

5021 5021289
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

電気計器の表示規制の緩和
【新規】

（上記の続き）

　上記の新たな計量システムの通信機能を
活用することにより、ガス・水道等との共同
検針や遠隔家電制御（ＨＥＭＳ）、省エネル
ギーサービス（ＥＳＣＯ）など新規ビジネスの
創出が可能となる。
　計器本体については、時間帯別機能を有
する計器の多品種少量化が進んできたが、
上記の新たなシステムにより、表示機構を有
さない単機能メーターとすることが可能とな
り、大幅なコストダウン（一般汎用メーター
並）が期待できる。

経済産業省

5079 5079007

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11 工業用水メーターへの計量法
適応緩和

従量契約のない工業用水契約に対して、計
量法が適用され、8年ごとの検定が義務化さ
れている。

平成５年に計量法が改正され、平成15年11
月1日より既設のメーターにも型式認定され
たメーター取り付けが義務付けられた。工業
用水の利用契約は、県企業局と交わされて
いるが、取引は契約水量に対して対価を支
払っている。契約水量を監視する目的でメー
ターが取り付けられているが、工業用水利
用量が契約水量に較べて大幅に少ない場
合は正確なメーターによる管理は不要であ
る。

計量法第72条2項、同施行令
第2条の５、同第12条の８、同
附則表３

経済産業省

5079 5079005

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11 工業用水の責任水量変更の
件 責任水量の減量を認めてほしい。

工業用水に対する需要がいかに変動した場
合でも、受水契約を締結した時点の判断に
永久に縛られて、責任水量の変更が一切で
きないというのは酷である。

工業用水道条例 経済産業省

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 58 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100072

機器と一体的に使用されるＡ
Ｃアダプター及び電源コード
セットの電気用品安全法上の
取扱いの一部見直し

電気用品安全法第２条、第１
０条第１項
電気用品安全法施行令第１
条の２
電気用品安全法施行規則第
１７条第１項

　ＡＣアダプターは電気用品安全法上の「直
流電源装置」として単独の電気用品として指
定しており、電源コードセットは「コード、差込
みプラグ、並びに器具用差込みプラグ又は
コードコネクターボディ」としてそれぞれ指定
しているものを一体として総称したものであ
る。
　ＡＣアダプターについては、電圧等を制御
するための特定の信号線を有するなど、他
の電気用品と一体不可分のものとして特定
の用途に使用される構造のものにあっては、
直流電源装置としてではなく、当該電気用品
の一部として取り扱われている。このような
取扱いと同様に、電気用品安全法の規制対
象外の機器のためのみに使用される構造の
ものにあっては、同法の対象外として取り扱
われている。
　また、電気用品安全法の対象外である電
気製品に同梱するために、当該電気製品の
製造・輸入事業者が、単独で輸入する著し
い汎用性のない電源コードセットについて
は、当該電気製品と一体のものと見なし、当
該電源コードセット単体で電安法の義務は
課していない。

ｄ

　要望者のいう「電気用品安全法の対象外
であるパソコンなどのみのために使用される
汎用性の無いＡＣアダプターや、パソコンな
どに同梱するために輸入される汎用性の無
い電源コードセット」であれば同法の対象外
として扱っており、既に要望に応じている。
　

既に要望に応じているとの回答であるが、貴省の
想定される「汎用性の無いＡＣアダプター」は殆ど
利用されていない。
電気用品以外の製品（例えばＰＣ）に同梱する直
流電源装置は、その本体（例えばＰＣ本体）だけを
対象に使うことを前提とし、直流電源装置に性能
（出力電圧や容量など）を定め、製造している。こう
して製造された直流電源装置は本体と一体的に使
われるにもかかわらず、「装置／直流電源装置共
に、専用金型を用いたもの」ではないため、貴省が
想定される「汎用性の無いＡＣアダプター」には含
まれない。
本要望の趣旨は、装置・直流電源共に専用金型を
用いない場合であっても、本体の特性に応じた性
能設計がなされ、消費者に対し販売する際にはそ
の本体と同梱する場合には「一体不可分の構造で
ある」として認め、法の適用除外としていただきた
いというものである。再度検討し、見解を示してい
ただきたい。
【参考】
電安法施行令附則別表１十一項に直流電源装置
の定義があり、この中で、直流電源装置の除外事
項として「無線通信機の試験用の物は除く」及び
「その他の特殊構造のものを除く」の２つが掲載さ
れている。後者に係わるこれまでの経済産業省の
解釈は、
「直流電源装置は負荷（本体）と一体不可分の構
造であること」＝装置／直流電源装置共に、専用
金型の構造であり、「直流電源装置から充電が専
用の電気的な制御によって行われること」＝装置
のＣＰＵが直流電源装置有無の検出を行って給電
する／しないの制御を行っている。と実質上、あま
りあり得ない物になっている。

c

　販売に際し、電気用品以外の製品（例えば
ＰＣ）に同梱されるだけでは、本体と一体不
可分の構造であるとはいえず、単体として他
の機械器具に使用される場合もあり得ること
から、このようなＡＣアダプターについては、
電気用品安全法上の直流電源装置として安
全を確保することが必要である。
　なお、販売形態のみによって電気用品安
全法上の対象か否かを区別することは、電
気用品そのものの安全を確保するという同
法の趣旨目的に照らし、適当でないと考え
る。

5021293
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100073

電気用品の事故に係る報告
義務の緩和（製品寿命に達し
た電気用品に関する事故要
因調査の義務緩和）

電気用品の事故等に係る報
告要領
（平成14・01・21商局第3号）

電気用品が原因の事故等が発生した場合、
その事故等の概要、原因及び事業者の対応
を事業者自らが国に報告する制度。

Ｃ

　長期間使用された電気用品の事故原因が
すべて製品寿命によるものであるとは限ら
ず、必要に応じて技術基準の見直し等の措
置が必要になる場合もあり得ることから、製
品寿命の設定により事故等に係る報告を簡
略化することは適当でない。

回答では、報告の簡素化は対応不可とされている
が、
製造者が想定した安全に使用できることを保証で
きる期間（以下、「寿命」と呼ぶ。）を越えた製品が
なんらかの不具合で事故を起こした場合、不具合
を起こすまでの長期間、その技術基準は安全性を
確保したのであるから、この事故の原因を調査す
ることで技術基準に問題が見つかるとは考えにく
い。そもそも、「電気用品の事故等に係る報告要
領」（経済産業省関東経済産業局）において、報告
対象となる事故及び事象の対象範囲として４例が
あげられ、そのうち３つは、「通常の使用状況（正し
い使用状況及び一般消費者が誤りやすい使用状
況を言う。）のもとで発生し得るものを対象とす
る。」とある。
「通常の使用状況」を図る目安として製品の寿命を
明示すれば「一般消費者が誤りやすい使用状況」
のひとつである「寿命を越えた製品の継続使用」を
防ぐことができ、ひいては電気用品の安全性向上
に資することになる。
安価だが寿命の短い粗悪な製品が販売される懸
念も当然残るが、最低限の調査義務期間（例えば
３～５年）を定めることで回避できるし、長寿命を公
告した質の高い製品と並べることでユーザーの選
択肢が広がる。
また、電気用品安全法第一条には「電気用品の安
全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を
促進することにより～」とあるが、より長い製品寿
命の公告がその製品の魅力増加になることを考え
れば、民間事業者の努力により製品寿命の長い
製品の開発に繋がることは自明である。
なお、この改革要望は事故の報告・調査に係る措
置だけであり、事故による身体の危害、財産の損
害に関する責任は、従来どおりＰＬ法等による規定
に従う。
以上の見解を踏まえて、改めて検討されたい。

Ｃ

　長期間使用された電気用品の事故原因が
すべて製品寿命によるものであるとは限らな
いことから、そのような電気用品であっても
事故原因を究明し、必要に応じて再発防止
策等を講じることが必要である。
　他方、仮に事故原因が長期間の使用によ
るものである場合であっても、例えば、技術
基準中の耐久性に関する規定の見直しが必
要となることもあり得ると考えられる。
　また、製造事業者が一方的に設定した「寿
命」を超えた製品を一般消費者が使用する
場合、これを「一般消費者が誤りやすい使用
状況」であるとするのは、一般消費者保護の
観点から、適当ではないと考える。
　なお、より長い製品寿命の公告が民間事
業者による製品寿命の長い製品の開発につ
ながるとの御指摘に関しては、本制度の見
直しには直接関係のない事項であり、製造
事業者が望むのであれば、自主的に製品寿
命を公告すれば足りると考える。

5021294
社団法人日本
経済団体連合
会
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z1100074 模型ロケットエンジンの消費
許可の緩和 火薬類取締法第２５条第１項

火薬の量が２０ｇを超える模型ロケットに用
いられる噴射推進器及び点火具を消費する
場合には、都道府県知事の消費許可が必要
である。

ｃ

火薬類の消費に当たっては、消費の方法が
不適切な場合にはそれにより引き起こされ
た爆発事故等が無関係な者にも甚大な被害
をもたらす恐れがあり、それを防ぐという公
共の安全の維持という観点から都道府県知
事の許可制とし、災害の発生を防止してい
る。
模型ロケットに用いられる噴射推進器はそ
れ自体が飛翔するという性質上、危険性が
高く、悪用される恐れもあるため、現行の許
可制を維持する必要があり、安全に消費を
行うことができるか審査を行う必要があるた
め、届出制とすることは出来ない。

回答では公共安全の維持の観点から届出
制度への移行は対応困難としているが、海
外では許可制度が採用されている実態にも
鑑み、危険度の判断基準整備の観点から、
２０ｇ以上の火薬量でも許可が必要のない上
限について、データの収集・分析を行うなど、
改めて検討されたい。

２０ｇを超える模型ロケットに用いられる噴射
推進器については、平成１６年度から全国火
薬類保安協会において玩具煙火に該当する
かどうかの安全性評価制度が整備される予
定となっていることから、当該制度を活用し、
取り扱うことは可能である。

5017001 日本模型ロ
ケット振興会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 59 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100072

機器と一体的に使用されるＡ
Ｃアダプター及び電源コード
セットの電気用品安全法上の
取扱いの一部見直し

z1100073

電気用品の事故に係る報告
義務の緩和（製品寿命に達し
た電気用品に関する事故要
因調査の義務緩和）

z1100074 模型ロケットエンジンの消費
許可の緩和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021293
社団法人日本
経済団体連合
会

11
機器と一体的に使用されるＡ
Ｃアダプター及び電源コード
セットの一部見直し

　電気用品安全法の対象外であるパソコン
などと一体的に使用される汎用性の無いＡＣ
アダプタや電源コードセットについては、同
法の対象外とすべきである。
　仮にそのような措置が困難な場合につい
ては、製品そのものでなく包装箱や一体的に
使用する製品本体に表示義務となる内容を
付すことを認めるべきである。

　専ら機器と一体的に使用されるよう設計さ
れた直流電源装置等は製品の重要な機能
部分であり、通常、単独では使用できない。
従って、他の電気製品とともに使用される可
能性は無く、また国際的にも、機器本体と直
流電源供給装置には、同一の技術基準が適
用されていることから、機器本体と分離して
特定電気用品に指定する必要はない。
　また、『各府省庁等における規制改革に関
する内外からの意見・要望等に係る対応状
況』（平成15年５月）では、「電気機械器具に
同梱して輸入する電源コードセット」について
は当該機械器具と一体として取り扱う旨の
回答がなされていることから、少なくとも電気
用品安全法の対象外であるPC等に同梱す
ることを前提に単独で輸入する電源コード
セットについては、表示義務の簡素化を進め
るべきである。

電気用品安全法第２条、第８
条、第27条
電気用品安全法施行規則第
11条、第12条

経済産業省

　電気用品安全法により、電気用品は特定
電気用品とそれ以外の電気用品に区分され
ている。特定電気用品の中には、機器と一
体的に使用される専用の直流電源供給装置
（ＡＣアダプター）も含まれている。
　電気用品安全法第10条において、届出事
業者は、技術基準適合義務などを履行した
場合、経済産業省令で定める方式による表
示を付することができ、同法第27条「電気用
品の製造、輸入又は販売の事業を行う者
は、第10条第1項の表示が付されている物で
なければ、電気用品を販売し、又は販売の
目的で陳列してはならない」に違反せず販売
することができる。
　電気用品安全法施行規則第7条において
記載すべき事項のひとつとして、届出事業者
の氏名または名称が定められており、輸入
品に関しては届出事業者として輸入事業者
の氏名又は名称を表示することが求められ
ている。

5021 5021294
社団法人日本
経済団体連合
会

11

電気用品の事故に係る報告
義務の緩和（製品寿命に達し
た電気用品に関する事故要
因調査の義務緩和）【新規】

　電気用品を製造した企業がその安全性を
保障できる期間として寿命を公告し、その寿
命を超えて使用された製品が事故を起こし
た場合については、その事故の原因特定、
および報告を簡略化し、「製品寿命による現
象」として処理できるようにすべきである。

　電気用品が故障などを起こした場合、使用
状況や部品ごとに状況変化などの想定され
る数多くのパターンに対して実験を行ってい
る。製品寿命を超えているような製品に関し
ては再現を行うべき商品が生産終了してい
ることも多いほか、多大なコストをかけて「寿
命により○○が劣化したことが要因で故障し
た」ことを証明しているのが現状である。

　電気用品を製造した企業がその安全性を
保障できる期間として寿命を公告し、製品寿
命を終えた製品の事故に関しては手続を簡
略化する。一方、寿命に達する以前に起き
た不具合については「電気用品の欠陥」とし
て徹底的な対応を求めるなど、資源の集中
をはかることで製品の安全性を高めるべき
である。

電気用品安全法
経済産業省関東経済産業局
「電気用品の事故等に係る報
告要領」

経済産業省

　電気用品が原因と想定される危害又は損
害が発生した場合には、１週間以内に報告
書を提出する。やむをえない場合には連絡
書にて対応する。

5017 5017001 日本模型ロ
ケット振興会 11 模型ロケットエンジンの消費

許可の緩和

宇宙科学教育・スポーツ・競技会・興行・催し
の用に供するために火薬20グラムを超える
模型ロケットエンジンを消費する場合は、同
一の消費地において一日につき、硝酸塩あ
るいは過塩素酸塩を使用した火薬30グラム
以下の模型ロケット50機、同火薬60グラム以
下の模型ロケット5機、および同火薬100グラ
ム以下の模型ロケット5機までと、エンジンの
点火に使用する硝酸塩あるいは過塩素酸塩
を主成分とする火薬0.2グラム以下の点火具
（イグナイター）の無制限での消費（使用）に
ついては、都道府県知事の許可を受ける制
度から、市町村長へ事前に消費の届出をす
る制度へと見直してほしい。

一般論として：火薬類の安全度・危険度を評
価・判断する基準・制度がなく、その過程が
不明朗にされたまま、単に火薬を使用してい
るので危険であろうという行政機関の推測の
みで許可制度とされている。模型ロケットエ
ンジンについて：外国で市民が通常使用して
いる商品が、日本では商品現物の調査・試
験・検査が何ら受けられないまま危険商品と
判断され、許可制度がとられている。危害予
防の対策が十分検討されないまま、行政機
関により一方的に毎回個別に許可を取るよ
う制度化されている。

火薬類取締法第25条第1項 経済産業省 　

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 60 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100075 模型ロケットエンジンの譲受
許可の緩和 火薬類取締法第１７条

火薬の量が２０ｇを超える模型ロケットに用
いられる噴射推進器及び点火具を譲り受け
る場合には、都道府県知事の譲受許可が必
要である。

ｃ

火薬類はそれ自体が危険物であることはも
ちろん、それが悪用された場合、一般国民に
対して不測の災害を発生させるものである
から、譲渡、譲受の際に厳重にこれを規制
し、不正使用を防止し、流通における保安の
確保を行う必要があるため、都道府県知事
の許可制とし、その悪用や災害の発生を防
止している。
模型ロケットに用いられる噴射推進器はそ
れ自体が飛翔するという性質上、危険性が
高く、悪用される恐れもあるため、現行の許
可制を維持する必要があり、譲渡、譲受の
目的が明らかでないなど公共の安全の維持
に支障を及ぼす恐れがないか審査する必要
があるため届出制とすることは出来ない。

回答では公共安全の維持の観点から届出
制度への移行は対応困難としているが、海
外では許可制度が採用されている実態にも
鑑み、危険度の判断基準整備の観点から、
２０ｇ以上の火薬量でも許可が必要のない上
限について、データの収集・分析を行うなど、
改めて検討されたい。

２０ｇを超える模型ロケットに用いられる噴射
推進器については、平成１６年度から全国火
薬類保安協会において玩具煙火に該当する
かどうかの安全性評価制度が整備される予
定となっていることから、当該制度を活用し、
取り扱うことは可能である。

5017002 日本模型ロ
ケット振興会 11

z1100076
模型ロケットエンジン中の延
時薬を火薬とすることの指定
除外

火薬類取締法第２条
火薬類取締法施行規則第１
条の２
４５化局第３１号通商産業省
化学工業局長通達
７立局第５００号通商産業省
環境立地局長通達

模型ロケットに用いられる噴射推進器は黒
色火薬で出来ているため、火薬類取締法第
２条第１項第１号に定める火薬に該当し、火
薬類取締法の適用を受ける。

ｃ

火薬類取締法では、延時薬かどうかではな
く、火薬としての性質を持っているかどうかで
火薬に該当しているかどうか判断される。一
般的に模型ロケットに用いられる噴射推進
器の延時薬の組成は火薬に該当するため、
適用を除外することは出来ない。

回答では火薬としての性質の有無を根拠と
して対応困難としているが、要望では火薬と
非火薬を区別する判断基準の設置を求めて
いるものであるから、この点について具体的
な対応策を改めて示されたい。

c

規制の対象となる火薬については火薬類取
締法第２条第１項第１号により具体的に特定
されている。この定義に該当すれば火薬で
あり、該当しなければ火薬類取締法の適用
を受けない。

5017003 日本模型ロ
ケット振興会 11

z1100077 製造業者に係る軽微な変更
の工事等の対象の拡大

火薬類取締法第10条第１項
（製造施設等の変更）
火薬類取締法施行規則第８
条（製造業者に係る軽微な変
更の工事等）

工室等内の暖房装置、照明設備又は排気
装置の取替えの工事。土堤の堤面又は簡易
土堤の頂部の取替えの工事。工室外の設備
のうち、原動機、温湿度調整装置又は手押
し車の変更の工事については、軽微な変更
として許可でなく届出とすることが認められ
ている。

ｂ Ⅲ

軽微な変更工事の対象とすることが望まれ
る変更工事について、軽微な変更工事とし
た場合、火薬類の保安上支障がないか精査
した上で対象の拡大を検討する。

回答では対象の拡大について検討とされて
いるが、
①要望では火薬類を直接取り扱わない施設
等の変更工事への拡大を求めていることか
ら、この点について具体的な対応策を更に
検討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施時期について、そ
の時期となる理由も含め具体的に示された
い。

b Ⅲ

①前回回答のとおり、火薬類を直接取り扱
わない設備についても、軽微変更工事とした
場合、保安上支障がないかどうかの検討を
行う。
②１６年度に要望者において検討会を設置
し、対象の拡大について検討を行い、１７年
度に結論を得る予定。

5021137
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100078 新規おもちゃ花火の認定制
度の創設

火薬類取締法第２条第２項、
火薬類取締法施行規則第１
条の５

火薬類取締法施行規則第１条の５の各号に
規定されている条件を満たすものはがん具
煙火として扱われる。

ｂ Ⅳ
新たに玩具煙火に指定するための基準が現
在検討されており、今年度中に完成する予
定。

①回答では今年度中に新たな玩具煙火に指
定するための基準を確定するとしているが、
要望内容は海外でのおもちゃ花火を日本で
も玩具煙火として認められるよう求めている
ものであり、この点につき、具体的な対応策
を更に検討され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施時期について具体
的に示されたい。

①主として子供が消費する玩具煙火につい
ては、その安全を確保する観点から危険性
の少ないものに限って指定をしている。海外
の基準を満たしているものが、日本の基準を
満たしているとは限らないので、海外のおも
ちゃ花火を日本の玩具煙火として認めること
はできない。このため、輸入品であっても国
産品と同様に安全性の確認は必要である。
②玩具煙火に指定するための基準は本年
度末までに策定する予定となっており、実施
時期は平成１６年度から適用は可能と考え
ている。

5068001 佐藤貿易 11

z1100079
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

①道路運送車両法第7条、第
12条、第13条、第15条、第59
条、第62条、第97条の2第1項
②地方税法第699条の11　③
地方税法第151条、第151条
の2、第152条　④自動車重量
税法第8条、第10条、第10条
の2　⑤自動車の保管場所の
確保等に関する法律第4条、
第5条、第6条、第7条、第13
条⑥自動車損害賠償保障法
第9条　⑦道路運送車両法第
22条及び平成13年11月6日
付け国自管61号通達「登録
事項等証明書交付請求者及
び自動車検査証再交付申請
者等に対する本人確認の実
施について」

自動車保有関係手続は、自動車の検査・登
録を受けるために、運輸支局等の他、市役
所等、警察署、都道府県税事務所等、それ
ぞれの行政機関に出向いて手続を行う必要
がある。

ｂ Ⅰ

ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画において、平成１７年に
はシステム稼動開始を目指すこととされてお
り、平成１７年のシステム稼動に向けて、関
係行政機関及び関係民間団体と調整を行っ
ているところであり、現在、自動車保有関係
手続のワンストップサービスのシステム構築
を進めている。そのため、道路運送車両法
等の関係法律について、自動車保有関係手
続を電子情報処理組織を使用して行うため
の所要の見直しについて検討し、次期通常
国会に法案を提出する。

各省庁からの本件回答によれば、次期通常
国会への法案提出、17年度を目標にシステ
ム稼動とされているが、16年度中に稼動させ
ることの可否について検討され、示された
い。

ｂ Ⅰ

自動車保有関係手続のワンストップサービ
ス・システムは、基幹システム（インターフェ
イスシステム）を中心に、行政機関や民間団
体等の多岐に亘るシステムが接続すること
によって、自動車の保有関係手続を電子的
に行う事ができることとなるシステムである。
そのため、多くの行政機関や民間団体等が
既存システムの改修や新たにシステムを構
築する必要があるとともに、これらシステム
の安定性を損なうことなく稼働するためには
十分な試験期間が必要となるため、１６年度
中の実施は不可能であり、ｅ-Ｊａｐａｎ重点計
画において予定されているとおり、１７年の
システム稼働を目指して準備しているところ
である。

5021207
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 61 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100075 模型ロケットエンジンの譲受
許可の緩和

z1100076
模型ロケットエンジン中の延
時薬を火薬とすることの指定
除外

z1100077 製造業者に係る軽微な変更
の工事等の対象の拡大

z1100078 新規おもちゃ花火の認定制
度の創設

z1100079
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5017 5017002 日本模型ロ
ケット振興会 11 模型ロケットエンジンの譲受

許可の緩和

宇宙科学教育・スポーツ・競技会・興行・催し
の用に供するために火薬20グラムを超える
模型ロケットエンジンを譲り受ける場合は、
一日につき、硝酸塩あるいは過塩素酸塩を
使用した火薬30グラム以下の模型ロケットエ
ンジン50本、同火薬60グラム以下の模型ロ
ケットエンジン5本、および同火薬100グラム
以下の模型ロケット5本までと、エンジンの点
火に使用する硝酸塩あるいは過塩素酸塩を
使用した火薬0.2グラム以下の点火具の無
制限での譲受については、都道府県知事の
許可を受ける制度から、市町村長へ事前に
譲受の届出する制度へと見直してほしい。

行政機関が単に火薬＝危険であるとした独
自の判断のみで許可制度となっている。譲
受人が所有・保管することに危険性がある
のか、商品自体を保存することに危険性が
あるのかその根拠・基準が不明朗であり、商
品の評価試験がなく、危険を防止するため
の改善・改良の対策の実施方法も検討でき
ないままとなっている。火薬２０グラムまでの
商品は、がん具煙火として誰でも（子供でも）
が無許可で譲受けて使用できるとされてい
るものが、２０グラムを超えたとたん、全ての
人（成人でも）に譲受と使用の際に許可を取
るよう強制されていることは不自然であり、
その中間の届出の段階があっても良い。

火薬類取締法第17条 経済産業省 　

5017 5017003 日本模型ロ
ケット振興会 11

模型ロケットエンジン中の延
時薬を火薬とすることの指定
除外

模型ロケットエンジン中に含まれる延時薬は
火薬と指定されているが、非火薬として扱う
よう通達を出して、火薬としての指定から除
外してほしい。火薬と非火薬が区別できるよ
う判断基準を設けてほしい。

　

他の商品では通達により『延時薬は社会通
念上いわゆる火薬ではない』と指定され、火
薬の指定からはずされているが、模型ロケッ
トエンジン中に含まれる延時薬は、通達によ
り『火薬』と指定され、他の商品と異なる扱い
となっている。このため、許可を受ける際、火
薬量の計算方法に差別が生じている。

火薬類取締法施行規則第１
条２ 経済産業省

延時薬は火薬ではないとした通達「昭和４５
年１月２８日付け４５化局第３１号通商産業
省」、延時薬は火薬として取り扱うとした通達
「平成７年１１月１５日付け７立局第５００号」

5021 5021137
社団法人日本
経済団体連合
会

11 製造業者に係る軽微な変更
の工事等の対象拡大【新規】

　火薬類を直接に取扱わない施設・設備等
の変更工事（改造、増設等）等、経済産業大
臣の許可を必要としない軽微な変更工事等
の対象を拡大すべきである。
（例えば、温湿度調整設備、換気設備、照明
設備、配電盤、操作パネル、配管、監視カメ
ラ、避雷設備、工室外に設置する付属設備
等）

　経済産業大臣の許可を必要とする変更工
事等の場合、変更の申請から承認、完成検
査までに長時間を要し、作業が中断するな
ど効率的な実施が困難となる場合がある。
製造保安責任者の責任の下、軽微な変更工
事の対象を拡大し、保安の向上につながる
工事の迅速な実施が可能となることが望ま
れる。

火薬類取締法第10条第１項
（製造施設等の変更）
火薬類取締法施行規則第８
条（製造業者に係る軽微な変
更の工事等）

経済産業省

　製造施設の位置、構造または設備の変更
工事のうち、以下の工事以外は経済産業大
臣の許可が必要であり、軽微な変更工事で
あるにも関わらず、速やかな実施が困難と
なっている。

・工室等内の暖房装置、照明設備または排
気装置の取り替え
・土堤の堤面または簡易土堤の頂部の取り
替え
・工室等外の設備のうち、原動機、温湿度調
整装置または手押し車の変更

5068 5068001 佐藤貿易 11 新規おもちゃ花火の認定制
度

既存商品以外に、新規の商品に対してもお
もちゃ花火（がん具煙火）に該当するか判
断・試験する制度・基準を設けてほしい。

ブラスターボール（Blaster Ball：一般商品名）
等、外国でおもちゃ花火として販売されてい
る商品を日本でもがん具煙火として輸入販
売したい。

法令で指定された既存製品のみがおもちゃ
花火（がん具煙火）として認められ、新規の
商品をおもちゃ花火として認定する制度がな
く、発展性がない。

火薬類取締法第２条第２項、
火薬類取締法施行規則第１
条の５

経済産業省 　

5021 5021207
社団法人日本
経済団体連合
会

11
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

１．自動車の生産・販売・流通に伴って必要
となる行政諸手続（検査・登録～国、車庫証
明・納税～地方、自賠責保険確認～国）等
の電子化は、規制改革推進3ヵ年計画にお
いて、平成17年を目標に稼動開始（平成15
年度中目途に一部地方公共団体で試験運
用）となっているが、これを実現するため、下
記の事項を含め早急に検討・具体化すべき
である。
（1）検査・登録等諸手続　①自動車の検査・
登録手続等の電子化　②軽自動車の検査・
届出手続等の電子化　③納税証明書の添
付に代わる電子化の検討 ④抹消・移転登録
手続の電子化
（2）自動車取得税の納付手続　①納付手続
の電子化
（3）自動車税・軽自動車税納付及び還付手
続　①納付及び還付手続の電子化　②電子
化に向けた納付及び還付手続の合理化　③
納税に係る行政と所有者の有する電子情報
の交換

①手続申請の電子化がなされていないた
め、その手続を申請もしくは代行申請をする
自動車関連業界（自動車リース業界も含む）
が多大な事務負担を強いられている。
②これらの事務作業の効率化、円滑化の観
点から、電子化（書式の全国統一化）を図る
必要があるが、電子化の検討に際しては、
利用者の意見を充分に反映させることによっ
て、電子化による混乱等が生じないよう配慮
することが重要である。

道路運送車両法、自動車登
録令、関係省令
自動車の保管場所の確保等
に関する法律、関係政省令
自動車重量税法、関係政省
令
自動車損害賠償保障法、関
係政省令
地方税法、関係政省令
地方自治体条例等

国土交通省
財務省
総務省
警察庁
経済産業省
環境省

　自動車の生産・販売・流通に伴って必要と
なる行政諸手続きは、それぞれ所管官庁が
異なり、手続申請窓口が陸運支局、警察
署、都道府県税事務所、その他に分かれて
いる。このため、申請内容は多くの項目で重
複し、申請に必要な添付書類も多く、その発
行機関が国・地方に跨っている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 62 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100079

（上記の続き）

自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

5021207
社団法人日本
経済団体連合
会

12

z1100079
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

①道路運送車両法第7条、第
12条、第13条、第15条、第59
条、第62条、第97条の2第1項
②地方税法第699条の11　③
地方税法第151条、第151条
の2、第152条　④自動車重量
税法第8条、第10条、第10条
の2　⑤自動車の保管場所の
確保等に関する法律第4条、
第5条、第6条、第7条、第13
条⑥自動車損害賠償保障法
第9条　⑦道路運送車両法第
22条及び平成13年11月6日
付け国自管61号通達「登録
事項等証明書交付請求者及
び自動車検査証再交付申請
者等に対する本人確認の実
施について」

自動車保有関係手続は、自動車の検査・登
録を受けるために、運輸支局等の他、市役
所等、警察署、都道府県税事務所等、それ
ぞれの行政機関に出向いて手続を行う必要
がある。

ｂ Ⅰ

ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画において、平成１７年に
はシステム稼動開始を目指すこととされてお
り、平成１７年のシステム稼動に向けて、関
係行政機関及び関係民間団体と調整を行っ
ているところであり、現在、自動車保有関係
手続のワンストップサービスのシステム構築
を進めている。そのため、道路運送車両法
等の関係法律について、自動車保有関係手
続を電子情報処理組織を使用して行うため
の所要の見直しについて検討し、次期通常
国会に法案を提出する。

各省庁からの本件回答によれば、次期通常
国会への法案提出、17年度を目標にシステ
ム稼動とされているが、16年度中に稼動させ
ることの可否について検討され、示された
い。

ｂ Ⅰ

自動車保有関係手続のワンストップサービ
ス・システムは、基幹システム（インターフェ
イスシステム）を中心に、行政機関や民間団
体等の多岐に亘るシステムが接続すること
によって、自動車の保有関係手続を電子的
に行う事ができることとなるシステムである。
そのため、多くの行政機関や民間団体等が
既存システムの改修や新たにシステムを構
築する必要があるとともに、これらシステム
の安定性を損なうことなく稼働するためには
十分な試験期間が必要となるため、１６年度
中の実施は不可能であり、ｅ-Ｊａｐａｎ重点計
画において予定されているとおり、１７年の
システム稼働を目指して準備しているところ
である。

5085017 オリックス株式
会社 11

z1100079
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

①道路運送車両法第7条、第
12条、第13条、第15条、第59
条、第62条、第97条の2第1項
②地方税法第699条の11　③
地方税法第151条、第151条
の2、第152条　④自動車重量
税法第8条、第10条、第10条
の2　⑤自動車の保管場所の
確保等に関する法律第4条、
第5条、第6条、第7条、第13
条⑥自動車損害賠償保障法
第9条　⑦道路運送車両法第
22条及び平成13年11月6日
付け国自管61号通達「登録
事項等証明書交付請求者及
び自動車検査証再交付申請
者等に対する本人確認の実
施について」

自動車保有関係手続は、自動車の検査・登
録を受けるために、運輸支局等の他、市役
所等、警察署、都道府県税事務所等、それ
ぞれの行政機関に出向いて手続を行う必要
がある。

ｂ Ⅰ

ｅ－Ｊａｐａｎ重点計画において、平成１７年に
はシステム稼動開始を目指すこととされてお
り、平成１７年のシステム稼動に向けて、関
係行政機関及び関係民間団体と調整を行っ
ているところであり、現在、自動車保有関係
手続のワンストップサービスのシステム構築
を進めている。そのため、道路運送車両法
等の関係法律について、自動車保有関係手
続を電子情報処理組織を使用して行うため
の所要の見直しについて検討し、次期通常
国会に法案を提出する。

各省庁からの本件回答によれば、次期通常
国会への法案提出、17年度を目標にシステ
ム稼動とされているが、16年度中に稼動させ
ることの可否について検討され、示された
い。

ｂ Ⅰ

自動車保有関係手続のワンストップサービ
ス・システムは、基幹システム（インターフェ
イスシステム）を中心に、行政機関や民間団
体等の多岐に亘るシステムが接続すること
によって、自動車の保有関係手続を電子的
に行う事ができることとなるシステムである。
そのため、多くの行政機関や民間団体等が
既存システムの改修や新たにシステムを構
築する必要があるとともに、これらシステム
の安定性を損なうことなく稼働するためには
十分な試験期間が必要となるため、１６年度
中の実施は不可能であり、ｅ-Ｊａｐａｎ重点計
画において予定されているとおり、１７年の
システム稼働を目指して準備しているところ
である。

5086017 社団法人リー
ス事業協会 11

z1100080 輸出入・港湾諸手続の簡素
化の促進

輸出貿易管理規則第１条、輸
入貿易管理規則第２条等

外為法令において定める特定貨物の輸出入
の許可・承認を受けようとする者は、輸出入
許可・承認申請書等を提出しなければならな
い。

ｂ Ⅲ、Ⅳ

ワンストップサービスの一層の推進を図るべ
く、現在関係省庁において、各種申請書類
の削減、申請事項の削減、申請手数料の見
直し等、申請手続や申請書類の徹底した省
略、簡素化を図っているところ。
今後は、より信頼度が高くかつ運用コストの
低廉な新しいシステムの構築について検討
し、既存業務及びシステムに係る最適化計
画を策定していく。（平成１７年度末までので
きる限り早期に措置予定）

5021208
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 63 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100079

（上記の続き）

自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

z1100079
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

z1100079
自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

z1100080 輸出入・港湾諸手続の簡素
化の促進

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021207
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

（上記の続き）

（4）重量税納付手続等　①納付手続等の電
子化
（5）保管場所証明申請手続　①申請手続の
電子化及び電子化に向けた申請手続の全
国統一化　②電子化に向けた添付書類の簡
素化等
（6）自賠責保険付保　①付保手続の電子化
及び電子化に向けた手続の合理化
（7）所有者に対する所有自動車に係る登録
事項等の電子的開示

２．なお、試験運用を行う際、大量の自動車
を所有するリース会社の事務手続等を考慮
して、その運用に当たっての検討等を行うべ
きである。

国土交通省
財務省
総務省
警察庁
経済産業省
環境省

5085 5085017 オリックス株式
会社 11

自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

自動車の生産・販売・流通に伴って必要とな
る諸行政手続（検査・登録～国、車庫証明・
納税～地方、自賠責保険確認～国）等の電
子化は、規制改革推進3ヵ年計画において、
平成17年を目標に稼動開始（平成15年目途
に一部地方公共団体で試験運用）となって
いるが、これを実現するため、添付資料記載
の事項を含め早急に検討・具体化していくこ
と。なお、試験運用を行う際、大量の自動車
を所有するリース会社の事務手続等を考慮
して、その運用に当たっての検討等を行うこ
と。

 電子化により、申請項目の共通化・統一化
と申請に必要な添付書類の削減化ができれ
ば、自動車関連業界の生産・販売・流通に係
わる申請及び手続代行コストは大幅に軽減
され、その軽減分を直接部門へ投入すること
で新たな自動車リース市場の開拓が促進さ
れ、経済活性化に資する。

手続申請の電子化がなされていないため、
その手続を申請もしくは代行申請をする自動
車関連業界（自動車リース業界も含む）に多
大な負担を強いている。また、リース会社の
税の申告・納付事務等は膨大であり、これら
の事務作業の効率化、円滑化の観点から、
電子化（書式の全国統一化）を図る必要が
あると考えられる。 電子化の検討に際して
は、利用者の意見を充分に反映させることに
よって、電子化による混乱等が生じないよう
配慮する必要がある。

道路運送車両法、自動車登
録令、自動車の保管場所の
確保等に関する法律、自動車
重量税法、自動車損害賠償
保障法、地方税法、地方自治
体条例　等

国土交通省
財務省
総務省
警察庁
経済産業省
環境省

＜添付資料＞　自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続等の電子化に
際しての検討事項

5086 5086017 社団法人リー
ス事業協会 11

自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続
の電子化の早期実現等

自動車の生産・販売・流通に伴って必要とな
る諸行政手続（検査・登録～国、車庫証明・
納税～地方、自賠責保険確認～国）等の電
子化は、規制改革推進3ヵ年計画において、
平成17年を目標に稼動開始（平成15年目途
に一部地方公共団体で試験運用）となって
いるが、これを実現するため、添付資料記載
の事項を含め早急に検討・具体化していくこ
と。なお、試験運用を行う際、大量の自動車
を所有するリース会社の事務手続等を考慮
して、その運用に当たっての検討等を行うこ
と。

 電子化により、申請項目の共通化・統一化
と申請に必要な添付書類の削減化ができれ
ば、自動車関連業界の生産・販売・流通に係
わる申請及び手続代行コストは大幅に軽減
され、その軽減分を直接部門へ投入すること
で新たな自動車リース市場の開拓が促進さ
れ、経済活性化に資する。

手続申請の電子化がなされていないため、
その手続を申請もしくは代行申請をする自動
車関連業界（自動車リース業界も含む）に多
大な負担を強いている。また、リース会社の
税の申告・納付事務等は膨大であり、これら
の事務作業の効率化、円滑化の観点から、
電子化（書式の全国統一化）を図る必要が
あると考えられる。 電子化の検討に際して
は、利用者の意見を充分に反映させることに
よって、電子化による混乱等が生じないよう
配慮する必要がある。

道路運送車両法、自動車登
録令、自動車の保管場所の
確保等に関する法律、自動車
重量税法、自動車損害賠償
保障法、地方税法、地方自治
体条例　等

国土交通省
財務省
総務省
警察庁
経済産業省
環境省

＜添付資料＞　自動車の生産・販売・流通に
伴って必要となる諸行政手続等の電子化に
際しての検討事項

5021 5021208
社団法人日本
経済団体連合
会

11 輸出入・港湾諸手続の簡素
化促進

　2003年７月に、輸出入・港湾関連手続のシ
ングルウィンドウシステムが供用開始された
ことは評価できるが、各種申請の見直しや
現行の申請書類の徹底した簡素化など、電
子化に先立って行うべき輸出入・港湾諸手
続全般の業務改革（BPR）については甚だ不
十分である。
　ワンストップサービスの実現に当たっては、
まず、（1）民間事業者の意見聴取に基づき、
提出の必要性が疑われる申請を徹底的に
抽出すること、（2）申請の中で削除できる項
目を可能な限り削除すること、（3）省庁間で
の共通項目を標準化、統一化すること、が必
要不可欠である。その上で、全ての手続きを
統合し、１回の入力・送信で複数の申請を可
能とするシステムを整備すべく、全関係省庁
は内閣官房のリーダーシップのもと連携・協
議を重ねながら、このＢＰＲを遂行すべきで
ある。

　例えば、シングルウィンドウ化により、複数
の官庁で共通する手続について同時に送信
することが可能となったものは、入・出港届
等、ほんの一握りに過ぎず、従来通りの紙
ベースでの手続きが数多く残されているの
が現状である。
　シングルウィンドウシステムの運用が開始
されても、このままでは、真のワンストップ
サービスにはなっておらず、輸出入・港湾諸
手続の簡素化、物流効率化、ひいては産業
競争力の強化につながらないことが懸念さ
れる。

関税法
電子情報処理組織による税
関手続の特例等に関する法
律等

財務省
国土交通省
経済産業省
法務省
厚生労働省
農林水産省

　港湾・輸出入手続に関係する各省庁の協
力のもと、2003年７月から港湾・輸出入手続
のシングルウィンドウシステムが運用を開始
したが、これは単に既存のシステムが接続さ
れただけのものであり、予てより産業界が要
望してきた諸手続の見直しおよび簡素化を
反映したものとはなっていない。
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100080 輸出入・港湾諸手続の簡素
化の促進

輸出貿易管理規則第１条、輸
入貿易管理規則第２条等

外為法令において定める特定貨物の輸出入
の許可・承認を受けようとする者は、輸出入
許可・承認申請書等を提出しなければならな
い。

ｂ Ⅲ、Ⅳ

ワンストップサービスの一層の推進を図るべ
く、現在関係省庁において、各種申請書類
の削減、申請事項の削減、申請手数料の見
直し等、申請手続や申請書類の徹底した省
略、簡素化を図っているところ。
今後は、より信頼度が高くかつ運用コストの
低廉な新しいシステムの構築について検討
し、既存業務及びシステムに係る最適化計
画を策定していく。（平成１７年度末までので
きる限り早期に措置予定）

5035003 社団法人日本
船主協会 11

z1100081 ハイサルファーC重油の関税
の見直し 関税暫定措置法第２条第１項 高硫黄Ｃ重油の関税率は、３，２０２円／ＫＬ

である。 ｂ Ⅰ

石油関税は平成１７年度末まで財政関税と
して位置づけられているため、現時点では関
税率を見直すことは困難であるが、平成１８
年度以降の高濃度Ｃ重油関税の在り方につ
いては、平成１７年度末までに見直しを行う。

平成１７年度末までに行うと回答されている
見直しの内容について、平成１８年度以降に
は本件関税額を基本税額に戻すことの可否
についてご解答されたい。

b I

本件関税額を基本税額に戻すことの可否も
含めた具体的な関税額については、平成１７
年度末までに実施する「石油関税の見直し」
の中で総合的に検討を行う。

5021243
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100082 履物に関する関税割当配分、
割当枠総量の見直し

関税定率法(明４３・４・１５法５
４）　　第９条の２　関税暫定
措置法(昭３５・３・３１法３６）
第８条の６第２項　　　関税割
当制度に関する政令(昭３６・
５政１５３)  重油及び粗油等
の関税割当制度に関する省
令(昭３６・５通令３５）

　現在、対象品目について一次税率が適用
される関税割当枠については、毎年、総量
の９８％を年度枠として年度当初に割当て、
残りの２％を年５回に分け保留枠として新規
者等を対象に割当てを行っている。また、一
旦割り当てられたものの、不要となり年度途
中に返納されたものについては、再割当枠と
して再配分を行うことにより、関税割当枠の
確実な消化と有効利用を図っている。

ｃ

　関税割当枠は、一定の方式に従い輸入予
定者にその全量を割り当てており、割当ベー
スでは残量は生じていない。年度末に残る
未使用分については、一旦割り当てられたも
のの、割当後の事情等により実際には輸入
が行われず割当枠の保有者のもとで死蔵さ
れ結果として未消化となったものである。
従って、これらも当初は各申請者に割当が
行われているものであり、本件要望のよう
に、この未使用分を当初から見込んであら
かじめ留保し、新規又は小規模の業者に割
り当てるということは制度上不可能である。
なお、関税割当枠の確実な消化を図るため
に、以下のような措置を講じ、未使用分の減
少に努めてきているところである。
①関税割当枠の保有者に対して、注意喚起
を行うことにより、不要分の早期の返納を促
進する。
②未消化分の返納を行わなかった者に対し
てペナルティー（翌年度以降の割当枠に影
響）を課す。
③年度の途中に返納された枠を再割当枠と
して再配分を行う。

5073018 オーストラリア 11

z1100083 輸出規制品目の項番の国際
標準化

輸出貿易管理令別表第１
外国為替令別表

安全保障上の観点から輸出許可を要する貨
物及び技術については、輸出貿易管理令別
表第１及び外国為替令別表において、国際
輸出管理会合における合意を正確に反映し
つつ、かつ、可能な限り分かりやすく規定し
ている。

ｃ

どのような品目を輸出規制するかについて
は、国際的な平和及び安全の維持の観点か
ら、各輸出管理レジームにおいて、国際的な
合意を得て決定されているものの、それらを
実施する段階にあたっては、各国において
各国の現行法体系に基づいた規制手法を
とっているところ。既に各国独自の手法・法
体系での規制を行っていることもあり、それ
らの各国の現行法体系を大幅に超えて統一
することに係るコストとそれによって得られる
効果を比較衡量すれば、対応することは困
難である。また、国内の現状に鑑みても、輸
出管理を行っている各企業の中には、現行
の体系を前提とした輸出管理に関する社内
文書等を独自に定め、現行法令の遵守に向
けた努力を行っている企業も数多く存在する
ところ、項番等の現行の体系を大幅に変更
することによる各企業の社内文書や輸出管
理体制の変更によりコストがかかること、ま
た、もし仮に統一化を行ったとしてもその後
の規制品目の現行の体系と新体系との対照
に混乱が生じ、規制品目の不許可輸出が発
生するおそれがあること、などの理由から対
応することは困難である。

回答では、輸出規制品目の項番の統一化に
係るコストとそれによって得られる効果のバ
ランスを根拠に対応不可とされているが、
①統一化に係るコストとそれによって得られ
る効果の比較考量を数値で示して頂きた
い。

ｃ

輸出管理の体系の変更によって生じる企業
のコストを直ちに数値で示すことは不可能。
しかし、輸出管理を行っている各企業の中に
は、現行の体系を前提とした輸出管理に関
する社内文書等を独自に定め、現行法令の
遵守に向けた努力を行っている企業が数多
く存在し、体系変更によりメリットを受ける企
業はむしろ一部の大企業に限られることを
勘案すると、体系変更は不適当。なお、現行
の体系と新体系との対照の混乱によって規
制品目の不許可輸出が発生した場合に生じ
うる、我が国及び国際社会が被る安全保障
上の影響については、そもそもコストとして
数値表示することが不適当。

5021264
社団法人日本
経済団体連合
会

11
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100080 輸出入・港湾諸手続の簡素
化の促進

z1100081 ハイサルファーC重油の関税
の見直し

z1100082 履物に関する関税割当配分、
割当枠総量の見直し

z1100083 輸出規制品目の項番の国際
標準化

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5035 5035003 社団法人日本
船主協会 11 港湾・輸出入手続き等の一層

の簡素化

全ての港湾・輸出入関連手続を対象として、
申請の必要性が失われたもの、申請の中で
削除できる項目の標準化、統一化できるも
のを抽出した上で、申請手続を徹底的に削
除・簡素化するよう要望する。

2003年7月23日より輸出入・港湾関連手続
のシングルウィンドウ化が関係各省庁により
実現されてはいるが、実態は各種申請・手
続の見直しや簡素化がなされておらず利便
性の向上には結びついていない。従って、全
ての関連手続を対象として、申請の必要性
が失われたもの、申請の中で削除できる項
目、さらに省庁間に共通する項目の標準化、
統一化できるものを抽出した上で、申請手続
を徹底的に削減・簡素化することを要望す
る。

関税法、電子情報処理組織
による関税手続の特例に関
する法律、コンテナ特例法、
出入国管理および難民認定
法等

国土交通省
財務省
法務省
厚生労働省
経済産業省
農林水産省

5021 5021243
社団法人日本
経済団体連合
会

11 ハイサルファーC重油の関税
の見直し

　ハイサルファーC重油に課せられている関
税を早期に見直すべきである。

　ハイサルファーC重油にはキロリットル当た
り3,202円の関税が課せられている。平成14
年度以降、関税率は、従来のキロリットル当
たり3,415円から６％引き下げられ、3,202円
になったが、依然として事実上の輸入障壁で
あることに変わりはない。引き続き一層の見
直しを求める。

関税暫定措置法　第２条第１
項 経済産業省

　制度的には海外の安価な製品を自由に調
達できることになっているが、ハイサルファー
C重油に課せられている高関税率は、事実
上の輸入障壁となっており、ハイサルファー
C重油を原料として使用する製造業の競争
力を削ぐ結果となっている。

5073 5073018 オーストラリア 11 履物に関する関税割当配分、
割当枠総量の見直し

未使用の関税割当量は、新規の供給業者
が、年度内の定められた割当使用期間内
に、充分時間的余裕を持って注文に対応で
きるよう、当該年度の初期に新規供給業者
への再配分が行われるべきである。

最近、ウルグアイラウンド公約の一環として、日本
は履物に対する関税を引き下げた。しかし、関税
割当(TRQ)の配分、もしくは革製履物に対する割
当枠の総量(pooled quota)は、12,019千足で 1996
年以来変わっていない。オーストラリアは、この数
量は国内産業に特別の配慮をして、増やしていな
いものと理解している。しかし、オーストラリアはま
た、毎年使われずに残る何パーセントかの割当量
があることも知っている。オーストラリア政府は、こ
の未使用の関税割当枠は、日本市場に参入しよう
とする新規あるいは小規模供給業者のビジネスに
使うため、輸入業者に配分されるべきであると考え
る。
オーストラリアは、現在のやり方では、割当枠の総
量により小規模供給業者が自信をもって市場に参
入することを、極めて困難にするような方法で運営
されていることに懸念を抱いている。毎年使用され
ない関税割当量が何パーセントか有るので、オー
ストラリアは、その年度の初期に、その数量を新規
または小規模の供給業者のビジネスのために保
留すれば、輸入業者が新規または小規模の供給
業者との継続した商取引が可能になると考える。
現状では、輸入業者は、年度末になって決められ
た期日までに未使用の割当量を処分しようとする
ときにのみ、小規模な供給業者との商取引を考え
ることになる。この提案によって、毎年配分される
関税割当の数量が変更されることはないとしても、
割当枠の総量が実際に使用されることを確実にす
ることができる。日本政府は、このビジネスのため
に関税割当枠の何パーセントを取っておくことが決
められる。オーストラリア政府は、提案という形で、
関税割当制度発効以来使用されなかった関税割
当数量の平均、または過去数年間に残った割当
数を基にして計算した、流動的な平均数量の割当
を推奨する。

経済産業省

5021 5021264
社団法人日本
経済団体連合
会

11 輸出規制品目の項番の国際
標準化【新規】

　欧米先進国と同様のコード（ＥＣＣＮ等）に
体系化すべきである。

　日本の項番は独自の体系であり、海外関
係会社との連携、海外取引先からの照会等
において常に対照が求められる。表現が異
なり、その対比に非常に手間を要する。国際
的ハーモナイゼーションの観点から同一コー
ド体系化を望む。コードの一致により、該当
する規制品目の判定が的確に行える上､事
務効率が向上する。

輸出貿易管理令別表第１　外
国為替令別表 経済産業省

　日本における安全保障輸出管理に係わる
輸出令別表第１と外為令別表の項番は、欧
米先進国のＥＣＣＮと異なる独自の項番とし
て体系化されている。
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100084 民間通信衛星の輸出に係る
許可の不要化

輸出貿易管理令別表第１の１
３の項

人工衛星については、通常兵器に係る国際
輸出管理レジームであるワッセナー・アレン
ジメントにおける国際合意を正確に反映し、
輸出令別表第１の１３の項に許可対象として
規定している。

ｃ

輸出令別表第１に掲げられている貨物は、
国際輸出管理レジームにおいて国際的な平
和及び安全の観点から規制することが適当
であるとして合意された品目である。我が国
のみ民間通信衛星を規制対象外とした場
合、我が国を通じて懸念国へ貨物が流出す
るおそれがある。その結果、国際輸出管理
レジームの枠組みが体をなさなくなり、国際
的な平和及び安全を害することになるため、
対応不可能である。

当該貨物を輸出令別表第４に掲げる４カ国
の懸念国以外の地域向けに輸出する場合
には一般包括許可を認めており、過剰な規
制とはなっていない。

5021265
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100085 需要者要件中の過去の行為
に対する規制の緩和

輸出貨物が核兵器等の開発
等のために用いられるおそれ
がある場合を定める省令

　輸出令別表第１の１６の項に掲げる貨物の
輸出については、需要者が過去に核兵器の
開発等を行っていた旨が貨物の輸出に関す
る契約書若しくは入手した文書等に記載、記
録されている場合には、当該貨物の用途並
びに取引の条件及び態様から、当該貨物が
核兵器等の開発等以外のために用いられる
ことが明らかな場合を除き、輸出許可を求め
ている。

ｄ

過去の行為に関して、需要者要件に該当す
る場合であっても、当該貨物の用途並びに
取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵
器等の開発等以外のために用いられること
が明らかな場合には、輸出許可は不要であ
る。
明らかガイドラインについては、あくまでも輸
出者の判断の指針との位置づけであり、法
的義務づけを行うものではない。実際の判
断は各企業の自主管理に委ねており、需要
者が現時点では核兵器等の開発等に関与し
ていないことが客観的に明白である場合に
は、輸出者の判断により、輸出許可不要とな
りうる制度となっている。

5021266
社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1100086

一般包括輸出許可における
規制地域以外を仕向地とす
る「その他の軍事用途規制」
に関する規制の緩和

一般包括輸出許可等取扱要
領

「一般包括輸出許可等取扱要領」では、一般
包括許可について、輸出される貨物が核兵
器等の開発等に用いられる場合若しくは輸
出令別表第４の２の地域以外の地域を仕向
地として輸出される貨物がその他の軍事用
途に用いられる場合には、その効力を失うこ
ととなる。

ｃ

包括輸出許可制度については、当該貨物の
輸出が核兵器等の開発等及びその他の軍
事用途に用いられることがないことを前提と
して、輸出管理手続きの簡素化を図るため
の便宜的な措置である。核兵器等の開発等
及びその他の軍事用途に用いられる場合に
ついては、国際的な平和及び安全の維持の
観点から、通常通りの厳格な輸出管理を行
う必要があるため、個別に許可を求める必
要がある。これは、ワッセナー・アレンジメン
トの参加国に対する輸出であっても同様であ
る。

ワッセナー・アレンジメントの趣旨を超えた過
剰な規制がなわれているわけではない。

回答では、国際的な平和及び安全の維持の
観点から、対応不可とされているが、
ワッセナー・アレンジメントの下では、参加国
間で緊密な情報交換を行い、懸念の大きい
地域（非参加国を念頭）への通常兵器の過
度の移転と蓄積を防止すべく相協力して規
制を行うこととなる。そのために、参加国は、
極めて機微な品目については広く非参加国
向けに極めて厳格な規制を実施する等、通
常兵器及び関連汎用品･技術の責任ある輸
出管理を実施している。他方、一般包括輸
出許可等取扱要領においては、緊密な情報
交換を行う相手国の立場にあり、厳格な輸
出管理を実施しているワッセナー・アレンジメ
ント参加国に向けた輸出でも、大量破壊兵
器以外のその他の軍事用途に用いられる場
合若しくはその疑いがある場合については、
一般包括許可の届出や失効を規定してい
る。安全保障輸出管理は国際的な平和及び
安全の維持という目的を達成するために最
低限必要なものに限定すべきところ、現状で
は「その他の軍事用途」及び「疑い」の範囲
が広く漠然としており、規制の範囲が拡大し
ていることから、企業が過重な負担を強いら
れている。
　

ｃ

ワッセナー・アレンジメントについては、特に
非参加国を想定して輸出管理を行うもので
はなく、全地域を対象としているもの。した
がって、輸出先がワッセナーアレンジメント参
加国であるか否かにかかわらず、輸出され
る貨物が核兵器等の開発等及びその他の
軍事用途に用いられる場合については、国
際的な平和及び安全の維持の観点から、通
常通りの厳格な輸出管理を行う必要があり、
個別許可及び届け出を求めることは、最低
限必要な規制であると考えている。

5021267
社団法人日本
経済団体連合
会

11
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管理
コード 項目

z1100084 民間通信衛星の輸出に係る
許可の不要化

z1100085 需要者要件中の過去の行為
に対する規制の緩和

z1100086

一般包括輸出許可における
規制地域以外を仕向地とす
る「その他の軍事用途規制」
に関する規制の緩和

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021265
社団法人日本
経済団体連合
会

11 民間通信衛星の輸出許可不
要化【新規】

　輸出貿易管理令別表１の13項で輸出許可
を必要とする規制品の対象から、民間用周
波数帯を使用し、民間需要者（衛星運用会
社、通信事業者、放送局等）向けに輸出され
る純粋な民間通信衛星を除外すべきであ
る。

　ＩＴＵ－ＲＲ（国際電気通信連合　無線通信
規則）で定められた民間用周波数帯を使用
する純粋な民間用通信衛星は、軍事目的に
は転用できない。周波数帯の変更にはプロ
グラムのみならず、部品材料自体を変更す
る必要があるため、製造者以外の専門知識
を有する者であっても変更は不可能である。
また、別表１の13項から民間通信衛星を除
外しても、別途、別表１の16項に規定する貨
物はキャッチオール規制の対象となってお
り、輸出国、用途・需要者等の確認が行なわ
れており、軍事目的の通信衛星の輸出を排
除することは可能である。
　規制範囲が広く設定され、輸出許可案件
が増えると、迅速な輸出・技術提供が困難に
なり、海外の衛星メーカーに遅れをとる。現
在、日本の宇宙産業は国内向けの需要が
中心ではあるが、規制の緩和は、海外への
窓口が広がり宇宙産業拡大の第一歩とな
る。

外国為替及び外国貿易法第
48条
輸出貿易管理令別表第１の
13項、同16項
ＩＴＵ－ＲＲ(国際電気通信連
合　無線通信規則）

経済産業省

　外国為替及び外国貿易法では、国際的な
平和及び安全の維持を妨げることとなると認
められるものとして政令で定める特定の地
域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出
をしようとする者は、経済産業大臣の許可を
受けなければならないとされており、輸出貿
易管理令別表第１の13項において、軍事目
的であるか否かに係わらず、全ての人工衛
星は輸出許可の対象とされている。

5021 5021266
社団法人日本
経済団体連合
会

11 需要者要件中の過去の行為
に対する規制緩和【新規】

　需要者要件中の過去の行為に関して、当
該需要者が現時点では核兵器の開発等に
関与していないことが客観的に明白である
場合は、需要者要件には該当しないとして
輸出許可を不要とすべきである。

　需要者が核兵器の開発等への関与を終了
して相当な期間が経過し、既に当該需要者
に係る輸出貨物が核兵器等の開発等のた
めに用いられるおそれが全くない場合でも、
核兵器等の開発等のために用いられるおそ
れがある場合として当該需要者に係る文書
等を管理しなければならず、企業に過重な
負担を強いている。
　例えば、過去にミサイル等の開発に関与し
たことが指摘されている需要者であっても、
当該国政府が弾道ミサイルの研究・開発や
輸出・輸入を行なわないことを宣言し、MTCR
（ミサイル技術管理レジーム）にも参加してい
る場合には、客観的にも「関与を終了した」と
見なすのが妥当と考えられる。実際、米国で
は、MTCR等の大量破壊兵器の国際レジー
ム参加国に向けた輸出は、ミサイル等に関
するキャッチオール規制の対象外としてい
る。

「輸出貨物が核兵器等の開
発等のために用いられるおそ
れがある場合を定める省令」
(平成13年12月28日 経済産
業省令第249号)

経済産業省

　安全保障輸出管理制度においては、需要
者が過去に核兵器の開発等を行っていたこ
とについて、貨物の輸出に関する契約書若
しくは入手した文書・記録媒体に記載、記録
されている等の場合には、需要者要件に該
当し、且つ明らかガイドラインでチェックをし
ても全ての項目が明らかにならなかったとき
は、輸出許可申請が必要とされている。

5021 5021267
社団法人日本
経済団体連合
会

11

一般包括輸出許可における
規制地域以外を仕向地とす
る「その他の軍事用途規制」
に関する規制緩和

　「一般包括輸出許可等取扱要領」に関し
て、上記制度の下線部に該当するワッセ
ナー・アレンジメント参加国に対する輸出（別
表第４の２の地域以外の地域を仕向地とし
た輸出）で、大量破壊兵器以外のその他の
軍事用途に用いられる場合若しくはその疑
いがある場合については、個別許可ならび
に届出の対象から除外すべきである。

　安全保障輸出管理規制は、「国際的な平
和及び安全の維持」という目的を達成するた
めに最低限必要なものに限定し、民間企業
の事業活動にとって不必要な妨げとならない
ようにすべきである。現状では、「その他の
軍事用途」および「疑い」の範囲が広く漠然と
しており、規制の範囲が極めて拡大してい
る。
　なお、昨年度の要望「一般包括輸出許可
における「その他の軍事用途規制」に関する
規制緩和」に対しては、「「その他の軍事用
途」に用いられる場合については、ワッセ
ナー・アレンジメントに基づき、当該輸出が通
常兵器の過度の蓄積、地域の不安定化につ
ながる輸出に当たらないかを個別に審査す
る必要がある」との回答があった。

「一般包括輸出許可等取扱
要領」(平成14年７月１日 ６貿
第211号)
「一般包括許可及び特定包
括許可に係る届出について
（お知らせ）」（平成14年７月１
日　経済産業省貿易経済協
力局安全保障貿易審査課）

経済産業省

　「一般包括輸出許可等取扱要領」では、第
一種又は第二種の一般包括許可において、
輸出される貨物が核兵器等の開発等に用い
られる場合若しくは輸出貿易管理令別表第
４の２の地域以外の地域を仕向地として輸
出される貨物がその他の軍事用途に用いら
れる場合には、その効力を失うこととなる。こ
の結果、上記のような場合の輸出は、個別
許可の対象となる。
　また、輸出される貨物が核兵器等の開発
等に用いられる疑いがある場合若しくは輸
出貿易管理令別表第４の２に掲げる地域を
仕向地として輸出される貨物がその他の軍
事用途に用いられる場合又はその疑いがあ
る場合及び輸出貿易管理令別表第４の２の
地域以外を仕向地として輸出される貨物が、
その他の軍事用途に用いられる疑いがある
場合には、規制当局（経済産業省）に届け出
ることとされている。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 68 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100086

（上記の続き）

一般包括輸出許可における
規制地域以外を仕向地とす
る「その他の軍事用途規制」
に関する規制の緩和

そこで、少なくとも、懸念の大きい地域への
通常兵器の過度の移転と蓄積を防止すべ
く、厳格な輸出管理を実施しているワッセ
ナー・アレンジメント参加国（例えば米国やＥ
Ｕ諸国等）に対する輸出については、個別許
可並びに届け出の対象から除外することを
改めて、検討されたい。

なお、米国では、法体系が異なるもののワッ
セナー・アレンジメント参加国に向けた輸出
の場合、「大量破壊兵器以外のその他軍事
用途」という理由で個別許可や届出の対象と
はしていない。また、EUにおいては、通常兵
器に関わる軍事用途を理由とする規制の対
象は武器禁輸国に限られる。

5021267
社団法人日本
経済団体連合
会

12

z1100087 「許可を要しないもの」に関す
る確認の廃止 輸出貿易管理令第５条第１項

規制の実効性を確保する観点から、税関に
おいて、貨物を輸出する者が外為法第４８条
第１項の規定による許可を受けていること又
は許可を受けること要しないことを確認して
いる。

Ｃ

安全保障貿易管理の水際における実効性を
確保する観点から、無許可輸出を未然に防
止するため、輸出令第５条第１項の規定に
基づき税関の「許可を受けることを要しない
ことの確認」は必要であると考えている。
実際、確認の結果として、許可が必要である
にも関わらず許可証を取得していない事例
が多数ある。
たとえ、優良事業者や誓約書の提出がある
場合についても、結果的に安全保障上懸念
のある違法輸出が行われた場合には、我が
国及び国際社会が被る安全保障上の被害
は計り知れないものとなる可能性が高い。
なお、税関において実施する上記確認につ
いては、必要性のあるものに限定して効率
的に実施している。
したがって、税関の「許可を受けることを要し
ないことの確認」については、我が国の安全
保障上の観点から判断し、廃止することはで
きない。

経済産業省としては、各輸出者の税関によ
る確認手続きを円滑化するため、省令等に
より規制対象の更なる明確化に努めるととも
に、現行のパラメータシート等による非該当
の証明以外の確認の方法として、財団法人
安全保障貿易情報センターのリスト（メー
カーによる品目の型式と該非判定の結果を
自主的に公表したリスト）に収載されている
品目の充実化を図るなどの措置は実施して
いる。

回答では、税関の「許可を受けることを要し
ないことの確認」については、我が国の安全
保障上の観点から判断し、廃止することは
困難とされているが、
輸出許可が不要とされている輸出品につい
ての税関において行われる「許可を要しない
ことの確認」に関しては、回答のとおり必要
性のあるものに限定して効率的に実施して
いるとのことであれば、それ以外の必要性の
ないものを明確に示し（許可を要するもの、
確認を要するもの及び前二者とも不要であ
るものに分類）、許可も確認も不要であるも
のについて確実な輸出管理を行っていると
認められる優良事業者が輸出する際には、
税関による当該確認を不用とするか、あるい
は許可を要しないものである旨の誓約書の
提出があれば十分としていただきたい。かか
る措置により、当該文書の作成等のために
発生している輸出者の多大な労力及びコス
トの削減が可能となる。
以上の見解を踏まえ、改めて検討されたい。

c

平成１４年４月のキャッチオール導入により、
「許可を受けることを要しないことの確認」の
要否については、貨物そのものだけではな
く、その輸出における用途、需要者について
輸出者から提供された情報及び我が国政府
が有している情報に基づき、総合的に評価し
て判断する必要性があるため、貨物ごとに
あらかじめ確認の要否を示すことは不可能。
また、税関の確認により、適切な社内輸出管
理手続きを実施している優良事業者が許可
が必要な貨物を無許可で輸出しようとしてい
るのを発見した例もあることから、優良事業
者に対しても税関の確認は必要。
なお、税関において実施する「許可を受ける
ことを要しないことの確認」については、安全
保障上の観点から必要性のあるものに限定
して実施しており、今後も、事業者に過度の
負担を負わせることのないよう実施したい。

5021268
社団法人日本
経済団体連合
会
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z1100088 外国ユーザーリスト及び明ら
かガイドラインの明確化

　
「外国ユーザーリスト」につい
て
輸出者等が「明らかなとき」を
判断するためのガイドライン

輸出貨物が核兵器等の開発等のために用
いられるおそれがある場合を定める省令第
二号及び第三号のいわゆる需要者要件の
審査に関しては、「外国ユーザーリスト」を公
表しており、掲載外国企業を需要者とする輸
出については、この要件を満たすものとし
て、基本的には許可を求めている。ただし、
当該貨物の用途並びに取引の条件及び態
様から、当該貨物が核兵器等の開発等以外
のために用いられることが明らかな場合に
限り許可を要しないこととしており、ここでい
う「明らかな場合」を判断する基準として「明
らかガイドライン」を公表している。

ｃ

外国ユーザーリストについては、輸出許可申
請を行うか否かの判断するための材料とし
て、輸出管理に関する負担軽減、不公平の
是正、輸出管理のエンフォースメントに役立
てる目的で導入したもの。本リストに掲載さ
れている企業は、公開情報その他経済産業
省が入手した情報をもとに、大量破壊兵器
の開発等の懸念が払拭されないと当省が総
合的に判断した企業であり、現在本リストに
記載されている以上に要望にあるような情
報を記載することは、①明らかにすることに
より当省の今後の関連情報の収集に支障を
来たすおそれがあること、②要望にあるよう
なあまりに詳細な情報を記載すると逆にそれ
らを悪用してそれらの事実を隠蔽・回避・迂
回するなどして不正な輸出を行うおそれなど
もあること、などの理由から対応することは
困難である。
明らかガイドラインについては、あくまでも判
断の指針との位置づけであり、実際の判断
は各企業の自主管理に委ねている。貨物に
よって確認すべき事項が異なることから、ガ
イドラインにおいて更に詳細に定めることは
困難であると考える。
明らかガイドラインについては、あくまでも判
断の指針との位置づけであり、実際の判断
は各企業の自主管理に委ねている。貨物に
よって確認すべき事項が異なることが予想さ
れ、ガイドラインでさらに詳細を定めるのは
不適当と考える。

回答は、外国ユーザーリストについては、今
後の情報収集への懸念、情報の悪用防止
の観点から、対応不可。明らかガイドライン
については、貨物によって確認すべき事項
が異なることから更に詳細に定めることは困
難であるとされているが、
①キャッチオール規制は、企業の自主規制
に負うところが多いため、企業が実効性ある
管理を行うには、輸出許可申請を行う必要
があるか否かの判断材料や指針を充実させ
ることが不可欠である。外国ユーザーリスト
については、①今後の関連情報収集に支障
を来たすおそれがない、②悪用して事実を
隠蔽、回避、迂回するなどして不正な輸出を
行うおそれがない範囲で、例えば懸念企業
である理由に関する公開された情報を掲載
する等、さらなる充実を図っていただきたい。
明らかガイドラインについては、各項目ごと
に解説を付するなどして、企業がより主体的
に判断を行うことができるように基準の明確
化を図るとともに、明らかであるか判断がつ
かず相談が行われた場合の具体的事例に
ついて、不開示情報に該当する法人情報に
配慮しつつ、その許可要否の判断基準や判
断根拠等を含めて公開することで、企業の
自主判断の参考に供することを検討いただ
きたい。

ｃ

外国ユーザーリストについては、現在掲載し
ている情報が、今後の情報収集に支障をき
たさず、かつ、企業に悪用されることのない
範囲において最大限の情報であり、これ以
上の詳細な情報を掲載することは不適当。
明らかガイドラインは、あくまで輸出企業の
自主的判断の指針との位置づけであり、こ
れについては、輸出案件ごとに確認すべき
事項が異なることから、更に詳細を定めると
ガイドラインが一般性を失い、かえって使い
勝手が悪くなると予想される。また、詳細を
規定することにより、その基準を必ず満たす
必要があるとの印象を受け、規制的色彩を
帯びてしまうおそれがあるため、要望を受け
入れることは不適当。相談内容の公開につ
いては、企業名を伏せたとしても、核兵器等
の開発等への転用が懸念される貨物の輸
出許可の判断基準に関する最近の傾向が
類推され、懸念貨物の調達を巧妙化させる
おそれがあることから、公開不可能。なお、
経済産業省では、ガイドライン利用の一助と
して、チェックリストを公表している。

5021269
社団法人日本
経済団体連合
会
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（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 69 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100086

（上記の続き）

一般包括輸出許可における
規制地域以外を仕向地とす
る「その他の軍事用途規制」
に関する規制の緩和

z1100087 「許可を要しないもの」に関す
る確認の廃止

z1100088 外国ユーザーリスト及び明ら
かガイドラインの明確化

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021267
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

一般包括輸出許可における
規制地域以外を仕向地とす
る「その他の軍事用途規制」
に関する規制緩和

（上記の続き）

しかしながら、「一般包括輸出許可等取扱要
領」では、通常兵器および関連汎用品の輸
出管理に関する国際レジームであるワッセ
ナー・アレンジメントの参加国に対してさえ
も、「その他の軍事用途に用いられる場合又
は疑いがある場合」には一般包括許可の失
効又は経済産業省への届出を規定してい
る。これは、懸念のある地域への通常兵器
の過度の移転と蓄積の防止というワッセ
ナー・アレンジメントの趣旨を超えた規制が
なされているものである。全ての輸出に関し
て、大量破壊兵器以外の「その他の軍事用
途に用いられる場合」を失効、あるいは届出
の要件から除外することが望ましいが、少な
くとも、ワッセナー・アレンジメントの参加国に
対する輸出の場合には、個別許可もしくは届
出の対象から除外すべきである。

経済産業省

5021 5021268
社団法人日本
経済団体連合
会

11 「許可を要しないもの」に関す
る確認の廃止

　一定の要件を満たす優良事業者について
は、「許可を要しないもの」に関する輸出貿
易管理令第５条に基づく税関による確認を
不要とするか、少なくとも許可を要しないもの
である旨の誓約書の提出があれば十分とす
べきである。

　安全保障輸出管理規制は、「国際的な平
和及び安全の維持」という目的を達成するた
めに最低限必要なものに限定し、民間企業
の事業活動にとって不必要な妨げとならない
ようにすべきである。輸出品の中で輸出許可
を要する貨物は限られているにも関わらず、
輸出許可を要しないことを証明する文書の
作成等のために、輸出者には多大な労力及
びコストが生じている。
　例えば、社内における輸出貿易管理体制
が確立されていることや、過去１年間に関税
法他に従っていないことを税関に指摘され申
告の撤回をしたことがないこと等一定の要件
を満たす事業者については、輸出の包括事
前審査制度の適用が認められている。この
ように、主体的に効果的な管理体制を構築
し、確実な輸出管理を行っている優良な事業
者については、税関による確認を不要とする
か、少なくとも許可を要しないものである旨
の誓約書の提出があれば十分とすることが
妥当と考えられる。

輸出貿易管理令第５条１項 経済産業省

　輸出貿易管理令第５条では、税関は安全
保障輸出管理に係る規制対象品目である時
に輸出許可を受けていることを確認すること
だけでなく、許可を要しないものに関しても、
すべて輸出許可を要しないことを確認しなけ
ればならない旨が定められている。

5021 5021269
社団法人日本
経済団体連合
会

11
外国ユーザーリスト及び明ら
かガイドラインの明確化【新
規】

　外国ユーザーリストの充実（懸念ユーザー
である理由、懸念を払拭するための措置
等、掲載企業に関する詳細な情報の公開）、
明らかガイドラインの明確化（基準の明確
化）を行うべきである。

　キャッチオール規制は、企業の自主規制に
負うところが多いが、許可要否の判断基準、
判断根拠等が不明確であることや、要件の
解釈が曖昧かつ複雑である。
　左記要望が達成されることにより、企業の
自主判断が容易となり、円滑な事業活動に
繋がる。

「輸出貨物が核兵器等の開
発等のために用いられるおそ
れがある場合を定める省令」
(平成13年12月28日 経済産
業省令第249号)
「外国ユーザーリスト」につい
て（平成15年３月31日 貿局第
１号）
輸出者等が「明らかなとき」を
判断するためのガイドライン
（平成15年４月１日 貿局第２
号）

経済産業省

　わが国では、輸出管理に関して、原則全て
の貨物･技術を対象としたキャッチオール規
制が導入されており、輸出者がその輸出す
る商品の用途や最終需要者から大量破壊
兵器の開発等に使用される恐れがあると
知っていると考えられる場合（客観要件：用
途要件と需要者要件で構成される）等には、
輸出許可が必要となっている。
その際には、輸出貨物の需要者が核兵器等
の開発等を行う/行った旨、輸出者が入手し
た文書等に記載されている場合等は、需要
者要件に該当するとされる。需要者要件の
審査に関しては、文書等告示第二号に規定
されている「核兵器等の開発等の動向に関
し、経済産業省が作成した文書等」として「外
国ユーザーリスト」が公表されており、掲載
外国企業については、取引に当たって慎重
な対応が求められる。しかしながら、なぜ懸
念のあるユーザーであるかの理由を始め、
掲載企業の詳細な情報が不足している。
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管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100088

（上記の続き）

外国ユーザーリスト及び明ら
かガイドラインの明確化

5021269
社団法人日本
経済団体連合
会

12

z1100089
いわゆるキャッチオール制度
対象品目への輸出許可特例
の創設

輸出貿易管理令第４条第１項

輸出令第５条第１項第３号に定めるいわゆ
る客観要件及びインフォーム要件に該当す
る貨物については、輸出令第５条第１項第
四号に規定する特例が適用されない。

ｃ

少額特例については、安全保障上の観点か
らの要請と経済取引活動の円滑化の要請と
のバランスを考慮して現在の制度となってい
る。
客観要件及びインフォーム要件に該当する
貨物については、その貨物が大量破壊兵器
の開発等に用いられるおそれがあるもので
あり、額の大小を問わずに規制する必要が
あることから、これらの貨物に少額特例を適
用することは、国際的な平和及び安全を害
するものとして不適当である。

5079008

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11

z1100090
輸出貿易管理令別表２該当
貨物への包括許可制度の導
入

輸出貿易管理令第２条第１項
第１号

麻薬及び向精神薬取締法第２条第７号に規
定する麻薬向精神薬原料その他の麻薬又
は向精神薬の原材料となる化学物質として
経済産業省令で定めるものの輸出をしようと
する者は、経済産業大臣の承認を受けなけ
ればならない。

ｂ Ⅲ、Ⅳ

当該輸出承認制度については、麻薬禍の拡
大を国際的に防止するためヒューストン・サ
ミット経済宣言及びロンドン・サミット経済宣
言において求められる、麻薬等原料の個別
の輸出承認制を措置するものであり、制度
の変更については国際協調に配慮しつつ慎
重な対応が必要である。制度の合理化につ
いては当該物質の取引実態などの観点をふ
まえつつ、今後検討してまいりたい。

回答では、制度の合理化については当該物
質の取引実態などの観点をふまえつつ、今
後検討していくとされているが、
①平成１６年度までに制度の合理化を措置
することについて改めて検討され、示された
い。
②上記①を踏まえた実施時期について、そ
の時期となる理由も含め具体的に示された
い。

d Ⅲ、Ⅳ

制度について再度具体的に検討した結果、
現行の制度においても、ある一定期間にお
ける一定量の輸出を複数回にわたりまとめ
て承認を得手いる事例が複数あり、それらと
同様の対応と位置づけ、今後その他の関係
事業者にも制度の趣旨を十分理解していた
だけるよう、平成１６年度中に関係の業界に
対して制度の内容について周知していくこと
とする。

5079009

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11

z1100091 繊維製品の輸入関税の見直
し（高関税の是正）

ＷＴＯ協定、関税定率法、関
税暫定措置法

　我が国の繊維製品（繊維及び衣類）の関
税率については、貿易加重平均譲許税率で
９．３％（02年ベース）であり、米国の１４．
８％（同）と比べても低い。なお、現在交渉中
であるＷＴＯ新ラウンドにおいて関税交渉が
行われているところである。
　また、特恵関税制度とは、開発途上国の輸
出と輸出所得の増大を図り、その工業化と
経済発展の促進を目的として、一方的に途
上国に優遇措置を付与する制度であり、供
与の水準は国内産業保護を考慮し設定して
いる。

ｃ

　関税率については、単に我が国だけの問
題ではなく、他の先進国や途上国との関税
水準のバランスと相互主義とを考慮する必
要のあるものであり、国内規制とは観点の
異なるものである。
　なお、我が国の繊維製品の関税について
は、ウルグアイラウンドにおける合意により、
ＷＴＯへの譲許に従って関税の引き下げを
着実に実施しているところ。
　また、特恵関税枠については、平成１３年
度関税改正により、シーリング方式を抜本的
に改善し、ＬＤＣ諸国は無税・無枠となり、更
に特恵税率を適用する額を拡大させる等、
特恵メリットの均てん化と制度の簡素化を
図っている。

5015022 日本チェーン
ストア協会 11
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管理
コード 項目

z1100088

（上記の続き）

外国ユーザーリスト及び明ら
かガイドラインの明確化

z1100089
いわゆるキャッチオール制度
対象品目への輸出許可特例
の創設

z1100090
輸出貿易管理令別表２該当
貨物への包括許可制度の導
入

z1100091 繊維製品の輸入関税の見直
し（高関税の是正）

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021269
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

外国ユーザーリスト及び明ら
かガイドラインの明確化【新
規】

経済産業省

（上記の続き）

　他方、商品の最終需要者に懸念がある場
合についても、おそれ省令二号、三号の括
弧書（輸出しようとする貨物の用途並びに取
引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器
等の開発等及び別表に掲げる行為以外の
行為に用いられることが明らかなとき）にあ
たるときは許可申請が不要となっており、そ
れを判断するために「明らかガイドライン」が
公表されている。しかしながら、輸出者が判
断を行う上で、現状の内容では不十分であ
る。

5079 5079008

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11 輸出許可取得の緩和

外為法輸出貿易管理令別表第１の16の項、
いわゆるキャッチオール制度に該当する貨
物には輸出許可特例（小額免除）が設定さ
れていない。条件を付して小額特定を設ける
ことを希望する。

食品・木材・衣類を除くほぼすべての工業製
品が輸出規制対象品目となるので、審査に
膨大なコストが費やされている。別表第１の
１の項、2の項、3の項のスペックダウン品及
び懸念貨物等リストに掲載されている貨物を
除くとの条件を付した上で、輸出許可特例
（小額免除）を設定することを希望する。現状
では経済産業省のガイドラインに従って真面
目にチェックしている企業ほどコストアップに
なり、製品の競争力に影響が出ることが懸
念される。

外為法、輸出貿易管理令 経済産業省

5079 5079009

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11 輸出承認取得の緩和

輸出貿易管理令別表第２に該当する貨物の
輸出に際しては包括許可制度が設けられて
いないため、出荷の都度輸出承認申請業務
が必要となり、企業に負担がかかっている。
一方、別表第１該当貨物については一定の
要件を満たした場合には包括許可が認めら
れている。別表第２該当貨物に対しても同様
に包括許可制度を設けてほしい。もしくは閾
値変更の検討をお願いしたい。

出荷の都度輸出承認申請業務が必要となり
コストがかかる。また、Urgentな出荷要請に
対応できない。輸出令別表第２の21－３項に
該当する貨物は、当該貨物の輸出を規制し
ていない国・地域からも容易に入手可能であ
る。そのような中、インキ・樹脂溶液の溶剤
から規制貨物だけを抽出し麻薬・覚せい剤
の製造に使用することは考え難い（現在、ト
ルエン・メチルエチルケトンは含有量50％超
の調剤が規制対象）。包括許可の新設もしく
は閾値の変更（例えば50％超→80％超への
変更）を希望する。

外為法、輸出貿易管理令 経済産業省

5015 5015022 日本チェーン
ストア協会 11  ・高関税の是正／繊維製品

の輸入関税の見直し  ・繊維製品の輸入関税の見直し
・ 特恵関税枠の拡大、関税率引下げは、内
外価格差是正や国内消費物価引下げのた
めにも至急緩和していただきたい。

・ 輸入品に対する関税が高率で、国内製品
に比べ価格競争力が劣る場合がある。 ・輸入貿易管理令 経済産業省
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管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100092
解撤等のために輸出される
船舶のバーゼル法に基づく輸
出承認手続きの廃止

「有害廃棄物の国境を越える
移動及びその処分の規制に
関するバーゼル条約」

「特定有害物質等の輸出入
等の規制に関する法律」第2
条第1項、第4条第1項
　
外国為替及び外国貿易法第
48条第3項、関税法第67条、
輸出貿易管理令別表第2の
35の2
「解撤等を行うために輸出さ
れる船舶の輸出承認につい
て」（環水企第203号、衛産第
35号、11立環指第5号）

船舶法第１条に規定する日本船舶であっ
て、次の①及び②の要件を同時に満たす船
舶は、バーゼル法第２条第１項に規定する
特定有害廃棄物等に該当するため、輸出貿
易管理令別表第２の３５の２の項（１）に掲げ
る貨物となる。

①解撤等による金属の回収等、バーゼル条
約附属書Ⅳに掲げる処分作業を行うために
輸出される船舶

②石綿又はPCB等バーゼル条約附属書Ⅰ
に掲げる物質を船舶本体に含有することに
よりバーゼル法第２条第１項に規定する特
定有害廃棄物等に該当することとなった船
舶

したがって、当該船舶の輸出をしようとする
者は、当該船舶が仕向地まで自航されるも
のであるか、曳航等により運搬されるもので
あるかを問わず、バーゼル法第４条第１項
の規定により外国為替及び外国貿易法第４
８条第３項の規定による輸出の承認を受け
る必要がある。ただし、現在まで当該船舶に
関して承認申請の実績はない。

ｃ ー

　解撤目的の船舶がバーゼル条約の対象となる
かについて、条約会合での議論が結論に達してい
ないのは事実であるが、我が国としては、平成１０
年１２月１４日付、加藤修一参議院議員の質問趣
意書に対し、平成１１年１月２２日答弁書において
「アスベスト又はＰＣＢを含む物質又は物体は、
バーゼル条約の規制対象となる「有害廃棄物」に
該当しうるものである。一般に、アスベスト又はＰＣ
Ｂを含む備品が存在する船舶が、解撤を目的とし
て国境を越える移動がなされる場合で、当該備品
の処分をも目的の１つとしている場合には、バー
ゼル条約の規定に従って、輸入国である締約国に
対し、当該移動の計画を通告し、その同意を得る
等、手続きをとる必要があると考える。」と内閣とし
て回答しているとおりである。
　従って、現にアスベスト又はPCB等バーゼル条
約附属書ⅠかつⅢに該当する物質を含む船舶
が、解撤を目的として国境を越える移動がなされ
るのに際し、「輸出承認申請の手続きの廃止」との
ご要望は、条約で定められた手続きを行わないこ
とに通じ、法制上適当でない。
　そもそもバーゼル法は輸出禁止を取り決めてい
るものではなく、バーゼル法第2条第1項に規定す
る特定有害廃棄物等に該当することとなった船舶
であっても、バーゼル法第4条第1項の規定により
外国為替及び外国貿易法第48条第3項の規定に
よる輸出の承認を受けることにより、輸出は十分
可能となることから、「大型船舶の解撤が閉ざされ
ることを意味する」とはならないと考える。
　バーゼル法で規制対象となる船舶の解撤目的の
輸出にあっては、バーゼル法の手続を経て適正に
行われるようお願いする。

要望内容は、「平成11年5月の通達により船
舶を同条約の対象とする旨の判断が示さ
れ、日本籍解撤船の輸出が実質的に不可能
となっている」ことに端を発するものである。
こうした状況下においては、輸出に代わる日
本船舶の解撤を進めるための施策が必要と
考えられるが、この点について検討され、示
されたい。

Ｃ

バーゼル法は有害廃棄物の輸出入等の規
制を行うことを趣旨・目的としているが、御指
摘にあるような国内における輸出に代わる
日本船舶の解撤を進めるための施策につい
ては、上記に述べたとおりバーゼル法の対
象外であり、国土交通省等で取り組み、措置
を講じていくものと思料している。

5035013 社団法人日本
船主協会 11

z1100093 化学物質輸入通関時の手続
き簡素化

化学物質の審査及び製造等
の規制に関する法律（第３
条、第１１条）
関税法（第７０条）

化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律では、あらかじめ届出を行い国による
審査・判定を受けていない新規化学物質や
許可を受けていない第一種特定化学物質の
輸入を制限しており、これらを担保するた
め、化学物質の輸入通関時に、輸入者に対
して、当該化学物質に係る官報告示の類別
整理番号等の明示又は判定通知書の写し
等の提出を求め、輸入を認めて差し支えな
い化学物質かどうかの審査を行っている。

ｃ

 

 化学物質の審査及び製造等の規制に関す
る法律（以下「化審法」という。）においては、
ポリ塩化ビフェニルのような性状を有する化
学物質による環境の汚染を未然に防止する
ため、新規化学物質の製造又は輸入に際し
事前にその性状を審査する制度が設けられ
るとともに、第一種特定化学物質に指定され
た化学物質に対しては許可制とし、それらの
輸入を制限している。
　このため、化学物質を輸入しようとする者
は、輸入しようとする化学物質が化審法によ
る輸入制限の対象となっているものかどうか
について、これを明らかにする義務を有して
おり、対象に該当しないことを証明するもの
として化学物質に係る官報告示の整理番号
の明示や判定通知書の写し等を提出し、こ
れを証明しなければならない。
　輸入通関時の手続をこうした方式によらず
輸入者の宣言によって行う場合には、輸入し
ようとする化学物質の特定がされていないた
め化審法の規定の遵守状況を判断すること
ができない。このため、要望のとおり措置す
ることは困難である。

5079010

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11

z1100094
盗難自動車の海外不正流出
に対する水際阻止対策の推
進

なし
盗難防止装置（イモビライザー等）の装着拡
大に向け、政府広報の実施及び（社）自動車
工業会等へ普及拡大の要請を実施。

ａ 今後とも盗難防止装置の広報啓発事業を実
施 5021216

社団法人日本
経済団体連合
会

11
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管理
コード 項目

z1100092
解撤等のために輸出される
船舶のバーゼル法に基づく輸
出承認手続きの廃止

z1100093 化学物質輸入通関時の手続
き簡素化

z1100094
盗難自動車の海外不正流出
に対する水際阻止対策の推
進

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5035 5035013 社団法人日本
船主協会 11

解撤等のために輸出される
船舶のバーゼル法に基づく輸
出承認手続きの廃止

現在「特定有害物質等の輸出入等の規制に
関する法律」（以下、バーゼル法）を所管す
る各省庁は、平成11年5月の通達により、解
撤等を目的とした日本籍船の輸出について
当該船舶がアスベスト等の有害廃棄物を含
む場合、輸出申請等の手続きが必要として
いる。このバーゼル法に基づいた輸出申請
等手続きの廃止を要望する。

環境省と経済産業省は、バーゼル法はバー
ゼル条約の必要最低限の要求を満たすもの
でその手続の簡素化は不可能との見解であ
るが、そもそも同条約では船舶をその対象と
するかについて国際的に結論が出されてい
ない。この理由としては、同条約を船舶に適
用した場合、廃棄物と何ら関係のない「寄港
国」が「輸出国」になる等の不具合が発生す
ること、また、船舶については同条約が求め
る危険物質の特定やその物質の除去の実
施が義務付けられることとなり実質的に解撤
船の輸出が不可能となることなどがあげられ
る。また、現在、主要解撤国以外の国は、大
型解撤施設を有しないため、解撤船の実質
的な輸出禁止は、大型船舶の解撤が閉ざさ
れることを意味する。このような状況下、船
舶を同条約の対象とするかについて各国と
も慎重な対応をとっているが、わが国では、
平成11年5月の通達により船舶を同条約の
対象とする旨の判断が示され、日本籍解撤
船の輸出が実質的に不可能となっている。
日本籍船の円滑な解撤を確保するするため
に同通達を廃止を求める。

バーゼル法第2条第1項、輸
出貿易管理令別表第2の35
の2、バーゼル法第4条第1
項、外国為替及び外国貿易
法第48条第3項、関税法第67
条、および関係通達

環境省
経済産業省

5079 5079010

社団法人日本
化学工業協会
規制緩和等検
討部会

11 化学物質輸入通関時の手続
き簡素化

化学物質の輸入時に税関に対し化審法番
号を申告しなければならないが、輸入者が
当該化学製品を構成する全ての化学物質は
化審法に登録済みであることを宣言すること
で通関できる制度に変更して欲しい。

化学製品、特に混合物製品の成分について
はCBI(Confidential Business Information)で
あるケースがある。輸入者がその情報を入
手することが困難であるケースも少なくな
い。米国TSCAの如く、輸入者が輸出者（製
造メーカー）等から製品を構成する全ての化
学物質が化審法に収載されていることの保
証を貰って、輸入者が宣言することによって
輸入可能な制度に変更を望む。

化審法

財務省
厚生労働省
経済産業省
環境省

5021 5021216
社団法人日本
経済団体連合
会

11
盗難自動車の海外不正流出
に対する水際阻止対策の推
進

　盗難自動車対策については、政府の国際
組織犯罪等対策推進本部の下、関係省庁と
民間団体による官民合同プロジェクトチーム
が発足し、盗難自動車の海外不正流出に対
する水際阻止の対策が取られつつある。こう
した対策を実効あるものとするためには、法
整備やイモビライザーの普及促進、ＩＴ技術
の活用、旅具通関制度の見直し等通関面で
の対応策の検討、関係省庁間における情報
共有化など、更に総合的な対策が不可欠で
ある。

①2002年（暦年）の自動車盗難件数は
62,000件を数え（97年比1.8倍）、ここ２年続け
て60,000件を超えて高止まりの傾向を示して
いる。また、2003年に入ってからは更に増加
傾向を示しており、１月～８月で43,334件（対
前年同期比＋6.3％）と、このままのペースで
は年間66,000件に上り過去最悪の盗難件数
となる見込みである。また、自動車盗難に関
する支払保険金額でみると、2002年度は約
582億円（97年度比約3.1倍）にも達し、深刻
な社会問題となっている。
②自動車盗難件数の減少による社会的コス
トの低減に繋がる。

財務省
経済産業省
国土交通省
警察庁

　近年急増している自動車盗難は、専門的
かつ組織的な犯罪集団による盗難車の海外
売却を狙ったものが多い。防犯や盗難防止
装置（イモビライザー等）の普及などを通じた
盗難自体の防止が必要であるが、その効果
には限界がある。
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コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の
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措置の
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措置の
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規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100095
拡大生産者責任（ＥＰＲ）の考
え方並びにデポジット制の導
入

・循環型社会形成推進基本
法　・容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法では、家庭から排出さ
れる容器包装廃棄物を消費者が分別排出
し、市町村が分別収集し、事業者が再商品
化するという役割分担に基づくリサイクルシ
ステムのもと、容器包装廃棄物の減量化及
び資源としての有効利用に取り組むこととし
ている｡

ｂ Ⅰ

容器包装リサイクル法の施行後10年を経過
した場合において、一部規定の施行状況に
ついて検討を加え、必要な措置を講じるもの
とされており、これを踏まえ関係省庁におい
て容器包装リサイクル法の評価・検討を行う
予定。

特になし

回答では、関係省庁において容器包装リサ
イクル法の評価・検討を行うとされているが、
①検討予定時期及び検討内容について、具
体的に示されたい。
②要望は、特に「拡大生産者責任の考え方」
及び「デポジット制の導入等による３Ｒの推
進手法導入」の検討・実現を求めているもの
であり、これらの点についても検討の可否を
含め具体的に示されたい。

b Ⅰ

容器包装リサイクル法の施行後１０年を経過
した場合において、一部規定の施行状況に
ついて検討を加え、必要な措置を講ずるも
のとされており、これを踏まえ、要望内容も
含めて、関係省庁において評価・検討を行う
予定。

5014001

全国びん商連
合会
（会長今井一
夫）

11

z1100096 産業廃棄物の多量排出事業
者による報告等の有効活用

資源の有効な利用の促進に
関する法律第１２条

副産物の発生抑制等に関する計画書は、企
業が長期的な経営方針の中に副産物の発
生抑制及び利用の促進に取り組むことを促
すことを目的に製品の生産量に対する副産
物の発生量の比率、副産物の発生量に対す
る副産物の再生資源としての利用量の比
率、設備の整備計画などの記載を求めるも
のである。なお、計画書は５年に一度提出す
れば良いものである（平成１４年度が初年
度）。

ｅ

産業廃棄物の大量排出事業者による報告
は、事業所における廃棄物の減量化・適正
処理を目的に大量排出事業者に毎年産業
廃棄物の種類別に発生量、中間処理量など
についての目標及び実績の記載を求めるも
のであり、副産物の発生抑制等に関する計
画書とは、その目的、内容が異なる。

副産物の発生抑制等に関する計画書は５年
に一度提出（平成１４年度が初年度）すれば
良いものであり、次回提出時期までに記載
内容などについて関係団体等の意見を聞
き、必要に応じて調整を行ってまいりたい。

①要望者に確認したところ、定期的な報告と
して、廃棄物処理法に基づく都道府県知事
への報告と経済産業省の調査として財団法
人クリーンジャパンセンターが詳細な調査を
実施している現状にあるが、これらの調査を
相互に連携しながら簡素化・効率化すること
を求めている。この点について、改めて検討
され、示されたい。
②上記①を踏まえた実施時期について、そ
の時期となる理由を含め具体的に示された
い。

c
(クリー
ンジャ
パンセ
ンター
の調査
につい
てはa）

産業廃棄物の大量排出事業者による報告
は産業廃棄物の減量化・適正処理を目的と
している一方、副産物の発生抑制等に関す
る計画書は、副産物の発生抑制等の計画的
な取り組みを促進することを目的としている
ため、その目的、内容が質的に異なる。
また、財団法人クリーンジャパンセンターの
調査は、法制度に基づくものではなく、あくま
でも企業の任意の協力を求めて実施してい
るものである。
なお、当該調査については、平成16年度調
査分から調査内容の簡素化等について必要
な見直しを行う予定。

5111018 社団法人日本
自動車工業会 11

z1100097
外国の環境サービス提供企
業の参入を促進するための
措置の実施

高圧ガス保安法第２２条

高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧
ガス及びその容器につき、都道府県知事又
は指定輸入検査機関が行う輸入検査を受
け、技術上の基準に適合していると認められ
た後でなければ移動してはならない。

ｄ

要望の具体的内容が必ずしも明らかではな
いが、高圧ガスの輸入検査である場合は、
高圧ガスに関する内容物確認試験及び容器
に関する安全度試験について、内容を証明
する書面の添付や刻印、標章の確認による
簡易な検査を可能としているところである。

5074024 カナダ 11

z1100098 ネットワーク・セキュリティー
の確立 情報セキュリティ監査制度

平成１５年４月に経済産業省告示として施
行。現在、当制度の普及啓発を実施してい
るところ。

ｄ Ⅲ

　経済産業省では、「情報セキュリティマネジメン
ト」の確立に向けて情報セキュリティ監査に係るガ
イドラインを本年４月に策定した。本ガイドライン
は、当省のみならず他の政府機関や民間部門の
双方で活用され得るものであり、積極的に活用さ
れることを期待している。本ガイドラインは、ＩＳＯの
標準（ISO/IEC17799）をベースとして策定したもの
である。
　また、１０月１０日産業構造審議会が経済産業大
臣あてに答申した「情報セキュリティ総合戦略」で
は、①事前に事故を予防することばかりでなく、
「情報セキュリティに絶対はなく、事故は起こりうる
もの」との前提で、被害を最小化、局限化し、回復
力の高い仕組み、すなわち、しなやかな『事故前提
社会システム』を構築すること。②安全・安心面に
おける日本本来の「強み」を活かしながら「高信頼
性」を我が国の比較優位にまで高めていくために、
国家的支援に立脚した公的対応の強化を行うこ
と。③また、内閣機能強化による情報セキュリティ
対策の統一的推進
を実施することを提示している。そして、この戦略
の実現は、中央政府の機能や財産を支える情報
資源への効果的な管理を確立し、また、電子商取
引の利用の促進等につながると考えている。今後
は、経済産業省では、本戦略を実施すべく、情報
管理体制の見直しやそれに伴った技術開発、シス
テム調達時におけるＩＴ製品や暗号などの安全性
基準の利用など、必要な施策を講じていきたいと
考えている。なお、本戦略は施策を講じるに当たっ
ての基本方針を示したものであり、今後関連施策
を講じていく際には、パブリックコメントの実施など
透明性の確保を重視していく予定。

5071025 米国 11
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コード 項目

z1100095
拡大生産者責任（ＥＰＲ）の考
え方並びにデポジット制の導
入

z1100096 産業廃棄物の多量排出事業
者による報告等の有効活用

z1100097
外国の環境サービス提供企
業の参入を促進するための
措置の実施

z1100098 ネットワーク・セキュリティー
の確立

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5014 5014001

全国びん商連
合会
（会長今井一
夫）

11
拡大生産者責任（ＥＰＲ）の考
え方並びにデポジット制の導
入

容器包装リサイクル法(容リ法)は平成7年に
成立｡経過10年で見直しされることになって
いる｡平成17年には改正作業が実施される
が､その際に左記拡大生産者責任の考え方
及びデポジット制の導入を検討していただき
たい。

国はこれまでの大量生産、大量消費、大量
廃棄を反省し、循環型社会の構築を目指し
ております。家庭ゴミの6割を占める容器包
装ゴミを減らそうと平成7年容リ法を成立させ
たが、ゴミ量は減っていないのが実情であ
る。またこの法律は収集・保管費用は自治
体が負担することになっているため、自治体
の負担割合が高くなっている。（負担割合は
自治体7：事業者3といわれている）
リサイクルに必要な収集、分別、保管等の費
用を商品価格に含めることにより、それを購
入する消費者が負担するように改正し、公平
な費用負担の制度にすべきである。
又､循環型社会形成推進基本法が施行さ
れ､リデュース､リユース､リサイクルという３Ｒ
の優先順位を明確にしているが、これらを推
進する経済的手法や規制的手法（例えば容
器課徴金、デポジット制、自動販売機規制
etc）を盛り込む視点で見直すことも必要であ
る。

・循環型社会　　形成推進基
本法　・容器包装    　リサイク
ル法

環境省
経済産業省
財務省
農林水産省
厚生労働省

・重点６分野に関する中間とりまとめ(総合規
制改革会議)　　　・パンフレット｢つくろう！ご
みゼロ社会」(容器包装リサイクル法の改正
を求める全国ネットワーク)
・事業報告書「リターナブルびんの社会的定
着をめざす業界ビジョン及び実現方策」
・パンフレット「活きびん維新」（全国びん商
連合会、ガラスびんリサイクル促進協議会）
・総務省評価書

5111 5111018 社団法人日本
自動車工業会 11 産業廃棄物の多量排出事業

者による報告等の有効活用

目的、内容が同様な報告書については以下
の通りとする。
①省庁間で調整しできるかぎり一本化。
②報告書に記載する事項はできる限り簡素
化。
③報告書の内容は、他事業所の参考になる
ことから積極的な公開を進める。

廃棄物の発生状況に係る報告は、国の法律
に基づくもの、県条例に基づくもの、業界団
体によるもの等多数ある。報告の書式は少
しずつことなるため、膨大な作業が必要。し
かし、その情報量に見合う官庁からの報告
（環境白書など）や活用が確認できる状況が
無い。

昨年度の左記要望に対し、②と③について
は措置済みであるが、①についての回答
は、廃棄物発生報告書の様式を自主的に定
めうるものとしていることから、各調査対応で
きるような内容で作成すれば効率化可能と
の判断であり、①の要望の直接回答になっ
ているとは思えない。引き続き①について再
要望したい。

・資源有効利用促進法(省令
第57条)
・廃棄物の処理及び清掃に関
する法律　第12条第7項､同8
項､第12条の2第8項､同第9条
・各都道府県公害防止条例

環境省
経済産業省

・本項目は、以前から要望しているが、引続
き検討いただきたく再要望する。

・重点要望項目

5074 5074024 カナダ 11
外国の環境サービス提供企
業の参入を促進するための
措置の実施

①フレオンガスシリンダーに関する経済産業
省の検査手続きを変更する。フレオンガスの
輸出業者は、経費と時間のかかる通関手続
きに直面している。
②水苔から作る油吸収剤に関する国土交通
省の型式認定過程を変更する。現段階で
は、「ピロウ」タイプと「マット」タイプの油吸収
剤に限って認めらており、「ルーズ」タイプの
油吸収剤は認められていません。

「土壌浄化法」の制定など、環境サービス部
門において過去２年間にわたり、著しい進捗
があった事実をカナダは認識しています。し
かし、需要の増大に見合った高品質の環境
サービスの提供者が十分確保できるように、
外国の環境サービス提供企業の参入を推進
するための措置を取る必要があると確信し
ています。

カナダは日本に左記の事柄を強く要請致し
ます。

経済産業省
国土交通省

5071 5071025 米国 11 ネットワーク・セキュリティー
の確立

米国は日本が中央及び地方政府機関によっ
て使用される情報システムの安全性と信頼
性の改善及び確保を改善する努力を称賛す
る。２００３年９月９日のグローバル・サイ
バー・セキュリティーの促進に関する日米共
同声明の精神に基づいて、米国と日本は適
切な二国間及び他国間の場で民間とさらな
る協力をしていくべきである。さらに、米国は
幾つかの省庁が既に彼ら自身の使用のため
にネットワーク・セキュリティー標準や指針を
作成しはじめていることを認識している。標
準や指針が一貫しており、民間に対して良い
前例を与えることが重要である。そのため、
色々な別々の省庁が前進する際、日本はそ
の標準や指針が以下のようであることを保
証するよう米国は求める：
①調整された形で作られ、中央政府の機能
や財産を支える情報資源への効果的な管理
を確立し保証する包括的な枠組みを保証す
る。
②技術的に中立で、取引制限がなく、電子
商取引の利用を促進する。
③国際標準機構（ＩＳＯ）等の自主的業界標
準団体によって作られた標準と出来る限り現
実的に調和するようにする。
④透明な方法で作成し執行する。国内外の
全ての利害関係者が意味あるパブリックコメ
ント過程に参加できることを確保する。

日本は電子商取引のために先進基盤を成
功裡に発展させてきたが、環境は十分には
利用されていないままである。効率性と安全
性を改善することはオンライン環境への信頼
を高め、人々の日々の必要性に直結したオ
ンラインサービスへの需要と供給を刺激する
であろう。民間が電子商取引の成長へ主要
な責任を担っている一方で、政府は深く介入
しないままで民間の電子商取引の成長を促
進する政策を採用することにより電子商取
引の利用を促進することができるのである。
米国は革新と市場の力によって民間の自主
規制枠組み及び技術的に中立な解決策を
重視しながら電子商取引の発展を奨励する
重要な役割を日本が担うことを求める。

経済産業省
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管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100099 情報システムの調達改革の
促進

②「情報システムに係る政府調達制度の見
直しについて」（平成１４年３月情報システム
に係る政府調達府省連絡会議了承、１４年４
月、１５年３月改定）の1,(1)においてライフサ
イクルコストベースでの価格評価を行うことと
するとともに、(3)において、低入札価格調査
制度の活用を促進することとしている。
③「規制緩和推進３カ年計画（再改定）」（平
成１５年３月閣議決定）の3,2,(3),エ,32,e,(a)に
おいて、「「情報システムに係る政府調達制
度の見直しについて」（平成１４年３月２９日、
４月２２日改定　情報システムに係る政府調
達府省連絡会議了承）において申し合わせ
た事項への取組を推進するため、定期的な
フォローアップを行う。」とされている。
④なし

②～④
ｄ

②情報システムの政府調達については、極端な安
値落札の防止等の観点から、自主的な取組とし
て、入札の評価における将来の運用コストの反
映、著しい安値入札があった場合の調査の徹底等
の方策を講じていくこととしている。こうした取組み
を通じて、透明で公平な情報システムの調達に努
めている。
本取組みは、２００２年３月以降、可能な案件から
逐次実施されているものであり、今後、各府省に
おける取組みによる効果が得られることが期待さ
れるが、現段階においてその効果を評価すること
は時期尚早と考えている。
③「情報システムに係る政府調達制度の見直しに
ついて」（２００２年（平成１４年）３月情報システム
に係る政府調達府省連絡会議了承）に定められた
事項に関し、２００２年度における各府省の取組状
況に関するフォローアップ調査を実施し、調査結果
を２００３年１２月に取りまとめたところであり、現
在、その調査結果をホームページを通じて２００４
年１月中に公表すべく準備中。なお、フォローアッ
プ調査から得たデータの公表について、２００３年
の両国首脳への報告書に記載されている事実は
ない。
④「情報システムに係る政府調達制度の見直し」
については、既にホームページ等の媒体を用いて
公表しており、これまでも、「規制改革推進３か年
計画」の改定等の際、日本経団連等の民間部門
からの要請を受け、対応している。さらに、情報シ
ステムの調達を含む政府調達に関する自主的措
置の実施状況については、「アクション・プログラム
実行推進委員会」の下の「政府調達の自主的措置
に係る自主的レビュー会合」において定期的に供
給者等から要望を聴取している。

②について、効果の評価を行うのは時期尚
早とのご回答であるが、その意義自体につ
いては否定できないものがあると思われるこ
とから、効果の評価を行う時期を明示して準
備を行うことの可否について、再度検討され
たい。

ｄ

②情報システムの政府調達については、極
端な安値落札の防止等の観点から、自主的
な取組として、入札の評価における将来の
運用コストの反映、著しい安値入札があった
場合の調査の徹底等の方策を講じていくこ
ととしている。こうした取組みを通じて、透明
で公平な情報システムの調達に努めてい
る。
本取組みは、２００２年３月以降、可能な案
件から逐次実施されているものであり、今
後、各府省における取組みによる効果が得
られることが期待されるが、現段階において
その効果を評価することは時期尚早と考え
ている。

5071026 米国 11

z1100100 政府のＩＴ調達改革を強化す
るための措置の追加実施 なし

③「情報システムに係る政府調達制度の見
直しについて」（平成１４年３月情報システム
に係る政府調達府省連絡会議了承、１４年４
月、１５年３月改定）の1,(1)においてライフサ
イクルコストベースでの価格評価を行うことと
している。

③ｄ ―

③我が国の予算制度上、国庫債務負担行
為を活用することにより、複数年度にわたる
契約を締結することは可能であり、また、「情
報システムに係る政府調達制度の見直しに
ついて」（平成１４年３月２９日　平成１５年３
月１９日改定　情報システムに係る政府調達
を複数年にわたり行う必要性がある場合に
は、ライフサイクルコストベースでの価格評
価を行うこととし、そのため原則として、国庫
債務負担行為を活用し、複数年契約による
こととしている。

5071027 米国 11

z1100101
クレジット/デビットカードおよ
びＡＴＭサービスの利用およ
び受け入れ促進

なし

販売店等に置かれるクレジットカード利用の
ための端末機（ＣＡＴ）について、どのような
仕様のものにするかについては市場に委ね
られており、法律その他による規制は存在し
ない。

ｅ －

ＪＣＣＡが主導して販売店等に設置を進めて
いるＣＡＴは、クレジットカード会社が共同し
て利用できるように仕様が決められている
が、当該ＣＡＴは、海外で発行されたクレジッ
トカードも取扱うことが可能な仕様となってい
る。従って、ＣＡＴが販売店等での海外発行
クレジットカードの利用を阻害しているとの懸
念は当たらない。

5071102 米国 11
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管理
コード 項目

z1100099 情報システムの調達改革の
促進

z1100100 政府のＩＴ調達改革を強化す
るための措置の追加実施

z1100101
クレジット/デビットカードおよ
びＡＴＭサービスの利用およ
び受け入れ促進

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071026 米国 11 情報システムの調達改革の
促進

２００３年３月１９日に省庁によって採用され
た合意書に列挙されている措置の実行と効
果をモニターし評価する。
①ＣＩＯ連絡会議に対して、省庁間の調整を
改善し、非差別、透明で公平な情報システム
の調達（製品及びサービス）を確保するため
に、ＩＴ調達を監督する権限を与える。
②低い価格の入札やその他の反競争的行
為を防止するための措置の効果を客観的に
評価する方法を整備する。
③（２００３年の両国首脳への報告書に従
い）省庁が全ての新しい手続きをどのように
実行するかのフォローアップ調査から得た
データを公表する。
④メモランダムによって実行されているＩＴ調
達手続きを改善する方法を民間からフィード
バックを得るために２００３年度中にパブリッ
クコメント手続きを行う。
⑤政府に価値ある民間の経験をもたらすＣＩ
Ｏの補佐がその職務を公平にまた客観的に
行うための明確な指針を作る。

電子政府計画及び２００３年の重点計画にお
いて示されているとおり、日本は全ての政府
レベルにおける行政手続きのデジタル化を
引き続き行う。さらに、電子政府計画による
と、全ての省庁はその「古いシステム」を完
全に交換し、政府全体で相互機能を高める
ことを目的としている。米国はこの移行の
間、日本がその電子政府システムの発展に
おいて独占技術への依存を減らすかもしれ
ないことを認識している。政府による新しい
商業製品の更なる利用への移行は調達者
間における革新と競争を刺激し、結果、市場
アクセス機会を創造することができる。ＩＴ調
達分野における公平な活動を保証するた
め、日本は引き続きＩＴ調達手続きにおいて
積極的に改革を実行する事によって、開か
れた競争、透明性、技術中立性、民間主導
の革新の原則を促進しなければならない。
米国は日本政府が左記の措置をとることを
提言する。

内閣官房
総務省
財務省
経済産業省

5071 5071027 米国 11 政府のＩＴ調達改革を強化す
るための措置の追加実施

政府のＩＴ調達改革を強化するために、以下
の措置を含め追加的措置を実行する：
①調達獲得に関する情報をタイミング良く、
透明で誰でも入手できる形で公開する。
②総合評価落札方式（ＯＧＶＭ）調達のため
のＳＤＲを引き下げ、より広く実行可能とす
る。
③入札評価を年初の計画予算ではなく所有
権の全てのコストによって行うことによって、
情報システムの調達においてライフ・サイク
ルコストの使用を奨励するためにより柔軟な
予算手続き（例：複数年契約）を促進する。

電子政府計画及び２００３年の重点計画にお
いて示されているとおり、日本は全ての政府
レベルにおける行政手続きのデジタル化を
引き続き行う。さらに、電子政府計画による
と、全ての省庁はその「古いシステム」を完
全に交換し、政府全体で相互機能を高める
ことを目的としている。米国はこの移行の
間、日本がその電子政府システムの発展に
おいて独占技術への依存を減らすかもしれ
ないことを認識している。政府による新しい
商業製品の更なる利用への移行は調達者
間における革新と競争を刺激し、結果、市場
アクセス機会を創造することができる。ＩＴ調
達分野における公平な活動を保証するた
め、日本は引き続きＩＴ調達手続きにおいて
積極的に改革を実行する事によって、開か
れた競争、透明性、技術中立性、民間主導
の革新の原則を促進しなければならない。
米国は日本政府が左記の措置をとることを
提言する。

内閣官房
総務省
財務省
経済産業省

5071 5071102 米国 11
クレジット/デビットカードおよ
びＡＴＭサービスの利用およ
び受け入れ促進

①　ビジネスによるクレジット/デビットカード
の利用と、政府サービスへの支払いに対す
るカード利用を促進。
②　日本のＡＴＭネットワークが国際ＰＩＮセ
キュリティーおよびネットワーク暗号化標準
に強制的に準拠するようにする。
③　日本クレジットカード協会（ＪＣＣＡ）が有
するクレジットカード取引ターミナルの標準化
と管理の役割を排除し、「クレジット認証ター
ミナル」システム（ＣＡＴ共同利用システム）よ
り、国際的に受け入れられているシステムの
利用を促進させる。
④　クレジットカード不正利用に関する法・規
制を厳しく施行する。

世界的に見て、クレジット/デビットカードおよ
びＡＴＭカードの利用は急速に増加してい
る。これらのカード利用は、消費者の利便性
向上につながり、小売部門に益をもたらして
いる。北米および欧州では、全店舗の90％
がクレジット/デビットカードを取り扱い、同地
域では、全購入の34%がこれらのカードでな
される。日本での店舗の取り扱いは、たった
の45％であり、これらカードでの購入は8％
にとどまっている。昔からの店舗やＡＴＭにお
いてカードの受け入れがよくないことは、日
本への海外からの訪問者からよく聞かれる
不満である。

金融庁
総務省
財務省
経済産業省
警察庁
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管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100102
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

小規模企業共済法
中小企業倒産防止共済法

小規模企業共済制度は、経営・生活基盤が
弱い小規模企業の事業者の事業再建資金・
生活資金等を準備するための共済制度であ
る。
中小企業倒産防止共済制度は、中小企業
者がその取引先の倒産により連鎖倒産する
事態を防止するための共済制度である。

ｃ

小規模企業共済制度は、経営・生活基盤が
脆弱で将来の事業の廃止等に備えることが
難しい小規模企業者に対して、相互扶助の
精神に基づき、小規模企業者の福祉の増進
と小規模企業の振興に寄与することを目的
として、事業の廃止等に際して共済金を支給
する制度として、安全・確実に行っているも
のである。
また、中小企業倒産防止共済制度は、中小
企業者の相互扶助の精神に基づき、中小企
業の経営の安定に寄与することを目的とし
て、取引先の倒産により債権等の回収が困
難となった中小企業者に対し、無担保、無保
証人、無利子の共済金貸付を一律公平かつ
簡易迅速に行っているものである。
これらの共済制度は、中小企業の振興とい
う政策的観点から、それぞれ小規模企業又
は中小企業につき、個々の倒産等のリスク
には実態上相当の差がある中で、それを評
価しないで希望者全員の加入を認めるもの
である。
このようなリスク評価を行わない制度は、加
入者間の平等が求められる民間の保険等
の事業では採用し難いものと考えられる。

5071082 米国 11

z1100102
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

小規模企業共済法
中小企業倒産防止共済法

小規模企業共済制度は、経営・生活基盤が
弱い小規模企業の事業者の事業再建資金・
生活資金等を準備するための共済制度であ
る。
中小企業倒産防止共済制度は、中小企業
者がその取引先の倒産により連鎖倒産する
事態を防止するための共済制度である。

ｃ

小規模企業共済制度は、経営・生活基盤が
脆弱で将来の事業の廃止等に備えることが
難しい小規模企業者に対して、相互扶助の
精神に基づき、小規模企業者の福祉の増進
と小規模企業の振興に寄与することを目的
として、事業の廃止等に際して共済金を支給
する制度として、安全・確実に行っているも
のである。
また、中小企業倒産防止共済制度は、中小
企業者の相互扶助の精神に基づき、中小企
業の経営の安定に寄与することを目的とし
て、取引先の倒産により債権等の回収が困
難となった中小企業者に対し、無担保、無保
証人、無利子の共済金貸付を一律公平かつ
簡易迅速に行っているものである。
これらの共済制度は、中小企業の振興とい
う政策的観点から、それぞれ小規模企業又
は中小企業につき、個々の倒産等のリスク
には実態上相当の差がある中で、それを評
価しないで希望者全員の加入を認めるもの
である。
このようなリスク評価を行わない制度は、加
入者間の平等が求められる民間の保険等
の事業では採用し難いものと考えられる。

5072030 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

z1100103 官公庁等における請求書様
式の統一化等 － 当省においては、契約相手方の任意書式に

よる請求書により支払手続を行っている。 ｅ －
請求書書式に係る根拠法令等が無いことに
より、契約相手方の任意書式による請求が
可能である。

－ 5086029 社団法人リー
ス事業協会 11

z1100104 電子申請における属性認証
の統一的な方策の提示

電子署名及び認証業務に関
する法律（平成12年法律第
102号）第２条第２項
電子署名及び認証業務に関
する法律施行規則（平成13年
総務省・法務省・経済産業省
令第２号）第６条第８号

※　別添資料を参照のこと。

【電子署名法における属性情報の取扱い】
電子署名を行った者を証明する認証業務に
おいて、電子証明書に利用者の氏名や住所
の他、利用者に係る資格や役職等の属性情
報を記録することは可能である。ただし、電
子署名法における認証業務は、利用者の公
開鍵が当該利用者に係るものであることを
証明する業務であり、利用者の肩書や資格
等の属性を証明することは含まれていない
ため、電子証明書に記載された資格や役職
等の利用者の属性情報は、認定の対象外と
されている。

ｃ

電子署名法においては、電子申請について
何ら規定していないことから、電子申請時に
おける属性認証の取扱いは、電子署名法の
規定に従って決定される趣旨のものではな
い。

　なお、電子署名法における属性認証の取
扱いについては、資格や役職等の属性情報
については自ずからその信頼性が明らかで
ある（例えば、資格者団体がその加入者の
属性を証明している）場合もあることから、属
性情報に係る公的な認定制度の創設につい
ては、利用者や電子証明書を受け取る側の
ニーズを踏まえた上で検討を行う必要があ
ると思料。ただし、電子署名法における認定
認証事業者が属性情報に変更があった事実
及び資格が失効された事実を把握すること
が難しいことから、属性情報に係る公的な認
定制度の創設にあたっては、電子署名法に
おける認定制度とは別の制度的枠組が必要
になると思料。

5021161
社団法人日本
経済団体連合
会

11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 79 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100102
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

z1100102
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

z1100103 官公庁等における請求書様
式の統一化等

z1100104 電子申請における属性認証
の統一的な方策の提示

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5071 5071082 米国 11
共済に対する規制の強化（民
間競合会社との同一スタン
ダードの確立）

共済と民間競合会社間の公正な競争確保
のため、すべての共済事業者に民間と同一
の法律、税金、セーフティネットのコスト負
担、責任準備金条件、基準及び規制監視を
適用することを提言する。

共済は、民間と直接競合する各種の保険商
品を提供し、日本の保険市場において相当
なマーケットシェア－を有している。管轄省
庁が規制をしている共済もあれば、（例え
ば、農林水産省は農業共済を規制してい
る）、全く規制をされていない（根拠法のな
い）共済もある。根拠法のない共済に対する
規制制度の欠如及び、その他の共済に対す
る弱い規制制度は、日本政府の健全かつ透
明な規制環境を企業並びに保険契約者に提
供する能力を損なうものであり、また、共済
がビジネス､規制及び税の観点から民間の
競合会社に対し大幅に有利に立つ要因と
なっている。

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

5072 5072030 欧州委員会（Ｅ
Ｕ） 11

簡保並びに共済への民間保
険会社と同様の規制制度の
適用

簡保と共済には、免許を受けた民間保険会
社に適用されるのと同じ規制制度が適用さ
れるべきであり、新たな引き受け活動を展開
するために規制上および税制上の特典を利
用することを慎むべきである。

「日本の規制改革に関するＥＵ優先提案」
（2003年10月16日　駐日欧州委員会代表
部）

1.5.1.金融サービス／保険部門

による。

総務省
厚生労働省
農林水産省
経済産業省

5086 5086029 社団法人リー
ス事業協会 11 官公庁等における請求書様

式の統一化等

官公庁及び特殊法人等とのリース契約にお
けるリース料の請求書については、官公庁
等の指定様式となっているため、機械処理
ができず事務手間がかかる。このため、リー
ス会社所定の様式の使用を認めるか、官公
庁等の様式を統一化・電子的データによる
請求を可能とすること。

請求書作成・送付事務の機械処理による合
理化が図れる。 全省庁

5021 5021161
社団法人日本
経済団体連合
会

11
電子申請における属性認証
の統一的な方策の提示　【新
規】

　法人の従業員等が電子申請を行う場合の
属性認証に関する統一的な方策を提示す
る｡その上で、地方公共団体に対する電子申
請についても、国と同様の措置が講じられる
ようにすべきである。

　書面による申請においては、法人の代表
者ではなく、従業員等による手続が行われ
ている場合がある。一方､電子申請において
は、代表者以外の申請者の法人における属
性を証明できないため、あらゆる手続におい
て代表者の電子署名が必要となり、法人の
公印管理部門の負担が大きくなっている｡申
請内容によっては、必ずしも代表者の電子
署名が必要でない手続もあると考えられるこ
とから、そのような申請については、代表者
の電子署名がなくても申請を行えるようにす
る必要がある。

総務省
法務省
経済産業省

　法人の従業員等が電子申請を行う場合の
役職、所属等の属性認証について統一的な
方策が示されていない。

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 80 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100104

（上記の続き）

電子申請における属性認証
の統一的な方策の提示

5021161
社団法人日本
経済団体連合
会

12

z1100105
航空機や救急車の現場にお
ける液体酸素救急システム
の使用の容認

高圧ガス保安法第４４条
容器保安規則第第７条

容器の製造又は輸入をした者は、経済産業
大臣、協会又は経済産業大臣が指定する者
（以下「指定容器検査機関」という。）が経済
産業省令で定める方法により行う容器検査
を受け、これに合格したものとして法令に基
づく刻印又は標章の掲示がされているもの
でなければ、当該容器を譲渡し、又は引き渡
してはならない。

ｄ

要望の具体的内容が必ずしも明らかではな
いが、高圧ガスを充てんする容器は輸入時
に容器検査を受検し、これに合格し、法令に
基づく刻印などがされたものでなければ、高
圧ガスを充てんすることはできない。
容器検査における容器の規格はほとんどが
性能規定化されており、公共の安全の確保
に足りる技術的根拠を明確にした資料に基
づく容器検査を受けることが可能としている
ところである。

5139007

愛知医科大学
高度救命救急
センター
中日本航空株
式会社

11

z1100106 カジノ実現に必要な特別法の
制定などの法整備

・刑法第１８５条及び第１８６
条

－－－－－－－－－－

刑法第１８５条ないし第１８７
条

カジノについては、刑法の賭博罪との関係か
ら、その実施に当たっては、新たな立法措置
が必要である。

－－－－－－－－－－－－－－

カジノに係る行為は，刑法第２３章（賭博及
び富くじに関する罪）に規定する罪の構成要
件に該当しうる行為である。

ｃ

－

ｂ

－

－

Ⅰ

【警察庁回答】
  カジノについては、刑法の賭博罪との関係
から、その実施に当たっては、新たな立法措
置が必要である。また、カジノ実施に伴い、
暴力団や外国人犯罪組織等の関与、少年
の健全な育成への悪影響、地域の風俗環境
の悪化等が懸念される。
  なお、カジノを実施するための立法が検討
される場合には、警察庁としては、これらの
治安上の観点から、その議論に加わり、必
要な意見を申し述べて参りたい。

－－－－－－－－－－

【法務省回答】
いずれかの省庁において，カジノを実現する
ための法律案を立案することとなれば，刑法
の賭博罪との関係について，当省において，
その協議に応じる用意はある。

要望内容はカジノ設置のための法整備を求
めるものであるが、カジノの設置を認めるた
めの特別法を制定する場合に、①法目的と
して何がふさわしいと考え、②その場合、貴
省の特別法制定における関与をどのように
考えるか、具体的に検討され、示されたい。

Ｃ －

１．我が国にカジノが導入されるには、まず、
導入の目的を明確化されることが必要であ
る。
　その目的に照らし、最適の運営方法や設
置形態が選択されるとともに、運営の安全性
や健全性が確保されるよう、国、地方公共団
体、民間が適切に対処していくべきであると
考える。
２．我が国にカジノの設置を認める特別法を
制定する場合には、その法目的のあり方に
ついて、国民的な議論を十分に尽くし、コン
センサスを形成していくことが必要であると
考えており、経済産業省としては、これらの
議論が十分になされ、特別法制定が検討さ
れる場合には、必要に応じて議論に加わり、
意見を申し述べて参りたい。

5035006 社団法人日本
船主協会 11

z1100106 カジノ実現に必要な特別法の
制定などの法整備

・刑法第１８５条及び第１８６
条

－－－－－－－－－－

刑法第１８５条ないし第１８７
条

カジノについては、刑法の賭博罪との関係か
ら、その実施に当たっては、新たな立法措置
が必要である。

－－－－－－－－－－－－－－

カジノに係る行為は，刑法第２３章（賭博及
び富くじに関する罪）に規定する罪の構成要
件に該当しうる行為である。

ｃ

－

ｂ

－

－

Ⅰ

【警察庁回答】
  カジノについては、刑法の賭博罪との関係
から、その実施に当たっては、新たな立法措
置が必要である。また、カジノ実施に伴い、
暴力団や外国人犯罪組織等の関与、少年
の健全な育成への悪影響、地域の風俗環境
の悪化等が懸念される。
  なお、カジノを実施するための立法が検討
される場合には、警察庁としては、これらの
治安上の観点から、その議論に加わり、必
要な意見を申し述べて参りたい。

－－－－－－－－－－

【法務省回答】
いずれかの省庁において，カジノを実現する
ための法律案を立案することとなれば，刑法
の賭博罪との関係について，当省において，
その協議に応じる用意はある。

要望内容はカジノ設置のための法整備を求
めるものであるが、カジノの設置を認めるた
めの特別法を制定する場合に、①法目的と
して何がふさわしいと考え、②その場合、貴
省の特別法制定における関与をどのように
考えるか、具体的に検討され、示されたい。

Ｃ －

１．我が国にカジノが導入されるには、まず、
導入の目的を明確化されることが必要であ
る。
　その目的に照らし、最適の運営方法や設
置形態が選択されるとともに、運営の安全性
や健全性が確保されるよう、国、地方公共団
体、民間が適切に対処していくべきであると
考える。
２．我が国にカジノの設置を認める特別法を
制定する場合には、その法目的のあり方に
ついて、国民的な議論を十分に尽くし、コン
センサスを形成していくことが必要であると
考えており、経済産業省としては、これらの
議論が十分になされ、特別法制定が検討さ
れる場合には、必要に応じて議論に加わり、
意見を申し述べて参りたい。

5123002 社会福祉法人
鞍手会 11

（奇数ページ：各省庁回答を掲載、偶数ページ：要望事項詳細を掲載） 81 / 84 全体マスター版



様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100104

（上記の続き）

電子申請における属性認証
の統一的な方策の提示

z1100105
航空機や救急車の現場にお
ける液体酸素救急システム
の使用の容認

z1100106 カジノ実現に必要な特別法の
制定などの法整備

z1100106 カジノ実現に必要な特別法の
制定などの法整備

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5021 5021161
社団法人日本
経済団体連合
会

12

（上記の続き）

電子申請における属性認証
の統一的な方策の提示　【新
規】

（上記の続き）

　なお、「電子政府構築計画」(平成15年７月
17日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡
会議決定)では、「電子申請システムについ
ては、代理人が手続を行う場合にも対応でき
るよう､できる限り早期に所要の措置を講ず
る」とされているが、属性認証についても統
一的な方策を示すべきである｡これに関連し
て、「『e-Japan重点計画－2003』(案)に対す
る意見及びそれらについての考え方」(平成
15年８月８日IT戦略本部資料)では、「属性認
証に関する統一的な位置付けについて、利
用者やこれを受け取る側のニーズを踏まえ
つつ、検討を行うことが必要である」とされて
いる。

総務省
法務省
経済産業省

5139 5139007

愛知医科大学
高度救命救急
センター
中日本航空株
式会社

11 愛知ドクターヘリ特区

病人を搬送する最中に使用する酸素は我国
ではボンベに圧縮して詰められた酸素を使
用している。米国等では液体酸素を気化さ
せて使用しているのが一般的である。我国
の病院等の現場では大きなタンクに液体酸
素を貯蔵し気化させて使っているが航空機
や救急車の現場ではオーブによる液体酸素
救急システムは認可されていない。詰め換
えの簡便さや酸素供給時間が長い等の利
点があり、ぜひ我国でも使えるようにしてほ
しい。特に重量は航空機には重大関心事で
あるのと、長時間搬送の場合に対応できる
よう図ってほしい。

ドクタヘリによる重篤患者の救命救急事業

安全運航のため燃料を減らして飛行してい
るドクターヘリには酸素関係の重量問題は
重大関心事である。又重篤患者に長時間の
酸素を補給しなければならないような場合に
５倍の供給能力は捨て難い魅力である。又
狭い航空機内でかさばらないことも大きな利
点である。現在我国にはこのようなオーブの
ような小型液体酸素のタンクに対する規格
がないため検討の対象となっていないと聞
く。ぜひ救急の現場で多くの利点を発揮する
液体酸素の利用の道を開いてほしい。

１．高圧ガス取締法：  特定案
件事前評価実施要領
２．容器則

経済産業省
１．愛知ドクターヘリ運航要領           ２．愛
知ドクターヘリ体制図             ３．オーブ・ボ
ンベ酸素比較表

5035 5035006 社団法人日本
船主協会 11 日本籍船でのカジノの自由化

日本籍船上では現行刑法が適用されるた
め、公海上にあってもカジノが禁止されてい
るが、カジノの運営が非合法とならないよう
所用の法整備を行う。

国民への健全な娯楽を提供し、クルーズ客
船事業の振興を図るため、日本籍船でのカ
ジノの自由化を行うこと。

刑法第185条、186条

警察庁
法務省
　↓
総務省
財務省
経済産業省
国土交通省

5123 5123002 社会福祉法人
鞍手会 11 カジノ･ハウス特別法の早期

設置（刑法賭博罪）の規制

カジノは日本では認められていないが、世界
の多くの国で設置されており、国際的には一
般的なゲーシング産業として経済波及効果
や雇用創出効果が期待できるものである。
現在カジノは賭博罪にあたる為、特別立法
の必要性がある

鞍手町内国有林（98林班）の1k㎡内に複合
施設として民設民営で運営する。
外国人と入場許可証を持った日本人を対象
とし、地元一般人は入場禁止とする。
日本の城下町イメージの空間作りで観光産
業として、社会福祉に特化した町づくりの可
能性を見出す

社会的弱者の福祉を充実させる財源は、社
会的強者と言われる者の、カジノでの経済
活動における収入の一部を充てる事を義務
付ける。
雇用創出や町づくりのシンボルとなり経済効
果がある

刑法（賭博罪）、森林法第三
章

警察庁
法務省
　↓
総務省
財務省
経済産業省
国土交通省

鞍手町国有林内に複合施設として建設する
ことで、私有林を必要とする場合は、代替用
地として国有林を払い下げ、交換用地として
利用する場合がある。

添付資料　第四号
4-12
第七号　「構造改革活動レポート」
第八号　「社会福祉法人鞍手会理事評議委
員会　議事録内容」　参照
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目 該当法令 等 制度の現状 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策） その他 当室からの再検討要請 措置の

分類
措置の
内容 措置の概要（対応策）

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

z1100106 カジノ実現に必要な特別法の
制定などの法整備

・刑法第１８５条及び第１８６
条

－－－－－－－－－－

刑法第１８５条ないし第１８７
条

カジノについては、刑法の賭博罪との関係か
ら、その実施に当たっては、新たな立法措置
が必要である。

－－－－－－－－－－－－－－

カジノに係る行為は，刑法第２３章（賭博及
び富くじに関する罪）に規定する罪の構成要
件に該当しうる行為である。

ｃ

－

ｂ

－

－

Ⅰ

【警察庁回答】
  カジノについては、刑法の賭博罪との関係
から、その実施に当たっては、新たな立法措
置が必要である。また、カジノ実施に伴い、
暴力団や外国人犯罪組織等の関与、少年
の健全な育成への悪影響、地域の風俗環境
の悪化等が懸念される。
  なお、カジノを実施するための立法が検討
される場合には、警察庁としては、これらの
治安上の観点から、その議論に加わり、必
要な意見を申し述べて参りたい。

－－－－－－－－－－

【法務省回答】
いずれかの省庁において，カジノを実現する
ための法律案を立案することとなれば，刑法
の賭博罪との関係について，当省において，
その協議に応じる用意はある。

要望内容はカジノ設置のための法整備を求
めるものであるが、カジノの設置を認めるた
めの特別法を制定する場合に、①法目的と
して何がふさわしいと考え、②その場合、貴
省の特別法制定における関与をどのように
考えるか、具体的に検討され、示されたい。

Ｃ －

１．我が国にカジノが導入されるには、まず、
導入の目的を明確化されることが必要であ
る。
　その目的に照らし、最適の運営方法や設
置形態が選択されるとともに、運営の安全性
や健全性が確保されるよう、国、地方公共団
体、民間が適切に対処していくべきであると
考える。
２．我が国にカジノの設置を認める特別法を
制定する場合には、その法目的のあり方に
ついて、国民的な議論を十分に尽くし、コン
センサスを形成していくことが必要であると
考えており、経済産業省としては、これらの
議論が十分になされ、特別法制定が検討さ
れる場合には、必要に応じて議論に加わり、
意見を申し述べて参りたい。

5145015 東京都 11

z1110001 炉頂圧ガスタービンの定期自
主検査周期の延長

電気事業法施行規則　第94
条の２
火力設備における電気事業
法施行規則第94条の２第２項
１号に規定する定期自主検
査の時期変更承認に係る標
準的な審査基準例及び申請
方法等について（平成15年２
月19日原院第６号）

　電気事業法施行規則第94条の２におい
て、ガスタービンの定期自主検査は２年（１
万Kwを超える）、３年（１万kW未満）以内に行
うとされ、また一定条件を満たせばそれぞれ
最大で１ヵ月、３年の延長が認められてい
る。
　一方、炉頂圧ガスタービンについては、「火
力設備における電気事業法施行規則第94
条の2第２項１号に規定する定期自主検査
の時期変更承認に係る標準的な審査基準
例及び申請方法等について」により、前回検
査より運転時間が15,000時間を超えない、あ
るいは３年を越えない時期に定期自主検査
を行うとされている。

ｂ Ⅳ

当該要望については、当該発電設備を設置
している事業者の運転実績を踏まえ、定期
事業者検査周期の延長が可能となるよう検
討を行う。（平成１６年度中）

検討結果を踏まえ、平成１６年度中に実施さ
れることについて、改めて検討され、見解を
示されたい。

b Ⅳ 平成１６年度中に検討・措置を行う予定であ
る。 5021249

社団法人日本
経済団体連合
会

11

z1110002
固体高分子形燃料電池の不
活性ガスパージに係る義務
付けの廃止

電気事業法　第39条
発電用火力設備に関する技
術基準を定める省令　第35条
（平成９年３月27日通産省令
第51号）
電気設備に関する技術基準
を定める省令　第44条、第46
条（平成９年３月27日通産省
令第52号）

　固体高分子形燃料電池設備は、その運転
停止に際し、可燃性ガス滞留防止のため窒
素ガス等の不活性ガスで置換できる構造で
あり、窒素ボンベを常備することが義務付け
られている。

ａ Ⅲ

当該発電設備については、構造面・機能面
における安全性を確認するための技術的な
検討を行っており、出力１０ｋｗ未満の小型
燃料電池発電設備については、平成１５年
度中に措置することとしている。

回答は、「特区における評価を待たずに平成
15年度中に全国規模での実施するべく所要
の措置を行う」との解釈で宜しいか、見解を
示されたい。

a Ⅲ 貴見の通り。 5021257
社団法人日本
経済団体連合
会

11
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様式１（全国） 全国規模での規制改革要望に関する当室からの再検討要請に対する各省庁の回答

管理
コード 項目

z1100106 カジノ実現に必要な特別法の
制定などの法整備

z1110001 炉頂圧ガスタービンの定期自
主検査周期の延長

z1110002
固体高分子形燃料電池の不
活性ガスパージに係る義務
付けの廃止

規制改革
要望

管理番号

規制改革
要望事項
管理番号

要望主体名
規制改革

要望
事項番号

規制改革要望事項
（事項名）

(別表
 番号)

具体的
規制改革要望内容

具体的事業の
実施内容 要望理由 根拠法令等 制度の

所管官庁
その他

（特記事項）

5145 5145015 東京都 11 カジノ実現に必要な特別法の
制定などの法整備

カジノを実現するために、所管官庁を決め、
必要な特別法の制定などの法整備を行うこ
と。

カジノ開設

・カジノは、有力な観光資源でもあり、新たな
ゲーミング産業として、経済波及効果や雇用
創出効果が大いに期待できる。
・カジノは、現行法では、刑法の賭博および
富くじに関する罪で規制されており、実施す
ることができない。

刑法第１８５条～１８７条（賭
博および富くじに関する罪）

警察庁
法務省
　↓
総務省
財務省
経済産業省
国土交通省

5021 5021249
社団法人日本
経済団体連合
会

11 炉頂圧ガスタービンの定期自
主検査周期の延長【新規】 1105

　炉頂圧ガスタービンについても、電気事業
法施行規則第94条の２第２項「…前項に規
定する時期に定期自主検査を行う必要がな
いと認めて、…定期自主検査を行うべき時
期を定めて承認したとき」の趣旨を鑑み、通
常のガスタービンと同様、同規則同条第１項
に定める定期自主検査時期を実質的に延長
（１ヶ月程度）できる通達とすべきである。

　一般的な炉頂圧ガスタービンは2年弱で運
転時間15,000時間を越えることになり、実質
的に通達による定期自主検査時期の延長が
受けられない。
　炉頂圧ガスタービンについても、「定期自
主検査の時期変更承認に係る標準的な審
査基準例」に示される条件を満たしていれ
ば、時期延長を認めても問題ないと考えられ
る。
　左記要望の実現により、炉頂圧ガスタービ
ンの工事時期等の制約が緩和され（具体例
を挙げると定期周期が２年を切るケースと２
年を超えるケースを比較すれば、後者の方
が年間計画を立てやすい）、より効率的な運
用がはかれる。

電気事業法施行規則　第94
条の２
火力設備における電気事業
法施行規則第94条の２第２項
１号に規定する定期自主検
査の時期変更承認に係る標
準的な審査基準例及び申請
方法等について（平成15年２
月19日原院第６号）

経済産業省

　電気事業法施行規則第94条の２におい
て、ガスタービンの定期自主検査は２年（１
万Kwを超える）、３年（１万kW未満）以内に行
うとされ、また一定条件を満たせばそれぞれ
最大で１ヵ月、３年の延長が認められてい
る。
　一方、炉頂圧ガスタービンについては、「火
力設備における電気事業法施行規則第94
条の2第２項１号に規定する定期自主検査
の時期変更承認に係る標準的な審査基準
例及び申請方法等について」により、前回検
査より運転時間が15,000時間を超えない、あ
るいは３年を越えない時期に定期自主検査
を行うとされている。

5021 5021257
社団法人日本
経済団体連合
会

11
固体高分子形燃料電池の不
活性ガスパージに係る義務
付けの廃止【新規】

1106 　不活性ガスパージの義務付けを廃止すべ
きである。

　一般家庭を含めた燃料電池発電システム
の普及には、窒素ボンベの設置不要により、
燃料電池の設置場所の制限が緩和され、ま
た設置コストの低減が必須である。
　本件については、構造改革特区に対する
第一次提案を受けて策定された「経済産業
省関係構造改革特別区域法第二条第三項
に規定する省令の特例に関する措置及びそ
の適用を受ける特定事業を定める省令（平
成15年３月28日経済産業省令第39号）」の
第４条において、特区において認めるとされ
ているほか、「燃料電池実用化に関する関
係省庁連絡会議」でも規制の再点検項目と
して取り上げられ検討が進められており、遅
延なく全国区での規制緩和を措置することを
求めたい。

電気事業法　第39条
発電用火力設備に関する技
術基準を定める省令　第35条
（平成９年３月27日通産省令
第51号）
電気設備に関する技術基準
を定める省令　第44条、第46
条（平成９年３月27日通産省
令第52号）

経済産業省

　固体高分子形燃料電池設備は、その運転
停止に際し、可燃性ガス滞留防止のため窒
素ガス等の不活性ガスで置換できる構造で
あり、窒素ボンベを常備することが義務付け
られている。
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